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平成18年4月7目

都道府県医師会長殿

日本医師会長

　　　唐　澤　祥　人

診療報酬請求書等の記載要領等の改正について

　平成18年度診療報酬改定に伴い、診療報酬明細書の様式および記載

要領通知、老人訪問看護療養費・訪問看護療養費等の記載要領通知等が

改正されましたので、ご連絡申し上げます。

　今回の改正内容は下記のとおりでありますので、貴会会員にご周知く

ださいますようお願い申し上げます。

　本件につきましては、都道府県医師会宛文書管理システムの「お知らせ」

ならびに日本医師会ホームページのrメンバーズルーム」に掲載後・日本

医師会雑誌5月号に掲載を予定しております。

　なお、日本医師会雑誌5月号につきましては、4月1目～2目に開催さ

れました第114回定例代議員会について掲載する都合上、作成が遅れ、

会員の先生方の手元に届くのが若干遅れてしまいますので、その間のご対

応何卒よろしくお願い申し上げます。

記

1．療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

省令の一部改正

（1）様式第1（1）（第2条関係）

　【診療報酬明細書（医科・歯科　入院・入院外併用）】

　　・「食事療養」欄の「日数」区分を「回数」区分に改めた



（2）様式第2（1）（第2条関係）

　【診療報酬明細書（医科入院）】

　　・○付き番号を数字のみの標記に改めた（例：⑳→20）

　　・「⑪指導」欄を「13医学管理」欄に改めた

　　・「㊤食事」欄を以下のように改めた

㊤
食
事

基準 円×　目間

~×　目間

~×　目間

⇒
97

H
事

基準

ﾁ別

H堂

円×　回

~×　回

~×　目

（3）様式第2（2）（第2条関係）

　【診療報酬明細書（医科入院外）】

　　・「⑪指導」欄を「13医学管理」欄に改めた

件数 診療実日数 点数 一部負担金 件数 回数 金額 標準負担額

（4）様式第6　（第2条関係）

　【診療報酬請求書（医科・歯科）】

　［国民健康保険］［公費負担医療］

　　・「食事療養」欄の「目数」欄を「回数」欄に改めた

　［老人保健］

　　・以下のように改めた

具
療養の給付 食事療養

件数 診療実日数　点数 一部負担金 件数 回数 金額 標準負担額



（5）様式第9　（第2条関係）

　【診療報酬明細書（医科入院医療機関別包括評価用）】

　　・r食事」欄を以下のように改めた

基準 円×　目問

円×　目間

円×　目間

食

事

⇒ 食
事

基準

ﾁ別

H堂

円×　回

~×　回

~×　目

※1　この省令は、平成18年4月1目から施行する。

※2　この省令の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、

　　当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2．記載要領等（通知）について

（1）診療報酬請求書、診療報酬明細書の記載要領、診療録、処方せん等

　　の記載上の注意等が示されている別紙1及び別紙2が全面改正され

　　た。

　　都道府県医師会宛文書管理システムrお知らせ」及び日本医師会ホ

　　ームページrメンバーズルーム」に掲載後、目本医師会雑誌5月号に

　　掲載する予定。

（2）D　P　C（急性期入院医療の診断群分類に基づく1目当たりの包括評

　　価制度）に係る診療報酬請求書等の記載要領が全面改正され、従前の

　　「特定機能病院の入院医療の包括評価に係る診療報酬請求書等の記

　　載要領について（通知）」は廃止された。

　　　同一月に診断群分類点数表等に基づき費用を算定する目と医科点

　　数表に基づき費用を算定する目がある場合は、明細書を総括表とし、

　　「出来高明細書」を続紙として添付し、1件の明細書を作成し、総括

　　表の出来高欄に医科点数表に基づき費用を算定することとなった理

　　由を具体的に記載すること等が追加された。

（3）老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等の記載要領が全面改

　　正され、在宅療養支援診療所創設に伴う記載等所要の改正が行われた。



　都道府県医師会宛文書管理システムrお知らせ」及び目本医師会ホ

ームページrメンバーズルーム」に掲載する予定。

（添付資料）

1．官報（平成18年3月29目　号外第70号抜粋）

2．「診療報酬請求書等の記載要領等について」の改正について

　（平18年3月30目　保医発第0330006号厚生労働省保険局医療課

　長通知）

3．厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について

（通知）（平18年3月30目　保医発第0330007号厚生労働省保険局医

療課長通知）

4．「老人訪問看護療養費・訪問看護療養費等の記載要領について」の全

　面改正について

　（平18年3月30目　保医発第0331008号厚生労働省保険局医療課

　長通知）
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法
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部

　
を
改
正
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令
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務
四
七
）

O
非
訟
事
件
手
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法
に
よ
る
財
産
管
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の
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及
び
計
算
に
関
す
る
書
類
並
び
に
財
産

　
目
録
の
謄
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又
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表
の
抄
本
の
交
付

　
に
関
す
る
手
数
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の
件
の
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止
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る

　
省
令
（
法
務
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八
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O
障
害
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立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害

　
福
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サ
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ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
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運
営
に
関
す
る
基
準
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関
す
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省
令

　
（
厚
生
労
働
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六
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O
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人
保
健
法
に
よ
る
保
険
者
の
拠
出
金
の

　
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

　
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
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五
七
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O
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金
積
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管
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独
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の

　
業
務
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営
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省
令
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用
の
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進
等
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法
律
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規
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独
立
行
政
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障

　
害
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用
支
援
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業
務
運
営
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務
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計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を

　
改
正
す
る
省
令
（
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五
九
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定
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体
障
害
者
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生
施
設
等
の
設
備
及

　
　
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す

　
　
る
省
令
（
同
六
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定
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的
障
害
者
更
生
施
設
等
の
設
備
及

　
　
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
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改
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す
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省
令
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一
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す
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す
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省
令
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令
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す
る

　
　
法
律
に
規
定
す
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す
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令
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エ
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ギ
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す
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に
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す
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指

　
　
定
試
験
機
関
を
指
定
す
る
省
令
の
一
部
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改
正
す
る
省
令
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八
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エ
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ー
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用
の
合
理
化
に
関
す
る

　
　
法
律
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行
規
則
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一
部
を
改
正
す
る
省
令
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同
一
九
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エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
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の
試
験
及
び
免
状
の

　
　
交
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
省
令
（
同
二
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湖
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水
質
保
全
特
別
措
置
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施
行
規
則
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一
部
を
改
正
す
る
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令
（
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三＝一
三

三
四

三
七

〔
規

貝lj

〕

O
私
的
独
占
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禁
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取
引
の
確
保

　
に
関
す
る
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律
第
八
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の
規
定
に
よ
る
届

　
出
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関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
則
（
公
正
取
引
委
三
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O
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
七
条
第
三
項

　
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
関
す
る
規
則
の
一

　
部
を
改
正
す
る
規
則
（
同
四
）

毛三九四〇五〇至七
九

八
九

九一九二

○

0
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
十

　
二
条
の
規
定
に
よ
る
公
正
競
争
規
約
の
認

　
定
の
申
請
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

　
正
す
る
規
則
（
同
五
）

〔
告

示
〕

O
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
第
一
条
第
二
項
の

　
市
町
村
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す

　
る
件
（
総
務
一
八
三
）

O
特
別
と
ん
譲
与
税
法
第
一
条
第
一
項
の
市

　
町
村
を
指
定
す
る
等
の
件
の
一
部
を
改
正

　
す
る
件
（
同
一
八
四
）

O
特
別
と
ん
譲
与
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の

　
規
定
に
よ
る
平
成
十
七
年
度
分
の
特
別
と

　
ん
譲
与
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
開
港
所

　
在
市
町
村
ご
と
の
率
を
定
め
る
件
の
一
部

　
を
改
正
す
る
件
（
同
一
八
五
）

O
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を

　
指
定
す
る
政
令
別
表
に
規
定
す
る
主
務
大

　
臣
の
定
め
る
区
域
を
定
め
る
件
の
一
部
を

　
改
正
す
る
件
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総
務
・
経
済
産
業
一
）

O
誘
導
灯
及
び
誘
導
標
識
の
基
準
の
一
部
を

　
改
正
す
る
件
（
消
防
庁
五
）

0
自
家
発
電
設
備
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す

　
る
件
（
同
六
）

O
蓄
電
池
設
備
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る

　
件
（
同
七
）

O
燃
料
電
池
設
備
の
基
準
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同
人
）

O
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
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書
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を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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同
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O
消
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用
設
備
等
の
点
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の
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準
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び
消
防

　
用
設
備
等
点
検
結
果
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添
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す
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定
め
る
件
の
一
部
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改

　
正
す
る
件
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同
一
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）
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消
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吏
員
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級
準
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
件
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空空九
三

九
六

九
七

九
八

δ
三

二
三

O
消
防
団
員
の
階
級
準
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
件
（
同
一
二
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一

〇
消
防
組
織
法
第
十
八
条
の
二
第
十
一
号
に

　
規
定
す
る
消
防
庁
長
官
が
指
定
す
る
市
の

　
全
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
三
）

O
消
防
署
長
の
資
格
に
係
る
教
育
訓
練
及
び

　
そ
の
期
間
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正

　
す
る
件
（
同
一
四
）

O
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第

　
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
別
表

　
第
二
の
定
住
者
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
地

　
位
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
法
務
一
七
二
）

O
無
償
資
金
協
力
に
係
る
取
極
に
基
づ
く
贈

　
与
の
供
与
期
限
の
延
長
に
関
す
る
口
上
書

　
等
の
交
換
に
関
す
る
件
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外
務
一
六
一
～
一
六
六
）
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四

〇
無
償
資
金
協
力
（
ノ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
無
償
資
金
協
力
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に
係
る
取
極
に
基
づ
く

　
贈
与
の
使
用
期
限
の
延
長
に
関
す
る
口
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書
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交
換
に
関
す
る
件
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同
一
六
七
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O
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

　
施
行
令
及
び
障
害
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用
の
促
進
等
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す
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法
律
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行
規
則
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規
定
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づ
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厚
生
労
働
大
臣
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様
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一
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を

　
改
正
す
る
件
（
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生
労
働
一
六
七
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障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

　
施
行
規
則
第
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十
二
条
の
五
第
二
項
の
規

　
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障

　
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
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成
金
の
額
等

　
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
　
（
同
一
六
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丙
O

O
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉

　
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

　
関
す
る
基
準
を
定
め
る
件
（
同
一
六
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
の
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）
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指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
は
、
第
三
項
の
費
用
の

　
額
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か

　
じ
め
、
入
所
者
に
対
し
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び

　
費
用
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
入
所
者
の
同
意
を
得
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
施
設
利
用
者
負
担
額
等
に
係
る
管
理
）

第
十
六
条
の
二
　
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
（
通
所
に

　
よ
る
指
定
施
設
支
援
を
提
供
す
る
場
合
を
除
く
。
以
下

　
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
入
所
者
（
通
所
に
よ
る

　
入
所
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同

　
一
の
月
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き

　
は
、
当
該
入
所
者
が
当
該
同
一
の
月
に
受
け
た
指
定
施

　
設
支
援
に
係
る
法
第
十
五
条
の
十
一
第
二
項
第
二
号
に

　
掲
げ
る
額
（
法
第
十
五
条
の
十
四
の
二
の
規
定
の
適
用

　
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
五
条
の
十
一
第
二

　
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
下
回
る
範
囲
内
に
お
い
て
市

　
町
村
長
が
定
め
た
額
）
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

　
に
要
し
た
費
用
（
障
害
者
自
立
支
援
法
第
二
十
九
条
第

　
一
項
に
規
定
す
る
特
定
費
用
を
除
く
。
）
の
額
か
ら
同
法

　
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
同
法

　
の
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
の
額
を
控
除
し
た

　
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
利
用
者

　
負
担
額
等
合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
施
設
利
用
者
負
担
額

　
等
合
計
額
が
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
算
定
基
準
額

　
　
（
令
第
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
高
額
施
設
訓
練

　
等
支
援
費
算
定
基
準
額
を
い
う
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、

　
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
は
、
当
該
指
定
障
害
福
祉

　
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
を
確
認
の
上
、
当
該
施
設
利
用
者
負

　
担
額
等
合
計
額
を
市
町
村
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
入

　
所
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
（
通
所
に
よ
る
指
定
施

　
設
支
援
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
入
所
者
（
通

　
所
に
よ
る
入
所
者
に
限
る
。
）
か
ら
施
設
利
用
者
負
担
額

　
等
合
計
額
の
管
理
を
依
頼
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
正
当
な
理
由
な
く
、
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

　
第
十
七
条
第
一
項
中
「
施
設
訓
練
等
支
援
費
」
の
下
に

　
「
又
は
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
」
を
加
え
、
同
条
第

二
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改

め
る
。

第
十
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

4
　
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
は
、
指
定
施
設
支
援
の

　
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
入
所
者
又
は
他
の
入
所
者

　
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得

　
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他
入
所
者
の
行

　
動
を
制
限
す
る
行
為
（
次
項
に
お
い
て
「
身
体
的
拘
束

　
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

5
　
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等
を

　
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
入

　
所
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由

　
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
食
事
の
提
供
）

第
二
十
二
条
　
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
（
通
所
に
よ

　
る
指
定
施
設
支
援
を
提
供
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、

　
当
な
理
由
な
く
、
食
事
の
提
供
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

2
　
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
（
通
所
に
よ
る
指
定
施

　
設
支
援
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
食
事
の
提
供

　
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
は
、

　
ら
か
じ
め
、
利
用
者
に
対
し
、
当
該
施
設
に
お
け
る
食

　
事
の
提
供
の
有
無
を
説
明
し
、
提
供
さ
れ
る
場
合
に
つ

　
い
て
は
、
そ
の
内
容
及
び
費
用
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、

　
利
用
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
食
事
の
提
供
が

　
行
わ
れ
る
場
合
は
、
栄
養
並
び
に
入
所
者
の
身
体
の
状

　
　
　
　
し

　
況
及
び
嗜
好
を
考
慮
し
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

　
切
な
時
間
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
調
理
は
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行

　
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
栄
養
士
を
置
か
な
い
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
に

　
あ
っ
て
は
、
献
立
の
内
容
、
栄
養
価
の
算
定
及
び
調
理

　
の
方
法
に
つ
い
て
保
健
所
等
の
指
導
を
受
け
な
け
れ

　
な
ら
な
い
。

　
第
三
十
条
第
七
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
七
　
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

　
第
三
十
三
条
中
「
立
て
て
お
く
と
と
も
に
」
を
「
立
て
、

非
常
災
害
時
の
関
係
機
関
へ
の
通
報
及
び
連
絡
体
制
を
整

備
し
、
そ
れ
ら
を
定
期
的
に
従
業
者
に
周
知
す
る
と
と
も

に
」
に
改
め
る
。

竜整て　　号 理に　　行 適状が　　レ・っ食あ　　供施》。正よ　　　　　由入を　　束行持看の

　第　　　　　令た　　O
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譏Zの令療成の療保労一号給　　養十よ養険働

Q）
t　　の八うの法省一の　’　給年に給＿令）一老　　付三定付大第

�柏l　　’月め　’正六
氓�f医　　老二る老十十の次療　　人十　。人一二
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「
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
に

　
　
　
　
　
　
を
「
指
定
障
害
福
祉

（
障
害
者
自
立
支
援
法
第
二
十
九
条
第

　
　
　
　
　
「
知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支
援

「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
」
に
改
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
入
所
者
の
人

　
　
　
　
　
　
　
責
任
者
を
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の

研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ

　
　
　
　
　
　
O

　
、
　
指
定
特
定
知
的

消
火
設
備
そ
の
他
の
非

食
事
の
提
供
を
行
わ
な
い
施
設
に
あ
っ
て

　
、
　
指
定
特
定
知
的

消
火
設
備
そ
の
他
の
非

　
　
　
　
　
「
知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支
援

「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
」
に
改
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
入
所
者
の
人
権
の
擁

　
　
　
　
　
　
　
責
任
者
を
設
置
す
る
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
従
業
者

研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う

第
五
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
　
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
知
的
障
害

者
通
勤
寮
に
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際

　
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
」
を

削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
　
指
定
知
的
障
害
者
通
勤
寮
は
、
法
定
代
理
受
領
を
行

　
わ
な
い
指
定
施
設
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
当
該
提
供

　
し
た
指
定
施
設
支
援
に
つ
き
法
第
十
五
条
の
十
一
第
二

　
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す

　
る
。

3
　
指
定
知
的
障
害
者
通
勤
寮
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受

　
け
る
額
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
支
払
を

　
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
光
熱
水
責

　
二
　
日
用
品
費

　
三
　
被
服
費

　
四
　
そ
の
他
指
定
施
設
支
援
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便

　
　
宜
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も

　
　
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
そ

　
　
の
入
所
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ

　
　
る
も
の

　
第
五
十
七
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四

項
中
「
前
三
項
」
を
「
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改

め
、
「
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第

五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚

　
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
第
六
十
一
条
第
七
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
七
　
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

　
第
六
十
二
条
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
六
条
の
二
」

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
｝
年
法
律
第
七
十
号
）
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
律
を
実
施
す
る

た
め
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
｝
部
を
改
正
す
る
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
ぴ
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令

　
　
　
　
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平成18年3月29日　水曜日 官 報 （号外第70号）

平成 年　月分診療報酬請求書　（医科・歯科　入院・入院外併用）

別　記　殿 医療機関コード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凶㍉駆P　　　ゐ濁
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地及び名称
ｺ記のとおり請求しま凱　　平成　年　　月　　日　　　　　　開設者氏名　　　　　　　　　　印 入・外

療　養　の　給　付 食　事　療　養
区　　　　　　　　分

診’　　日 J　l、 一R 回 票循

70£　　9　　　公　の

01医
単
害

職務上
02（船）

職務外
虫 03　　　　　（日）

04　　　　（日特）

下告3月
31～34（共）

一般

06　　　　（組
63・72～75　（退〉

小　言

医　　70以上8　　　公　の
01

上
02（船）

職務外

£
　
　
ノ
害
単
　
　
　
七

下船3月
害1 31～34（共）

一般
06　　　　　（組）

63・72～75　（退）
ノ、　冒

医 人と公　の　用

01

職務上
02（船）

職　外

医
保
単
独
（
本
人
）

03　　　　　（日）

04　　　　日特
下船3月

31～34（共）
一般

06　　　　　（組）

07　　　　　（自）

63・72～75　（退）

ノ、　　口

医保　　と公　の　用

01　　　　　　　正

02　　　　　（船）

03　　　　　（日）

医
保
単
独
（
家
族
）

04　　　　（日特）

31～34　　　（共）

06　　　　　組
63・72～75　（退）

小　言

医保　3戚　　公　の
01

02　　　　　（船
03　　　　　（日）

医
保
単
独
（
三
歳
）

04　　　　（日特）

31～34　　　（共）

06　　　　　（組
63・72～75　（退）

ノ、　　口

1　口　言

保険医療機関の

様
式
第

（

）

（
第
二
条
関
係
）

備考　この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。



平成18年3月29目　水曜日 官 報 （号外第70号）

医療機関コード

入・外

療　養　の　給付 食　事療養
区　　　　　　　分

件数 診療実日数 点　　数
一部負担金

i控除額） 件数 回数 金　　　額 標準負担額

老
人

老人9割と公費の併用

老人単独
象

小計
　
ノ
老
人

老人8割と公費の併用
老人単独

害
小　言

口　言

公（ 12　生保
養老 10（胸核34）
と人

縺j
ﾛの

用

12（生保）公
費
と
公
の
費

10（結核34）
●　　　■

公
　
　
　
　
一

用

12（生保）公
費
単
独

11ぜ久35）
20（精神29）

3　　口

総　　1＋　＋ 請 円

備考　この用紙は、日木工業規格A列4番とすること。



平成18年3月29日　水曜日 官 報 （号外第70号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郁坦刑1医遼服関・　卜
@　診療報酬明細書　　　　　　　　　　　　　県番号○　　　　　（医科入院）　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月分

1
医
科

1箕’瓢i講護綴

町
層人医

�
保険者

ﾔ　号

‘
寸
割
合

】098

ｹ（　）

公費負

@者概
�@1

1 1 I　l

’、 �煙
ｪのエ審善ぢ

l　I I　I 被保険考証・被保険者

闥｠等の記号・番号公費負

@者笹
g

1 1 I　I
’～

�沿ﾔ l　l I　I
療9）

ﾒ書

づ　　精神　　　結核　　　　捌黄　　　複合　　　複療 付記事項

氏
　
　
名 1男　2女　1明　2大　3昭　4平　　　　　　　　生

保　険　医

ﾃ　機　関

ﾌ　所　在

n　及　び

ｼ　　　称
職務上の車山　1職務上　　2下船俊3月以内　3通勤災害

’

日

傷
病
名

（1｝

o2）

i3） ワ
日

（1）　　年　　　月　　　U

i2｝　　年　　　月　　　日

i3）　　年　　月　　　口

治1φ　死亡　中止

@　l　l

@　I　l

@　I　I

’

日

－

日
’

日

11　初　　診 暗闘外・休β・深夜　　　　回　　　　　　点 公費分点倣

13　医学管理
一14　在　　宅

20

v
薬

21内　　　服　　　　　　　　　　　　単位

Q2屯　　　胆　　　　　　　　　　　　単位

Q3外　　　用　　　　　　　　　　　単位

Q4調　　　剤　　　　　　　　　　　　l1

Q6麻　　　宥　　　　　　　　　　　　H

Q7調　　　菰

一　　　一　　　　一

30

克
ﾋ

31皮下筋肉内　　　　　　　　　　　　回

R2静脈内　　　　　　　　　　回
R3そ　の　他　　　　　　　　　　　　回

40 　　　　　　　　　　　　　　　　回

m　　　剤

50
阯ﾔ

　　　　　　　　　　　　　　　　同

ﾆ　　　　剤

一　　　一

黶@　　一

黶@　　｝

黶@　　　一

黶@　　　一

黶@　　　一

黶@　　　一

l
I
l
I
l
I
l
I
l
I
l
l
I
l
l
I
l
I
I
1

60 　　　　　　　　　　　　　　　　同

ﾄ　　　　剤

70
�ｨ
恟

　　　　　　　　　　　　　　　　同

ﾆ　　　　剤

程。

ﾌ 英　　　　剤

院年月日　　　　　　　　　年　　　月　　　日

病　　診90

�
@

90入院基本料・加算　　　　　　　　　　点

@　　　　　　X　　　　k岡

@　　　　　　x　　　　日開

@　　　　　　x　　　　日岡

@　　　　　　x　　　　日岡

@　　　　　　x　　　　l澗

92特定入院料・その短
円 公　　　　　　　　点

公費負＿，数

97

H
事

基準

桾ﾊ

ﾃ食

円X　　　I

~x
~x　　　日

醸　・免　・猶　・　I　　n　・　3月超

保
険

謂　　　求　　点 ※　決　　定 点 　　　　金額

z　割円）免除・支払揃予

食保
険

回 諭　　　求　円 ※　決　　　　円 （標攣負担額）円

療
養
　
公
の
費
給
付

点 ※ 円．

@養

公
費
①

円 ※　　　　　　円 円

公
費
②

点 ※ 円 公
費
②

回 円 ※　　　　　　円 円

都道府医療機関コード

備考1．

　　2．

この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。

※印の欄は、記入しないこと。

様
式
第
二
（
一
）
（
第
二
条
関
係
）

様
式
第
二
（
一
）
か
ら
様
式
第
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平成18年3月29日　水曜日 官 報 （号外第70号）

○診療鷺辮　　　　　欝　一ド　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月分

1
医
科

1価国13老人

Q公費1腿職33

1単独

Q2併

2熱18高外94二外16”外0高針8

市町毛

I
I
I

I　　l
戟@　I

h　　l

人医

�去ﾒ

@　’

1　　0

P　　1

P　　1

I　　I
戟@　I
戟@　I

保険者

d　智

酢
1
『

l
I
l

何
割
合

10　9　8

V（　｝

公費負@
者
番
〇
一

監
1
，

I　　l
h　　I

戟@　I

公費負担

@療の
l欝局

l　　I

戟@　l

戟@　I

I　　I
h　　I
h　　l 被保護考証・被保険行

闌ｸ等の記号・番号公
担
号
担者番 l

I
I

1　　1
P　　1
P　　1

公費負

@療の
b書房

I
I
酢

1　　1
P　　I
h　　l

特記事項
氏
　
　
名

1男　2女 1明　2人　3照　　4】‘z　　　　　　　生

保険医

ﾃ機関
ﾌ所在
n及び
ｼ　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　床）

職務上の事由　1職務上　　2ド船後3月以内　3通動災害

日

傷
病
名

｛1）

P2）

i3）

｛：）　　年　　月　　日

i2）　　年　　月　　日

i3）　　年　　月　　口転
帰

　　I　　　　I
｡ゆ1死亡1中止
@　I　　　　I
@　亀　　　　l

@　I　　　　I
@　I　　　　l
@　l　　　　I
@　1　　　　I
@　I　　　　，

@　I　　　I

日

公
費 1

1

ヨ
公
貧
⑦

日

11　初　　診　　　時閲外・休日・深夜　　　　回

12

ﾄ
診

再　　　　診　　　　　　　×　　　同

O来管瑳加算　　　　　　　×　　　回

栫@蘭　外　　　　　　　x　　　回

x　　　　日　　　　　　　×　　　回

[　　　　夜　　　　　　　x　　　回

公費分点数

黶@　　　一　　　　一

黶@　　一　　　一
13　医学管現

14

ﾝ
宅

往　　　　診　　　　　　　　　　　回

驕@　　　閉　　　　　　　　　　　回

[夜・緊急　　　　　　　　　　　回

ﾝ宅患者謎悶診療　　　　　　　　　　回

ｻ　　の　　他

�@　　　剤

20

竃

　　　薬剤　　　　　　　　　　　　単位21内服　　　調剤　　　　　　　x　　　回

Q2屯服　薬剤　　　　　　　　　　　単位

@　　　薬飼　　　　　　　　　　　　単ノ立23外用　　　　胡剤　　　　　　　×　　　回

Q5処　　　方　　　　　　　x　　　回

Q6麻　　　毒　　　　　　　　　　　回

Q7調　　　基

一　　　一

黶@　　一

黶@　　一

黶@　　　一

I
l
］
I
l
I
I
l
I
I
I
l
l
I
l
I
l
l
l
l
l
l
I

30

克
ﾋ

31皮ド筋肉内　　　　　　　　　　　　回

R2静　脈　内　　　　　　　　　　　回

R3そ　の　他　　　　　　　　　　　　回

40
�
u

　　　　　　　　　　　　　　　　　回

�@　　剤

50
阡
ｶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　同

�@　　　剤

60
沚
ｸ

　　　　　　　　　　　　　　　　　回

�@　　　剤

　　一

黶@　　一

黶@　　一

70
e
燈

　　　　　　　　　　　　　　　　　回

�@　　剤

80
ｻ
の
他

処方せん　　　　　　　　　　　回

�@　　　剤

蹟　　　　求　　　　　点 蝦　　　沃　　定　　　点 　一

汪z　割1剛免除・支払濫予

点 ※

寸

点 ※　　　　　　　　　　　点 嶽　高類擬養費　円 崇必顛担点数一藁公費魚担煮致

備考1．
　　　2．

この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。

※印の欄は、記入しないこと。

様
式
第
二
（
二
）

（
第
二
条
関
係
）



平成18年3月29目 水曜日 官 報 （号外第70号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道府　医療橿関コード
n診療報酬明細書　　　　　　　県翻

3
科

2公費

H・国i3人
@　i4退職

1　独
Q2併
R3併

懲i8外9
U家外iO高外8（歯科）　平成　　年　月分

保険者

ﾔ　号
…

給付

ы

10　9　　8

V　（　）

市町村

ｿ　号
…
…

老人瞬眼

ﾌ夕鶴右

早@　母
…

被保険奢匠・被保険－

闥｠等の院号・暑

公　貴

雷�
　号�

；
�

費負推鯉

oの糞給

{番号� 険医症

柾ｻ�

ﾐ

ﾐ 2女　ユ明2大3昭4平ﾐ

記事項ﾐ

ﾐ
務上の事由ﾐ 職務上ﾐ 下船後3月以内　　　3通勤災害ﾐ

機関ﾐ

所在ﾐ

及びﾐ

　称ﾐ

　療開

nβ�
　　　月　　　日�

病
名
鶴
位
�

　療実

ﾚ数�
（　日）ﾐ

帰� ゆ� 亡� 止ﾐ

診� 　　　｝i体ロ　　）1砿（　）i�咽堀　　　　｛　　　　　　乳（　）拠賄剛く　）i町怖｛　）i乳燥夜（　）i障｛　）� 導（　　）� ﾐ

診� …舳外　X…休日　×…深夜　X　乳　×…個岡外　×…乳・休日　X…乳・潔夜　X　障　X�

導� 指　　　C揃　　P指　　“揃　　継続　　蓄清　　衛実　　F局　　F洗　　断　　　⑳蝕�

粟・注射内屯外注�
胴　　×　　×　i処方　　x　　　i情　　X　　＋　　X　　処　　×　　×　　　　　　注　　×　　×�

顎　　　　　　　　枚� 　　　x� 培　　　　×� 　　　x� 　　　X　：　　×� 　　　x　　　　　×�
� 耀　　　　　X　　　X�

　　　　X� 曹働　　　　X�
■“●●●測

� � 検
査
�

　：X　　：　　　　×� 検
�

　　　　　　　x�
の
他
�畜

�

　●ノ
ｭ　　　　　　　×　　　　　×� 　　　　　X　　　　X　　　　X　　　　×� 　l　x� 　　　×　　　　x�

　　・�

蝕　　　　×　　積軍　　　X　　　X� 裏　　X　除去　　X　　×　　X　知蜘敏　　X　X　咬贋　X　　X� バー　　　　×�

� 　　　　×� 　　　　×� � � 　　　　x� 　　　　X� 　　　　×� �
� 切・・� ，●←●●軸■�

髄
�

� � � 貼
翼
�

� � 即
充
�

� 即
�

� 橿
究
�

� �
� ◎� �

� 　　　　　X� � � � � 　　　　X� � 切　　　X�
置
・
手
楕
�

ケーリング　　　X　　＋　　X　　S翼p　l前� 　　　l小　　　x　　　i大　　　x　　Pcu‡1前　　　×　　　i小　　　x　　　i大� � 処　　　　X�

官　　乳　　x　　i前　　×　　i日　　×　　海　　　×　　i坦　　X　　十　X� 閉　　　　　　　×　　　　　　　X�

他
�

定矧

�
酔� 廓　　x　　浸麻　　x� の他�

診　　　　　　　　維持管理� 　　　X　　　X　　印象� 　　　X　　　X　　　X　　　X　　　X　　　X　　　X　　　　　X�

．．．� ．一＿．．i失�訪　　×　　。＾前　　x　＋　×　●＾　x�寓� 形　　×� 合� 　　　　x　　　　　　X　　　　　　　×　　　　　　　X　　　　　　×�
冠
彩
成
�

軸■一●・・�

ジ　　x　　　i　鋳ジ　　X　　l　　X　…　　　X� 形　　x� 逼� 　　　　　×　　　　　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　　　X�

　乳� 活乳�
　　　　　　　　　　　　　X　　　　　　　　　　．）�

洞�
台集造� クル1餉小　　×　1大　　×　　モの他i前小　　x　i大　　×�

ンレー単篤� ンレー籟雛� 肯3／4冠� ！5冠� 郭齢遣冠� 襲鋳透冠� � � E� 　　研磨　　x�

前小銀� � � � � � � � 填� 　　　　　　　X�

蓼，短｛� � � � � � �
ジ
� �

�
1� 　　　　　　　X�

小二� � � � � � � � � �皿� 　　　　　　X�

造
童
冠
督
復
�

パ� � � � � � � 料
�

皿� �

銀� � � � � 着� 　　　　　×� の蝉� �

二� � � � � 　　　　X� テイナー　　X　　　X�

冠
修
復
及
び
欠
捕
補
編
�

4K� � �

禦洲

� � 着　　　　X　　　　X�

大　　x　　…パ小　　x� �前　　　x　…ノく小　　　x�
r
�

� �　　x　　　i二　　　x�
　ソテ

@クイ
�

遭
� 　　　　X　　　　鍛　　　　X�

� �　　　　　　，1
SK　　x　l他　　　x� � �

� く1

�パ上� 　　　　i下　　　x�

装パ� 　　l二　　　x　　　i銭　　　　x� � � 不特� 　　　　i保　　　x�

～4歯　　　x� � 大　　X　　　双大　　×� 4双　　　　　X　　　　　双　　　　X　　：レスト録　　　　　　X� 　　　　　X�

～8歯　　　X� � � �
4双小　　X　　　双小　　X�

� ■躰－●・� o●軸●�

� �
協賄　　X　特レ跡有　X　7プ少辱ス’ぐ一　　X�

�
�

　　　　　X�
床
義
黄
�

～ユ1黄　　　X� � 両大　　x　　　両大　　x�

パ
�

　　　　×� � � � � 　　　　　X�

2～1硝　　　X� …�

・”噺輯－x

�
　　　　　…阿六小　x　…　猷小　x�

両　　　x� � 搦
�

�
　　　　　X�

韓世　　　　×� � 前　　×　　　両前　　x� � � �
X　　　　　X�

他
�

の
他
�

象�
　欝�

ﾐ費分点

@数� 建� 　　　　　　　点�

�

者負担蟹（
��j�

�
　定�

　　　　　　　　　　　　　点�

額療養鷺�
　　　　　　　円� 魯負旭減額　　創（円）　　　　　　　円金

@顛　　　　免除・支払猶予�

ﾐ ．この用紙は、日本工業規　A列4番とすること。ﾐ
．※印の欄は、記載しないこと。ﾐ

式
第
三
（
第
二
条
関
係
）
ﾐ



平成18年3月29目　水曜日 官 報 （号外第70号）

都道府薬局コード

○調剤報酬明細書　　　　　　　　　　　　県番号
@　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　年　　月分

4
調
剤

1社・国i3老人　　　：2公費14退職　　　■ 1単独

Q2併
R3併

2杢外i8南外94二外；6塞外iO高外8

市町

ﾔ
：
：
1

：
；
」

：　1

F　l
戟@l

人医療

�去ﾒ

@号

l　I
戟@：

P　：

1　；

F　：

F　＝

保険者

ﾔ号
：
：

：
●
：

　　：
P　　’

戟@　l

結付

ы
10　9　8

}（　｝

公費負

P者番
：
：
●

｝
：
1

：　1
@　：：．　1 療の受

藻ﾔ

：　l

戟@：

F　：

l　l
戟@l
戟@：

被保険考証・被保険者

闥｠等の記号・番号
公費負

S者書
：
：
甲

：
：
：

l　l
F　1
C　：

翼医療の

ﾅ唇

l　l
怐@　　　■

｡　　　　●

特肥事項氏
　
　
　
名

1男　　2女　　1明2大3昭4平　　　　　　生

保険薬

ﾇの所

ﾝ地及

ﾑ名称

職務上の事由　1職務上　2下船後3月以内　3通勤災害

保
険

回
保所

ｲ在
纓
ﾃ
及
楯
関
名
の

保
険
医
氏
名

1　　　　　　　　　　　　　　　　6

Q　　　　　　　　　　　　　　　7

R　　　　　　　　　　　　　　　　8

S　　　　　　　　　　　　　　　　9

T　　　　　　　　　　　　　　　10

憂
回
歓

公
嚢
①

回

公
費
②

回

処　　　方 訓剤郭酬点数 公費分点敬
医師

ｿ号
処方月日 調剤月日

医薬品名・規格・用量・剤型・用法　　　　翠位纂剤料

調剤

迫ﾊ 胴剤耕 薬剤料 加算　料

●
点 点 点 点

● ●

●

● ●

● ，

●

● ●

●

■

， ●

・
　
　
　
点
，
：
：
1
，
1
：
，
，
1
：
1
犀
：
I
l
l
：
1
：
：
1
：
；
：

●

●

● ●

●

■ ●

●

● ●

● ■

● ●

● ●

● ●

● ●

巌高

ﾃ擬費

額　　　　　　　　　　　円

摘
　
要

※公費負

B点欺

※公葺負

@担点数

保
　
険

請　　京　　点 ※　決　　　定　　点 　　一郎貞担金額　　円

｣犠　鰍円｝免鈴・支払髄予

綱剤纂本料点 時岡外等加算点

｡●一瞥　■　●　●●，■　●　一　●■　●

　　　業学管埋　料　　　　　点

怐怐怐C甲，●，■A■●一●●●●，■，●・■・－・．●●哨・，．●．・・．・．．，，

公
賃
Φ

点 ※　　　　　　　　点 円 点 点 点

公
費
②

点 ※　　　　　　　　　点 円 点 点 点

備考1．

　　2．

この用紙は、日本工業規格A列4番とすること．

※印の欄は、記入しないこと。

様
式
第
五
（
第
二
条
関
係
）

様
式
第
五
及
び
様
式
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
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平成18年3月29日　水曜日 官 報 （号外第70号）

平成

保　険者

（別

年　月分

成　年

国民健康保険

　　　　　　　　記）

下記のとおり請求する。

　　月　　日

殿

診療報酬請求書（医科・歯科）

医療機関
コ　一　ド

保険医療機関の
所在地及び名称
開設者氏名 印

療養　の　給付 食事療養
件　　数 診　実日数 点　　　数 一部負担金 件　数 回　数 金　　　額 標準負担額

入　　　院 円 円 円
一般以

i上
ｵ　九

Z割
ﾎ）

置
求 入　院　外

入　　　院
●‘．

�
入　院　外

入　　　院一般以

i上
ｵ八
n割
ﾎ）

責
求 入　院　外

入　　　院．●．

�
入　院　外

入　　　院言
求 入　院　外

入　　　院
■●●

�
入　院　外

入　　　院一般未

i満O　）

ﾎ

言
求 入　院　外

入　　　院
●●・

�
入　院　外

入　　　院退
職
（
本
人
）

言
求 入　院　外

入　　　院
・・●

�
入　院　外 一

入　　　院退職以

i上
ｵ　九

Z割
ﾎ）

P
求

入　院　外

入　　　院
●●●

�
入　院　外

入　　　院退職以

i上
ｵ　八

n割
ﾎ）

置
求 入　院　外

入　　　院
，・・

�
入　院　外

入　　　院退職養

i者
增j
}

置月

人　院　外

入　　　院，●

�
人　院　外

入　　　院退職未

i満O　）

ﾎ

鋳
求 入　院　外

入　　　院．●

�
入　院　外

注意　※印の欄は記入しないこと。

様
式
第
六
（
第
二
条
関
係
）

この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。



平成18年3月29日　水曜日 官 報 （号外第70号）

医　’機関

コ　一　ド

老人保健

療養　の　給付 食　事療養
件　数 診療実日数 点　　　数 一部負担金 件　数 回　数 金　　　額 標準負担額

入　　　院 円 円 円
請
求 入　院　外

老
人
九
割

入　　　院
●●●

�
入　院　外

入　　　院
貧
求 入　院　外

老
人
八
割

入　　　院
●●●

�
入　院　外

公費負担医療

療　養　の　給　付 食　事療養

件　数 診療実日数 点　　　数 一部負担金 件　数 回　　数 金　　　額
標準負担額

i公費分）

入　　　院 円 円 円
青
求 入　院　外

入　　　院
…・

�
入　院　外

入　　　院
請
求 入　院　外

入　　　院
㎜・

�
入　院　外

備 考

件数 件数
※高額療養費 一般被保険者

金額 円
退職者

金額 円

注意　※印の欄は記入しないこと。

備考　この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。



（号外第70号）報官水曜日平成18年3月29目
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講’罵購鱗
医療機関コード都道府
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診療報酬明細書
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この用紙は、日本工業規格A列4番とすること
※印の欄は、記入しないこと。
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蓼
保医発第0330006号

平成18年3月30目

地方社会保険事務局長
都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）長

都道府県老人医療主管部（局）

　老人医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長

「診療報酬請求書等の記載要領等について」の改正について

　診療報酬請求書等の記載については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭

和51年8月7目保険発第82号）により取り扱われているところであるが、今般、「診療報

酬の算定方法を定める件」（平成18年厚生労働省告示第92号）等の制定に伴い、同通知を

下記のとおり改正することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し周知徹

底を図られたい。

己二二
ロ

別紙1及び別紙2を次のように改める。



別紙1

診療報酬請求書等の記載要領

1　一般的事項

1　診療報酬請求書、診療報酬明細書、調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書（以下「診療報酬請求書

等」という．）については、r療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

省令の一部を改正する省令」　（平成18年厚生労働省令第62号）の制定により、平成18年5月1日　（4

　月診療分）から新様式により扱うものであること。ただし、平成18年3月診療分までは旧様式によっ

ても差し支えないこと。

2　診療報酬請求書等の用紙の大きさは日本工業規格A列4番とすること。

　　ただし、電子計算機により作成する場合は、A列4番と±6mm（縦方向）、＋6mm、一4mm

　（横方向）の差は差し支えないものであること。

3　診療報酬請求書等は、別添1「診療報酬請求書等一覧表」の区分によるものであること。

4診療報酬請求書等においては、単に保険医療機関又は保険薬局とのみ表示しているが・特定承認保

険医療機関の特定療養費に係るものについてはr保険医療機関」とあるのは「特定承認｛呆険難機

関」と、老人医療又は公費負担医療に係るもの（老人医療のうち保険医療機関におけるものを除

　く。）については「保険医療機関」とあるのは「老人医療又はそれぞれの公費負担医療の担当医療機

　関」と、　「保険薬局」とあるのは「老人医療又はそれぞれの公費負担医療の担当薬局」と読み替え、

　また、　「保険医氏名」とあるのは「老人医療又はそれぞれの公費負担医療の担当医氏名」と読み替え

　るものであること。

5　診療報酬請求書及び診療報酬明細書に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用すること

　なく、誤って記載した数字等を二線で抹消の上、正しい数字等を記載すること。

　　なお、診療報酬請求書等の記載に当たっては、黒若しくは青色のインク又はボールペン等をイ吏用す

　ること。

6　「※」が付されている欄には、記載する必要がないこと。

n　診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第1　診療報酬請求書（医科・歯科、入院・入院外併用）に関する事項（様式第1（1））

1　「平成　年　月分」欄について
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　診療年月を記載すること。したがって、診療年月の異なる診療報酬明細書（以下「明細書」とい

う。）がある場合には、それぞれの診療年月分について診療報酬請求書を作成すること。なお、診療

年月の異なる明細書であっても、返戻分の再請求等やむを得ぬ事由による請求遅れ分については、こ

の限りではないこと。

2　「医療機関コード」欄について

　　それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁を記載すること（別添2「保険者番号、

市町村・公費負担者番号、老人医療・公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コー

　ド設定要領」　（以下「設定要領」という。）の第4を参照）。

3　「別記　　殿」欄について
　　保険者名、市町村名及び公費負担者名を下記例のとおり備考欄に記載することを原則とするが、省

略しても差し支えないこと。

　　（例）　別記　　社会保険庁長官

　　　　　　　　　　千代田区長

　　　　　　　　　　東京都知事

4　　「平成　年　月　目」欄について

　　診療報酬請求書を提出する年月日を記載すること。

5　「保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名、　印　　」欄について

（1）保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名については、保険医療機関指定申請の際等に地方社

　　会保険事務局長に届け出た所在地、名称及び開設者氏名を記載すること。なお、開設者氏名につい

　　ては、開設者から診療報酬請求等につき委任を受けている場合は、保険医療機関の管理者の氏名で

　　あっても差し支えないこと。

　（2）　「印」については、当該様式に、予め保険医療機関の所在地、名称及び開設者の氏名とともに印

　　形を一括印刷している場合には捺印として取り扱うものであること。また、保険医療機関自体で診

　　療報酬請求書用紙の調製をしない場合において、記名捺印の労をはぶくため、保険医療機関の所在

　　地、名称及び開設者の氏名及び印のゴム印を製作の上、これを押捺することは差し支えないこと。

6r［巫ヨ」欄について
　　入院・外来については、入院・外来別にそれぞれ請求することとしたことに伴い入院に係る分は

　「入」の文字を、入院外に係る分は「外」の文字を○で囲むこと。なお、　「入」又は「外」のみを印

刷した様式を用いても差し支えないこと。

7　　「医療保険」欄について

（1）医療保険と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち医療保険に係る分及び医療保険単独の者

　　に係る明細書について記載することとし、医療保険単独の者に係る分については医療保険制度ごと

　　に言己赦すること。

　　　なお、　「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添3「法別番号及び制度の略称表」に示すと

　　おりであること。
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　　また、在宅末期医療総合診療料届出保険医療機関1こあっては・以下の方法により・70歳以上（70

歳に達する目の属する月の翌月以後である場合をいう。）の被保険者又は被扶養者（老人医療受給

対象者を除く．以下r高齢受給者」という．）に係る診療報酬明細書のうち「在宅末期医療総合診

　療料を算定した診療報酬明細書」及び「その他の診療報酬明細書」のそれぞれについて、請求点数

　等が分かる方法により請求を行うこと。
アr高齢受給者について在宅末期医療総合診療料を算定した診療報酬明細書」と「その他の診療

　　報酬明細書」のそれぞれについて診療報酬請求書を作成する。

イ診療報酬請求書を取り繕い、r高齢受給者について在宅末期医療総合診療料を算定した診療報

　　酬明細書」と「その他の診療報酬明細書」をそれぞれ別の欄に記載する。

（2）入院分・）r療養の給付」欄1こついては、r件数」欄には明細書の医療保険1こ係る件数の合計を・

　r診療実日数」欄には明細書の診療実日数の合計を、r点数」欄には明細書の「療養の糸合付」欄の

　r保険」の項に係るr請求」の項の合計を、r一部負担金」欄には明細書の「療養の給付」欄の

　「保険」の項に係る「負担金額」の項の合計を記載すること。

　　また、r食事療養」欄については、r件数」欄には明細書の医療保険の食事療養に係る件数の合

計を、r回数」欄には明細書のr食事療養」欄のr保険」の項に記載されている回数の合計を・

　　r金額」欄には明細書のr食事療養」欄のr保険」の項に係るr請求」の項に記載されている金額

の合計を、r標準負担額」欄には明細書のr食事療養」欄の「保険」の項に係る「左票準負担額」の

　項に記載されている金額の合計を記載すること。
（30入院外分のr療養の給付」欄については、r件数」欄には明細書の医療轍1こ係る件数の合計を・

　　r診療実日数」欄には明細書の診療実日数の合言＋を、r点数」欄には明細書の「療養の糸倉付」欄の

　　r保険」の項に係るr請求」の項の点数の合計を、r一部負担金」欄には明細書の「療養の給付」

欄のr保険」の項に係るr一部負担金額」の項の一部負担金額の合計を言己識すること・なお・「一

部負担金」欄は、在宅時医学総合管理料又は在宅末期医癬念合診療料及び船員保険の被保険者にイ系

　る通勤災害時の初診料に係るも0）に限り記載すれば足りるものとすること。

（4）r医保単独（七〇以上九割）」欄のr小計」欄、r医保単独（七〇以上八割）」欄の「小計」ヰ閾・

　　r医保単独（本人）」欄のr小言＋」欄、r医保単独（家族）」欄の「小計」欄・「医保単独（三

　歳）」欄の「小計」欄にはそれぞれの合計を記載すること。

（5）r①合計」欄には、r医保（7・以上9害1』）と公費の併用」欄と「医1呆単独七〇以上九割」ネ閲。）

　　r」、計」欄と、r医保（7・以上8割）と公費のイヲ開」欄と「医保単独（七〇以上八害1』）」欄の

　　r，』、計」欄と、r医保本人と公費の併刷欄とr医イ呆単独（本人）」欄の「小計」欄と・「医保家

族と公費の併用」欄とr医保単独（家族川間のr小計」欄と・「医保（3歳）と公費の併用」欄

　と「医保単独（三歳）」欄の「小計」欄とを合計して記載すること。

（6）医事会計システムの電算化が　テわれていない保険医療機関等にあっては・「医保単独（七〇以上

　九割）」欄と、r医保単独（七〇以上八割）」ヰ關とに記載すべき各項の数字を合算し・その合計を

　　r医保単独（七〇以上九害lj）」千閾に記載することをもって請求することができること・この場合に

　は、当該合算を実施した上で各項を言己載してし・ることがわかるように「備考」キ閾に合算している旨

　を記載すること。

8　　「老人保健」欄について
（1）老人医療と公費負担医療び）／す開σ）者に係る明縮（Dうち老人医療に係る分及び老人医麟独賭

　　に係る明細書について記亘表すること．なお、老人被爆者に係るヰ）のについTCは・「老人軸」欄に
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記載すること。

　　また、在宅時医学総合管理料届出保険医療機関及び在宅末期医療総合診療料届出保険医療機関に

　あっては、以下の方法により、　「在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定した診

　療報酬明細書」及び「その他の診療報酬明細書」のそれぞれについて、請求点数等が分かる方法に

　より請求を行うこと。

　ア　　「在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定した診療報酬明細書」及び「その

　　他の診療報酬明細書」のそれぞれについて診療報酬請求書を作成する。

　イ　診療報酬請求書を取り繕い、　「在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定した

　　診療報酬明細書」及び「その他の診療報酬明細書」をそれぞれ別の欄に記載する。

（2）療養の給付の「件数」欄、　「診療実日数」欄、　「点数」欄及び「一部負担金（控除額）」欄並び

　に食事療養の「件数」欄、　「回数」欄、　「金額」欄及び「標準負担額」欄については、7の（2）及び

（蹴同様であること．この場合、7の（2）及び（3り中r医療保険」とあるの1ま「老人医療」と・「船員

　保険の被保険者に係る通勤災害時の初診料」とあるのは「老人保健法（昭和57年法律第80号）第28

　条第3項の規定に基づき減額された一部負担金」と読み替えるものであること。なお、「老人九

　割」欄の「小計」欄、　「老人八割」欄の「小計」欄にはそれぞれの合計を記載すること。

（3）　「②合計」欄には、　「老人九割」欄の「老人9割と公費の併用」欄と「老人単独」欄と、「老人

　八割」欄の「老人8割と公費の併用」欄と「老人単独」欄とを合計して記載すること。

（4）医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関等にあっては、　「老人九割」欄と、

　　「老人八割」欄とに記載すべき各項の数字を合算し、その合計を「老人九割」欄に記載することを

　もって請求することができること。この場合には、合計を記載していることがわかるように「備

　考」欄に合算している旨を記載すること。

9　「公費負担」欄の「公費と医保（老人）の併用」欄について

（1）医療保険又は老人医療と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち、公費負担医療に係る分を

　　公費負担医療制度ごとに記載することとし、　「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医

　　療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載するこ

　　と。

　　　なお、　「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添3「法別番号及び制度の略称表」に示すと

　　おりであること。

　（2）　「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に

　　記載すること。したがって、医療保険と2種の公費負担医療（例えば、結核予防法と障害者自立支

　　援法）の併用の場合は、1枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は2件となること。

　（3）　「点数」欄には、明細書の「療養の給付」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した点数

　　を、公費負担医療制度ごとに合計してそれぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、　「公費」

　　の項に係る「請求」の項の記載を省略した明細書については、　「保険」又は「公費①」の項に係る

　　「請求」の項に記載した点数が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計する

　　こと。

　（4）「一部負担金（控除額）」欄には、入院分については、明細書の「療養の給付」欄の「公費①」

　　及び「公費②」の項に係る「負担金額」の項に記載した金額を公費負担医療制度ごとに合計して、

　　それぞれの制度の該当欄に記載すること。また、入院外分については、明細書の「療養の給付」欄

　　の「公費①」及び「公費②」の項に係る「一部負担金額」の項に記載した金額を公費負担医療制度
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　ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
（5）r食事療養」欄については、r件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の食事療養にイ系る件

数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。また・r金額」欄には明細書の「食事療

養」欄のr公費①」及びr公費②」の項にイ系るr請求」の項に記載されている金額を・「標準負担

額」欄には、明細書のr食事療養」欄のr公費①」及びr公費②」の項に係る「標準負担額」の項

　1こ記載されている金額を、それぞれ公費負担医療制度ごとに合計して・それぞれの制度の該当欄に

記載すること．ただし、r公費」の項に係る記載を省略した明細書については・「保険」又は「公

　費①」の項に言己載した金額が当該公費負担医療の金額と同じであるので・これを加えて合計するこ

　　と。

10　「公費負担」欄の「公費と公費の併用」欄について
（1）公費負担医療のみで2種以上の公費負担医療の併用が行われた場合には・当言亥併用の者に係る明

　　細書分を記載すること．公費負担医療が2種の場合、例えば生活保護法に係る分と結核予防法第34

　　条1こ係る分とを併せて請求する場合には「一｝講勢」欄に記載することとし・これ以外の

　　公費負担医療の組合せについて請求する場合には、空欄にそれぞれの公費負担医療の湖」番号を記

　　載し、当該公費負担医療に係る分を記載すること。

　　　なお、特例的に、生活保護法、結核予防法及び障害者自立支援法の3種の公費負担医療の併用の

　　場合があるが、この場合は、空欄を取り繕ってそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載し・当言亥

　　公費負担医療に係る分を記載すること。
（2）r件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書及び食事療養に｛系る明細書の件数を合計して・

　　それぞれの制度の該当欄に言己識すること．したがって、・枚の明細書であっても・公費負担医療に

　　係る件数は、2件ないし3件となること。
（3りr点数」欄には、明細書のr療養の給付」欄のr公費①」及び「公費②」の項に係る「請求」の

　　項に記載した点数を、公費負担医療制度ごとに合計してそれぞれの制度の該当欄に記載すること・

　　ただし、r公費②」の項に係るr請求」の項の記載を省田各した明細書については・「公費①」の項

　　1こ係るr請求」の項に記載した点数力§当該公費負担医療の点数と同じであるので・これを加えて合

　　計すること．また、特例的に3種の公費負担医療の併用を　矛つた場合は・生活保護法に係る点数1ま

　　　r療養の給付」欄のr保険」の項1こ係るr請求」の項の点数をも合計して記載すること・

　（4）　「一部負担金（控除額）」欄の記載方法は、9の（4）と同様であること。

（5）r金額」欄には、明細書のr食事療養」欄のr公費①」及びr公費②」の項に係る「請求」の項

　　1こ記載されている金額を、それぞれ公費負担医療制度ごとに合計して・それぞれの制度の該当欄こ

　　記載すること．ただし、r公費②」の項に係る記載を省略した明糸田書については・「公費①」の項

　　1こ記載した金額が当該公費負担医療の金額と同じであるので・これを加えて合計すること・また・

　　特例的に3種の公費負担医療の併用を行った場合は、生活保護法に係る鎌は明細書の「食事療

　　養」欄の「保険」の項に係る「請求」の項の金額を合計して記載すること。

11　「公費負担」欄の「公費単独」欄について
（1）公費負担医騨独の者に係る明糖分を公費鯉医療制度ごとに言己載することとし・「区分」欄

　　1こ不動文字が記載されていない公肇を負担医療がある場合に駆分（D空欄に法別番号を言己載し・当該

　　制度の公費負担医療に係る分を記載すること。
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　　なお、公費負担医療に係る法別番号及び制度の略称は、別添3「法別番号及び制度の略称表」に

　示すとおりであること。

（2）　「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書及び食事療養に係る明細書の件数を合計して、

　それぞれの制度の該当欄に記載すること。

（3）　「点数」欄には、明細書の「療養の給付」欄の「公費①」の項に係る「請求」の項に記載した点

　数を、公費負担医療制度ごとに合計してそれぞれの制度の該当欄に記載すること。

（4）　「一部負担金（控除額）」欄には、入院分については、明細書の「療養の給付」欄の「公費①」

　の項に係る「負担金額」の項に記載した金額を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度

　の該当欄に記載すること。また、入院外分については、公費負担医療制度ごとに明細書の「療養の

　給付」欄の「公費①」の項に係る「一部負担金額」の項の金額を合計して、それぞれの制度の該当

　欄に記載すること。

（5〉　「金額」欄には、明細書の「食事療養」欄の「公費①」の項に係る「請求」の項に記載されてい

　る金額をそれぞれ公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

12　「③合計」欄について
　　「公費と医保（老人）の併用」、　「公費と公費の併用」及び「公費単独」欄の「件数」欄の請求件

　数を合計して記載すること。

13　「総件数①＋②＋③」欄について

　　「①合計」欄、「②合計」欄及び「③合計」欄の請求件数を合計して記載すること。

14　「備考」欄について
　（1）定数超過入院に該当する保険医療機関にあっては、　⑳と記載すること。

（2）医療法の人員標準を満たさない保険医療機関にあっては、㊥と記載すること・

　（3）老人被爆、老人保健と結核予防法の併用、老人保健と生活保護法の併用、老人保健と障害者自立

　　支援法の併用、老人保健と精神保健及び精神障害者福祉に関する法律との併用、老人保健と麻薬及

　　び向精神薬取締法との併用、老人保健と感染症の予防及び感染症の患者に対する法律との併用又は

　　老人保健と特定疾患治療研究事業の併用分については、次の要領で件数、日数等を記載すること。

　　ただし、　「備考」欄に書ききれない場合は、続紙として診療報酬請求書と同じ大きさの用紙を請求

　　書に添付しても差し支えないこと。なお、入院外分にあっては療養の給付に係る事項のみで差し支

　　えないこと。

区　分 件数 日数 一　部

薗S金

控除額 食事

署

食事

�

食事療養

ﾌ金額

標準負担額

i公費分）

43（老人被爆）

10（結34）

11（結35）

12（生保）

15（更生）

20（精29）

21（精神通院）
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22（麻薬）

28（感染症）

51（特疾）

第2　診療報酬請求書（医科・入院外）に関する事項（様式第1（2））

　診療報酬請求書（医科・入院外）の記載要領については、第1の例によること。この場合において、

入院分と入院外分に係る記載がなされている事項の場合にあっては、入院外分の記載に係る例によるこ

と。

第3　診療報酬明細書の記載要領（様式第2）

1　診療報酬明細書の記載要領に関する一般的事項

（1）明細書は、白色紙黒色刷りとすること。

（2）左上の隅より右一・2mm、下一・2mmの位置を中心に半径2mmの穴をあけて・綴じ穴とす

　ること。

（3）同一の被保険者等が2以上の傷病1こついて診療を受けた場合においても・・枚の明細書に併せて

記載するが、医療法の一部を改正する法律（平成9年法律第125号）による改正前の医療法（昭禾0

23年法律第2。5号）第4条の規定による承認を受けている病院である保険医療機関（以下「旧総合

病院」という．）の外来において2以上の診療科にわたって診療を受けた場合には・当分の間・各

診療科ごとに別個に明細書を作成すること．この場合において・初診料及び再診料を算定しない診

療目については、初診料を算定した診療科名及び算定した日又は再診料を算定した診療科名を「崩商

　要」欄に記載すること。
　　なお、同一の傷病又は互いに関連のある傷病について初診又は再診を受けた場合について旧総合

病院の2以上の診療科にわたって診療を受けた場合には、主たる診療科において1枚の明細書に併

　せて記載すること。

（4）同一月に同一患者につき、入院診療と入院外診療とが継続してある場合には・入院・入院外に’っ

　いてそれぞれ別個の明細書に記載すること。

　　なお、初診から直ちに入院した場合は、入院分のみの明細書に記載すること。

（5）入院勅儲が、やむを得ず他・）保険医療機関・）づ生地受診した場合は・入院医療機関の脚書

σ）r摘要」欄に⑩と表示し、伽保険医療機関⑳言繍こ係船計点数を「その他」欄1こ併せ

て記載し、r療養σ）給付」脚）r請》柱」の項に竜）当該点数を合算した点数を記載するとと吏）に・当

該他の保険医療機関に才δける診療に係る嚇田書を、下端を5・mm程晒〕りとって鮒すること・

　（これに・ついては、別に連絡するまでの間は、従来どおり、入院L嚇縫関・入酬医療機関（イ也受

一7一



診分）についてそれぞれ別個の明細書に記載することとする。）

（6）肋途中において保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごとに・それぞれ別の明細書を

　作成すること。月の途中において市町村番号若しくは老人医療の受給者番号の変更があった場合、

　高齢受給者証又は老人医療受給者証が月の途中に発行されること等により給付額を調整する必要が

　ある場合又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号若しくは公費負担医療の受給者番号

　の変更があった場合も、同様とすること。

　　なお、それぞれ別の明細書を作成する場合は、変更後の明細書の「摘要」欄にその旨を記載する

　こと。

（7）同一月に同一患者につき、介護老人保健施設に入所中の診療と介護老人｛呆健施設に入所中以外の

　外来分の診療がある場合は、それぞれ別個の明細書に記載すること。

（8）短期滞在手術基本料1を算定する場合は、入院外の明細書（様式第2（2））を使用すること。

（9）電子計算機の場合は、以下によること。

　ア　欄の名称を簡略化して記載しても差し支えないこと。また、複数の選択肢からOを用いて選択

　　する欄については、特段の定めのある場合を除き、選択した項目のみ記載し、それ以外の項目は

　　省略しても差し支えないこと。

　イ　枠をその都度印刷することとしても差し支えないこと。

　ウ　用紙下端の空白部分は、OC　R処理等審査支払機関の事務処理に供するため、その他の目的に

　　は使用しないこと。
　工　電子計算機用のOC　R関連事項は、　「レセプト基本フォーマット集（平成9年8月版）」　（社

　　会保険庁運営部編）によることが望ましいこと。

オ記載する文字は、JISX・2・8において文字コードカ§設定された範囲とすることが望まし

　　いこと。

2　診療報酬明細書の記載要領に関する事項

（1）「平成年月分」欄について

　　診療月のみの記載で差し支えないこと。

　　なお、診療月の翌月以外の月に請求する明細書については、診療年月を記載すること。

（2）　「都道府県番号」欄について

　　昭和51年8月7日保発第45号、庁保発第34号の別表第2に掲げる都道府県番号表に従い、保険医

　療機関の所在する都道府県の番号を記載すること。

（3）　「医療機関コード」欄について

　　それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁を記載すること（別添2「設定要

　領」の第4を参照、）。
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　ア　　「保険種別1」欄については、以下の左に掲げる保険の種別に応じ、右の番号のうち1つを○

　　で囲むこと。

　　　健康保険（船員保険を含む。以下同じ。）又は国民健康保険（退職者医　　1　社・国

　　　療を除く。以下同じ。）

　　　公費負担医療（健康保険、国民健康保険、老人医療又は退職者医療との　　2　公費

　　　併用の場合を除く。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　老人
　　　老人医療
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　退職
　　　退職者医療
　　　（注）　退職者医療には、健康保険法（大正11年法律第70号）附則第3条に規定する特定健保組

　　　　　合に係るものは該当しないこと。
　イ　　「保険種別2」欄については、　「保険種別1」欄のそれぞれについて、以下の左の別に応じ、

　　右の番号を○で囲むこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　単独
　　　単独
　　　1種の公費負担医療との併用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　2併

　　　2種以上の公費負担医療との併用　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　3併

　　　（注）　公費負担医療には、地方公共団体が独自に行う医療費助成事業を含むこと。

　ウ　ア及びイについては、○で囲むことを省略しても差し支えないこと。

　エ　　「本人・家族」欄については、以下の左に掲げる種別に応じて、右の番号のうち1つを○で囲

　　むこと。なお、3歳未満の患者（3歳に達する日の属する月以前の患者をいう。以下同じ。）は

　　　r3」又はr4」、高齢受給者又は老人医療受給対象者はr7」・「8」・「9」又は「0」を

　　○で囲むこととし、また、公費負担医療については本人に該当するものとする。

　　　ただし、国民健康保険の場合は、市町村国民健康保険であって被保険者（世帯主）と被保険者

　　　（その他）の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合については被保険者（世帯主（高齢受

　　給者を除く．））はr・」又はr2」、被保険者（その他（3歳未満び）患者及び高齢受糸合者を除

　　く．））はr5」又はr6」を○で囲むこととし、それ以外（3歳未満の患者及び高齢受給者を

　　除く。）はいずれか一方を○で囲むこと。
　　　なお、入院の場合は、　「1　本人」　（若しくは「1　本」）、　「3　三入」　（若しくは「3

　　三」）、　「5　家入」　（若しくは「5　家」）、　「7　高入9」　（若しくは「7　高9」）又は

　　　「9　高入8」　（若しくは「9　高8」）、外来の場合は、　「2　本外」　（若しくは「2

　　本」）、r4三外」（若しくはr4三」）、r6家外」（若しくは「6家」）・「8

　　高外9」（若しくはr8高9」）又はr・高外8」（若しくは「・高8」）の項のみを印

　　刷したものを使用することとしても差し支えないこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　本人　　　1　本人入院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　本外
　　　2　本人外来
　　　3　3歳未満入院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　三入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　三外
　　　4　3歳未満外来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　家入
　　　5　家族入院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　家外
　　　6　家族外来
　　　7　高齢受給者・老人医療9割給付入院　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　高入9

　　　8高齢受給者老人医療9害！j鮒外来　　　　　　　　8高外9

（4）　「保険種別1」、　「保険種別2」及び「本人・家族」欄について
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　9　高齢受給者・老人医療8割給付入院　　　　　　　　　　　　　　　　　9　高入8

　0　高齢受給者・老人医療8割給付外来　　　　　　　　　　　　　　　　　0　高外8

オ　電子計算機の場合は、以下のいずれかの方法によること。

（ア）　当該欄の上に選択する番号及び保険種別等のみを記載する。

（イ）選択肢をすべて記載した上で、選択しないものをすべて二線で抹消する。

（5）　「保険者番号」欄について

　ア　設定された保険者番号8桁（政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）について

　　は4桁、国民健康保険については6桁）を記載すること（別添2「設定要領」の第1を参照）。

　イ　政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）及び船員保険については、当該被保険

　　者及び被扶養者の管轄地方社会保険事務局長と当該保険医療機関の管轄地方社会保険事務局長と

　　が同一である場合（以下（5）において「自県分の場合」という。）には、記載を省略して差し支え

　　ないこと。

　ウ　日雇特例被保険者の保険については、自県分の場合は、頭初の2欄に法別番号を必ず記載し、

　　他の記載は省略して差し支えないこと。

　工　前記により、　「保険者番号」欄の記載は、次表のとおりとなること。

自県分の場合 他県分の場合

： ： ：　　： ： ： 1　　：

：
■

：
1

＝　　：I　　　　　　　I
：
●

＝
1

l　　l●　　　　　　　●

区　　　分

法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証

番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号

政府管掌健康保険
i日雇特例被保険者

：
：
1

：
＝
■

＝　　＝
F　　：■　　　　　　　■

：
：
●

＝
：
■

：　　：
nlOIOI　　　　　　　● O

の保険を除く　。．）
（省略して差し支えないこと） （空 欄）

船　　　員　　　保　　　険
＝
：
●

：
：
一

：　　1
F　　：■　　　　　　　1

：
O
＝
O
■

：
O
I
O
●

：　　：
n：O：○一　　　　　　　量 O

（省略して差し支えないこと）

日雇特例被保険者の保険

：
O
：
○
●

：
＝
●

：　　：
F　　：●　　　　　　　●

：
○
：
0
1

：
O
：
O
■

1　　：
宦FO：O■　　　　　　　● O

（省略して差し支えないこと）

その他の健康保険 ：
O
I
O
I

：
O
：
O
I

：　　：
nIO：OI　　　　　　　● O

：
O
＝
O
●

＝
O
：
O
●

1　　：
n：○：O●　　　　　　　● O

退　　職　　者　　医　　療

国　民　健　康　保　険
：
：
●

：
O
：
0
1

：　　：
n：O＝O●　　　　　　　1 O

：
：
●

：
0
1
0
一

1　　：
n：O：○■　　　　　　　■ O

備考1　0印のものは、必ず記載すること。

　　2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下「公費負担医

　　　療のみの場合」という。）は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。

一10一



（6）　「給付割合」欄について

　　国民健康保険及び退職者医療の場合、該当する給付割合を○で囲むか・Oの中に給付割合を

　記載すること。ただし、自県分の場合は、記載を省略しても差し支えないこと。

（7）　「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄について

ア健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、退職者医療被保険者証・船員保険被｛呆険者証・

　　船員保険被扶養者証、受給資格者票及び特別療養費受給票等のr記号及び番号」欄の記号及び番

　　号を記載すること。
イ記号と番号の間にスペース、r・」若しくはr一」を挿入するか・又は上段に記号・下段に番

　　号を記載すること．また、当該記号及び番号のうち○で囲んだ文字1こ代えて当該文字を（〉で

　　囲んだものを使用して記載することも差し支えなく、記載枠に書ききれない等の場合は・（）

　　を省略しても差し支えないこと。
　　　なお、被保険者が、月の途中において、記号・番号を変更した場合又は任意継続に変更した場

　　合（給付割合に変更がない場合に限る。）は、変更後の記号・番号を記載すること。

（8）　r市町村番号」欄について
　　健康手帳の医療受給者証に記入されてヤ・る市町村番号8桁を記載すること（易］1添2「設定要領」

　の第2を参照）。

（9）　「老人医療の受給者番号」欄について

　　健康手帳の医療受給者証に記入されてし・る受給者番号7桁を記載すること（男ll添2「設定要領」

　の第3を参照）。

（◎　「公費負担者番号①」欄及び「公費負担者番号②」欄について

ア医療券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載すること（別添2「設定要領」の第2を

　　参照）。

イ別添3r法別番号及び制度の略称表」に示す順番により、先順イ立の公費負担者番号を「公費負

　　担者番号①」欄に（以下「公費負担者番号①」欄に記載される公費負担医療を「第1公費」とい

　　う。）、後順位の公費負担者番号を「公費負担者番号②」欄に（以下「公費負担者番号②」欄に

　　記載される公費負担医療を「第2公費」という。）記載すること。

ウ保険者番号の変更はないが、同種の公費負担医療で住所変更により月の途中において公費負担

　　者番号の変更があった場合は、変更前の公費負担医療に係る分を第・公費とし・変更後の公費負

　　担医療に係る分を第2公費として取り扱うものとすること。

（11）　「公費負担医療の受給者番号①」欄及び「公費負担医療の受給者番号②」欄について

　　医療券等に記入されている受給者番号7桁を、第・公費については「公費負担医療の受糸諸番号

①」欄に、第2公費についてはr公費鯉医療・）受糸合者番号②」欄に記載すること（別添2「設定

　要領」の第3を参照、）。

（12）　「区分」欄について

　　当該患者が入院している病院又は病棟の種類に応じ、該当する文字を○で囲むこと。また・月の
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途中において病棟を移った場合は、そのすべてに○を付すこと。

　なお、電子計算機の場合は、コードと名称又は次の略称を記載することとしても差し支えないこ

と。

　01精神（精神病棟）、02結核（結核病棟）、07療養（療養病棟）、08複合（複合病棟）、

　09複療（複合病棟のうち療養病床に入院している場合）

（扮　r氏名」欄について

　ア　姓名を記載すること。ただし、健康保険の被保険者については、姓のみの記載で差し支えない

　　こと。

　　　なお、電子計算機の場合は、例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用すること又はひらがな

　　をカタカナに読み替えて記載することも差し支えないこととするが、この場合には被保険者であ

　　っても姓名を記載することとし、姓と名の問にスペースをとること。

　イ　性別は該当するものを○で囲むこと。なお、電子計算機の場合は、　「1　男」、　「2　女」と

　　記載しても差し支えないこと。

　ウ　生年月日は以下によること。

　　（ア）該当する元号を○で囲み、生まれた年を記載すること。

　　（イ）　月日の記載は省略して差し支えないが、6歳に満たないものについては、生まれた月も記載

　　　すること。

　　　　また、年齢が算定要件となっている項目を算定する場合であって、生まれた年の記載のみで

　　　は要件に該当するか否かが明らかでない場合は、生まれた月も記載すること。

　　（ウ）　小児科療養指導料を算定した患者については、生まれた月も記載すること。

　　（エ）　電子計算機の場合は、元号については「1　明」、　「2　大」、　「3　昭」、　「4　平」と

　　　記載すること。また、生年月日を記載することが望ましいものであること。

（14）　「職務上の事由」欄について

　　船員保険の被保険者については、職務上の取扱いとなる場合のみ該当するものを○で囲むこと。

　共済組合の船員組合員については、下船後3月以内の傷病で職務上の取扱いとなる場合に「2　下

　船後3月以内」の番号を○で囲むこと。

　　なお、同一月に職務上の取扱いとなる傷病及び職務外の取扱いとなる傷病が生じた場合は、入院

　外分についてはそれぞれ1枚、入院分については、それぞれに係る診療が区分できない場合に限り

　職務上として1枚の診療報酬明細書の取扱いとすること。

　　電子計算機の場合は、番号と名称又は次の略号を記載することとしても差し支えないこと。

　　1　職上（職務上）、　　2　下3（下船後3月以内）、　　3　通災（通勤災害）

（15）　「特記事項」欄について

　　記載する略号をまとめると、以下のとおりであること。なお、電子計算機の場合はコードと略号

　を記載すること。

コード 略　号 内　　　　　　　容

01 公
　医療保険単独の者及び老人保健単独の者に係る明細書で、　「公費負担医療が行

墲黷髣ﾃ養に係る高額療養費の支給について」　（昭和48年10月30日付保発第42号、
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辮馨・灘鵡灘驚灘鷲薙轟謬襟講灘93号）第15条に規定する金額を超える場合

02 長 　以下のいずれかに該当する場合
@高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が・健康保

ｯ法施行令第42条第6項に規定する金額を超えた場合（ただし・患者が特定疾

@病療養受療証の提出を行った際に、既に同項に規定する金額を超えて受領して

@いる場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。）
A老人保健特定疾病療養受療証を提示した患者の負担額が・老人保健法施行令

謔P5条第5項に規定する金額を超えた場合（ただし・患者が老人保健特定疾病

ﾃ養受療証の提示を行った際に、既に同項に規定する金額を超えて受領している

鼾№ﾅあって、現物給付化することが困難な場合を除く。）

03 長処
慢性腎不全に係る自己連続携行式腹膜灌流（CAPD）を行っている患者1こ対

ｵて、同一月内の投薬を院外処方せんのみにより行し・・保険医療機関では当該患

ﾒの負担額を受領しない場合

04 老保
　公費負担医療のみの場合であって、請求点数を老人保健法の規定による医療の

�氓�ｷる場合

05 高度
　特定承認保険医療機関の承認に係る高度先進医療を実施した場合（この場合に

｠っては、当該高度先進医療の名称及び当該高度先進医療について徴収した費用

ﾌ額を「摘要」欄の最上部に記載すること。）

07 老併
　介護老人保健施設に入所中の患者の診療料を、併設保険医療機関において算定

ｵた場合（なお、同一月に同一患者につき、介護老人保健施設に入所中の診療と

諟�V人保健施設に入所中以外の夕玉来分の診療がある場合は・それぞ朋」個の明

ﾗ書に記載すること。）

08 老健
介護老人保健施設に入所中の患者の診療料を、併設保険医療機騨外の保険医

��~灘蕪輸鑛螺端称羅藁雰あ参鵜騰は、それぞれ別個の明細書に記載すること。）

09 施
平成16年3月19日保医発第・319・・4号に規定する特別養護老人ホーム等1こ入所

ﾙ難臓慰馨霧慰騎馬襯み蓼藷諮　　それぞれ明確に区分できるよう「摘要」欄に記載すること。）

10 第三
　患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為（交通事故等）によって生じたと認

ﾟられる場合

11 薬治
　厚生労働大臣の定める選定療養（平成18年厚生労働省告示第105号）第7号の

K定に基づく薬事法に規定する治験（人体に直接使用される薬物に係るものに限

@　）に係る診療報酬の請求である場合

12 器治
厚生労働大臣の定める選定療養第1・号の規定に基づく薬事法に規定する治験

i機械器具等に係るものに限る。）に係る診療報酬の請求である場合

13 先進
　地方社会保険事務局長に届け出て別に厚生労働大臣が定める先進医療を実施し

ｽ場合（この場合にあ・）ては、当該先進医療の名称及び当該先進医療について徴

福ｵた特別の料金の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。）

14 制超
　r厚生労働大臣の定める診療報酬の算定方法に規定する回数を超え∫耄けた言分

ﾃ」（平成18年厚生労働省告示第12・号）（以下r制限回数を超えて行う診療」

ﾆいう．）に係る診療報酬の請求である場合（この場合にあっては・当該「希1』腿

�狽�ｴえて行う診療」のを、称、徴収した特別の料金及び回数を「摘要」欄へ記

ﾚすること．）
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（16）　「保険医療機関の所在地及び名称」欄について

　ア　保険医療機関指定申請の際等に地方社会保険事務局長に届け出た所在地及び名称を記載するこ

　　と。この場合、所在地とともに、連絡先電話番号を記載することが望ましいものであること。

　　　なお、外来診療料を算定する場合は、　「（床）」の欄に、医療法の規定に基づき許可を受け、

　　若しくは届出をし、又は承認を受けた病床（以下「許可病床」という。）のうち一般病床に係る

　　ものの数を記載すること。また、特定疾患療養管理料を算定する場合、病院である保険医療機関

　　にあっては、　「（床）」の欄に、許可病床の数を記載すること。また、月の途中において当該

　　病床数が変更した場合は、当該欄には変更後の病床数（以下「病床数」という。）を記載し、

　　「摘要」欄に変更日と変更前の病床数を記載すること。

　イ　旧総合病院については、欄の左下隅に「診療科（）」と表示し、　（）の中に医療法施行令

　　に定められた診療科について、次のコードにより記載すること。

診　療　科 コード 診　療　科 コード 診　療　科 コード

内　　　科 01 心臓血管外科 16 心療内科 33
精　神　科 02 小　児　外　科 17 アレルギー科 34
神　経　科 03 皮膚泌尿器科 18 リウマチ科 35

神経内科 04 皮　　膚　　科 19 リノ・ビリテーション科 36

呼吸器科 05 泌　尿　器　科 20
消化器科 06 性　　病　　科 21
胃　腸　科 07 こ　う　門　科 22
循環器科 08 産　婦　人　科 23
小　児　科 09 産　　　　　科 24
外　　　科 10 婦　　人　　科 25
整形外科 11 眼　　　　　科 26

形成外科 12 耳鼻いんこう科 27
美容外科 13 気管食道科 28
脳神経外科 14 放　射線　科 30
呼吸器外科 15 麻　　酔　　科 31

（17）　「傷病名」欄について

　ア　傷病名については、原則として、　「磁気テープ等を用いた請求に関して厚生労働大臣が定める

　　規格及び方式」　（平成3年9月27日）別添3に規定する傷病名を用いること。

　イ　主傷病、副傷病の順に記載すること。主傷病については原則として1つ、副傷病については主

　　なものについて記載することとし、主傷病が複数ある場合は、主傷病と副傷病の間を線で区切る

　　など、主傷病と副傷病とが区別できるようにすること。

　ウ　薬剤料に係る所定単位当たりの薬価が175円以下の薬剤の投与又は使用の原因となった傷病

　　のうち、健胃消化剤、鎮咳剤などの投与又は使用の原因となった傷病など、イに基づき記載した

　　傷病名から判断して、その発症が類推できる傷病については、傷病名を記載する必要はないもの

　　とすること。ただし、強心剤、糖尿病薬などの投与又は使用の原因となった傷病名についてはこ

　　の限りでないこと。

　工　傷病名が4以上ある場合には、　「傷病名」欄の余白に順次番号を付し、傷病名を記載し、又は
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　当該欄に記載しきれない場合は、　「摘要」欄に順次番号を付して記載し、最終行の下に実線を引

　いてその他の記載事項と区別し、記載した傷病名に対応する診療開始日を、傷病名の右側（傷病

　名の右側．に余白がない場合は、当該傷病名の次の行の行末）に記載すること。

オ　心身医学療法を算定する場合にあっては、例えば「胃潰瘍（心身症）」のように、心身症によ

　る当該身体的傷病の次に「（心身症）」と記載すること。

（⑧　r診療開始日」欄について
　ア　当該保険医療機関において、保険診療を開始した年月日を和暦により記載すること。ただし、

　　「傷病名」欄が単一病名の場合であって請求に係る診療月において診療を開始し、かつ、同月中

　　に治ゆ又は死亡したものについては、記載を省略しても差し支えないこと。

　イ　同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日を診療開始日として記載し、

　　「摘要」欄にその旨を記載すること。
ウ同＿の患者に対する診療継続中に、当該保険医療機関において・開設者・名称・所在地等の変

　　更があった場合については、当該保険医療機関の診療内容の継続性が認められて継続して保険医

　　療機関の指定を受けた場合を除き、新たに保険医療機関の指定を受けた日を診療開始日として記

　　載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。

（19）　「転帰」欄について

　　治ゆした場合にはr治ゆ」の字句を、死亡した場合にはr死亡」の字句を・中止又1ま転医の場合

　にはr中止」の字句をそれぞれOで囲むこと。
　　なお、2以上の傷病にわたる場合は「傷病名」欄の番号を付して「転帰」欄に区分して記載する

　こと。

　　電子計算機の場合は、それぞれの傷病名と同じ行に「治ゆ」、　「死亡」又は「中止」の字句を記

　載することとしても差し支えないこと。

（2①　「診療実日数」欄について

　ア　「保険」、　「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険（健康保険、国民健康保険、

　　退職者医療及び老人医療をいう。以下同じ。）、第1公費及び第2公費に係る診療実日数を記載

　　すること。なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の診療実日数は、「公費①」の項に記載す

　　ること。
　　　ただし、第1公費に係る診療実日数が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る診療

　　実日数を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係

　　る診療実日数が第1公費に係る診療実日数と同じ場合は、第2公費に係る診療実日数の記載を省

　　略しても差し支えないこと。
　イ　入院外分については、診療を行った日数（小児科外来診療料、開放型病院共同指導料（1）、地

　　域連携退院時共同指導料1及びハイリスク妊産婦共同管理料（1）を行った日数を含む。）を記

　　載すること。
　ウ　患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場

　　合（以下「電話等再診」という。）の実日数は1日として数えること。

　　　なお、この場合、その回数を「摘要」欄に再掲すること。

　工　同…日に初診及び再診（電話等再診を含む。）が2回以上行われた場合の実日数は、1日とし
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　て数えること。

　　なお、この場合、その回数を「摘要」欄に再掲すること。

オ　入院分については、入院日数を記載すること。

　　なお、入退院目は、それぞれ1日として数えること。

カ　（⑧のアのただし書きの場合、診療開始日の記載を省略しても差し支えないが、この場合におい

　ても、診療実日数は記載するものであること。

キ　同一目に複数科を受診した場合の初診料・再診料・外来診療料を算定しない科に係る診療実日

　数については、初診料・再診料・外来診療料を算定しない日を含め実際に診療を行った日数を記

　載するものとすること。

ク　外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、在宅療養指導料、傷病手当金意見書交付料、療養

　費同意書交付料、在宅末期医療総合診療料、在宅患者訪問看護・指導料、在宅患者訪問点滴注射

　管理指導料、訪問看護指示料、在宅訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理

　指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料又は精神科訪問看護・指導料を算定した同一目に医師の診

　療が行われない場合は、実日数として数えないこと。

ケ　初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げるような場合は、当該行為を行った

　日は実日数として数えないこと。

（ア）　初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを後目聞きに来た場合

（イ）　往診等の後に薬剤のみを後目取りに来た場合

（ウ）初診又は再診の際検査、画像診断等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後日検査、画像診断等

　　を受けに来た場合

Q1）　「点数」欄について

　ア　項目名又は略称、所定点数、回数及び合計点数を記載すること。　「×」がない場合及び「×」

　　があっても算定した所定点数が複数の場合は、所定点数及び回数の記載は省略して差し支えない

　　こと。なお、　「回」、　「単位」又は「目問」がない場合は合計点数のみとすること。

　イ　　「点数」欄に記載すべき項目名又は略称、回数、所定点数その他の事項を欄内に書ききれない

　　等の場合は、それらの事項を「摘要」欄に記載すること。なお、それ以外の場合も、それらの事

　　項を「摘要」欄に記載することは差し支えないこと。

　ウ　公費負担医療のみの場合であっても、当月診療に係るすべての回数及び点数を記載すること。

　　結核予防法と生活保護法との併用の場合は、生活保護法に係る診療内容が該当するものであるこ

　　と。

（勿　「初診」欄について

　ア診療時間内の初診の場合には回数及び点数を記載し、時間外、休日又は深夜に該当する場合は、

　　該当する文字をOで囲み、その回数及び点数を記載し、初診料の注2のただし書に規定する2つ

　　目の診療科において初診を行った場合は、r摘要」欄に⑳と表示し・当該診療科轍び当

　　該点数を記載すること。

　　　また、時間外加算の特例を算定した場合は、通常の時間外加算と同様に記載するとと晃）に、

　　r摘要」欄に⑧と表示し、小児科を標榜する保1倹医療機関における夜間・休眠1ま深夜加算

　　の特例を算定した場合は、通常の時間外、休日又は深夜加算と同様に記載するとともに、　「摘

　　要」欄に⑧、㊥又は⑳と表示すること・
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　　なお、電子計算機の場合は、⑳、㊥・㊥・㊥・唖i）の○に代えて（）
等を使用して記載することも差し支えなや・ものであること．以下、（麺）等の略号を使用する

　場合も同様であること。

イ　6歳未満の乳幼児に対し初診を行った場合は、当該加算を加算した点数を記載し、乳幼児加算

　等の表示は必要がないこと。

ウ　電子化加算を算定した場合は、初診料と当該加算を加算した合計点数を記載し、　「摘要」欄に

　　電と表示すること。
工　初診の後、当該初診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該初診日が前月である

　場合は、　「摘要」欄に「前月算定」と表示すること。

オ　旧総合病院において、他の診療科において初診料を算定した場合は、算定した診療科名及び算

　定した日を「摘要」欄に記載すること。

⑬　　「再診」欄について

　ア　外来診療料については、本欄に所要の事項を記載すること。

　イ　再診及び外来管理加算の項には、回数及び合計点数を記載すること。なお、同一目に2回以上

　　の再診（電話等再診を含む。）がある場合には、その旨を「摘要」欄に記載すること。

　ウ　時間外、休日、深夜の項には、それぞれの回数及び加算点数を別掲すること。また、時間外加

　　算の特例を算定した場合は通常の時間外力日算と同様に記載するとともに、r摘要」欄に㊥と

　　表示し、小児科を標榜する保険医療機関における夜間、休日又は深夜加算の特例を算定した場合

　　は、通常の時間外、休日又は深夜加算と同様に記載するととも1こ、r摘要」欄に㊥・㊥

　　　又は（毬〉と表示すること。
　工　乳幼児加算を算定した場合は、再診の項に再診料に当該加算点数を加算した点数を記載し、乳

　　幼児加算の表示は必要がないこと。

　　　なお、月の途中から乳幼児加算を算定しなくなった場合は、その旨を「摘要」欄に記載するこ

　　と。

　オ　再診の後、当該再診に附随する一連の行為を後目行った場合であって当該再診日が前月である

　　場合は、　「摘要」欄に「前月算定」と表示すること。

　力　旧総合病院において、他の診療科において再診料を算定した場合は、算定した診療科名を「摘

　　要」欄に記載すること。

Gの　「医学管理」欄について
ア特定疾患療養管理料を算定した場合は、㊥と表示して碓点数を記載すること・

　イ　入院外分についてウイルス疾患指導料、特定薬剤治療管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、

　　外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、心臓ペースメーカー指導管理料、慢性維持透析患者

　　外来医学管理料、埋込型補助人工心臓指導管理料、ニコチン依存症管理料、手術前医学管理料又

　　は救急救命管理料を算定した場合は、r②、⑧、㊥・⑭・⑨・㊦・

　　㊥、⑪∈》㊥又は⑧」と表示してそれぞれの所定点数を記載すること・
　　なお、特定薬剤治療管理料を算定した場合は、血中濃度を測定している薬剤名及び初回の算定年

　　月を「摘要」欄に記載し、臓器移植加算を算定した場合は、当言刻蔵器移植を行った月日を「摘

　　要」欄に記載すること（抗てんかん剤及び免疫抑制剤以外の薬剤を投与している患者について4

　　月日以降σ）特定薬剤治療管理料を算定する場合又は抗てんかん剤若しくは免疫抑制剤を投与して
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　いる患者について特定薬剤治療管理料を算定する場合には、初回の算定年月の記載を省略して差

　し支えない。）。また、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定した場合は、行った腫瘍マーカーの

検査名を、心臓ペースメーカー指導管理料のイを算定した場合は、ペースメーカー移植術を行っ

　た月日を、ニコチン依存症管理料を算定した場合は、初回の当該管理料を算定した月日を「摘

　要」欄に記載すること。

ウ　小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、

　皮膚科特定疾患指導管理料（1）、皮膚科特定疾患指導管理料（II）、在宅療養指導料、高度難聴指

　導管理料、喘息治療管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料又は地域連携小

　児夜間・休日診療料を算定した場合は、「小児特定、小児療養、てんかん、難病、皮膚（1）、皮

　膚（II）、在宅指導、高度難聴、喘息、ヲ冬痛、小児悪腫又は地域小児」と表示して所定点数を記載

　すること。なお、小児特定疾患カウンセリング料を算定した場合は、第1回目のカウンセリング

　を行った月日を、高度難聴指導管理料のイを算定した場合は、人工内耳埋込術を行った月日を、

　喘息治療管理料の加算を算定した場合は、当該加算に係る第1回目の治療管理を行った月日を、

　慢性疼痛疾患管理料を算定した場合（当該患者に対し最初に当該管理料を算定した場合に限

　る。）は、算定日を「摘要」欄に記載すること。

工　小児科外来診療料、乳幼児育児栄養指導料又は生活習慣病管理料を算定した場合は、　「児外初、

　児外再、児内初、児内再、乳栄、生外又は生内」と表示して所定点数を記載すること。また、初

　診料、再診料又は外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例若しくは小

　児科を標榜する保険医療機関における夜間、休日又は深夜加算の特例を算定した場合は、当該加

　算を加算した点数を記載し、　「摘要」欄には⑳、（径）、⑧、㊥、（麩）、㊥又は（㊥

　と表示するとともに、時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例、小児科を標榜する

　保険医療機関における夜間、休日又は深夜加算の特例の場合は、回数を併せて記載すること。な

　お、小児科外来診療料を算定している患者のうち院外処方せんを交付している者に対し、夜間緊

　急の受診等やむを得ない場合において院内投薬を行った場合は、その理由を「摘要」欄に記載す

　ること。

オ　入院分についてウイルス疾患指導料、特定薬剤治療管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、高

　度難聴指導管理料、手術前医学管理料、手術後医学管理料、肺血栓塞栓症予防管理料、地域連携

　診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料、救急救命管理料又は薬剤管理指導料を算定し

た場合は、⑦、⑧、⑤、＠）、㊥・⑱・⑤・⑳・
　　⑧、＠又は曜）と表示して・それぞれの点数を記載すること・なお・特定薬剤

　治療管理料を算定した場合は、血中濃度を測定している薬剤及び初回の算定年月を「摘要」欄に

　記載し、臓器移植加算を算定した場合は、当該臓器移植を行った月日を「摘要」欄に記載するこ

　と。　（抗てんかん剤及び免疫抑制剤以外の薬剤を投与している患者について4月目以降の特定薬

　剤治療管理料を算定する場合又は抗てんかん剤若しくは免疫抑制剤を投与している患者について

　特定薬剤治療管理料を算定する場合には、初回の算定年月の記載を省略して差し支えない。）

　　また、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定した場合は、行った腫瘍マーカーの検査名を、高度

　難聴指導管理料のイを算定した場合は、人工内耳埋込術を行った月日を、地域連携診療計画退院

　時指導料を算定した場合は、退院日をそれぞれ「摘要」欄に記載すること。

　　薬剤管理指導料を算定した場合は、当該算定の対象となった指導を行った日を「摘要」欄にそ

　れぞれ記載すること。また、麻薬管理指導加算又は退院時服薬指導加算を算定した場合は、当該

　加算を加算した点数を記載し、　「摘要」欄に指導を行った日を記載するとと吏）に、⑳に併
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せて㊥又は⑧と表示すること・
　　なお、退院時服薬指導加算の算定月と当該加算を加算すべき薬剤管理指導料の算定月が異なる

　場合は、その旨を「摘要」欄に記載すること。

力　入院外分について開放型病院共同指導料（1）、地域連携退院時共同指導料1又はハイリスク妊

産婦共同管理料（1）を算定した場合1ま、㊥1、⑳・又は⑰1と表示して・当該

　項目の回数及び合計点数を記載すること。なお、　「摘要」欄に入院日を記載すること。

キ診療情報提供料（1）又は（H）を算定した場合は、⑧1又は⑧Hと表示して・点数を記

　載し、　「摘要」欄にその算定目を記載すること。なお、診療情報提供料（1）の加算を算定した

　場合は、当該加算を加算した点数を記載し、　「摘要」欄に退院日を記載するとともに、併せて

⑩と表示すること・
　　また、保険医療機関以外の機関へ診療情報を提供した場合は、　「摘要」欄にその情報提供先を

　記載すること。

ク　薬剤情報提供料を算定した場合は、㊥と表示して、回数及び点数を記載すること。また、

　老人保健法の規定による医療を提供する患者に対し加算を算定した場合は、当該加算を加算した

点数を記載し、r摘要」欄に㊥に併せて㊥と表示すること・
ケ傷病手当金意見書交付料又は療養費同意書交付料を算定した場合は、⑧又は⑧と表示

　して、点数を記載すること。また、　「摘要」欄にその交付年月日を記載すること。

　　なお、傷病手当金意見書交付料について当該月前に受療した傷病について傷病手当金意見書の

　交付のみの求めがあった場合には、当該意見書の対象となった傷病名及びその傷病についての診

　療を開始した目を、　「傷病名」欄及び「診療開始日」欄にそれぞれ記載すること。また、遺族等

に対して意見書を交付した場合は、当該遺族等の診療報酬購）r顎商要」欄に⑧と表示

　し、　「傷病名」欄には、遺族等が他に療養の給付を受けていない場合は、意見書の対象となった

　傷病名を、他に療養の給付を受けている場合は、遺族等自身の傷病名と意見書の対象となった傷

　病名の両方を記載すること。

コ　結核予防法による公費負担申請に係る診断書料及び協力料を算定した場合は、その旨及び点数

　を記載すること。
サ　入院分について入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、退院時リハビリテーション指導料、

　退院前訪問指導料、開放型病院共同指導料（n）、地域連携退院時共同指導料2又はハイリスク妊

産婦共同管理料（H）を算定した場合は、それぞれ㊥、⑧、㊥・⑳

㊥皿、⑱2又は＠nと表示して・回数及び点数を記載すること・入院栄養食事指

　導料を算定した場合は、　「摘要」欄にその算定日を記載すること。

　　また、退院前訪問指導料を2回算定した場合は、　「摘要」欄に各々の訪問指導日を記載するこ

　と。

（25）　r在宅」欄について

　ア　往診の項又は夜間の項については、それぞれ普通の又は夜間の往診の回数と点数を記載し、在

　　宅療養支援診療所と連携する保険医療機関が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により往診を

　　行った場合は、r摘要」欄に㊧と表示し・当該指示のあった在宅療養支援診療所の名称を

　　記載すること。

　　　なお、在宅患者訪問診療料を当該月に算定している場合は、　「摘要」欄に当該往診を行った日

　　を記載し、患者の急性増悪等により一時的に週4回以」二の頻回な在宅患者訪問診療を行った場合

一19一



は、r摘要」欄に㊥と表示して・その必要性必要を認めた診療目及び漿訪問診療を行

　つた日を記載すること。また、在宅患者訪問診療料等を算定した日と同一目に往診料を算定した

　場合は、患者の病状の急変等往診が必要となった理由を「摘要」欄に記載すること。

イ　緊急又は深夜の往診を算定する場合には、それぞれの文字を○で囲み、回数及び点数を記載す

　ること。在宅療養支援診療所又はその連携保険医療機関の保険医が行った往診について「注1」

のただし書に規定する加算を算定する場合は、r摘要」欄に⑳、又は⑱と記載

　すること。

ウ　患家診療時間加算がある場合には、その旨及び時間を「摘要」欄に記載すること。

工　特別往診料を算定する場合には、往診の字句の左に㊥．、その内訳の最後尾に「波浪」、

　「滞在」又は「波浪・滞在」と記載し、所定点数（往診料の項に定める基本点数に「注1」、

　「注2」及び「注3」の点数を加算した点数）と特別加算点数（波浪及び滞在に対する加算点

　数）とを併記すること。また、　「摘要」欄には往診地域、海路距離、往、復、往復の波浪の別及

　び滞在時間を記載すること。

オ　在宅患者訪問診療の項については、回数及び総点数を記載するほか、次によること。なお、厚

　生労働大臣が定める疾病等に罹患している患者に対して行った場合は（竃〉と表示すること。

（ア）　在宅療養支援診療所又はその連携保険医療機関の保険医が行った場合は、　「摘要」欄に

　　⑱又は⑧と記載すること・
（イ）　患家診療時間加算がある場合には、その旨及び時間を「摘要」欄に記載すること。

（ウ）　在宅ターミナルケア加算を算定した場合は、所定点数に当該点数を加算した点数を記載し、

　　　r在宅患者訪問診療」の字句の次に＠と表示すること．なお、r摘要」欄に死亡目前

　　14日以内に行った往診又は訪問診療の日を記載すること。また、在宅療養支援診療所又はそ

　　の連携保険医療機関の保険医が行った場合は、　「摘要」欄に死亡目前14日以内に行った往診

　　又は訪問診療の目を記載するとともに、死亡日前24時間以内に行った訪問診療の日時を併せ

　　て記載すること。

　（エ）　患家との直線距離が16k　mを超えた場合又は海路の場合であって、特殊の事情があったとき

　　の在宅患者訪問診療料を算定する場合には、在宅患者訪問診療の字句の左に㊥、その内訳

　　の最後尾に「波浪」、　「滞在」又は「波浪・滞在」と記載し、所定点数に在宅患者訪問診療料

　　の項に定める「注3」、　「注4」及び「注5」の点数を加算した点数と特別加算点数（波浪及

　　び滞在に対する加算点数）とを併記すること。また、　「摘要」欄には訪問地域（距離）、海路

　　距離、往、復、往復の波浪の別及び滞在時間を記載すること。

　（オ）　当該月又はその前月に往診料を算定している場合には、当該訪問診療を行った日を「摘要」

　　欄に記載すること。

力　在宅時医学総合管理料を算定した場合は、その他の項に、処方せんを交付した場合においては

　　「在医総管外」と、処方せんを交付していない場合においては「在医総管内」と表示して点数を

　記載し、当該月において往診又は訪問診療を行った目を「摘要」欄に記載すること。なお、重症

者加算を算定した場合は、そ・）他の項に《麺㊥と表示して点数を言己謝ること・

キ　在宅末期医療総合診療料を算定した場合は、その他の項に「在医総」と表示して日数及び点数

　を記載すること。また、在宅末期医療総合診療料を算定した週において、訪問診療、訪問看護を

　行った日を「摘要」欄に記載すること。　（連携保険医療機関又は訪問看護ステーションが行った

　訪問看護についても同様であること。）

ク　在宅看取り加算を算定した場合は、　「摘要」欄にその旨記載すること。



ケ救急搬送診療料、在宅患者訪問看護・指導料、在宅患者訪問点滴注射管理指導料・在宅訪問リ

．、ビリテーシ．ン指導管理料、訪問看護指示料、特別訪問看護指示加算・在宅患者訪問薬剤管理

指導料又は在宅患者訪問栄養食事指導料を算定した場合は、その他の項にそれぞれ「搬送診療」・

　r訪問看護」（厚生労働大臣の定める疾病等に罹患している患者に対して行った場合は・「訪問

看護⑱」、急性増悪等により頻回な訪問看護を必要とする患都対して行った場合は・

r訪問看護⑱」、在宅療養支援診療所σ）保険医の指示により・保険医療機関の看護師等が

緊急に行った場合は、r訪問看護唖〉」）、r訪問点滴」・「訪問リハ」・「訪問指示」・

　r特別指示」、r訪問薬剤」又はr訪問栄養」と表示し、回数（単位数）及び総点数を記載する

　ことむ
　　在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関等が、在宅支援診療所の保険医の指示により訪問

看護を行った場合は、r摘要」欄に＠と表示し、当該指示のあった在宅療養支援診療所の

　名称を記載すること。
　　患者の急性増悪等により頻回な、・日に2回又は3回以上、在宅患者訪問看護●指導を行った

場合は、r摘要」欄にその必要を認めた診療目又1薙宅療養支援診療所から指示のあった目・訪

問看護．指導を行った日及びその必要を認めた理由を記載すること・また・特別訪問看護指示加

　算を算定した場合は、「摘要」欄にその必要を認めた理由を記載すること。

　　なお、月の初日が週の途中にある場合は、前月の最終の週における訪問回数を（）書きで

　　r摘要」欄に記載するほか、保健師、助産師、看護師又は准看講師のそれぞれが男1」に当該月に在

　宅患者訪問看護・指導を行った場合は、それぞれの回数を「摘要」欄に記載すること。

　　難病等複数回訪問加算又は外ミナルケア加算を算定した場合は・所定点数に当該点数を力日算

　した点数を記載し、r訪問看護」の字句の次にそれぞれ＠又は②と表示するとともに・

訪問看護を実施した日時及び患者が死亡した日時をr摘要」欄に記載すること・また・在宅療養

支援診療所の保険医の指示によりターミナルケアを行った場合は・＠と表示し・当該指示

　のあった日、訪問看護を実施した目時及び患者が死亡した目時を「摘要」欄に記載すること。

　　在宅移行管理加算又は在宅移行管理重症者加算を算定した場合は・所定点数1こ当該点数を加算

　した点数を記載し、r訪問看護」の字句の次に⑧又は㊥と表示するとともに・退院

　　日、使用している医療機器等の名称（当該診療報酬明細書において医療機器の｛吏用等が明らかで

　ある場合を除く．）及び訪問看護を実施した目をr摘要」欄1こ記載すること・また・訪問看護指

　示料及び特別訪問看護指示加算を算定した場合は、　「摘要」欄に算定目を記載すること。

　　在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定した場創ま、点滴注射を行った日を「摘要」欄こ言己載

　すること．在宅患者訪問点滴注射管理指導料に用いる注射薬を支給した場合は・「注射」の項に

　伽例により記載し、在宅患者訪問点滴注射管理指導料にイ系る注射薬である旨の㊥を表示

　すること．なお、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る本旨示を行った後に算定要件を満たさず

　薬剤料のみを算定する場合についても同様に記載すること。

　　在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定した場合は・訪問指導を行った日及び単位数を

　　「摘要」欄に記載すること。
　　　在宅患者訪問薬剤管理指導料を月2回算定する場合は、それぞれ算定・）対象となる訪問指導を

行った日をr欄欄に記載し、施設入所者に対して訪問指導を行った場合は・㊥と併せて

　　表示すること．また、糠管理指導加算を算定した場合はr訪問鮒に併せて⑳と表示

　　し、当該加算を加算した点数を記載すること。

コ退院した患都対し、て、当該退院月に、退院日に在宅麟指輪理料を算定した保険医療機1凋
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　以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定した場合は、　「摘要」欄に当該在宅療養

　指導管理料を算定した理由を記載すること。
サ在宅自己注射指導管理料を算定した場合1ま、その他の項に④と表示して所定点魏記載し・

　注入器用注射針加算（1の加算に限る。）を算定した場合は、　「摘要」欄に当該加算を算定した

　理由を記載すること。血糖自己測定器加算、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算又は注入

器用注射針加算を算定した場合は、併せてそれぞれ⑳、①、⑭又は⑧と表

　示して当該加算を加算した点数を記載すること。また、血糖自己測定器加算を算定した場合は、

　「摘要」欄に血糖自己測定の回数及び1型糖尿病である場合は1型糖尿病であることを記載する

　こと。在宅自己注射に用いる薬剤を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載し、　「摘要」欄に

　総支給単位数、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、1同量及び支給目数等を以下の例によ

　り記載すること。

　［記載例］

　　「摘要」欄

　　　OO注（医薬品名）　300単位　1筒

　　　1目2回（朝10単位、夜11単位）14日分
シ在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定した場合は、その他の項に⑧と表示して点数を記載す

　ること。また、1月に2回以上在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定した場合は、　「摘要」欄に回

　数及び必要と認めた理由を記載し、紫外線殺菌器加算又は自動腹膜灌流装置加算を算定した場合

は、併せてそれぞれ㊥又は㊥と表示して当該力目算を加算した点数を記載すること・在

　宅自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、薬剤の項に総

　点数を記載し、　「摘要」欄に総支給量、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量及び支

　給日数、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。

ス　在宅血液透析指導管理料を算定した場合は、その他の項に⑱と表示して点数を記載する

　こと。また、1，月に2回以上在宅血液透析指導管理料を算定した場合は、　「摘要」欄に回数及び

　2回以上の在宅血液透析指導管理が必要と認めた理由を記載し、透析液供給装置加算を算定した

　場合は、併せて⑧と表示して当該加算を加算した点数を記載すること。この場合、初回の

　指導管理を行った日から起算して2月においては、初回の指導管理を行った月日を「摘要」欄に

　記載すること。在宅血液透析指導管理料に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、

　薬剤の項に総点数を記載し、　「摘要」欄に総支給量、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、

　支給量及び支給日数、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。

セ在宅酸素療法指導管理料を算定した場合は、その他の項に⑱と表示して点数を記載するこ

　と。この場合、　「摘要」欄に当該月の動脈血酸素濃度分圧又は動脈血酸素飽和度を記載し、慢性

　心不全で適用になった患者にあっては、初回の指導管理を行った月において、終夜睡眠ポリグラ

　フィーの実施目及び無呼吸指数も併せて記載すること。

　　なお、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算又は液化酸素装置加算を算定した場合は、併せてそ

れぞれ㊦、⑧又は⑧と表示して当該加算を加算した点数を講ずること・また・酸
素ボンベ加算及び液化酸素装置加算につし・て携帯用又は携帯型を用いた場合は、偶せて、⑧

　と表示すること。
ソ在宅中、心静脈栄養法指導管理料を算定した場合は、そ・）他の項に⑤と表示して点数を言己載

　すること。在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算又は注入ポンプ加算を算定した場合は、併せて

それぞれ㊥又は㊥と表示して当該加算をプ」口算した点数を記載すること誰1御心静脈



栄養法に用いる薬剤を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載し・「摘要」欄に総支給量・薬

　剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量及び支給日数等を記載すること。

タ在宅成分栄養経管栄養法指鞘理料を算定した場創ま、その他の項に⑧と表示して点数を

　記載すること。在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算又は注入ポンプ加算を算定した場合

は、併せてそれぞ㊥又は⑧と表示して当該力日算を加算した点数を記載すること・在

　宅成分栄養経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載し、　「摘要」欄

　に総支給量、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量及び支給目数等を記載すること。

チ在宅自己導尿指導管理料を算定した場合は、その他の項に⑧と表示して点数を記載するこ

と．附導尿用ディスポーザブノレカテーテル力日算を算定した場合は、併せて②と表示して当

　該加算を加算した点数を記載すること。在宅自己導尿に用いる薬剤を支給した場合は、薬剤の項

　に総点数を記載し、　「摘要」欄に総支給量、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量及

　び支給日数等を記載すること。
ツ在宅人工呼吸指導管理料を算定した場合は、その他の項に①と表示して点数を記載するこ

　と。人工呼吸器加算のうち、陽圧式人工呼吸器、鼻マスク・顔マスクを介した人工呼吸器又は陰

圧式人工呼吸器を使用した場合は、併せてそれぞれ⑧、㊥又は㊥と表示して

　当該加算を加算した点数を記載すること。
テ在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定した場合1ま、その他の項に㊥と表示して点数を

　記載し、　「摘要」欄に初回の指導管理を行った月日、無呼吸指数、自覚症状、睡眠ポリグラフィ

　一上の所見及び2月を超えて当該療法の継続が可能であると認める場合はその理由を記載するこ

と．経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算を算定した場合は、併せて⑧と表示して当該力口

　算を加算した点数を記載すること。
ト在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定した場合は、その他の項に⑧と表示して点数を記載

　すること。携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算又は注入ポンプ加算を算定した場合は、併せ

てそれぞれ⑧又は⑧と表示して当該加算を加算した点数を記載すること・在宅悪性

　腫瘍患者の療養に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載

　し、　「摘要」欄に総支給量、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量及び支給日数、特

　定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。

ナ在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定した場合は、その他の項に⑧と表示して点数を記

載すること．在宅寝たきり患者処置に用いる薬剤又は特定イ呆険医療材料を支給した場合は・薬剤

　の項に総点数を記載し、　「摘要」欄に総支給量、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給

　量及び支給日数、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。

二在宅自己隔管理指導管理料を算定した場合は、そ・）他の項に④と表示して点数を記載す

ること．また、ヲ客痛管理用送信器加算を算定した場合は、㊥と表示し・当該加算を加算し

　た点数を記載すること。
ヌ在宅肺離圧症患者指導管理料を算定した場合は、そ・）他の項に㊥と表示して点数を言己載

すること．また、携帯型精練液ポンプ加算を算定した場合は、⑳と表示し・当該加算を

　加算した点数を記載すること。

ネる饗騰灘騰鷺貧堅し重膿頁に趨㌘鞭撃茄

　算した、県数を記載すること。

　ノ　在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数に併せて他の在宅療養指導管理材料加算のみを算定



　した場合は、その他の項にサからトまで及び二からネに掲げる当該加算の表示を記載し、当該加

　算点数を記載すること。
ハ退院前在宅療養指導管理料を算定した場合は、㊥と表示して点数を記載すること・退院前

　在宅療養指導管理に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、その点数を加算し、

　「摘要」欄に総支給量、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量及び支給日数、特定保

　険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。

ヒ　入院中の患者に対して、救急搬送診療料を算定した場合は、ケの例により記載すること。また、

　入院中の患者に対して退院の日に在宅療養指導管理料を算定した場合は、　「退院時在宅指導」と

　記載した上でサからネまでの例により記載すること。

フ　施設入所者自己腹膜灌流薬剤料を算定した場合は、　「在宅」欄に⑭〉と表示して、総点数

　を記載し、　「摘要」欄に、総投与量、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、投与量及び投与

　員数、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。

へ　寝たきり老人訪問指導管理料を算定した場合は、その他の項に「訪問指導」と表示して、点数

　を記載すること。

OO　「投薬」欄について

　ア　入院分について
　（ア）　内服薬及び浸煎薬を投与した場合は内服の項に、屯服薬を投与した場合は屯服の項に、外用

　　　薬を投与した場合は外用の項にそれぞれの調剤単位数及び薬剤料の総点数を記載し、その内訳

　　　については、　「摘要」欄に所定単位当たりの薬剤名、投与量及び投与日数等を記載すること。

　　　　また、調剤料を算定する場合は、調剤の項に日数及び点数を記載すること。

　（イ）　薬剤名、規格単位（％又はm　g等）及び投与量を「摘要」欄に記載すること。

　　　　ただし、医事会計システムの電算化が行われていないものとして地方社会保険事務局長に届

　　　け出た保険医療機関（以下「届出保険医療機関」という。）については、薬剤料に掲げる所定

　　　単位当たりの薬価が175円以下の場合は、薬剤名、投与量等を記載する必要はないものとす

　　　ること。

　　　　なお、複数の規格単位のある薬剤について最も小さい規格単位を使用する場合は、規格単位

　　　は省略して差し支えない。

　　（ウ）麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を処方調剤した場合は、麻毒の項に日数及び点数を

　　　記載すること。

　　（エ）調剤技術基本料を算定した場合は、調基の項に所定点数を記載すること。なお、院内製剤加

　　　算を算定した場合は、調基の項に㊥と表示して当該加算を加算した点数を記載すること・

　　（オ）　入院患者に対し退院時に投薬を行った場合は、　「退院時　目分投薬」と「摘要」欄に記載す

　　　ること。

　　（カ）　入院時食事療養費に係る食事療養を受けている入院患者に対してビタミン剤（ビタミンB群

　　　製剤及びビタミンC製剤に限る。）を投与した場合は、当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効

　　　と判断した趣旨をr摘要」欄に記載すること。

　　　　ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。

　イ　入院外分について
　　（ア）　内服薬及び浸煎薬を投与した場合は内服の「薬剤」の項に、屯服薬を投与した場合は屯服の

　　　項に、外用薬を投与した場合は外用の「薬剤」の項にそれぞれの薬剤料の所定単位による総投
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与単位数と総点数を記載し、．その内訳については、r摘要」欄に所定単位当たりの薬剤名・投

　与量及び投与目数等を記載すること。
（イ）内服のr調剤」の項には内月礫、浸煎薬及び屯服薬の投与回数及び点数を・外用の「調剤」

　の項には、外用薬の投与回数及び点数を記載すること。

（ウ）処方の項は、処方せんを交付しない場合において処方回数及び点数を記載すること・

　　なお、複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で・異なる医師が処

　方した場合は、その旨を「摘要」欄に記載すること。

（エ）　薬剤名、規格単位（％又はm　g等）及び投与量を「摘要」欄に記載すること。

　　ただし、届出保険医療機関については、薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が175円以

　下の場合は、薬剤名、投与量等を記載する必要はないものとすること。

　　なお、複数の規格単位のある薬剤について最もノ1・さい規格単位を使用する場合は・規格単位

　は省略して差し支えない。
（オ）常態として、内服薬7種類以上を処方し、薬剤料を所定点数の合計の…分の90に相当

　する、轍で算定した場合は、r摘要」欄の当該処方に係る薬剤名を区分して記載するとともに・

　薬剤名の下に算定点数を記載（合計点数のみを記載）し又は算定点数から所定点数の合計を控

除して得た点数を△書きにより記載し、その区分の前に⑧と表示すること・

（カ）臨時薬を追加投与し、その結果投与する内服薬が7種類以上となる場合は・臨時薬の投与の

　必、要性をr摘要」欄に記載すること．ただし、病名によりその必要性が判断できる場合は・こ

　　の限りでない。
（キ）麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を処方調剤した場合は・麻毒の項に処方回数及び点

　　数を記載すること。

（ク）　調剤技術基本料を算定した場合は、調基の項に所定点数を記載すること。

（ケ）長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め・必要最ノj’限の範囲におい

　　て、投薬量が、回・4日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって・4目を超えて投与した

　　場合は、当該長期投与の理由を「摘要」欄に記載すること。

（．）乳幼児加算を算定した場合は、処方の項に当該加算を加算した点数を記載すること・この場

　　合、乳幼児加算の表示は必要がないこと。

（サ）特定疾患処方管理加算を算定した場合は、処方の項に当該加算を加算した点数を記載し・

　　r摘要」欄に処方期間が28日以上の場合ほ⑯・それ以外の場合は轡と表示し、

　　回数及び点数を記載すること。
（シ）入院中の患者以外の患者に対してビタミン剤（ビタミンB群製剤及びビタミン。製剤に限

　　る．）を投与した場合は、当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を「摘要」欄

　　に記載すること。
　　　ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要力・つ有効と判断できる場合はこの限りではない・

ウ厚生労働大臣の定める選定療養第・1号又は第13号に係る医薬品を投与した場合は・次の例

　　によりr摘要」欄にr薬選」と記養成し、当該医薬品名を他の医薬品と区別し・て言己載すること・

　〔言己載｛列〕

　　　ラシックス錠20111g　　　l錠

　　　アルダクトンA錠　　　1錠　　4×5

　　　リビトール錠10nlg　　　1錠　　15×5

　　　（薬選）



エフピー錠2．5

Qわ　　「注射」欄について

　ア　皮内、皮下及び筋肉内注射、及び静脈内注射を行った場合は、皮下筋肉内及び静脈内の項に・

　　その他の注射を行った場合は、その他の項に、注射の種類を記して、それぞれ回数及び点数を記

　　載し、その内訳については、　r摘要」欄に所要単位当たりの使用薬剤の薬名・使用量及び回数等

　　を記載すること。

　　　なお、注射の手技料を包括する点数を算定するに当たって、併せて当該注射に係る薬剤料を算

　　定する場合は、　「注射」欄及び「摘要」欄に同様に記載すること。

　イ　外来化学療法加算を算定した場合は、当該点数を加算した点数を記載し、　「摘要」欄に外来化

　　学療法加算である旨の＠を表示するとともに・算定回数を記載すること・

　ウ　無菌製剤処理加算を算定した場合は、当該点数を加算した点数を記載し、　「摘要」欄に無菌製

　　剤処理加算である旨の㊥　を表示するとともに、算定回数を記載すること。なお、別に厚生労

　　働大臣が定める入院患者に対し使用する薬剤の場合は、⑳と表示すること・

　工　点滴注射及び中心静脈注射に係る血漿成分製剤加算を算定した場合は、当該点数を加算した点

　　数を記載し、　「摘要」欄に（⑭と表示して、1回目の注射の実施目を記載すること。

　オ　皮内、皮下及び筋肉内注射、及び静脈内注射等については、入院外分はそれぞれ1回分ごとに、

　　入院分はそれぞれ1日分ごとに、点滴注射及び中心静脈注射等については1日分ごとに、使用し

　　た薬名、規格単位（％、mL又はmg等）及び使用量を「摘要」欄に記載すること。

　　　ただし、届出保険医療機関については、注射の各手技料の算定単位（1回又は1目）当たりの

　　薬価が175円以下の場合は、使用薬剤の薬名、使用量等を記載する必要はないものとすること。

　　　なお、複数の規格単位のある薬剤について最も小さい規格単位を使用する場合は、規格単位は

　　省略して差し支えない。

　力　特別入院基本料を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年

　　を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数が上

　　限点数を超える場合は、当該上限点数から合算点数を控除して得た点数を「注射」欄のその他の

　　項の「摘要」欄に「その他薬剤」と表示して△書きにより記載し、その合計点数をその他の項に

　　記載すること。

　キ　特定保険医療材料を使用した場合は、㈱のウの例により「摘要」欄に記載すること。

　ク　入院時食事療養費に係る食事療養を受けている入院患者又は入院中の患者以外の患者に対して

　　ビタミン剤（ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る。）を投与した場合は、当該ビタミン

　　剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を「摘要」欄に記載すること。

　　　ただし病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。

　ケ　乳幼児加算を算定した場合は、当該点数を加算した点数を記載すること。この場合、乳幼児加

　　算の表示は必要がないこと。

　コ　厚生労働大臣の定める選定療養第11号又は第13号に係る医薬品を投与した場合は、（20のウ

　　の例により「摘要」欄に「薬選」と記載し、当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載すること。

⑱　　「処置」欄又は「手術・麻酔」欄について

　ア　処置又は手術については、処置名又は手術名及び手術目、回数、点数を、麻酔については、麻

　　酔の種類、回数及び点数を記載すること。麻酔を検査・画像診断に伴って行った場合は、当該検



　査．画像診断の種類を「摘要」欄に記載すること。対称器官の両側に対し、処置又は手術（とも

　に片側の点数が告示されているものに限る。）を行った場合は、左右別にそれぞれ処置名又は手

術名及び手術目、回数、点数を記載すること．デブリードマンを繰り返し算定する場合は・植皮

　の範囲（全身に占める割合）を「摘要」欄に記載すること。

イ介達牽引について、所定点数の…分の5・に相当する点数により算定する場合は・「摘

要」欄に、⑧と表示し、逓減した点数と算定した回数を言己載すること・な総性発症し

　た脳血管疾患等の患者に行った場合は、当該処置の対象となる疾患名及び発症月日又は新たな発

　症月日をr摘要」欄に記載すること。
ウ麻酔等（麻酔に伴う前処置を含む．）に伴って薬剤を使用した場合は・それぞれ使用した薬剤

総量の薬価が、5円を超えるものにっし・ては、個々の処置、手術又は麻酔ごとに・当該薬価から

　15円を控除して算定した点数を薬剤の項に記載し、使用した薬剤の薬名、規格単位（％、mL又

はmg等）及び使用量を個々の処置、手術及び麻酔別にr摘要」欄1こ記載すること・ただし・神

経破壊剤については、薬価にかかわらず使用した薬斉1jの薬名及び規格単位を「摘要」欄1こ記載す

ること．神経ブ。ックについて局所麻酔斉1』又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合

は、その医学的必要性をr摘要」欄に記載すること。なお麻酔中のショック等に対する治療等1こ

伴う薬剤については、注射等当該治療等の該当欄に記載すること6また・処置等に伴って使用し

　た酸素又は窒素の費用を請求する場合は、地方社会保険事務局長に届け出た単価（単位　円・

　銭）　（酸素のみ）及び当該請求に係る使用量（単位　リットル）を「摘要」欄に、手術等におい

て特定保険医療材料等を使用した場合は、r摘要」欄にそれぞれ以下のように記載すること（酸

　素について、複数の単価で請求する場合は、単価ごとに、単価及び使用量を記載すること。）。

　a　手術、処置、」検査等の名称は告示名又は通知名を使用する。

　b　手術、処置、検査等の手技料については、必ず点数を明記する。

　c　材料は商品名及び告示の名称又は通知の名称、規格又はサイズ、材料価格及び使用本数又は

　　個数の順で記載する。

　　　なお、告示の名称又は通知の名称については（）書きとすること。

　d保険医療機関における購入価格1こよるとなっているものは淀価ではなく保険医療機関が実

　　際に購入した価格で請求すること。
　　e処置、手術等の名称、手技の加算、処置（手術）医療機器等加算・薬剤・特定保険医療材料

　　等の順に処置、手術等ごとに記載すること。

　　　　〔記載例〕

　　　例1　手術以外に使用された特定保険医療材料等

　　　　①処置名　　　　人工腎臓

　　　　　　　手技の加算　導入期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，550×1

　　　　　②薬剤料　　　　使用薬剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点数×1

　　　　　③特定保険医療材料〔商品名〕ホローファイバー型高機能ダイアライザー　L4㎡

　　　　　　　　　（ホローファイバー型及び積層型（キール型）　（L5nf未満（n））1，660円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　166×1

　　　　例2　手術に使用された特定保険医療材料

　　　　　（1）③特定保険医療材料〔商品名〕○○○○

　　　　　　　　　　　　　（ペースメーカ（シングルチャンバ（1型））1，040，000円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　104，　000×1
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　　　　（2）③特定保険医療材料〔商品名〕△△△△

　　　　　　　　　　　　　　　　　（輸血用血液フィルター（微小凝集塊除去用）2，660円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　266×1

　f　「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」　（平成18年3月6日保医

　　発第0306005号）1の3の（30）のイ及び同3のq2）に該当する場合には、所定の事項を「摘

　　要」欄に記載すること。また、同通知のIVに規定する略称を使用しても差し支えない；と。

　g　酸素の費用に係る請求については、地方社会保険事務局長に届け出た液化酸素（C　E、LG

　　C）、酸素ボンベ（大型、小型）の酸素区分、当該請求に係る単価及び使用量並びに補正率を

　　以下の例により記載すること。

　　〔記載例（単価0．18円の場合の酸素購入価格）〕

　　　　処置名　　　　酸素吸入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65×1

　　　　　酸素の加算（液化酸素C　E）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7×1

　　　　（請求単価）　　　　　　（使用量）　　　　　　（補正率）

　　　　　（0．18円　×　300㍑　×　1．3）　÷　10　＝　7点

　　（注）　（）において端数整理を行った後、10円で除して再度端数整理を行うこと。

工　処置の手技料を包括する点数を算定するに当たって併せて当該処置に係る材料、薬剤等の費用

　を算定する場合は、　「処置」欄及び「摘要」欄にウの例により記載すること。

オ　輸血を行った場合は、回数、点数、その他必要な事項を記載すること。なお、輸血に当たって

　使用した生血、自己血、保存血の別に1日の使用量及び原材料として使用した血液の総量並びに

　薬剤について、その薬名、使用量の内訳及び加算点数を「摘要」欄に記載すること。自己血貯血

　を行った場合は、貯血量、手術予定日（当該自己血貯血を入院外で行った場合又は当該自己血貯

　血を行った目が属する月と手術予定日が属する月とが異なる場合に限る。）、6歳未満の患者に

　対して自己血貯血を行った場合においては患者の体重をそれぞれ「摘要」欄に記載すること。6

　歳未満の患者に対して自己血輸血を行った場合は、患者の体重及び輸血量を「摘要」欄に記載す

　ること。輸血に当たって、血液交叉試験等の加算を行った場合にも「摘要」欄にその旨を記載す

　ること。輸血管理料を算定した場合は、　「摘要」欄に（遜〕〉又は（麺〉と表示すること。

力　時間外加算、休日加算、深夜加算又は時間外加算の特例を算定した場合は、加算して得た点数

　を「点数」欄に記載し、　「摘要」欄に時間外加算、休日加算、深夜加算又は時間外加算の特例で

ある旨の④、㊧、⑳又は㊥を表示すること．
キ　処置の新生児・乳児・乳幼児（6歳未満）加算、麻酔の未熟児・新生児・乳児・幼児（1歳以

　上3歳未満）加算を算定した場合は、加算して得た点数を「点数」欄に記載し、　「摘要」欄に未

熟児加算、維児加算、乳児加算、幼児加算又は乳幼児加算である旨の㊧、㊨、㊥・

＠又は⑳を表示すること・
ク　手術の1，500グラム未満の児・新生児（1，500グラム未満の児を除く。以下この項に

　おいて同じ。）・乳幼児（3歳未満）加算を算定した場合は、加算して得た点数を「点数」欄に

　記載し、　r摘要」欄に1，500グラム未満の児加算、新生児加算又は乳幼児加算である旨の

㊨、㊨又は⑳を表示すること・なお・1・500グラム未満の児加算及び新生児

　加算を算定した場合は、それぞれ手術時体重を「摘要」に記載すること。

ケ　H　I　V抗体陽性の患者に対して観血的手術を行った場合は、観百几的加算を算定した旨の表示は

　省略すること。

コ　人、L腎臓について入院中の患者以外の患者に対して「その他の場合」として算定した場合は、



　その理由を「摘要」欄に記載すること。

　　なお、人工腎臓について導入期加算を算定した場合は、加算して得た点数を「点数」欄に記載

　し、　「摘要」欄に導入の年月日を記載すること。また、障害者加算を算定した場合は、当該加算

を加算した点数をr点数」欄に記載し、r摘要」欄に㊥と表示の上・「診療報酬の算定方法

　の制定等に伴う実施上の留意事項について」　（平成18年3月6目保医発第0306001号）

　別添1第2章第9部J　O38人．L腎臓の（19のアからツまでに規定するもののうち・該当するもの

　を記載すること。

サ　持続緩徐式血液濾過を算定した場合は、　「摘要」欄に一連の当該療法の初回実施日、初回から

　の通算実施回数（当該月に実施されたものを含む。）及び1回毎の実施時間数（当該月に実施さ

　れたものに限る。）を記載すること。また、障害者加算を算定した場合は、上記コの人工腎臓の

　例により記載すること。
シ生体腎を移植した場合においては、r手術・麻酔」欄の余白に⑧と表示して腎提供者の療

　養上の費用に係る点数及び食事に要した費用の額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数

　を四捨五入して得た点数を合算した点数を記載し、　「摘要」欄に腎提供者の氏名を記載すること。

　この場合、食事に要した費用の額については、’「入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の

　算定に関する基準」　（平成18年厚生労働省告示第99号）の別表「食事療養の費用額算定表」

　による額とすること。
　　なお、腎提供者の療養上の費用に係る点数を記載した明細書（保険者番号及び被保険者証・被

　保険者手帳等の記号・番号を除いたもの）を「摘要」欄に貼付すること。骨髄移植のうち同種移

　植を行った場合又は同種皮膚移植若しくは生体部分肝移植を行った場合においては、　「手術・麻

酔」欄の余白にそれぞれ㊨又は⑧若しくは㊥と表示するほか・生体腎の移植と同様

　に記載し、明細書の貼付を行うこと。

ス　連続携行式腹膜灌流について導入期加算を算定した場合は、加算して得た点数を「点数」欄に

　記載し、　「摘要」欄に導入の年月日を記載すること。

セ　180目を超える期間通算対象入院料を算定している患者であって厚生労働大臣が定める状態

　にあるもの（「選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」　（平成14年厚

　生労働省告示第88号）第四号トに該当する患者）について胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場

合は、r処置」欄に⑯と表示して回数及び合言＋点数を記載し・「摘要」欄に処置名を言己載

　すること。また、重度の肢体不自由者及び人工腎臓を実施している状態にある患者（同告示第4

　号二又はりに該当する患者）については、　「摘要」欄に、　「障害老人の日常生活自立度（寝たき

　り度）判定基準」の活用について（平成3年11月18日老健第102－2号）におけるランク

　を記載すること。
ソ　「複数手術に係る費用の特例」　（平成18年厚生労働省告示第117号）に規定する複数手術

　を同時に行った場合は、　「摘要」欄に従たる手術の名称を「（併施）」を付して記載し、所定点

　数の100分の50に相当する点数を記載すること。
タ　熱傷処置を算定した場合には、　「摘要」欄に初回の処置を行った月日を記載すること。

チ　熱傷温浴療法を算定した場合には、　「摘要」欄に受傷目を記載すること。

ツ　干渉低周波による膀胱等刺激法を算定した場合には治療開始日を、皮膚レーザー照射療法の色

　素レーザー照射療法又はQスイッチ付レーザー照射療法を算定した場合には前回の治療開始日を

　　「摘要」欄に記載すること。

テ　両心室ペースメーカー移植術及び埋込型除細動器移植術を算定した場合には、明細書に症状詳

一29一



　記を添付すること。

ト　麻酔管理料を算定した場合は、　「摘要」欄に（聾〉と表示すること。

ナ　血漿交換療法又は血球成分除去療法を算定した場合は、　「摘要」欄に一連の当該療法の初回実

　施日及び初回からの通算実施回数（当該月に実施されたものも含む。）を記載すること。

㈲　　「検査」欄について

　ア　検査名、回数及び点数を記載すること。所定点数の100分の90に相当する点数により算定する

　　場合は、検査名の右に⑧と表示し・他と分けて記載すること・検査に当たって薬剤を使用し

　　た場合は、薬剤の項に点数を記載し、薬名及び使用量については「摘要」欄に記載すること。

　　　また、特定保険医療材料を使用した場合は、⑱のウの例により「摘要」欄に記載すること。

　イ　時間外緊急院内検査加算を算定した場合には、加算点数として得た点数を点数欄に記載し、

　　「摘要」欄に⑧と表示し、検査開始目時を記載すること。引き続き入院した場合には、そ

　　の旨を「摘要」欄に記載すること。また、血管内超音波加算、血管内視鏡検査加算、超音波内視

鏡検査加算又は粘膜点墨法加算を算定した場合は、それぞれ⑬、⑯、⑧又は

　　㊥と表示し・当該加算を加算した点数を記載すること・

　ウ　外来迅速検体検査加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数を点数欄に記載するととも

　　に、　「摘要」欄に（⑬）と表示し、当該加算を算定した目に行った検体検査すべてについて

　　検査日を記載すること。また、外来診療料を算定した場合であって、当該診療料に包括される検

　　査のみに対して当該加算を算定した場合は、加算点数のみを点数欄に記載するとともに、　「摘

　　要」欄に⑯〉と表示し、当該加算を算定した目に行った検体検査の項目名及び検査日を記

　　載すること。なお、引き続き入院した場合には、その旨を「摘要」欄に記載すること。

　工　検体検査判断料、病理学的検査診断・判断料を算定した揖合には、判断料の区分名、所定点数

　　をr点数」欄に記載すること．区分名としては⑭とr尿」、r血」・r生1」・「生H」・

　　　「免」、　「微」、　「基」、　「病診」又は「病学」とをそれぞれ組み合わせて表示すること。入院、

　　入院外2枚の明細書を作成する場合等において判断料を算定しない場合は、その旨を「摘要」欄

　　に記載すること。また、生体検査料の各判断料を算定した場合は、検体検査判断料と同様に記載

　　すること．区分名としては⑭とr呼」、r脳」、r神」又はrラ」とをそれぞれ組み合わせ

　　て表示すること。

　オ　出血・凝固検査、血液化学検査、内分泌学的検査、腫瘍マーカーに掲げる検査（「制限回数を

　　超えて行う診療」に係るものを除く。）、肝炎ウイルス関連検査又は自己抗体検査（これらの所

　　定点数を準用する場合を含む。）をそれぞれ多項目の包括の規定を適用して算定した場合であっ

　　ても、回数と点数を「点数」欄に記載し、　「摘要」欄にそれらの検査名又は略称を他の検査と区

　　別して記載すること。これらの所定点数を準用する場合は、準用した旨を記載し、当該項目数を

　　内訳として示すこと。例えば尿と血液を用いてそれぞれ生化学的検査（1）に掲げる項目について

　　検査を行った場合は、判断料についてはr㊥生1」と表示し・「摘要」欄に項目名・項目数

　　を尿を用いて行った検査、血液を用いて行った検査に分けて記載し、合計項目数も記載すること。

力基本的検体検査実施料を算定した場合は、⑧と表示し、入脚外泊期間を除く・）

　　及び点数を次の例により「点数」欄に記載すること。

　　　　〔記載例〕

　　　　　⑧（15目）　　2，100
　　　　　　⑭基　　　　　　　　　63・



キ　慢性維持透析患者外来医学管理料を算定した場合に、これに含まれる検査以外の検体検査又は

　これに含まれる検査であって特例として算定を認められた検査を別に算定した場合は、その必要

　性をr摘要」欄に記載すること。
ク　マンガンを算定した場合は、　「摘要」欄に高カロリー静脈栄養法を開始した目を記載すること。

ケ　ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（B　N　P）精密測定を算定した場合は、「摘要」欄に本検査

　の実施目（ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド（HAN　P）精密測定を併せて実施した場合は、

　併せて当該検査の実施日）を記載すること。

コ　尿中βクロスラプス精密測定の2回目を算定した場合は、前回算定日を「摘要」欄に記載する

　こと。
サ前立腺癌の確定診断がつかずPSA精密測定を2回以上算定する場合は、rl商要」欄⑧

　と表示し、当該検査の実施月日及び検査値をすべて記載すること。

シ　検体検査管理加算（1）又は（n）を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載し、　「摘

要」欄に㊥又は⑧と表示すること・
ス　赤血球不規則抗体検査を算定した場合にあっては、輸血歴又は妊娠歴がある旨を「摘要」欄に

　記載すること。例えば輸血歴がある場合においては、　「輸血歴あり」と記載すること。

セ　K920輸血料（「4」の自己血輸血を除く。）を算定した患者又は血漿成分製剤（新鮮液状

　血漿、新鮮凍結人血漿等）の輸注を行った患者について、H　I　V－1抗体価又はH　I　V－1，2

　抗体価の測定が行われた場合は、　「摘要」欄に当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載するこ

　と。
ソ　算定回数が複数月に1回のみとされている検査を実施した場合は、　「摘要」欄に前回の実施目

　　（初回の場合は初回である旨）を記載すること。

タ　呼吸心拍監視を算定した場合は、　「摘要」欄に算定開始目を記載すること。

チ　光トポグラフィーを算定した場合は、　「摘要」欄に手術実施日又は手術実施予定日を記載し、

　手術が行われなかった場合は、　「摘要」欄にその理由を記載すること。

ツ　神経磁気診断を算定した場合は、　「摘要」欄に手術実施目又は手術予定日を記載し、手術が行

　われなかった場合は、　「摘要」欄にその理由を記載すること。

テ鼻腔通気度検査を算定した場合は、r摘要」欄に当該検査に関連する手争酩及び手術目（手術

　前に当該検査を実施した場合においては手術予定日）を記載すること。

ト　悪性腫瘍遺伝子検査を算定した場合は、　「摘要」欄にその目的、結果及び選択した治療法を記

　識すること。
ナ抗IA－2抗体精密測定を算定した場創ま、r摘要」欄にその理由及び医学的根拠を言己載する

　こと。
二　抗しKM－1抗体精密測定を算定した場合は、　「摘要」欄に抗核抗体陰性である旨を記載する

　こと。
ヌr制限回数を超えて行う診療」にイ系る検査を実施した場合は、次の例により「摘要」欄に「検

　選」と記載し、当該r制限回数を超えて行う診療」の名称・徴収した特別の料金及び回数を他0）

　検査と区別して記載すること。

　　〔記載例〕

　　　末梢血液一般検査　　　　23×1

　　　末梢血液像　　　　　　　19×1

　　　（検選）
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A　F　P 340円×1

（ゆ　「画像診断」欄について

　ア　画像診断の種類、回数及び点数を記載すること。なお、撮影した画像を電子媒体に保存した場

　　合は、　r摘要」欄に撮影回数を記載すること。

　イ　時間外緊急院内画像診断加算を算定した場合は、加算点数として得た点数を「点数」欄に記載

　　し、　「摘要」欄に（⑱）．と表示し、撮影開始目時を記載すること。引き続き入院した場合は、

　　その旨を「摘要」欄に記載すること。

　ウ　写真診断に係る場合は、写真の部位、種類、回数及び点数を記載すること。

エデジタノレ映像化処理を行った場合においては、⑦と表示すること。

　オ　画像診断に当たって、特定保険医療材料を使用した場合は、⑱のウの例により「摘要」欄に記

　　載すること。

　カ　フィルムを使用した場合にあっては、フィルムの種類、枚数及び大きさを記載すること。

　キ　画像診断に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の項に点数を記載し、薬剤名及び使用量につ

　　いては「摘要」欄に記載すること。

　ク　核医学診断又はコンピューター断層診断について、入院、入院外2枚の明細書を作成する場合

　　等において当該点数を算定しないときは、その旨を「摘要」欄に記載すること。

　ケ　基本的エックス線診断料を算定した場合は、㊥と表示し、入院日数（外泊期間を除

　　く。）及び点数を次の例により「点数」欄に記載すること。

　　　　〔記載例〕

　　　　　㊥（・5目）　　　　　825
　コ　コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に行った場合は、それ

　　ぞれ初回の実施目を「摘要」欄に記載すること。

　サ　写真診断、基本的エックス線診断、核医学診断又はコンピューター断層診断について、画像診

　　断管理加算、を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載し、r摘要」欄に⑳、

　　唖D、⑳、⑭と表示すること・また・核医学診断又1まコンピューター断層診断

　　について、画像診断管理加算2を算定した場合は、当該加算した点数を記載し、　「摘要」欄に

　　⑳又は⑫と表示すること・
　シ　画像処理加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載し、　「摘要」欄に、　画処

　　と表示すること。

（3D　「その他」欄について
ア短期滞在手術基本料、を算定した場合は、r摘要」欄に㊥〉と表示し、併せて手術日及

　　び手術名を記載すること。

　イ　外来患者に対し処方せんを交付した場合は、処方せんの項に処方せん料の点数毎の回数及び点

　　数を記載すること。

　　　なお、緊急やむを得ず、同一の患者に対して、同一診療日に一部の薬剤を院内において投薬し、

　　他の薬剤を処方せんにより投薬した場合は、　「摘要」欄にその月日及び理由を記載すること。乳

　　幼児加算を算定した場合は、処方せんの項に当該加算を加算した点数を記載すること。この場合、

　　乳幼児加算の表示は必要がないこと。また、特定疾患処方管理加算を算定した場合は、処方せん

　　の項に当該加算を加算した点数を記載し、　「摘要」欄に処方期間が28日以」1の場合は（憲〉、
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それ以外の場合は⑧と表示し、回数及び点数を記載すること。

　　なお、複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方

　した場合は、その旨を「摘要」欄に記載すること。

ウ　リハビリテーションを算定した場合は、当該項目、算定単位数及び合計点数を記載するととも

　に、　「摘要」欄に実施日数を記載すること。また、精神科専門療法を算定した場合は、当該項目、

　回数及び合計点数を記載すること。ただし、持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料を算定した

場合は、㊥と表示すること・心大血管疾創ハビリテーション料及び呼吸器リハビリテー

　ション料については、疾患名及び治療開始目を、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リ

　ノ、ビリテーション料及び難病患者リハビリテーション料については、疾患名及び、発症月日、手

　術月日又は急性増悪した月日を、障害児（者）リハビリテーション料については、発症月日をそ

　れぞれ「摘要」欄に記載すること。心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリ

　テーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料について、治療を

　継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断した患者に対して行った場合は、そ

　の理由を「摘要」欄に記載すること。また、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテ

　ーションを要する状態となった場合には、新たな疾患名及び、治療開始日又は発症月日等を「摘

　要」欄に記載すること。摂食機能療法を算定した場合は、　「摘要」欄に治療開始日を記載するこ

　と。

エリ．、ビリテーシ．ン総合計画評価料を算定した場合は、㊥と表示して、点数を記載

　すること。

オ　通院精神療法を退院患者について算定した場合は退院日を、標準型精神分析療法を算定した場

　合は当該診療に要した時間を、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア

　又は精神科デイ・ナイト・ケアを算定した場合は当該療法のうち最初に算定した年月日を「摘

　要」欄に記載すること。なお、最初に算定した日から3年を経過している場合は省略して差し支

　えない。精神科退院前訪問指導料を2回以上算定した場合は、各々の訪問指導目を「摘要」欄に

　記載し、必要があって複数の職種が共同して指導を行った場合は（魑〉と表示して当該加算を

　加算した点数を記載すること。精神科訪問看護・指導料（1）を算定する場合であって複数の保健師

等が訪問して行った場合は㊥と表示して当該加算を加算した点数を記載すること・医療保

　護入院等診療料を算定した場合は、患者の該当する入院形態（例：（措置入院））を記載するこ

　と。また、初診の日に通院精神療法又は心身医学療法を算定した場合は、当該診療に要した時間

　を「摘要」欄に記載すること。

　　なお、家族等に対する入院精神療法、通院精神療法又は精神科退院指導料を算定した場合は、

　　「摘要」欄に（霧〉と表示すること。

　　重度認知症患者デイ・ケア料を算定した場合は、㊥〉と表示し、回数及び合計点数を記

　識すること。
カ　リハビリテーション及び精神科専門療法に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の項に点数を

　記載し、薬剤名及び使用量については「摘要」欄に記載すること。

キ　放射線治療管理料を算定した場合は、⑳〉と表示して、所定点数を記載すること。

ク　放射性同位元素内用療法管理料を算定した場合は、　「摘要」欄に（㊧）と表示して、当該管

　理を開始した月日を記載すること。

ケ放射線治療料を算定した場合は、⑫と表示して・回数及び点数を記載「「ること・

　　なお、放射性粒子、高線量率イリジウム又は低線境率イリジウムを使用した場合は、　「摘要」



　欄に当該名称及び使用量を記載すること。

コ　密封小線源治療に当たって、気管・気管支用アプリケ一夕又甘食道アプリケータを使用した場

　合は、　「摘要」欄に⑰又は⑳と表示すること。
サ　施設入所者共同指導料を算定した場合は、　「施設指導」と表示して、点数を記載すること。

シ　都道府県知事が厚生労働大臣の承認を得て別に療養担当手当を定めた場合における療養担当手

　当を算定した場合は、　「その他」欄に合算して記載すること。

ス　「制限回数を超えて行う診療」に係るリハビリテーション又は精神科専門療法を実施した場合

　は、次の例により「摘要」欄に「リハ選」又は「精選」と記載し、当該「制限回数を超えて行う

　診療」の名称ぐ徴収した特別の料金及び回数を他のリハビリテーション又は精神科専門療法と区

　別して記載すること。

　〔記載例1〕

　　運動器リハビリテーション料（1）　　　180×18

　　実施日数　3目

　　（リハ選）

　　運動器リハビリテーション料　　　　1，800円×1

〔記載例2〕

精神科デイ・ケア（小規模）

　（精選）

精神科デイ・ケア

550×5

5，500円×1

（32）　「入院」欄について

　ア　病院・診療所別の該当する文字を○で囲み、入院基本料について、該当する入院基本料の種類

　　別を病院・診療所別欄の下の空欄（以下「入院基本料種別欄」という。）に次に掲げる略号を用

　　いて記載すること。なお、入院基本料種別欄に書ききれない場合は「摘要」欄に記載し、また、

　　電子計算機で該当する文字のみを印字する場合は、様式の区分、配字等を変更することとして差

　　し支えないこと。

　　　一般7、一般10、一般13、一般15（一般病棟入院基本料）、一般特別（一般病棟入院基

　　　本料の特別入院基本料）、療1、療2（療養病棟入院基本料1）、療特1、療特2（療養病棟

　　　入院基本料1の特別入院基本料）、療A、療B、療C、療D、療E（療養病棟入院基本料2）、

　　　療特（療養病棟入院基本料2の特別入院基本料）、結7、結10、結13、結15、結18、

　　　結20（結核病棟入院基本料）、結特（結核病棟入院基本料の特別入院基本料）、精10、精

　　　15、精18、精20（精神病棟入院基本料）、精特（精神病棟入院基本料の特別入院基本

　　　料）、特一7、特一10　（特定機能病院入院基本料の一般病棟）、特結7、特結10、特結1

　　　3、特結15（特定機能病院入院基本料の結核病棟）、特精7、特精10、特精15（特定機

　　　能病院入院基本料の精神病棟）、専7、専10、専13（専門病院入院基本料）、障10、障

　　　13、障15（障害者施設等入院基本料）、診1、診2（有床診療所入院基本料）、診療1

　　　　（有床診療所療養病床入院基本料1）、診療1特（有床診療所療養病床入院基本料1の特別入

　　　院基本料）、診療A、診療B、診療C、診療D、診療E（有床診療所療養病床入院基本料2）、

　　　診療2特（有床診療所療養病床入院基本料2の特別入院基本料）

　イ　　「入院年月日」の項は、当該医療機関における入院基本料の起算日としての入院年月日を記載
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　することの
ウ療養病棟入院基本料・及び2、又は有床診療所療養病床入院基本料・及び2を算定する病棟又

は病床で、必要があって患者を他の病棟又は病床一移動させた場合は・その医療上の必要性1こつ

　いて、　「摘要」欄に詳細に記載すること。

工療養病棟入院基本料2又は有床診療所療養病床入院基本料2を算定する病棟又は病床において・

患者の急性増悪により他の一般病棟一転棟若しくは他の療養病床以外一転室又は矧jの保険医療機

関の＿般病棟一転院若しくは別の有床診療所の療養病床以外の病室一の転院させた場合であって・

療養病棟入院基本料2の入院基本料E又は有床診療所療養病床入院基本料2の入院基本料Eを算

定した場合は、その医療上の必要性について、r摘要」欄1こ詳細に記載すること・

オ　　「入院基本料・加算」の項について
（ア）入院基本料・加算の項には、入院基本料に係る・目当たりの所定点数（入院基本料及び入院

　　基本料等加算の合計）、日数及び合計点数を記載し、r摘要」欄に当言亥所定点数の内訳を記載

　　すること．ただし、入院基本料が月の途中で変更した場創ま・同項において行を改めて・それ

　　ぞれの入院基本料について同様に記載し、r摘要」欄に、変更の前後に分けて・当該所定点数

　　の内訳を記載すること。
　　　なお、入院基本料と入院基本料等加算を区分して、同項において行を改めて・同様に言己載す

　　ることも差し支えない。
（イ）入院時医学管理加算、、臨床研修病院入院診療加算・診療録管理体缶り加算・特殊疾患入院施

　　設管理加算、新生児入院医療管理加算、看護配置加算・看護補助加算・夜間勤務等看護加算・

　　療養環境加算、重症者等療養環境特別加算、療養病棟療養環境加算・診療所療養病床療養環境

　　加算、重症皮膚潰瘍管理加算、緩和ケア診療加算、精神科応急入院施設管理加算・精神病棟入

　　院時医学管理加算、児童・思春期精神科入院医療管理加算・がん診鍵携拠点病院加算・栄養

　　管理実施加算、医療安全対策加算、褥瘡患者管理加算・褥瘡ハイリスク患者ケア加算又はハイ

リスク分娩管理加算を算定した場合は、入院基本料種別欄に、⑧・⑳㊥・

　　　⑧、⑭＠㊥（看言隻補助加算・）・㊥（看護ネ甫助加算2）・
　　　㊥（看護補助加算3）、㊥（夜間勤務等看護加算・）・璽⊇（夜間勤務等看護加

　　算2）、⑳（夜間勤務等看護加算3）・＠（夜間勤務等看護加算4）・⑧

　　　（夜間勤務等看護加算5）、㊥、＠》、（遜》（療養病棟療養環境加算1）・

　　　⑧（療養病棟療養環境加算2）、㊥（療養病棟療養環境加算3）・㊥
（療養病棟療養環境加算4）、⑳（診療所療養病床療養環境加算・）・⑧

　　　　（診療所療養病床療養環境加算2）、㊥、㊥、㊥・㊥・

㊥、⑳⑱⑪㊥㊥又は⑫鮒　　　ことむ
　　　　なお、臨床研修病院入院診療加算、診療録管理体制加算・精神科応急入院施設管理加算・が

　　　ん診療連携拠点病院加算又は医療安全対策加算を算定した入院年月日と「入院年朋」の項の

　　　入院年朋が異なる場合は、当該加算を算定した入院年朋を漸生児入院医療管理加算を新

　　　生児特定集中治療室管理料及び総鯛産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料と

　　　合オ．せて31日以上算定した場合は、出生時体重を、重症麟潰瘍管理力日算を算定した場合は・

　　　患者破膚潰瘍に係るSheaの分男頂を、r摘要」欄に記載し・精神科1櫨入院施設管理加算

　　　を算定した場合は、精神f呆健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第33

　　　条の4第2項に基づく精禰ll完の管螺から都道欄1剛こ対する届出σ）書酔写し・を馴す
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　　ること。

（ウ）　地域医療支援病院入院診療加算、救急医療管理加算、乳幼児救急医療管理加算、在宅患者応

　急入院診療加算、乳幼児加算、幼児加算、難病等特別入院診療加算、二類感染症患者入院診療

　加算、超重症児（者）入院診療加算、準超重症児（者）入院診療加算、H　I　V感染者療養環境

　特別加算、小児療養環境特別加算、無菌治療室管理加算、放射線治療病室管理加算、精神科措

鐙療馨懲離等蟹凱惹叢」1閲誌
⑧、㊥、㊥㊦・㊥又は㊥を記載すること・

　　　なお、地域医療支援病院入院診療加算、救急医療管理加算、乳幼児救急医療管理加算又は在

　　宅患者応急入院診療加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場

　　合は、当該加算を算定した入院年月日を記載すること。また、小児療養環境特別加算を算定し

　　た場合は、　「摘要」欄に個室での管理が必要な旨及び当該患者の病態の概要を記載し、精神科

　　隔離室管理加算を算定した場合は、　「摘要」欄に算定日を記載すること。

（エ）　日常生活障害加算、認知症加算、認知機能障害加算又は重度認知症加算を算定した場合は・

　　r摘要」欄に⑧、⑱、⑳又は⑧と表示し・当該加算を算定した日数を記
　　載するとともに、当該加算を当月に算定した根拠となる評価（当該加算の基準に基づくランク

　　等）及び評価日を記載すること。なお、月の途中で加算点数に変更がある場合には、その都度、

　　評価及び評価目を記載すること。

（オ）　有床診療所入院基本料を算定している患者について、医師の配置等又は看護配置に応じた加

　　算がある場合は、r摘要」欄に㊥又は㊥を記載すること・

力　外泊した場合は、行を改めて入院基本料又は特定入院料を算定する日ごとに1日当たりの所定

　点数、日数並びに合計点数を記載し「摘要」欄に外泊した日を記載すること。

　　なお、外泊した日の記載については、連続して3目を超える場合にあっては、外泊の開始日と

　終了日を「～」等で結ぶことにより記載して差し支えないこと。

キ　特定入院料、療養病棟入院基本料又は診療所療養病床入院基本料（以下力において「特定入院

　料等」という。）を算定している患者について、専門的な診療が必要となり、他医療機関におい

　て「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部5の（3）

　のアからケまでに規定する診療を行った場合は、入院医療機関においては、行を改めて減額され

　た特定入院料等の所定点数、算定日数及び合計点数を記載すること。また、他医療機関において

　は、　「摘要」欄に「当該患者の算定する特定入院料等」、　「診療科」及び「⑭　（受診日数：

　○目）」と記載すること。

ク　180目を超える期間通算対象入院料を算定している患者について、　「選定療養及び特定療養

　費に係る厚生労働大臣の定める医薬品等」第四号のいずれにも該当しない場合は、　「摘要」欄に

　　「選」と記載し、いずれかに該当する場合は、　「摘要」欄に「選外」と記載し、その理由を簡潔

　に記載すること。また、月の途中で通算対象入院料を算定する期間が180目を超えた場合は、

　行を改めて減額された通算対象入院料の所定点数、算定日数及び合計点数を記載すること。

ケ　特別の関係にある保険医療機関等に入院又は入所していたことのある患者であって、入院期間

を当該保険医療機関等の初回入院日を起鄭として計算する場合は、r摘要」欄に㊥と表

　示すること。

コ　定数超過入院に該当する保険医療機関にあっては、当該入院基本料の1日当たり点数（療養病

　棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料0）場合は所定点数から所定点数に100分の1



。を乗じて得た点数を控除した点数、それ以外の入院基本料の場合は所定点数から所定点数に1

。。分の2。を乗じて得た点数を控除した点数）、日数及び合計点数を言己載し・「摘要」欄に

㊥と表示すること。
サ医療法の人員標準を満たさない保険医療機関1こあっては・当該入院基本料の日当たりの所定

点数（離島等所在保険医療機関以外の場合1蜥定点数に…分の9・又は1・・分の85を乗

じて得た点数を、離島等所在保険医療機関の場合は所定点数から所定点数に1・0分の98又は

、。。分の97を乗じて得た点数）、日数及び合計点数を記載し、r摘要」欄1こ㊥・

⑳と表示すること・
シ厚生労働大臣が指定する病院におけるr厚生労働大臣が指定する病院の病棟1こおける療養に要

する費用の額の算定方法等の施行に伴う実方色上の留意事項について」（平成18年3月20目保医発

第。32。。。1号）（以下rDPC留意事歪頁通知」という・）第・の2（3）に言亥当する患者については・

DPC留意事項通知第・の2（3）及びr厚生労働大臣が定める病院の診療報酬言青求書等の記載要

領について」（平成18年3月3・目イ呆医発第・33…7号）を参考とし・「市商要」欄に診断群分類に

　該当しない旨等を記載すること。

ス　　「特定入院料・その他」の項について

（ア）特定入院料については、算定した特定入院料の種別を次・）略号を用いて言己載し・それぞれの

　　日数及び合計点数（①地域加算該当施設である場合、②寓笹島加算該当施設である場合・③救命

　　救急入院料を算定している患者について加算がある場合、④特定集中治療室管理料を算定して

　　いる患者について加算がある場合、⑤特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料若しくは

　　特殊疾患療養病棟入院料を算定している患者について人工呼吸器使用加算がある場合又は⑥小

　　児入院医療管理料を算定している患者について施設基準に応じた加算がある場合にあっては、

　　それぞれの加算を加えた点数）を記載すること。

　　　救命1、救命2（救命救急入院料1、2）、特集（特定集中治療室管理料）、ハイ（ハイケ

　　　アユニット入院医療管理料）、脳ケア（脳卒中ケアユニット入院医療管理料）、新集（新生

　　　児特定集中治療室管理料）、産集母、産集新（総合周産期特定集中治療室管理半斗）・熱集

　　　　（広範囲熱傷特定集中治療室管理料）、感入管（一類感染症患者入院医療管理料）・特入管

　　　　（特殊疾患入院医療管理料）、小入管1、小入管2、小入管3（小児入院医療管理料1～

　　　　3）、復リ入（回復期リハビリテーション病棟入院料）、亜入（亜急性期入院医療管理料）・

　　　特療、、特療2（特殊疾患療養病棟入院料・、2）、緩和（緩和ケア病棟入院料）・精救

　　　　（精神科救急入院料）、精急・、精急2（精神科急性期治療病棟入院半斗・・一2）・精療（精

　　　神療養病棟入院料）、認知1、認知2　（老人性認知症疾患治療病棟入院料1、2）

（イ）救命救急入院料の算定に係る入院年月日とr入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合は・

　　救命救急入院料の算定に係る入院年朋をr摘要」欄に言己載すること・また・救命救急センタ

　　＿の評価基準に基づく評価が充実段階Aである場合、高度救命救急センターである場合又は急

　　性薬毒物幡こ係る加算を算定した場合は、r摘要」欄に、それぞれ・㊥・㊥又は

　　　⑱記載すること・
（ウ）新生児特定集中瀬室管理料を業斤生児入院医療管理加算及び総合周翻特定鮒台療室管理

　　　料の新生児集中治療室轡丑料と合計して22日以一ヒ算定した場合又は総鯛産期1特定鮒台療

　　　室管理料の新生児鮒台療室管理料を新生児入院医縮；理加算及び新生児特定剣コ治鰹管理

　　　料と合計して22日以．ヒ算定した場合は、出生時体重を「摘要」欄に記載すること。

（エ）特殊疾患入院医灘側1こ争、回翻リハビリテーション病li東入院料・櫨性期入1躯療管酬・
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　特殊疾患療養病棟入院料又は精神療養病棟入院料を算定している患者について、必要があって

　患者を他の病棟等へ移動した場合は、その医療上の必要性を「摘要」欄に詳細に記載すること。

（オ）精神科救急入院料又は精神科急性期治療病棟入院料を算定した場合は、当該点数の算定を開

　始した日を「摘要」欄に記載し、転棟患者等の場合は、転棟の必要性について併せて記載する

　こと。また、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神療養病棟入院料におい

て、統合失調症の患者に対して行った非定型抗精神病薬に係る加算を算定する場合は、㊥

　と表示し、投与している薬剤名を「摘要」欄に記載すること。

（カ）　短期滞在手術基本料2を算定した場合は、　「摘要」欄に＠〉と表示し、併せて手術目

　及び手術名を記載すること。

（鋤　老人医療における「保険医療機関の所在地及び名称」、　「診療実日数」、　「初診」、　「再診」、

　「医学管理」、　「在宅」、　「注射」、　「処置」、　「検査」及び「その他」欄について次に掲げるも

　ののほか（1の、⑳、OのからQり、QわからQ9及びGl）と同様であること。90目を超える期間一般病棟に入

　院している患者であって特定患者に係る厚生労働大臣が定める状態等にあるもの（平成18年厚生

　労働省告示第93号別表第四の第七号に該当する患者）について胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した

　場合は、　「処置」欄に（〔聾〉と、同別表第四の第八号に該当する患者について喀痰吸引を算定し

た場合は、r処置」欄に㊥と表示して回数及び合計点数を記載し・「摘要」欄に処置名を記

　載すること。

（紛　老人医療における「入院」欄について

　　次に掲げるものを除き、（謝と同様であること。この場合において、（3ののア、カ、コ及びサ中「療

　1、療2）」とあるのは「老療1、老療2」と、　「療特1、療特2」とあるのは「老療特1、老療

　特2」と、　「診療1」とあるのは「老診療1」と、　「診療1特」とあるのは「老診1特」と、　「療

　養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の場合は」とあるのは「老人特定入院基本料、

　療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の場合は」と読み替えるものとする。

　ア　一般病棟における入院期間が90日を超える患者のうち、いわゆる「特定患者」に該当する場

　　合は、　「摘要」欄に「特」と記載し、該当しない場合は、　「摘要」欄に「特外」と記載し、その

　　理由（悪性新生物に対する治療を行っている、など）を簡潔に記載すること。

　イ　老人一般病棟入院医療管理料を算定した場合は、　「特定入院料・その他」の項に「老入管」と

　　表示して、回数及び合計点数を記載すること。

　　　なお、当該入院医療管理料の算定開始日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合は、

　　　「摘要」欄に当該入院医療管理料の算定開始日を記載すること。　また、当該入院医療管理料を

　　算定した患者について、当該届出病棟（病床）から他の病棟（病床）に移動した場合には、当該

　　移動した日及びその理由を「摘要」欄に記載すること。

　ウ　診療所老人医療管理料を算定した場合は、　「特定入院料・その他」の項に「診医療管」と表示

　　して、合計点数（地域加算又は離島加算該当施設の場合はその加算点数を加えた点数）を記載す

　　ること。なお、当該管理料の算定開始目と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合は、

　　　「摘要」欄に当該管理料の算定開始日を記載すること。

（35）　「療養の給付」欄について

　ア「請求」の項には、「保険」、 「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公
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費及び第2公費の療養の給付（医療の糸合付を含む。以下同じ・）に係る合計点数を記載すること・

　なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の合計点数は、　「公費①」の項に記載すること。

　　ただし、第、公費に係る合計点数が医療保険にイ系るものと同じ場合は・第・公費に係る合計点

数の記載を省略しても差し支えない二と．また、第2公費がある場合において・当該第2公費1こ

係る合計点数が第1公費に係る合言＋点数と同じ場合は錦2公費に係る言己載を省略しても差し支

　えないこと。
イ医療保険（高齢受給者に係るものを除く．）に係る入院における「負担金額」の項・入院外に

　おける「一部負担金額」の項については、以下によること。

（ア）船員保険の被保険者について、r職務上の事由」欄中r通勤災害μこ該当する場合には・初

　　診時における一部負担金の金額を記載すること。

（イ）国民健康保険及び退職者医療の場合は、患者の負担金額が「割」の単位で減額される場合

　　には、減額割合を記載してr割」の字句を○で囲み、r円」単位で減額される場合1こは・減額

　　される金額を記載して「円」の字句を○で囲むこと。

　　　また、負担額が免除される場合はr免除」の字句を。で囲み・支払いが猶予される場創ま

　　「支払猶予」の字句を○で囲むこと。
ウ医療保険（高齢受給者に係るものに匡艮る．）及び老人医療に係る入院における「負担金額」の

　項、入院外における「一部負担金額」の項については、以下によること。

（ア）r負担金額」の項は、一部負担金の支払いを受けた場合に1まその金額を記載すること・なお・

　　＿部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付するときは・公費負担医療1こ係る給付対象額を

　　　r負担金額」の項のr保険」の項の上段1こ（）で再掲するものとし・「負担金額」の項1こは・

　　支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額とを合算した金額を記載すること。

（イ）r＿部負担金額」の項は、在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定した場

　　合に限り記載することとし、支払いを受けた一部負担金の額を記載すること・なお・この場合

　　において、一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付するときは・公費負担医療1こ係る給

　　付対象額をr一部負担金額」の項のr｛呆険」の項の上段に（）で再掲するものとし・「一部

　　負担金額」の項には、支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額とを合算した金

　　額を記載すること。
（ウ）健康保険法施行令第42条第2項第2号・、国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）第

　　29条の3第3項第2号・又は老人保健法施行令（昭和57年政令第293号）第15条第1項第1号ロ

　　の規定が適用される者の場合は、r負担金額」及びr一部負担金額」の間こは・前各号により

　　算定した額（この額に・円未満の端数がある場合において・その端数金額が50銭未満であると

　　きは、これを切り捨て、その端数金額が5・銭以上であるときは・これを切り上げた額）を記載

　　することむ
（．）健康保険法施行令第42条第2項第4号、国民健康保険法施行令第29条の3第3項第4号に掲

　　げる者又は老人保健法施行令第15条第1項第4号に掲げる者の場合は、入院分にあっては、

　　　rI」の字句を○で囲むこととし、入院外分にあっては・在宅時医学総合管理料又は在宅末期

　　　医療総合診療料を算定している場合1こ限り、r摘要」欄に・「低所　尋1」と記載すること・

（オ）健康保険法施行令第42条第2項第3号、国民健康保険法施行令第29条の3第3項第3号に掲

　　げる者又は老人保健法施行令第15条第1項第3号に掲げる者の場合は、入院分にあっては、

　　　rII」、ノ）絢を○で囲むこととし、入院外分にあっては、在宅時医学総舗理料又は在宅末期医

　　療総合診療料鱒定じG・る場合に限り、r11腰」欄に・「低所得II」と記載すること・
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（カ）　国民健康保険及び退職者医療の場合で、一部負担金の減免又は支払いが猶予される場合は、

　　イの（イ）と同様とすること。

（キ）老人医療の場合で、老人保健法第28条第3項の規定に基づき市町村長力・ら一部鯉金の減免

　　を受けた者の場合は、　「減」又は「免」のいずれかを○で囲み、減額を受けた者の場合は減額

　　後の一部負担金の金額を記載すること。

（ク）老人医療の入院分及び入院外分（在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定

　　する場合に限る。）にあって、保険者を変更したが、世帯に変更がない場合は、　「摘要」欄に

　　保険者の変更日を記載すること。

エ　「公費①」及び「公費②」の項には、それぞれ第1公費及び第2公費に係る医療券等に記入され

　ている公費負担医療に係る患者の負担額（一部負担金（標準負担額を含む。）の額が医療券等に

　記載されている公費負担医療に係る患者の負担額を下回る場合で、　「負担金額」の項又は「一部

　負担金額」の項に金額を記載するものの場合はウの（ア）又は（イ）により記載した額（標準負担額を

　含む。）を、金額の記載を要しないものの場合は10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担

　金の額（標準負担額を含む。））を記載すること。ただし、障害者自立支援法による自立支援医

　療に係る患者の負担額（一部負担金）については、標準負担額を含まない額とすること。なお、

　老人医療又は医療保険（高齢受給者に係るものに限る。）と結核予防法による適正医療との併用

　の場合（入院の場合及び在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定した場合に限

　る。）には、一部負担金から同負担金のうち当該公費負担医療が給付する額を控除した額（即ち、

　窓口で徴収した額）を記載すること。また、障害者自立支援法による自立支援医療に係る患者の

負担額については、・・円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額を言己載し・老人医療又

　は医療保険（高齢受給者に係るものに限る。）と障害者自立支援法による自立支援医療との併用

　の場合（入院の場合及び在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定した場合に限

　る。）には、10円未満の端数を四捨五入した後の一部負担金の額を記載すること。

　　ただし、医療保険（高齢受給者に係るもの及び老人医療のうち、入院の場合及び在宅時医学総

　合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定した場合を除く。）と結核予防法による適正医療と

　の併用の場合には、当該公費に係る患者負担額は「公費①」及び「公費②」の項には記載するこ

　とを要しないこと。

（3D　「食事」欄について

　ア　　「基準」の項には、算定した項目について次の略号を用いて記載すること。

　　　1（入院時食事療養1）、H（入院時食事療養Il）

　イ　　「基準」の項の右の項には、食事療養に係る1食当たりの所定金額及び回数を記載すること。

　　なお、特別食加算を算定した場合には、　「特別」の項の右の項に1食当たりの所定金額及び回数

　　を記載し、食堂加算を算定した場合には、　「食堂」の項の右の項に1日当たりの所定金額及び目

　　数を記載すること。
　ウ　老人医療に係る食事療養の内容が公費負担医療に係る食事療養の内容と異なる場合には・　「摘

　　要」欄に公費負担医療に係る事項を記載すること。

　工　月の途中で公費負担医療の受給資格の変更があった場合又は公費負担医療に係る食事療養の給

　　付の内容が医療保険（老人医療を除く。）と異なる場合は、　「摘要」欄に公費負担医療に係る事

　　項を記載すること。



（37）　「食事療養」欄について

アr請求」の項には、r保険」、r公費①」及びr公費②」の項に、それぞれ医療保険・第松

　　費及び第2公費に係る食事療養を行った回数及び半該食事療養に係る金額合計を記載すること。

　　なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の金額合計は、　「公費①」の項に記載すること。

　　　ただし、第1公費に係る食事療養が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る「請

　　求」の項の記載を省略して差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公

　　費に係る請求金額が第1公費に｛系る請求金額と同じ場合は、第2公費1こ係る「請求」の項の記載

　　を省略しても差し支えないこと．なお、当該食事療養が公費の給付対象とならない場合は・当該

　　公費の項には「O」と記載すること。
　イ　　「標準負担額」の項には、　「保険」、　「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、

　　第、公費及び第2公費の食事療養に係る負担額を記載すること・なお・公費負担医療のみの場合

　　の第1公費の負担額は、　「公費①」の項に記載すること。

　　　ただし、第1公費に係る負担額が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る負担額の

　　記載を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る

　　負担額が第、公費に係る負担額と同じ場合1ま、第2公費に係る負担額の記載を省略しても差し支

　　えないこと。なお、当該食事療養が公費の給付対象とならない場合は、当該公費の項には「0」

　　と記載すること。
　ウ　健康保険法施行令第42条第2項第4号、国民健康保険法施行令第29条の3第3項第4号に掲げ

　　る者又は老人保健法施行令第15条第1項第4号に掲げる者の場合は、（35）のウの（エ）と同様とする。

　工　健康保険法施行令第42条第2項第3号、国民健康保険法施行令第29条の3第3項第3号又は老

　　人保健法施行令第15条第1項第3号に掲げる者の場合は、（35）のウの（オ）と同様とする。なお、入院

　　日数が90日を超えた場合の特例の対象となる場合は、併せて「3月超」の字句を○で囲むこと。

（紬　「摘要」欄について
　ア　介護保険に相当するサービスのある診療を行った場合に、当該患者が要介護者又は要支援者で

　　ある場合には、r摘要」欄に④と記載すること．また、介護保険の適用病床において・患者

　　の急性増悪等により、緊急に診療を行った場合についても、同様とし・この場合においては・介

　　護保険適用の病床において、医療保険からの給付が必要となった理由（急性肺炎の治療のたy）な

　　ど）を簡潔に記載すること。
イ内訳を記載するに当たっては、項目との対応関係が明らかになるような形で記載すること・な

　　お、診療項酩に代えて項目の番号を用いて差し支えないこと・この場合・「摘要」欄の左側点

　　線内に当該番号を記載すること。

ウ内訳を記載するに当たって、r摘要」欄に書ききれない場創ま朋細書又は明細書と同じ大き

　　さの用紙に、診療年月、医療機関コード、患者氏名、保険種別（例；1社・国　1単独　1本

　　入）、保険者番号（公費負担医療のみの場合は第1公費の公費負担者番号）、被保険者証・保険

　　者手帳等の記号・番号（公費負担医療のみの場合は第1公費の公費負担医療の受給者番号）を記

　　載した上、碓σ）内容を記載し、続紙として、当該脚書の次に重ね・左上端を貝占り付けること・

　工　同一明細書において医療保険と公費負担医療の給付の内容が異なる場合又は医療保険と公費負

　　担医療の診療実日数が異なる場合1ま、r摘要」欄に言己載された内訳のうち・公費負担医療に係る

　　分にアンダーラインを付すこと。また、公費負担医療と公費負担医療の併用の場合も同様である

　　こと。
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　なお、医療保険と公費負担医療の診療実日数が異なる場合において、　r公費分点数」欄との対

応が明らかである場合はアンダーラインを省略しても差し支えないこと。

（39　「公費分点数」欄について

　　「公費分点数」欄には、併用する公費負担医療に係る請求点数を記載することとするが、併用す

　る公費負担医療に係る請求点数が「初診」欄から「入院」欄のすべてに係る請求点数と同じ場合は

　省略しても差し支えないこと。

　　なお、月の途中で公費負担医療の受給資格に変更があった場合又は公費負担医療に係る給付の内

　容が「点数」欄に係る給付と異なる場合は、併用する公費負担医療に係る請求点数が「点数」欄に

　係る請求点数と異なることとなるので、この場合には「公費分点数」欄に当該公費負担医療に係る

　請求点数を必ず記載すること。この場合において、　「点数」欄に係る請求点数と異なる公費負担医

　療が2種以上あるときは、　「公費分点数」欄を縦に区分し、左から順次「第1公費」、　「第2公

　費」の順で当該公費に係る請求点数を記載すること。

　　ただし、　「点数」欄に係る請求点数と第1公費又は第2公費の請求点数が同じ場合は、縦に区分

　すること及び当該第1公費又は第2公費の請求点数を記載することを省略しても差し支えないこと。

㈲その他
　ア　3種の公費負担医療の併用の者に係る明細書の記載要領の特例について

　　　特例的に、生活保護法、結核予防法及び障害者自立支援法の3種の公費負担医療の併用の場合

　　があるが、この場合にあっては、法別番号順等によらず、次の記載要領によること。

　（ア）　生活保護法に係る公費負担者番号は「保険者番号」欄に、公費負担医療の受給者番号は「被

　　　保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄に記載し、結核予防法に係る分は「公費負担者番

　　　号①」欄に、障害者自立支援法に係る分は「公費負担者番号②」欄に記載すること。

　（イ）　「職務上の事由」欄は記載しないこと。

　（ウ）　生活保護法に係る診療実日数は「診療実日数」欄の「保険」の項に、結核予防法に係る分は

　　　「公費①」の項に、障害者自立支援法に係る分は「公費②」の項にそれぞれ記載すること。

　　　　なお、結核予防法又は障害者自立支援法に係る診療実日数が、生活保護法に係る診療実日数

　　　と同じ場合は、当該診療実日数の記載を省略しても差し支えないこと。

　　（エ）　「初診」欄から「入院」欄には生活保護法に係る回数及び点数を記載すること。

　　（オ）　「公費分点数」欄は縦に2区分し、左欄に結核予防法、右欄に障害者自立支援法に係る請求

　　　点数を記載することとするが、生活保護法に係る請求点数と同じ請求点数の公費負担医療があ

　　　る場合は、縦に2区分すること及び当該請求点数を記載することを省略しても差し支えないこ

　　　と。

　　（カ）　生活保護法に係る合計点数及び合計金額は、それぞれ「療養の給付」欄及び「食事療養」欄

　　　の「保険」の項に、結核予防法に係る合計点数及び合計金額は、それぞれ「療養の給付」欄及

　　　び「食事療養」欄の「公費①」の項に、障害者自立支援法に係る合計点数及び合計金額は、そ

　　　れぞれ「療養の給付」欄及び「食事療養」欄の「公費②」の項にそれぞれ記載すること。

　イ　医療保険と3種の公費負担医療の併用の者に係る記載要領の特例について

　　　別添3「法別番号及び制度の略称表」に示す順番により、先順位の公費負担医療を「第1公

　　費」とし、後順位の公費負担医療を順次「第2公費」、　「第3公費」として、第3公費に係る公

　　費負担者番号、受給者番号及び診療実日数を、　「摘要」欄に「第3公費」と表示して、次の略称
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を用いて記載すること．また、第3公費に係る療養の給付の合計点数・負担金額・食事療養を行

った日数及び当該療養に係る金額の合計額並び1こ標準負担額は・r療養の給付」欄及び「食事療

養」欄のr公費②」の項をそれぞれ上下に区分し、上欄には第2公費に係る事項を・下欄には第

　3公費に係る事項を記載すること。

　　なお、4種以上の公費負担医療の併用の場合においても、これに準じて記載すること。

　　公3（公費負担者番号）、受（受給者番号）、実（診療実日数）

ウ高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が・健康保険法施行令第42条

第6項に規定する金額を超えた場合にあって1よr特記事項」欄に「長」と記載すること・

　　ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に健康保険法施行令第42条第6項

に離する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除くこ

　と。

エ当該患者のうち慢性腎不全に係る自己連続携行式腹膜灌流（CAPD）を行っている患者に対

して、同＿月内の投薬を院外処方せんのみにより　矛い、保険医療機関では当該患者の負担額を受

　領しない場合にあっては、　「特記事項」欄に「長処」と記載すること。

オ特定承認保険医療機関の承認に係る高度先進医療を実施した場合1こは・「特記事項」欄に「高

度」と記載するとともに、当該高度先進医療の名称及び当該高度先進医療について徴収した費用

　の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。
力平成16年3月19日保医発第・319・・4号通知に規定する特別養護老人ホーム等に入所中の患者につ

　いて診療報酬を算定した場合は、　「特記事項」欄に「施」と記載すること。

　　なお、当該診療が同通知に規定する配置医師1こよる場合は・「摘要」欄に「配」と表示して回

　数を記載すること。
　　また、同一月内に同一患者につき、特別養護老人ホーム等に赴き行った診療と・それ以外の外

来分・）診療がある場合は、それぞれ明確に区分できるよう「摘要」欄に記載すること・

キ患者の疾病又は負傷が、交通事故等第三者の不法行為によって生じたと認められる場合は・

　　r特記事項」欄にr第三」と記載すること．なお、r交」等従来行われていた記載1こよることも

　差し支えないこと。
ク厚生労働大臣の定める選定療養第7号の規定に基づく薬事法に規定する治験（人体1こ直接使用

　される薬物に係るものに限る．）に係る診療報酬・）請求については・次に掲げる方法によること・

（ア）、月中に治験期間とそれ以外の期間力榊する場合であっても・明細書は1枚として請求す

　　ること。

　（イ）　「特記事項」欄に「薬治」と記載すること。

（ウ）治験依頼者の依頼による治験の場合は、明細書に以下の事項を記載した治験の概要を添付す

　　ること。
　　　なお、この場合、治験の概要には「企業依頼」と記載すること。

　　　a　治験の依頼者の氏名及び連絡先

　　　b　治験薬等の名称及び予定される効能効果

　　　c　当該患者に対する治験実施期間（開始日及び終了日）

（エ）自ら治験を実施する者による撒の場合は、明細書に以下の事項を言己載した治験の概要を添

　　付すること。
　　　　なお、この場合、治験の概要には「医師主導」と記載すること。

　　　a　治験責任医師の氏名及び連絡先
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　　b　治験薬等の名称及び予定される効能効果

　　c　当該患者に対する治験実施期間（開始目及び終了目）

（オ）　上記（ア）の場合であって、治験依頼者の依頼による治験においては、治験期間外に実施し請求

　　の対象となる検査、画像診断、投薬及び注射（投薬及び注射については、当該治験の対象とさ

　　れる薬物の予定されている効能又は効果と同様の効能又は効果を有する医薬品に係るものに限

　　る。）について、その実施日を「摘要」欄に記載すること。

（カ）　上記（ア）の場合であって、自ら治験を実施する者による治験においては、治験期間外に実施し

　　請求の対象となる投薬及び注射（当該治験の対象とされる薬物の予定されている効能又は効果

　　と同様の効能又は効果を有する医薬品に係るものに限る。）について、その実施日を「摘要」

　　欄に記載すること。

（キ）　特定入院料等いわゆる包括化されていた項目を算定している保険医療機関の場合の当該項目

　　に係る記載については、当該項目の点数から当該項目に包括されるもののうち診療報酬の請求

　　ができない項目の所定点数の合計を差し引いた点数を記載するとともに、　「摘要」欄に診療報

　　酬の請求ができない項目及び所定点数を記載すること（別葉にしても差し支えない。）。

ケ　厚生労働大臣の定める選定療養第10号の規定に基づく薬事法に規定する治験（機械器具等に

　係るものに限る。）に係る診療報酬請求については、次に掲げる方法によること。

（ア）　1月中に治験期間とそれ以外の期間が併存する場合であっても、明細書は1枚として請求す

　　ること。

（イ）　「特記事項」欄に「材治」と記載すること。

（ウ）　治験依頼者の依頼による治験の場合は、明細書に以下の事項を記載した治験の概要を添付す

　　ること。

　　　なお、この場合、治験の概要には「企業依頼」と記載すること。

　　a　治験の依頼者の氏名及び連絡先

　　b　治験機械器具等の名称

　　c　当該患者に対する治験実施期間（開始目及び終了目）及び治験機械器具等を用いた手術又

　　　は処置が行われた日

（エ）　自ら治験を実施する者による治験の場合は、明細書に以下の事項を記載した治験の概要を添

　　付すること。

　　　なお、この場合、治験の概要には「医師主導」と記載すること。

　　　a　治験責任医師の氏名及び連絡先

　　b　治験機械器具等の名称

　　　c　当該患者に対する治験実施期間（開始日及び終了目）及び治験機械器具等を用いた手術又

　　　は処置が行われた日

（オ）　上記（ア）の場合であって、治験依頼者の依頼による治験の場合においては、請求の対象となる

　　検査、画像診断、処置及び手術について、その実施日を「摘要」欄に記載すること。

（カ）　治験依頼者の依頼による治験の場合であって、特定入院料等いわゆる包括化されていた項目

　　を算定している保険医療機関の場合の当該項目に係る記載については、当該項目の点数から当

　　該項目に包括されるもの，のうち診療報酬の請求ができない項目の所定点数の合計を差し引いた

　　点数を記載するとともに、　「摘要」欄に診療報酬の請求ができない項目及び所定点数を記載す

　　ること（別葉にしても差し支えない。）。

コ　厚生労働大臣の定める選定療養第14号に規定する医療機器を使用又は支給した場合は、　「摘
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要」欄にr器選」と言己載し、当該医療機器名を他の特定保険医療材料と区別して記載するこ 蛛E

サ老人医療の対象都おいて、公費負担医療のみの場合は・r特記事項」欄1こ「老保」と癒す

　ること。
シ地方社会保険事務局長に届け出て別に厚生労働大臣が定める先進医療を実施した場合には・

　r特記事項」欄にr先進」と記載するとともに、当該先進医療の名称及び当該先進医療について

　徴収した特別の料金の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。

スr制限回数を超えて行う診療」にイ系る診療報酬の請求については・「特記事項」欄に「制超」

と記載すること．また、実施した検査、リハビリテーション又は精神科専門療法ごとに・「摘

要」欄にr検選」、rリハ選」又はr精選」と記載し・併せて当該「制限回数を超えて行う診

　療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を記載すること。

⑳　老人医療におけるその他
ア老人保健特定疾病療養受療証を提示した患者の負担額が・老人保健法施行令第・5条第5項に

　　規定する金額を超えた場合にあっては、r特記事項」欄にr長」と表示すること・ただし儒者

　　が老人保健特定疾病療養受療証の提示を　テつた際に、既に同項に規定する金額を超えて受領して

　　いる場合であって、現物給付化することが困難な場合を除くこと。

イ介護老人保健施設に入所中の患者の診療料を、併設保険医療機関において算定した場合1ま「老

　　併」と、併設保険医療機関以外の保険医療機関におし・て算定した場合は「老健」と「特記事項」

　　欄に記載すること。
　　　なお、同＿月に同一患者につき、介護老人保健施設に入所中の診療と・介護老人保健施設に入

　　所中以外の外来分の診療がある場合は、それぞれ別個の明細書に記載すること。

ウ老人被爆者の場合は、r摘要」欄右下に赤色で㊥の表示をすること・

　エ　その他は、（ゆのア、イ及びオからケまでと同様であること。

皿　歯科診療に係る診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第、診療報酬請求書（医科・歯科、入院・入院外併用）の言己載要領（様式第1（1））

Hの第1の例によるものとすること。

第2　診療報酬請求書（歯科・入院外）の記載要領（様式第1（3））

1　「平成年月分」欄について
　　診療年肪記載すること．したがって、診療朝の異なる診療報酬明細書（以下「明細書」とい

う．）がある場合には、それぞれの診療年月分につし・て診療報酬請求書を作成すること・

　　なお、診癬肋異なる明細書であっても、返戻分の再請求等やむを得ぬ軸1こよる請求遅れ分に

　！）いては、この限りではないこと。
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2　「医療機関コード」欄について

　　それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁を記載すること（別添2「設定要領」

　の第4を参照）。

3　「別記　殿」欄について
　　保険者名、市町村名及び公費負担者名を下記例のとおり備考欄に記載することを原則とするが、省

略しても差し支えないこと。

　　（例）　別記　　社会保険庁長官

　　　　　　　　　　千代田区長

　　　　　　　　　　東京都知事

4　「平成　年　月　日」欄について

　　診療報酬請求書を提出する年月日を記載すること。

5　「保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名、　印　」欄について

（1）保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名については、保険医療機関指定申請の際等、地方社

　　会保険事務局長に届け出た所在地、名称及び開設者氏名を記載すること。なお、開設者氏名につい

　　ては、開設者から診療報酬請求等につき委任を受けている場合には、保険医療機関の管理者の氏名

　　であっても差し支えないこと。

　（2）　1印」については、当該様式に、予め保険医療機関の所在地、名称及び開設者の氏名とともに

　　印形を一括印刷している場合には、捺印として取扱うものであること。また、保険医療機関自体で

　　診療報酬請求書用紙の調製をしない場合において、記名捺印の労を省くため、保険医療機関の所在

　　地、名称及び開設者の氏名及び印のゴム印を製作の上、これを押捺することは差し支えないこと。

6　　「医療保険」欄について

（1）医療保険と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち医療保険に係る分及び医療保険単独の者

　　に係る明細書について記載することとし、医療保険単独の者に係る分については医療保険制度ごと

　　に記載すること。

　　　なお、　「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添3「法別番号及び制度の略称表」に示すと

　　おりであること。

　（2）　「件数」欄には明細書の医療保険に係る件数の合計を、　「診療実日数」欄には明細書の診療実日

　　数の合計を、　「点数」欄には明細書の「合計」欄の点数の合計を記載すること。

　　　また、　「一部負担金」欄には明細書の「療養の給付」欄の「保険」の項に係る「一部負担金額」

　　の項の一部負担金額の合計を記載すること。

　　　ただし、　「一部負担金」欄は、船員保険の被保険者に係る通勤災害時の初診料に係るものに限り

　　記載すれば足りるものとすること。

　　　なお、　r医保単独（七〇以上九割）」欄、　r医保単独（七〇以上八割）」欄、　「医保単独（本

　　人）」欄、　「医保単独（家族）」欄及び「医保単独（三歳）」欄の「小計」欄にはそれぞれの合計

　　を記載すること。

　（3）　「①合計」欄には、「医保（70以」二9割）と公費の併用」欄と「医保単独（七〇以上九割）」



欄のr，』、計」欄と、r医保（7・以上8害Il）と公費の併用」欄と「医保単独（七〇以上八割）」欄

のr，1、計」欄と、r医保本人と公費の併用」欄とr医保単巧虫（本人）」欄の「小計」欄と・「医保

家族と公費の併用」欄とr医保単独（家族）」欄のr／j・計」欄と・「医保（3歳）と公費の併用」

　欄と「医保単独（三歳）」欄の「小計」欄とを合計して記載すること。

（4）医事会計システムの電算化が　テわれていない保険医療機関等にあっては・「医保単独（七〇以上

九害Ij）」欄と、r医保単独（七〇以上八割）」欄とに記載すべき各項の数字を合算し・その合計を

r医保単独（七〇以上九割）欄こ記載することをもって請求することができること・この場合に

は、当該合算を実施した上で各項を記載していることカミわかるように「備考」欄に合算している旨

　を記載すること。

7　「老人保健」欄について
（1）老人医療と公費負担医療の併用の者1こ係る明細書のうち老人医療に係る分及び老人医療単独の者

　　に係る明細書について記載すること。

　　　なお、老人被爆者に係るものについては、　「老人単独」欄に記載すること。

（2）r件数」欄、r診療実日数」欄、r点数」欄及びF部負担金（控除額）」欄については・6の

　　（2）と同様であること．この場合、6の（2）中r医療保険」とあるのは「老人医療」と・「船員保険の

　　被保険者1こ係る通勤災害時の初診料」とあるのはr老人保健法第28条第3項の規定に基づく一部負

　　担金の減額」と読み替えるものであること。
　　　なお、r老ノk九割」欄のr小計」欄及びr老人八割」欄のr小計」欄1こは・それぞれの合計を記

　　載すること。
（3りr②合計」欄には、r老人九割」欄のr小計」欄と・r老人八割」欄の「小計」キ閾とを合計して

　　言己戯すること。
（4）医事会計システムの電算化が　了われていない保険医療機関等にあっては・一「老人九割」欄と・

　　　r老人八割」欄とに記載すべき各項の数艶合算し、その合計を「老人九害11」欄に記載することを

　　もって請求することができること．この場合には、合計を記載していることがわかるように「備

　　考」欄に合算している旨を記載すること。

8　「公費負担分」欄の「公費と医保（老人）の併用」欄について
（1）医療保険又は老人医療と公費負捌髪療の併用の者に係る明細書・）うち・公費負担医療に係る飽

　　公費鯉医療制度ごとに記謝ることとし、r区分」欄に不動文字が言己載さオτていない公費負担医

　　療が麦、る場合には区分の空欄に法別番号を言己識し、当該制度の公費負担医療にイ系る分を言己載するこ

　　と。
　　　なお、r区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添3脚幡号及び制度の略称表」に示すと

　　おりであること。
（2）r件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書のイfl・数を合計して・それぞれの制度の該当欄に

　　記載すること．したがって、医療保険と2種の公費負担医療（伊』えば・結核予嚇と児童福祉法）

　　の併用の場合は、1枚の脚書であっても公費負担医劇こ係る件数は2件となること・

（鋤r点数」欄には、明縮…公費分点数」欄に言己載した点数（2種の公費負担医療がある場合は・

　　購こ括弧書きで言己載した鰍を含む．）を、公費負担医療制度ごとに合言トして・それ惣の制度

　　の該欄1こ記載すること．ただし、公費無数の記載を繍しブこ脚書については・「合言均欄の

　　点数が当該公費負担圃更♂）轍と同じであるので・こオしを加えて合計すること・



（4）　「一部負担金（控除額）」欄には公費負担医療制度ごとに明細書の「患者負担額（公費分）」欄

　の金額（医療券等に記入されている公費負担医療に係る患者の負担額）を合計して、それぞれの制

　度の該当欄に記載すること。

（5）　「区分」欄の「③計」欄には、　「公費と医保（老人）の併用」欄の件数を合計して記載すること。

9　「公費負担分」欄の「公費単独」欄について

（1）公費負担医療単独の者に係る明細書分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、生活保護法

　　以外の公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係

　　る分を記載すること。

　　　なお、公費負担医療に係る法別番号及び制度の略称は別添3「法別番号及び制度の略称表」に示

　　すとおりであること。

　（2）　「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に

　　記載すること。

　（3）　「点数」欄には明細書の「公費分点数」欄に記載した点数を、公費負担医療制度ごとに合計し、

　　それぞれの制度の該当欄に記載すること。

　（4）　「一部負担金（控除額）」欄には公費負担医療制度ごとに明細書の「患者負担額（公費分）」欄

　　の金額（医療券等に記入されている公費負担医療に係る患者の負担額）を合計して、それぞれの制

　　度の該当欄に記載すること。

　（5）　「区分」欄の「④計」欄には、　「公費単独」欄の件数を合計して記載すること。

10公費負担医療のみで2種の公費負担医療の併用が行われた場合には、当該併用の者に係る分につい

　ては、　「備考」欄に公費負担医療制度ごとに、制度の法別番号を記載し、各々について、件数、点数

　及び控除額を合計して記載すること。

11　「総件数①＋②＋③＋④」欄について

　　「①合計」、　「②合計」、　「③計」及び「④計」欄の請求件数を合計した件数を記載すること。

　　なお、公費負担医療と公費負担医療の併用の者がある場合には「備考」欄に記載した件数をも合計

　すること。

12　「明細書枚数①＋②＋④」欄について

　　「①合計」、　「②合計」及び「④計」欄の請求件数を合計した明細書の枚数を記載すること。

　　なお、公費負担医療と公費負担医療の併用の者がある場合には当該明細書の枚数をも合計すること。

13　「備考」欄について
　　老人被爆、老人保健と生活保護法の併用、老人保健と障害者自立支援法の併用又は老人保健と特定

　疾患治療研究事業の併用分については、次の要領で件数、目数等を記載すること。

区　　　分 件　数 目　数 一部負担金 控除

43（老人被爆）

12（生保）

15（更生）



51（特疾）

第3　歯科診療に係る診療報酬明細書の記載要領（様式第3）

1　歯科診療に係る診療報酬明細書の記載要領に関する一般事項

（1）明細書は、白色紙黒色刷りとすること。

（2）左上の隅より右一12mm、下一12mmの位置を中心に半径2mmの穴をあけて・綴じ穴とするこ

　と。

（3り月の途中において保険者番号の変更力§あった場合は・保険者番号ごとに・それぞれ別の明細書を

作成すること．月の途中において市町村番号又は老人医療の受給者番号の変更があった場合・．高齢

受給者証又は老人医療受給者証が月の途中に発行されること等により給イ寸額を調整する必要がある

場合又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号若しくは公費負担医療の受糸合者番号の変

　更があった場合も、同様とすること。

（4）所定点数を予め印刷しておき、算定回数が月に・回と限られた項目を算定した場合には・当該項

　目の略称を○で囲み、複数回算定できる項目を算定した場合には、算定した回数を記載することで

も差し支えないこと．また、予め印刷する点数を乳幼児加算・障害者加算又は歯科訪問診療時加算

の加算後礁数としても差し支えないカ§、この場合、r特記事項」欄に「5・／・00」と記載す

　るか、予め印刷しておくこと。

（5）電子計算機の場合は、以下によること。

ア欄の輔を簡略化して記鞭ても差し支えないこと・また・複数の選択肢から。を用いて選択

　　する欄については、特段の定めのある場合を除き、選択した項目のみ記載し・それ以外の項目1ま

　　省略しても差し支えなく、記載しない欄については「×」を省略して差し支えないこと。

　イ　枠をその都度印刷することとしても差し支えないこと。

ウ用紙下端の空白部分は、・CR処理等審査支払機関の事務処理に供するため・その他の目的に

　　は使用しないこと。
工電子計算機用の・CR関連事項は、rレセプト基本フォーマット集（平成9年8月版）」（社

　　会保険庁運営部編）によることが望ましいこと。

オ記載する文字は、JISX・2・8において文字コードカミ設定された範囲とすることが望まし

　　いこと。

2　歯科診療に係る診療報酬明細書の記載要領に関する事項

（1）　「平成　年　月分」欄について

　　診療月のみの記載で差し支えないこと。

　　なお、診療月の翌月以外の月に請求する11月細書については・診療年月を記載すること・



（2）　「都道府県番号」欄について

　　昭和51年8月7日保発第45号、庁保発第34号の別表第2に掲げる都道府県番号表に従い、保険医

　療機関の所在する都道府県の番号を記載すること。

（3）　「医療機関コード」欄について

　　それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁を記載すること（別添2「設定要

　領」の第4を参照）。

（4）　「保険種別1」、　「保険種別2」及び「本人・家族」欄について

　ア　　「保険種別1」欄については、以下の左に掲げる保険の種別に応じ、右の番号のうち1つを○

　　で囲むこと。

　　　健康保険（船員保険を含む。以下同じ。）又は国民健康保険（退職者医　　1　社・国

　　　療を除く。以下同じ。）

　　　公費負担医療（健康保険、国民健康保険、老人医療又は退職者医療との　、2　公費

　　　併用の場合を除く。）

　　　老人医療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　老人

　　　退職者医療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　退職

　　　（注）　退職者医療には、健康保険法附則第3条に規定する特定健保組合に係るものは該当しな

　　　　　いこと。

　イ　　「保険種別2」欄については、　「保険種別1」欄のそれぞれについて、以下の左の別に応じ、

　　右の番号のうち1つを○で囲むこと。

　　　単独　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　単独

　　　1種の公費負担医療との併用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　2併

　　　2種以上の公費負担医療との併用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　3併

　　　　（注）公費負担医療には、地方公共団体が独自に行う医療費助成事業（審査支払機関へ医療費

　　　　　を請求するものに限る。）を含むこと。

　ウ　ア及びイについては、Oで囲むことを省略しても差し支えないこと。

　エ　「本人・家族」欄については、以下の左に掲げる種別に応じて、右の番号のうち1つを○で囲

　　むこと。なお、3歳未満の患者は「4」、高齢受給者又は老人医療受給対象者は「8」又は

　　　「O」を○で囲むこととする。なお、公費負担医療については本人に該当するものとする。

　　　ただし、国民健康保険の場合は、市町村国民健康保険であって被保険者（世帯主）と被保険者

　　　（その他）の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合については被保険者（世帯主（高齢受

　　給者を除く。））は「2」、被保険者（その他（3歳未満の患者及び高齢受給者を除く。））は

　　　「6」を○で囲むこととし、それ以外（3歳未満の患者及び高齢受給者を除く。）はいずれか一

　　方を○で囲むこと。
　　　なお、　「2　本外」　（若しくは「2　本」）、　「4　三外」　（若しくは「4　三」）、　「6

　　家外」　（若しくは「6　家」）、　「8　高外9」　（若しくは「8　高9」）又は「0　高外8」

　　　（若しくは「0　高8」）の項のみを印刷したものを使用することとしても差し支えないこと。

　　　2　本人外来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　本外

一50一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　4　3歳未満外来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　6　家族外来
　8　高齢受給者・老人医療9割給付外来　　　　　　　　　　　　　　　　　8

　0　高齢受給者・老人医療8割給付外来　　　　　　　　　　　　　　　　　0

オ　電子計算機の場合は、以下のいずれかの方法によること。

（ア）　当該欄の上に選択する番号及び保険種別等のみを記載する。

（イ）選択肢をすべて記載した上で、選択しないものをすべて二線で抹消する。

三外

家外

高外9

高外8

自県分の場合 他県分の場合

：
：

：
：
●

：　　1
F　　＝I　　　　　　　l

：
：
■

：
：
■

：　　：
F　　ll　　　　　　　■

区　　　分 1
法
別
番
号

都道府県

ﾔ　　号

保険者別

ﾔ　　号

検証

ﾔ号

法別

ﾔ号

都道府県

ﾔ　　号

保険者別

ﾔ　　号

検証

ﾔ号

政府管掌健康保険
i日雇特例被保険者

：
：

：
：
』

：　　1
＝@　：●　　　　　　　●

：
：
■

：
：
■

：　　：
n：0：01　　　　　　　1 O

の保険を除く　。　）
■

（省略して差し支えないこと）
（空 欄）

船　　　員　　　保　　　険
：
＝

：
：
1

1　　＝
F　　：酵　　　　　　　■

：
O
：
O
●

：
O
：
O
l

：　　：
nIO：O■　　　　　　　● O

■

（省略して差し支えないこと）

日雇特例被保険者の保険
＝O：O ：

：
■

：　　：
戟@　l■　　　　　　　●

二
〇
I
O
■

：
O
：
O
●

：　　：
n：OIOl　　　　　　　■ ○

■

（省略して差し支えないこと）

その他σ）健康保険 ：O：○ ：
Q
：
O
I

：　　＝
n＝O：OI　　　　　　　● o

：
O
：
0
1

：
O
＝
O
●

：　　：
n：O：○■　　　　　　　1 ○

退　　職　　者　　医　　療
■

国　民　健　康　保　険
：
：

：
O
l
O
■

：　　l
nlO：○●　　　　　　　一 ○

：
：
1

：
O
I
O
●

l　　l
n：O：Ol　　　　　　　匿

叫
Q

（5）　「保険者番号」欄について

　ア　設定された保険者番号8桁（政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）について

　　は4桁、国民健康保険については6桁）を記載すること（別添2「設定要領」の第1を参照）・

イ政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）及び船員保険については・当言亥被保険

　　者及び被扶養者の管轄地方社会保険事務局長と当該保険医療機関の管轄地方社会保険事務局長と

　　が同＿である場合（以下（5）においてr自県分の場合」という・）には・記載を省略して差し支え

　　ないこと。
ウ日雇特例被保険者の保険については、自県分の場合は・頭初の2欄に法別番号を必ず言己蔵し・

　　他の記載は省略して差し支えないこと。

　　　　　　　　　　「保険者番号」欄の記載は、次表のとおりとなること。

備考1　0印のものは、必ず記載すること。
　　2公費負担医療単独の船及び公塗を負担医療と公費負担医療の併用の1場合（以下「公費負担医

　　　療0）みび）場合」という。）は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。
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（6）　「給付割合」欄について

　　　国民健康保険及び退職者医療の場合、該当する給付割合を○で囲むか、　（）の中に給付割合

　　を記載すること。

　　　ただし、国民健康保険については、自県分の場合は、記載を省略しても差し支えないこと。

（7）　「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄について

　ア　健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、退職者医療被保険者証、船員保険被保険者証、

　　船員保険被扶養者証、受給資格者票及び特別療養費受給票等の「記号及び番号」欄の記号及び番

　　号を記載すること。

　イ　記号と番号の間にスペース、　「・」若しくは「一」を挿入するか、又は上段に記号、下段に番

　　号を記載すること。また、当該記号及び番号のうちOで囲んだ文字に代えて当該文字を（）で

　　囲んだものを使用して記載することも差し支えなく、記載枠に書ききれない等の場合は、　（）

　　を省略しても差し支えないこと。

　　　なお、被保険者が、月の途中において、記号・番号を変更した場合又は任意継続に変更した場

　　合（給付割合に変更がない場合に限る。）は、変更後の記号・番号を記載すること。

（8）　r市町村番号」欄について

　　健康手帳の医療受給者証に記入されている市町村番号8桁を記載すること（別添2「設定要領」

　の第2を参照）。

（9）　「老人医療の受給者番号」欄について

　　健康手帳の医療受給者証に記入されている受給者番号7桁を記載すること（別添2「設定要領」

　の第3を参，照）。

（1①　「公費負担者番号」欄について

　ア　医療券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載すること（別添2「設定要領」の第2を

　　参照）。

　イ　別添3「法別番号及び制度の略称表」に示す順番により、先順位の公費負担者番号を「公費負

　　担者番号」の項に（以下「公費負担者番号」の項に記載される公費負担医療を「第1公費」とい

　　う。）、後順位の公費負担者番号を「摘要」欄に（以下「摘要」欄に記載される公費負担医療を

　　「第2公費」という。）記載すること。

　ウ　保険者番号の変更はないが、同種の公費負担医療で住所変更により月の途中において公費負担

　　者番号の変更があった場合は、変更前の公費負担医療に係る分を第1公費とし、変更後の公費負

　　担医療に係る分を第2公費として取り扱うものとすること。

（11）　「公費負担医療の受給■者番号」欄について

　　医療券等に記入されている受給者番号7桁を、第1公費については「公費負担医療の受給者番

　号」の項に、第2公費については「摘要」欄に記載すること（別添2「設定要領」の第3を参照）。

（ゆ　「氏名」欄について



ア姓名を記載すること．ただし、健康保険の被保険者については・女生のみの記載で差し支えない

　こと。

　　なお、電子計算機の場合は、例外的に灘を読み替えたカタカナをイ吏用すること又はひらがな

をカタカナに読み替えて記載することも差し支えないこととするが・この場合には被｛呆険者であ

　っても姓名を記載することとし、姓と名の間にスペースをとること。

イ性別は該当するものを○で囲むこと．なお、電子計算機の場合は・「1男」・「2女」と

　記載しても差し支えないこと。

ウ　生年月日は以下によること。

（ア）該当する元号を○で囲み、生まれた年を記載すること。

（イ）朋の記載は省略して差し支えなし・が、6歳に満たないものについては・生まれた月も記載

　　すること．また、年齢が算定要件となっている項目を算定する場合であって・生まれた年の記

　　載のみでは要件に該当するか否かが明らかでない場合は、生まれた月も記載すること。

（ウ）電子計算機の場合は、元号についてはr・明」、r2大」・「3昭」・「4平」と

　　記載すること。また、生年月日を記載することが望ましいものであること。

（m　「職務上の事由」欄について
　　船員保険の被保険者については、職務上の取扱いとなる場合のみ該当する番号を○で囲むこと・

共済組合の船員組合員については、下船後3月以内の傷病で職務上の取扱レ’となる場合に「2下

　船後3月以内」の番号を○で囲むこと。
　　なお、同＿月に職務上の取扱いとなる傷病及び耳哉務外の取扱いとなる傷病が生じた場合1ま・入院

外分についてはそれぞれ・枚、入院分については、それぞれに係る診療が区分できない場合に限り

　職務上として1枚の明細書の取扱いとすること。

　　電子計算機の場合は、番号と名称又は次の略称を記載することとしても差し支えないこと。

　1　職上（職務上）、　　2　下3（下船後3月以内）、　　3　通災（通勤災害）

（14）　「特記事項」欄について

次に掲げるもののほかは、nの第3の2の（15）と同様とすること。

40 50／100
　乳幼児加算（5歳未満）、障害者加算又は歯科訪問診療時の加算を算定し

ている明細書の場合

（15）　「届出」欄について

　　補綴物締管理料の算定を選択してし・る保険医療機関は・r補管」の絢を・歯科疾患総合指導

料、の算定を選択している保険医療機関は、r総指・」を・歯科疾患総合指導料2の算定を選択し

　ている保険医療機関は「総指2」をそれぞれ○で囲むこと。

　　なお、電子計算機の場合、○に代えて（）等を使肌て記載することも差し支えないものであ

　ること。以下、字句を○で囲む場合及びO付きの略号を使用する場合も同様であること。

q6）　「保険医療機関の所在地及び名称」欄について

　　保険医療機関指定申言青の際等に地ププ社会保麟鯛長に届け出た所在士也及び輔を記載すること・

　この場合、所在地とともに、連絡先電話番号を記載することが望ましいものであること。
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（17）　「傷病名部位」欄について

　ア　病名を同じくする歯又は部位を単位として記載すること。

　イ　ブリッジの病名の記載に当たっては、部位は支台歯も含めた部位を、病名は欠損と記載し、支

　　台歯を○で囲むこと。したがって、支台歯が齲蝕症等に罹患している場合には部位は重複して傷

　　病名を記載すること。

　　　また、健全歯を支台としてブリッジを製作するに当たりなんらかの理由により、健全歯に対し、

　　抜髄処置を必要とした場合には、当該歯を◎で囲むこと。

　ウ　歯冠修復により隙を補綴した場合は、当該歯冠修復歯に△を付記すること。また、欠損でない

　　1歯相当分の間隙のある場合に補綴を行った場合は、間隙を欠損とみなした傷病名とし、当該部

　　位に△を記し、　r摘要」欄にその旨を記載すること。

　工　歯科矯正の病名の記載に当たっては、病名は主要な咬合異常の状態を記載し、併せて唇顎口蓋

　　裂の裂型（顎変形症にあっては、頭蓋に対する上下顎骨の相対的位置関係の分類）等を記載する

　　こと。

　オ　齲蝕多発傾向者の病名の記載に当たっては、病名はC管理中と記載し、歯冠修復治療を行った

　　歯牙を記載すること。なお、歯式については、乳歯及び永久歯について、それぞれ記載するこ

　　と。

　力　齲蝕に罹患している患者の指導管理に係る特定療養費を支給する患者の病名の記載に当たって

　　は、病名はC特療と記載すること。

　キ　歯科疾患継続管理指導に係る歯科疾患継続指導料を算定する患者の病名の記載に当たっては、

　　病名と併せて歯科疾患継続管理中と記載すること。

　ク　補綴物維持管理料を算定している保険医療機関において、補綴物維持管理料を算定した補綴物

　　の再製作等（再装着、充填を含む。）を行う場合は、傷病名を「傷病名部位」欄に記載し、当該

　　部位に対して補綴物維持管理料を算定した年月日及び補綴物の種類等を「摘要」欄に記載するこ

　　と。

　ケ　傷病名の記載に当たり、傷病名が当該欄に書ききれない場合は・　「摘要」欄に記載すること・

（⑧　　「診療開始日」欄について

　ア　当該保険医療機関において、保険診療を開始した年月日を和暦により記載すること。ただし、

　　「傷病名部位」欄が単一部位の場合であって請求に係る診療月において診療を開始し、かつ、同

　　月中に治ゆ又は死亡したものについては、記載を省略しても差し支えないこと。

　イ　同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった目を診療開始日として記載し、

　　　「摘要」欄にその旨を記載すること。

　ウ　同一の患者に対する診療継続中に、当該保険医療機関において、開設者、名称、所在地等の変

　　更があった場合については、当該保険医療機関の診療内容の継続性が認められて継続して保険医

　　療機関の指定を受けた場合を除き、新たに保険医療機関の指定を受けた日を診療開始目として記

　　載し、　「摘要」欄にその旨を記載すること。

（19）　r診療■実日数」欄について

　ア　括弧外、括弧内及び「摘要」欄に、それぞれ医療保険（健康保険、国民健康保険、退職者医療

　　及び老人医療をいう。以下同じ。）、第1公費及び第2公費に係る診療実日数を記載すること。

　　　なお、公費負担医療σ）みの場合の第1公費の診療実日数は、括弧内に記載すること。
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　　ただし、第、公費に係る診療実日数が医療保険1こ係るものと同じ場合は・・第1公費にイ系る診療

実日数を省略しても差し支えないこと．また、第2公費がある場合において・当該第2公費に係

る診療実日数が第、公費に係る診療実日数と同じ場合は、第2公費に係る診療実日数の記載を省

　略しても差し支えないこと。
イ入院外分については、診療を行った日数（開放型病院共同指導（1）を行った日数を含む・）を

　記載すること。

ウ　電話等再診の実日数は1目として数えること。

　　なお、この場合、その回数を「摘要」欄に再掲すること。

工　同一目に初診及び再診（電話等再診を含む。）が2回以上行われた場合の実日数は1日として

　数えること。

　　なお、この場合、その回数を「摘要」欄に再掲すること。

オ（⑧のアのただし書きの場合、診療開始目の記載を省略しても差し支えなレ’が・この場合におい

　ても、診療実日数は記載するものであること。

力同＿目に複数科を受診した場合の初診料・再診料を算定しない科に係る診療実日数については・

　初診料・再診料を算定しない日を含め実際に診療を行った日数を記載するものとする。

キ傷病手当金意見書交付料、訪聴科衛生指導料等同一日晒科医白雨の診療が行われない場合は・

　実日数として数えないこと。

Q①　「転帰」欄について
　　治ゆした場合にはr治ゆ」の物を、死亡した場合にはr死亡」の字句を沖止又1ま転医の場合

　には「中止」の字句をそれぞれ○で囲むこと。

（21）　「初診」欄について

ア診療時間内の初診の場合には点数のみを記載し、時間外、休日又は深夜の場合は該当文字を○

　　で囲み当該加算点数を記載すること。
　　　なお、時間外加算の特例を算定した場合は、通常の時間外加算と同様に記載し・「時間外」の

字句の上。こ㊥と表示すること．また、電子計算機の場合は・全体のrそ幽ヰ閾に㊥と

　　表示し、、轍を記載することとして差し支えないこと・以下・字句の上に略号を記載する場合に

　　ついて同様であること。
イ初診時において乳幼児加算、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算・乳幼児深夜力日算・障害者加

　　算又は初診時歯科診療導入加算を算定した場合は、該当文字を○で囲み・「乳」・「乳。時間

　　外」、r乳・休日」、r乳・深夜」、r障」又はr障導」の項に轍力日算点数を記載すること・

⑰　　r再診」欄について
ア再診があった場合にはr再診」の項1こ、轍及び回数を言己載すること・なお・同一日に2回以上

　　の再診（電話等再診を含む．）がある場合には、r再診」欄の余白にその旨及び同一目に2回以

　　上の再診を行った日を記載すること。
　　　なお、電子計算機の場合は、そ・）旨をr摘要欄に記載することとして差し支えないこと・以

　　下、余白に記載する場合について同様であること。

、イ時間外、休日又は深夜の場合は、該当文字を○で囲み・当該加算点数及び回数を記拠ること・

　　また、時間外加算び）特例を算定した場合は、通常の時間外加算と同様に記載し・「時間外」の宇
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句の上に㊥と表示すること・
ウ　乳幼児加算、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算、乳幼児深夜加算又は障害者加算を算定した

　場合は、該当文字を○で囲み、　「乳」、　「乳・時間外」、　「乳・休日」、　「乳・深夜」又は

　「障」の項に当該加算点数及び回数を記載すること。なお、月の途中から乳幼児加算等を算定し

　なくなった場合は、　「再診」欄の余白にその旨及び算定しないこととなった日を記載すること。

工歯科。腔衛生指導料を算定した場合1こは、rc指」の項に所定点数を記載すること・また・歯

　科口腔衛生指導料におけるフッ化物局所応用加算については、　「F局」の項に当該加算点数を、

　フッ化物洗口指導加算については、　「F洗」の項に当該加算点数を記載すること。

オ　歯科疾患総合指導料、歯周疾患指導管理料又は歯科疾患継続指導料を算定した場合は、　「総

指」、rP指」又はr継続」の項に所定点数を記載する。また・歯科疾患総合指導料・歯周疾患

指導管理料及び歯科疾患継続指導料1こ係る機械的歯面清掃加算を算定した場合においては・「歯

清」の項に当該加算点数を記載すること．なお、機械的歯面清掃加算の算定が2回目以降の場合

　においては、　「摘要」欄にその旨記載するとともに、前回行なった機械的歯面清掃の目付を記載

　すること。
力　歯科疾患総合指導料を算定した患者であって、治療計画に基づく一連の治療が終了した日から

　起算して3か月を超えた場合に、当該患者に対し再度、歯科疾患総合指導料を算定する場合は、

　　「摘要」欄に当該患者の前回治療終了年月日を記載すること。

キ　2回目以降の歯科疾患継続指導料の算定に当たっては、直近の歯科疾患継続指導料の算定年月

　日を「摘要」欄に記載すること。
ク　歯科疾患継続指導料を算定した場合には、算定が1回目の場合には、歯科疾患継続管理診断料

　の算定年月日を、2回目の歯科疾患継続管理診断料の算定に基づく場合には、2回目の歯科疾患

　継続管理診断料の算定年月日を、　「摘要」欄にその旨と併せて記載すること。なお、2回目の歯

　科疾患継続管理診断料に基づき歯科疾患継続指導料を算定する場合には、2回目の歯科疾患継続

　管理診断料に基づく旨を併せて「摘要」欄に記載すること。

ケ　歯科疾患継続指導料の算定と併せて行なった歯周組織検査、初期齲蝕小窩裂溝填塞処置、スケ

　ーリング等を算定した場合には、所定の記載方法により記載すること。なお、スケーリングを行

　なった場合には、対象となった歯の部位を「摘要」欄に記載すること。

コ　歯科衛生実地指導料を算定した場合には、　「衛実」の項に所定点数を記載すること。

サ　新製義歯指導料を算定した場合には、　「義歯指」の項に所定点数を記載すること。

シ　歯科治療総合医療管理料を算定した場合には、　「医管」の項に、点数を記載すること。なお、

　算定に当たっては、主病に係る治療を行っている紹介元の保険医療機関の名称を記載すること。

Q⑳　「投薬・注射」欄について
　ア　内服薬を投与した場合は「内」の文字を、屯服薬を投与した場合は「屯」の文字を、外用薬を

　　投与した場合はr外」の文字を、注射を行った場合はr注」の文字を・それぞれ。で囲み・使用

　　薬剤の点数及び単位数又は回数を記載することとするが、書ききれない場合は、合計点数のみを

　　記載し、使用薬剤の点数及び単位数又は回数は「摘要」欄に記載しても差し支えないこと。また、

　　皮下筋肉内注射又は静脈内注射を行った場合は、　「注」欄に点数及び回数をそれぞれ記載し、そ

　　の他の注射を行った場合は、全体のrその他」欄に注射の種類・点数及び回数を記載し・そ。）内

　　訳については、r摘要」欄に注射の種別、所定単位当たりの使用薬剤の薬名・使用量及び回数等

　　を記載すること。
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　　なお、注射の手技料を包括する点数を算定するに当たって・併せて当該注射にイ系る薬剤料を算

　定する場合は、　「投薬・注射」欄及び「摘要」欄に同様に記載すること。
イ血漿成分製剤力日算を算定した場合は、加算点数を点数欄に記載し、r摘要」欄に㊥〉と表

　示して、1回目の注射の実施目を記載すること。
ウ調剤料は、内服、屯服又は外用ごとにr調」の項にそれぞれ点数及び回数を記載し・「処方」

　の項は処方せんを交付しない場合において処方の点数及び回数を記載すること。

工使用薬剤の医薬品名、規格・単位（％、mL又はmg等）及び使用量を「摘要」キ閾に記載するこ

　との

　　ただし、届出保険医療機関については、投薬にあっては薬剤料に掲げる所定単位の・注射のう

ち皮内、皮下及び筋肉内注射又は静脈注射であって入院中の患者以外の患者に対するものにあっ

ては、回当たりの、それ以外の注射にあっては・哨たりの薬価がそれぞれ175円以下の場合は・

　使用薬剤の医薬品名・使用量等を記載する必要はないものとすること。

　　なお、複数の規格単位のある薬剤について最も小さい規格単位を使用する場合は・規格単位は

　省略して差し支えない。
オ入院患者に対し退院時に投薬を行った場合には、r退院時日分投薬」と余白に記載すること・

力調剤技術基本料を算定する場合は、全体のrその他」欄にr調基」と表示して点数を記載する

こと．なお、院内製剤加算を算定した場合は、⑧を表示して当該加算後の点数を記載するこ

　との
キ7種類以上の内服薬の投薬に係る処方せんを発行した場合は・余白に「処方せん」と表示して

　　r処」欄にその点数及び回数を、その他の場合には、r処」欄にその点数及び回数を記載するこ

　とむ
ク麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を処方又は調斉りした場合は・全体の「その他」欄1こ点

　数及び回数を記載すること。
ケ常態として内服薬7種類以上を処方し、薬剤料を所定点数の合計の1・・分の9・に相当する点数で

算定した場合は、r摘要」欄に当該処方に係る薬斉1j名を区分して記載するとともに藻剤名の下

　1こ算定点数を記載し又は算定点数から所定点数の合計を控除して得た点数を△書きにより記載し・

　その区分の前に⑧と表示すること。

コ入院時食事療養費に係る食事療養を受。ナている入院患者又は入院中の患者以外の患者に対して

　　ビタミン剤（ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る・）を投与した場合1ま・当該ビタミン

　剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を「摘要」欄に記載すること。

　　　ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要力・つ有効と判断できる場合はこの限りではない・

サ長期の旅行等特殊の事情がある場合におし・て泌要があると認め・必要最小1恨の範囲において・

　　投薬量が、回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与した場合は・

　　当該長期投与の理由を「摘要」欄に記載すること。

シ無菌製剤処理加算を算定した場合は、加算点数及び日数を全体の「その他」ヰ閾に記載し・無菌

　　製剤処理加算である旨・）⑧を表示すること・

ス処方料又は処方せん料において、乳幼児加算を算定した場合は・それぞれの「＋×」欄にそ

　　の加算点数及び回数を記載すること。
セ薬剤情報提供料を疑し腸合1ま、r情」の項に点数及び回数を記1検することとするが・書き

　　きれない場合は、合計点数・）みを記載し、点数及び回数はr摘要欄に記ll達しても差し支えない

　　こと。
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ソ　注射に当たって特定保険医療材料を使用した場合は、（25）のナの（ウ）の例により全体の「その他」

　欄に記載すること。

タ　特定疾患処方管理加算を算定した場合は、疾患名、加算点数及び回数を全体の「その他」欄に

記載し、処方期間が28目以上の場合は㊥〉、それ以外の場合は㊥と表示すること・

チ　厚生労働大臣の定める選定療養第11号又は第13号に係る医薬品を投与した場合は、Hの第

　3の2のOOのウの例により「摘要」欄に「薬選」と記載し、当該医薬品名を他の医薬品と区別し

　て記載すること。

⑳　　「X線・検査」欄について

　ア　全顎撮影を行った場合は「全顎」の項にフィルム使用枚数及びその合計点数を記載し、全顎撮

　　影以外で標準型フィルムを使用して撮影を行った場合は「標」の項のうち所定点数を算定した場

　　合は左欄に、症状の確認を行った場合は右欄にそれぞれ点数及び回数を記載し、パノラマX線撮

　　影を行なった「パ」の項のうちオルソパントモ型フィルムであって、15センチメートル×30

　　センチメートルの場合は左欄に、20．3センチメ、一トル×30．5センチメートルの場合は右

　　欄にそれそれの点数及び回数を記載すること。

　イ　スタディモデルは「模」の項に点数及び回数を記載すること。ただし、歯科疾患総合指導料の

　　算定時に用いたスタディモデルの費用は、歯科疾患総合指導料の所定点数に含まれるため、当該

　　欄には記載しないこと。
　ウ　カラー写真等により、歯科疾患の状態を患者に示した場合は、　「写」の項に所定点数及び枚数

　　を記載すること。ただし、歯科疾患総合指導料の算定時に用いた口腔内カラー写真の費用は、歯

　　科疾患総合指導料の所定点数に含まれるため、当該欄には記載しないこと。

　工　電気的根管長測定検査は、　「EMR」の項にそれぞれ左から単根管、2根管、3根管、4根管

　　の順に所定点数及び回数を記載すること。

　オ　歯内療法における細菌簡易培養検査は「S培」の項に、、所定点数及び回数を記載すること。

　力　歯科疾患継続管理診断料を算定した場合には、　「継管診」の項に、所定点数を記載し、　「摘

　　要」欄にその旨及び歯科疾患継続管理診断料を算定した月日、歯科疾患総合指導料の一連の治療

　　計画に基づく治療が終了した年月日を併せて記載すること。

　キ　ブリッジにおける平行測定は、　「平測」の項のうち、支台歯とポンティック（ダミー）の数の

　　合計が5歯以下の場合は上欄に、支台歯とポンティック（ダミー）の数の合計が6歯以上の場合は

　　下欄に、それぞれの点数及び回数を記載すること。

　ケ　歯周組織検査における歯周基本検査及び歯周精密検査を算定した場合には、それぞれ「基本検

　　査」欄及び「精密検査」欄のうち、左欄の上から1歯以上10歯未満、10歯以上20歯未満、

　　20歯以上の順にそれぞれ所定点数及び回数を記載し、歯周組織検査を2回以上行った場合、2

　　回目以後の点数はそれぞれ該当する検査欄のうち右欄に所定点数及び回数を記載すること。なお、

　　電子計算機の場合は、上段に歯数に応じた所定点数及び回数を、下段に2回以上行った場合の2

　　回目以降の点数及び回数をそれぞれ記載することとして差し支えないこと。

　コ　「その他」欄について
　　（ア）　標準型以外のフィルムを使用して撮影を行った場合は、使用フィルムの種類、点数及び回数

　　　を、診断のみの場合は点数及び回数をそれぞれ記載すること・その他の画像診断については・

　　　画像診断の種類、点数及び回数を記載し、画像診断に当たって薬剤を使用した場合は、回数及

　　　び点数を記載し、　「摘要」欄に薬剤名及び使用量を記載すること、、
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（イ）画像診断管理加算を算定した場合1ま、画診加と表示し所定点数を言己載すること・

（ウ）　遠隔画像診断を行った場合は、遠画診と表示し所定点数を記載すること。

（エ）維児又は3歳未満の乳幼児加算を算定した場合は、（ア）にかか才）らず画像診断の種類・当該

　加算後の点数及び回数を記載すること。
（オ）記載の欄が示されていない各種の検査は、当該欄に名称・点数及び回数を記載する二と・検

査1こ当たって薬髄使用した場合は、回数及び点拠記載し・r摘要」欄に薬剤名及び使用量

　を記載すること。
（カ）デジタノレ映像化処理加算を算定した場合は、歯科エックス線撮影の場合は⑦・歯科ノぐノ

ラマ断層撮影の場合は⑦、その他の場合は・⑰と表示し・それぞれ加算点数を加

　算した所定点数及び回数を記載すること。
（キ）基本的エックス線診断料を算定した場合は、㊥と表示し・入院日数及び点数を次の例

　　により記載すること。

　　　〔言己載｛列〕

　　　　　㊥（15日）　825
（ク）rその他」欄に書ききれない等の場合は、合計点数のみをrその他」欄に記載し・それ以外

　　はr摘要」欄に記載することとして差し支えないこと・以下rその他」欄に才δいて同様とする

　　こと。

Q5）　「処置・手術」欄について
ア齲蝕処置はrう処」欄に所定点数及び回数を記載すること・なお・算定に当たっては・算定部

　　位を「摘要」欄に記載すること。
イ歯髄馨のうち、直接歯髄騨を行った場合はr騨」欄の左キ閾に澗接歯髄騨を行った場

　　合は欄に、それぞれ所定点数及び回数を記載すること訟お・直接歯髄騨を行なった場合1こ

　　おレ、ては、直接歯髄馨を行な・）た歯の部位及び直接歯髄馨を行なった朝日を「摘要」欄1こ

　　記載すること。
ウ初輔禺蝕小窩裂溝填塞処置はr填塞」欄に材料料を合算した点数及び回数を記載すること・

　　エ歯冠修復物又は補綴物除去のうち商戦も・）を行った場合は「除去」欄の左欄に・騰な

　　ものを行った場合は中欄に、根管内ポストを有する鋳造体σ）除去を行った場合は右ヰ關に・それぞ

　　れ所定点数及び回数を記載すること。
オ知覚過敏処置はr知覚過敏」欄のうち噛までの場合は左欄に・4歯以上の場合は欄にそれ

　　ぞれの所定点数及び回数を記載すること。
カラ．く一ダム防湿法を行った場合のラノく幼費用は、rラバー」欄に所定点数及び回数を言己載す

　　ること。
キ歯周疾患において咬合調整を行った場合は、・齢ら1・歯の場合は「咬調」欄の左欄1O・1、

　　　〔）歯以」二σ）場合は欄に、それぞれ所定点数及び回数を記載すること諏お・歯冠形態修IEを　丁

　　なった場合は、歯冠形態修正を行なった歯の部位を「摘要」欄に記載すること。

　ク抜髄は、r抜髄」欄にそれぞれ．ヒか弾根管、2根管・3根管以上・）順に所定点数及び1蝋を

　　記載すること．また、直接歯髄麟を行った日から・起算して1月以内に実施した11寺の瀕を行う

　　場舘、rその他」欄に抜直と量こ示して、減算する点数及び1亘1数を言己載すること・

　　ケ感染根鞍置はr鰍1腿」欄に、櫨貼薬処置はr室長管貼薬」欄に・根管；充填は脱」欄

　　　1こ、そオ！ぞオし11が）轍管、2櫨、3蝋咀の順1こ所定轍及び騰蔀己継ること諏お・
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　抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的として根管拡大を行なった場合又は抜歯を前

　提とした消炎のための根管貼薬処置を行なった場合は、　「摘要」欄にその旨及び根管拡大又は根

　管貼薬をおこなった歯の部位を記載すること。

コ　同時に抜髄及び根管充填を行った場合は、　「抜髄即充」欄にそれぞれ上から単根管、2根管、

　3根管以上の順に、抜髄の所定点数及び根管充填の所定点数を合算した点数及び回数を記載する

　こと。

サ　同時に感染根管処置と根管充填を行った場合は、　「感根即充」欄にそれぞれ上から単根管、2

　根管、3根管以上の順に、各所定点数の合算点数及び回数を記載すること。

シ　加圧根管充填加算については、　「加圧根充」欄にそれぞれ上から単根管、2根管、3根管以上

　の順に、加算点数及び回数を記載すること。

ス　生活歯髄切断は、　「生切」の項の上欄に所定点数及び回数を記載すること。なお、乳歯及び永

　久歯の歯根完成期以前の歯髄の場合には、所定点数と加算点数を合計した点数及び回数を下欄に

　記載すること。

セ　失活歯髄切断は、　「失切」の項に所定点数及び回数を記載すること。

ソ　歯周基本治療におけるスケーリングは、　「スケーリング」欄に所定点数及び回数を記載し、同

　時に3分の1顎を超えて行った場合は、　「＋　×」欄に3分の1顎を増すごとの加算点数及び回

　数を記載すること。

タ　歯周疾患処置は、　「P処」欄に点数及び回数を記載すること。また、　「その他」欄に部位及び

　使用した薬剤の名称を記載すること。なお、特定薬剤を算定した場合においては、部位のみの記

　載でよいこと。

チ　歯周基本治療におけるスケーリング・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻爬（盲嚢掻爬）

　は、それぞれ「S　R　P」欄及び「P　C　u　r」欄のうち、　「前」欄に前歯、　「小」欄に小臼歯、

　　「大」欄に大臼歯の順に所定点数及び回数を記載すること。なお、同一部位に対して再度の歯周

　基本治療を行った場合においては、　「摘要」欄に再度、歯周基本治療を行った内容（区分の名

　称）及び部位を記載すること。

ツ　各種膿瘍の切開を行った場合は、　「切開」欄に点数及び回数を記載すること。

テ　抜歯は「抜歯」欄のうち乳歯は「乳」欄に、前歯は「前」欄に、臼歯は「臼」欄に、難抜歯は

　　「難」欄に、埋伏歯は「埋」欄にそれぞれ点数及び回数を記載すること。また下顎完全埋伏智歯

　　（骨性）及び下顎水平埋伏智歯に係る加算については「＋　×」の項に、それぞれ加算点数及び

　回数を記載すること。なお、脳貧血等、患者の体調の急変によりやむを得ず抜歯を中止した場合

　は、　「摘要」欄に抜歯が中止となった理由を記載すること。

ト　区分r　I100」又はr　J300」により特定薬剤を算定する場合には・その医薬品名・使用

　量、点数及び回数を「特定薬剤」欄に記載すること。

ナ　「その他」欄について
　（ア）　処置及び手術であって該当する記載欄を設けていないもの及び該当欄に記載しきれない場合

　　については、その処置及び手術の名称、点数及び回数を記載すること。

　（イ）　診療時間以外、休日又は深夜加算を算定する処置及び手術については、その内容、点数及び

　　回数を記載すること。なお、時間外加算の特例を算定した場合においても、その内容、点数及

　　び回数を記載すること』

　（ウ）　手術等において特定保険医療材料等を使用した場合は、以下のように記載すること。

　　　a　手術、処置、検査等の名称は告示名又は通知名を使用する。
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　b　手術、処置、検査等の手技料については、必ず点数を明記する。

　。材料は商品名及び告示の名称又は通知の名称、規格又はサイズ・材料価格及び使用本数又

　　は個数の順に手術ごとに記載すること。

　　　なお、告示の名称又は通知の名称については（）書きとすること。

　d保険医療機関における購入価格によるとなっているものは淀価ではなく｛呆険医療機関が

　　実際に購入した価格で請求すること。

　　e　手術等の名称、手技の加算、薬剤、特定保険医療材料等の順に記載すること。

　　　　　［記載例］

　　　　③特定保険医療材料　　［商品名］××××

　　　　　　　　　　　　　　　　（鼻孔プロテーゼ）　　　398×1

（．）歯科訪問診療時に周辺装置加算を算定した場合は、エアータービン及びその周辺装置は

⑭と、歯科用電気エンジン及びその周辺装置は＠と表示し・それぞれ点数

　及び回数を記載すること。
　　　なお、回目に周辺装置を使用する歯冠修復又は欠損補綴を行った場合に、当該歯冠修復又は

欠損補綴が主たるものであるときはr歯冠修復及び欠損補綴」のrその他」欄。このみ④

　　又は⑤若しくは＠〉又は㊨と記載すること・
（オ）　入院を必要とするH　I　V抗体陽性の患者に対して、観血的手術加算を算定した場合は、その

　　手術の名称、加算後の点数及び回数を記載すること。

（カ）歯周外科手術における歯周ポケット駅術、新付着手術・歯肉切除手術及び歯鹸i離1蚤爬手

　　術を算定する場合は、歯周外科手術を行なった部位、算定する区分の名称及び所定点数を記載

　　すること．なお、同時に3分の・顎を超えて行なった場合は・所定点数・加算点数及び回数を

　　記載すること。
二乳幼児加算、障害者加算又は歯科訪問診療時の力口算等を算定する処置及び手術を行った場合1ま・

　該当する記載欄に加算後の点数及び回数を記載すること。

　　なお、当月中に5歳の誕生日を迎え、加算を適用した点数と加算を適用しなレ’点数を算定した

場合は、記載欄には加算した点数及び回数を言己載し、加算しない点数及び回数を「その他」欄に

名称を付して記載することとしても差し支えないこと・以下・当月中に5歳。）誕生日を迎えた場

　合について同様とすること。
ヌ　メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MR　S　A）感染症患者等に対する加算を算定した場合は

＠と、内視鏡下加算を算定した場合は⑱と記載し・力日算後の点数及び回数を記載するこ

　とむ

ネ広範囲の顎骨骨髄炎の手術として抜齢行い・腔内消炎手術の算定を行なう場合は・「摘要」

　欄にその旨及び抜歯した歯の部位を記載すること。

ノ歯σ）再植術又は齢移植術を行なった場合1ま、所定点数及び回数を記載すること・なお・「摘

要」欄に、齢再植術を行なった齢部位、再植を行なうに至った原因又は理由をイ井せて記載す

　ること。

（抽　「麻酔」欄について
ア伝達麻酔はr伝麻」欄に、浸潤麻酔又は圧迫麻酔はr浸1休」欄に・それぞれ点数及び回数を言己

　　載すること。
イ未熟児加算、新生児加算、乳児加算、幼児（・歳以上3歳未満）加算・乳幼児（5歳未満）加
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算又は障害者加算等を算定する麻酔を行った場合は、該当する記載欄に加算後の点数及び回数を

記載すること。

ウ　　「その他」欄について

（ア）　区分「K100」により麻酔薬剤を請求する場合はその医薬品名、点数及び回数を記載する

　　こと。

（イ）　吸入鎮静法については、　「I　S」と記載し、所定点数及び回数を記載すること。なお、使用

　　麻酔薬名、使用量及び点数を記載すること。

　　　また、使用した酸素又は窒素の費用を請求する場合は、地方社会保険事務局長に届け出た購

　　入単価（単位　銭）　（酸素のみ）及び当該請求に係る使用量（単位　リットル）を記載するこ

　　と。また、酸素の費用に係る請求については、Hの第3の2⑱のウのgと同様とする。

（ウ）　伝達麻酔、浸潤麻酔、圧迫麻酔等以外の医科点数表の取扱いによる麻酔については、その麻

　　酔名、点数、回数及び使用麻酔薬名、使用量、点数を記載すること。

（エ）　診療時間以外、休日又は深夜加算等を算定する麻酔料については、その内容、点数及び回数

　　を記載すること。
　　　なお、時間外加算の特例を算定した場合も同様1こ、その内容、点数及び回数を記載すること・

Oわ　r歯冠修復及び欠損補綴」欄について
　ア　各欄に点数を記載する場合、技術料及び材料料を合算した点数（乳幼児加算又は障害者加算等

　　を算定した場合は、当該加算点数を更に合算した点数）及び回数を記載すること。ただし、有床

　　義歯、床裏装、床修理については、技術料、材料料及び装着料を合算した点数及び回数を記載す

　　ること。また、充填については、技術料と充填材料料を別欄に記載すること。

　　　なお、装着材料料については「装着材料」欄に、人工歯料については「人工歯」欄に点数及び

　　回数を記載すること。

　イ　補綴時診断料は「補診」欄に所定点数を記載すること。なお、再度の診断を行なった場合は、

　　算定年月日及び理由を「摘要」欄に記載すること。

　ウ　補綴物維持管理料については、　「維持管理」欄の左から単冠、支台歯及びポンティック（ダミ

　　一）の数の合計が5歯以下のブリッジ、支台歯とポンティック（ダミー）の数の合計が6歯以上

　　のブリッジの順にそれぞれ所定点数及び回数を記載すること。

　エ　　「印象」欄について

　　　印象採得を行った場合は、それぞれの所定点数ごとに点数及び回数を記載すること。

　オ　咬合採得を行った場合は、　「咬合」欄にそれぞれの所定点数ごとに点数及び回数を記載するこ

　　と。

　力　仮床試適及びワンピースキャストブリッジの試適を行った場合は、　「試適」欄にそれぞれの所

　　定点数ごとに点数及び回数を記載すること。

　キ　　「歯冠形成」欄について

　　（ア）　生活歯歯冠形成については、　「（生活）」の項のうち、前装鋳造冠及び前歯部の4分の3冠の

　　　場合は「前鋳ジ」の項の上欄に、その他の鋳造冠及びジャケット冠の場合は「前鋳ジ」の項の

　　　下欄に、乳歯冠の場合は「乳」の項に、それぞれ点数及び回数を記載すること。

　　（イ）　失活歯歯冠形成については、　「（失活）」の項のうち、前装鋳造冠及び前歯部の4分の3冠の

　　　場合は「前鋳ジ」の項の上欄に、その他の鋳造冠及びジャケット冠の場合は「前鋳ジ」の項の

　　　下欄に、乳歯冠の場合は「乳」（／）項に、それぞれ点数及び回数を記載すること。また、前装鋳
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　造冠、鋳造冠及びジャケット冠の場合において、メタルコアにより支台築造した歯に対するも

　　のの加算については「＋　×」の項にその加算点数及び回数を記載すること。

（ウ）窩洞形成については、r（窩洞）」の項のうち、単純なもの1ま上欄に・複雑なものは下欄に・

　　それぞれ点数及び回数を記載すること。

（．）齲蝕歯即時充填形成を行った場合は、r充形」の項に点数及び回数を記載すること・

また、継続的な歯科医学的な管理に係る加算については・r＋×」の項にその力日算点数及び回

　　数を記載すること。
（オ）齲蝕歯インレー修復形成を行った場合は、r修形」の項に点数及び回数を記載すること・

ク　　「充填」欄について
（ア）充填に係る技術料（エナメノレエッチング法加算、エナメノレボンディング法力日算及び金属小釘

　　を除く．）については単純なものは右欄こ、複雑なものは左欄に・それぞれ点数及び回数を記

　　載すること。
（イ）充填に際してr充填材料」欄に1ま、歯科用充填材料1を用いた場合は「充1」の項1こ・歯科

　　用充填材料雌用いた場合はr充血」の項に、歯科用充填材料皿を用いた場合は「充皿」の項

　　に、それ以外の材料を用いた場合にはrその他」の項に・それぞれ使用した材料の名称又はそ

　　の略称、充填材料の点数及び回数を記載すること。

（ウ）上記（イ）の略称は、光重合型レジン、光重合型複合レジン強化グラスアイオノマー及び初騒

　　蝕，」、窩裂溝填塞材の場合はr光」、グラスアイオノマーセメントの場合は「グ」・複合レジン

　　の場合はr複」、歯科用硅酸セメント及び硅燐酸セメントの場合は「硅」・銀錫アマルガム0）

　　場合は「ア」と記載すること。
（エ）エナメノレエッチング法及びエナメルボンディング法加算について1ま・「EE」欄に加算点数

　　及び回数を記載すること。
ケ　充填物の研磨を行った場合は、　「研磨」欄に点数及び回数を記載すること。

コ　「支台築造」欄について
（ア）支台築造のうちメタノレコアを行った場合は、上欄に・小臼歯及び前歯1こついては「メタル」

　　の項のr前／j、」欄に、大臼歯についてはrメタノレ」の項のr大」欄に・それぞれ所定点数及び

　　回数を記載すること。
（イ）その他の支台築造を行った場合は、小臼歯及び前歯については「その他」の項の「前小」欄

　　に、大晒についてはrその他」の項のr大」の欄に・それぞれ点数及び回数を記載すること・

サ　　「リテイナー」欄について
　　　rリテイナ＿」欄については、支台歯とポンティック（ダミー）の数の合言＋が5歯以下の場合

は上欄1こ、支台歯とポンティック（ダミー）の数の合言トが6歯以上の場合は下欄に・それぞオt点

　数及び回数を記載すること。

シ　　「鋳造歯冠修復」欄について
（ア）乳歯、前歯及び小臼齢銀合金を用いて鋳造歯冠イ彦復を行なった場合は・「乳前小銀」欄の

　　左力、らインレ＿単純なもの、インレー複雑なも・）、前歯4分の3冠・5分の4冠・全部鋳1範

　　及び前装鋳造冠の順に点数及び回数を記載すること・
（イ）前歯及び小晒を鋳造用金銀パラジウム合金を用いて鋳造歯冠修復を行なった場合は・「前

　　，」、．ミ」欄硫からインレー単純な逢）の、インレー複雑軸の・前歯4分の3冠・5分の4冠・

　　全部鋳造冠及び前装鋳造冠0）順に点数及び回数を記載すること。
（ウ）前1菊及てド，』、臼i耀寿造用二〕ン机ク・ム合金を用いてll寿造歯冠修復を行なった場舘「鳶l1
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　／1・二」欄の左からインレー単純なもの、インレー複雑なもの、前歯4分の3冠、5分の4冠、

　全部鋳造冠及び前装鋳造冠の順に点数及び回数を記載すること。

（エ）　大臼歯を鋳造用金銀パラジウム合金を用いて鋳造歯冠修復を行なった場合は、　「大パ」欄の

　左から、インレー単純なもの、インレー複雑なもの、5分の4冠（生活歯をブリッジの支台と

　　して用いる場合に限る。）及び全部鋳造冠の順に点数及び回数を記載すること。

（オ）　大臼歯を鋳造用銀合金を用いて鋳造歯冠修復を行なった場合は、　「大銀」欄の左から、イン

　　レー単純なもの、インレー複雑なもの、5分の4冠（生活歯をブリッジの支台として用いる場

　合に限る。）及び全部鋳造冠の順に点数及び回数を記載すること。

（カ）　大臼歯を鋳造用ニッケルクロム合金を用いて鋳造歯冠修復を行なった場合は、　「大二」欄の

　　左から、インレー単純なもの、インレー複雑なもの、5分の4冠（生活歯をブリッジの支台と

　　して用いる場合に限る。）及び全部鋳造冠の順に点数及び回数を記載すること。

（キ）　歯科鋳造用14カラット金合金を用いて鋳造歯冠修復を行なった場合は、　「14K］欄の左から、

　　インレー単純なもの、インレー複雑なものの順に点数及び回数を記載する。

（ク）　可動性連結装置を行った場合は、当該装置を装着した歯牙に対する鋳造歯冠修復の記入欄に、

　　（ア）とは別に点数及び回数を記載すること。

（ケ）　装着材料料については、　「装着材料」欄に点数及び回数を記載すること。

ス　　「仮」欄について

　　ワンピースキャストブリッジの仮着については、支台歯とポンティック（ダミー）の数の合計

　が5歯以下の場合は左欄に、支台歯とポンティック（ダミー）の数の合計が6歯以上の場合は右

　欄に、それぞれ点数及び回数を記載すること。

セ　　「ジ」欄、　「硬ジ」欄及び「乳」欄について

（ア）ジャケット冠については、「ジ」欄に人工歯料を除いた点数及び回数を記載すること。

（イ）硬質レジンジャケット冠については、　「硬ジ」欄に上欄に光重合硬質レジンのもの、下欄に

　　加熱重合硬質レジンのものの順にそれぞれ点数及び回数を記載すること。

（ウ）　乳歯金属冠を行なった場合は、　「乳」欄に点数及び回数を記載すること。

ソ　「ポンティック」欄について
（ア）鋳造ポンティック（ダミー）については「鋳造」の欄のうち、大臼歯に対して鋳造用金銀パ

　　ラジウム合金を用いて製作した場合は「パ大」の項に、小臼歯に対して鋳造用金銀パラジウム

　　合金を用いて製作した場合は「パ小」の項に、鋳造用ニッケルクロム合金を用いて製作した場

　　合はr二」の項に、銀合髄用いて製作した場合は「銀」の項に・それぞれ所定点数及び回数

　　を記載すること。
　（イ）　裏装ポンティック（ダミー）については、　「裏装」の欄のうち、金銀パラジウム合金の前歯

　　に対して鋳造用金銀パラジウム合金を用いて製作を行なった場合は「パ前」の項に、小臼歯に

　　対して金銀パラジウム合金を用いて製作を行なった場合は「パ小」の項に、歯科鋳造用14カ

　　ラット金合金を用いて製作した場合は「14K」の項に、その他の合金及び金属裏装を行わな

　　い場合については「他」の項に、それぞれ人工歯料を除いた点数及び回数を記載すること。

　（ウ）前装鋳造ポンティック（ダミー）については「前装」欄のうち、鋳造用金銀パラジウム合金

　　を用いて製作した場合は「パ」の項に、鋳造用ニッケルクロム合金を用いて製作した場合は

　　　「二」の項に、銀合金を用いて製作した場合は「銀」の項に、それぞれ点数及び回数を記載す

　　ること。

タ　　rBr装着」欄について
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　　ブリッジを装着した場合の装着料についてはrBr装着」欄のうち・その他のブリッジにつレ’∫

は上欄1こ、ワンピースキャストブリッジについては支台歯とポンティック（ダミー）の数の合計

が5歯以下の場合は中欄に、支台歯とポンティック（ダミー）の数の合計が6歯以上の場合1ま下

　欄に、それぞれ点数及び回数を記載すること。

チ　　「装着」欄について

　　歯冠修復物を装着した場合は、点数及び回数を記載すること。

ッ　　「有床義歯」欄について

　　有床義歯については、該当する項に点数及び床数を記載すること。

テ　　「床裏装」欄について
　　有床義歯床裏装を行った場合については該当する項に点数及び床数を記載すること・

ト　「床修理」欄について
　　有床義歯の修理を行った場合は、・一8歯欠損の場合は上欄に・9－14歯の場合は中欄に・総

　義歯の場合は下欄にそれぞれ点数及び回数を記載すること。

ナ　　「人工歯」欄について
　　人噛料については、点数及び回数を記載すること・なお・電子計算機の場合・「人工歯」欄

の記載1こ当たっては、上欄左から右一、書ききれないときは中欄及び下欄一順次・点数及び回数

　を記載すること。

二　　「バー」欄について
　　鋳造．叉一についてはr鋳」欄のうち、鋳造用金銀パラジウム合金を用いて製作した場合は

　　r，く」の項に、鋳造用ニッケノレク・ム合金又は鋳造用コバノレトク・ム合金を用いて製作し閉合

はr二」の項にそれぞれ点数及び回数を記載すること・屈曲バーについては「屈曲」欄のっち・

．ぐうタノレ．く遭製作した場合はrパ上」の項1こ、屈曲バーのリンガルバーを製作した場合は

　　r下」の項に、不鋳鍬び特殊鋼による屈曲バーを製作した場合は「不特」の項に・保持装置を

　使用した場合は「保」の項に、それぞれ点数及び回数を記載すること。

ヌ　　「鋳造鉤」欄について
（ア）歯科鋳造用、4カラット金合金による鋳造鉤を製作した場合は「・4K」欄1こ・鋳造用金銀

　　．くラジウム合金で製作した場合はrパ」欄に、それぞれ点数及び回数を記載すること・

（イ）前（ア）の場合のr・4K」欄及びrノ受」欄は、上から大・小臼歯の双歯鉤・犬歯●小臼歯の双

　　歯鉤、焔歯の両翼鉤（レスト付き）、犬歯・小臼歯の両翼鉤（レスト付き）・前歯（切歯）

　　の両翼鉤（レスト付き）を記載すること。
（ウ）鋳造用ニッケルク・ム合金又は鋳造用コパルトク・ム合金を用いて製作した場合は「二」欄

　　　に点数及び回数を記載すること。
（エ）前（ウ）の場合のr二」欄は、双歯鋤場合は上欄に記載し・両翼釧レスト付き）の場合は下

　　　欄に記載すること。

　ネ　　「線鉤」欄について
（ア）歯科用、4カラット金合鋤用線を用いて製作した場合は「・4K」欄に・不興及び特殊

　　　鋼を用いて製作した場合はr不・特」欄1こそれぞれ点数及び回数を言己載すること・

（イ）前（ア）。）場合のr14K」欄1ま、双歯鋤場合は上欄に諒し・両翼鉗レスト付き）の場舘

　　　下欄にそれぞれ点数及び回数を記載すること。

（ウ）前（ア）の齢のr不・特」欄は、舳鈎・）船は上欄に・両翼鉤（レスト付き）の場合は左下

　　　欄1こ記載し、両軸（レスト無し）び）場創ま杜欄に・フック・スパーの場合1ま右下枷それ
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　　ぞれ点数及び回数を記載すること。

ノ　　「修理」欄について

　　有床義歯修理及び有床義歯床裏装以外の修理を行った場合は、点数及び回数を記載すること。

ハ　　「義歯調整」欄について

　　有床義歯の調整を行った場合は、点数を記載し、あわせて、有床義歯製作の場合は「新製」、

　有床義歯床裏装の場合は「床裏装」と記載すること。また、咬合機能回復が困難な者に対する加

　算を算定した場合は、　「＋」の項に加算点数を記載すること。

　　ただし、新製義歯調整料の算定が、新製義歯の装着の翌月である場合は、　「摘要」欄に新製し

　た義歯の部位及び月日を記載すること。また、新製義歯調整料を算定した月の翌月に有床義歯調

　整料を算定する場合においては、　「摘要」欄に新製義歯を装着した月日を記載すること。

　ヒ　「その他」欄について
（ア）　熱可塑性樹脂有床義歯等記載の欄が示されていない各種の歯冠修復及び欠損補綴は当該欄に、

　　それぞれ名称、部位、点数及び回数を記載すること。

　（イ）　歯科訪問診療時に周辺装置加算を算定した場合は、エアータービン及びその周辺装置は

⑭と・歯科用電気エンジン及びその周辺装置1まエンジンと表示し・それぞれ点

　　数及び回数を記載すること。

　　なお、同日に周辺装置を使用する処置又は手術を行った場合に当該処置若しくは手術が主たる

　　ものであるときはr処置．手術」欄のrその他」欄。このみ⑭又は＠と

　　記載すること。
　（ウ）　新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った

　　場合は、有床義歯修理の点数の100分の50に相当する点数と装着料を合算した点数を記載する

　　こと。なお、請求時に新たに製作した有床義歯の装着年月日を併せて記載すること。

（エ）充填に際し金属小釘を使用した場合は、⑤と記載し点数及び回数を記載すること・

　（オ）脱離又は修理したブリッジを再装着した場合の装着料は、その他のブリッジ、ワンピースキ

　　ャストブリッジについては支台歯とポンティック（ダミー）の数の合計が5歯以下の場合、支

　　台歯とポンティック（ダミー）の数の合計が6歯以上の場合1こ分けて、⑧と表示し・部

　　位、点数及び回数を記載すること。
（カ）脱離した歯冠修復物の再装着を行った場合は、㊥と表示し、部位・点数及び回数を記載

　　すること。

㈲全体の「その他」欄について
　ア　在宅医療、リハビリテーション、入院等については、診療行為、点数及び回数を記載すること。

イ開放型病院共同指導料（1）又は（n）を算定した場合は、㊥又は⑳と表示し・回数

　　及び合計点数を記載し、開放型病院共同指導料（1）を算定した場合は入院日を「摘要」欄に記載

　　すること。

　ウ　歯科訪問診療1又は2を算定した場合は、点数及び回数を記載すること。緊急、夜間若しくは

　　深夜加算、患家診療時間加算又は地域医療連携体制加算がある場合は・その旨・当該加算を加算

　　した点数及び回数を記載すること。なお、　「摘要」欄には、訪問診療を行った日付、開始した時

　　刻及び終了した時刻、訪問先及び通院困難となった理由を記載すること。また、複数（ノ）患者に歯

　　科訪問診療2を算定した場合は、1人目の患者に限り㊥と課すること・歯科言燗診療

　　料1又は2の費用を算定できない場合であっても、訪問歯科診療を行なった日時、開始した時刻
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及び終了した時刻、訪問先並びに通院困難となった理由をそれぞれ「摘要」欄に記載すること・

　　なお、特別歯科訪問診療料を算定する場合はその旨を記載し・r摘要」欄に滞在日寺間を記載す

ること．同一月内に歯科訪問診療とそれ以外の外来分の診療がある場合には・それぞれを明石崔に

　区分できるように「摘要」欄に記載すること。

工訪問歯科衛生指導料を算定した場合は、複雑なもの及び簡単なものを区分し・それぞれ点数及

び回数を記載し、r摘要」欄に日付、訪問先、通院が困難な理由・指導の開始及び終了時刻を記

　載すること。
　　なお、訪問歯科衛生指導料を算定し胡と同一月に歯科訪問診療料の算定がない場合1こは・直

　近の歯科訪問診療を行った月日を記載すること。

オ　老人訪問口腔指導管理料を算定した場合は、全体の「その他」欄に「訪問口腔」と表示して、

点数及び算定日を記載し、r摘要」欄に訪問先、通院困難な理由及び指導の実施時刻を記載する・

力歯科矯正に係る費用の請求に当たっては、各区分の名称・点数及び回数を記載すること・なお・

歯科矯正診断料又は顎・腔機能診断料の最初に算定した年朋を診断料の名称に合わせて「事簡

要」欄に記載すること．また、顎変形症の手術前後の歯科矯正治療については・・腔の医療を担

　当する保険医療機関の名称を記載すること。
キ歯科矯正における印象採得、咬合採得、床装置、リンガノレアーチ及び鉤を算定する場合1ま・

　　「簡単」、　「困難」、　「著しく困難」又は「複雑」等の区別を記載すること。

ク歯科矯正における帯環及びダイレクトボンドブラケット並びに可撤式装置及び固定式装置は・

　各々の所定点数と装着料を合算した点数により記載すること。

ケ歯科矯正診断料又は顎・腔機能診断半斗を算定する場合は・歯科矯正・動的処置・マルチブラケ

ット法及び保定の開始の区別を記載し、それぞれ最初の診断に係る記載とは別1こ前回歯科矯正診

　断料又は顎口腔機能診断料を算定した年月日を記載すること。

コ歯科矯正管理料を算定する場合は、歯科矯正管理料を算定した年朋と動的処置又はマノレチブ

　ラケット法の開始の年月日を記載すること。

サ　予測模型を算定する場合は、予測歯数を記載すること。

シ動的処置を算定する場合は、動的処置を算定した年朋と動的処置又1まマルチブラケット法の

　開始年月日及び同一月内における算定の回数を記載すること。

スマノレチブラケット装置を算定する場合は、ステップ名及びそのステップにおける回数を言己敬す

　ること。
セ装置を撤去した場合は、撤去の費用が算定できない場合であっても・撤去した装置の輔を記

　載すること。
ソ特定保険医療材料料を算定する場合に才δいて、装着材料・スクリュー・バンド・ブラケット・

　　チ＿ブ、矯正用線、不翻、特殊鋼等を使用したときには・特定保険医療材料に掲げる輔を

　　記載すること。
タ診麟報提供料（1）又は（H）を算定した場合は⑱1又は㊥1と表示して・点数を

　　言己載し、r摘要」欄にその算釦を記柑ること。なお診療情報提供料（1）の加恥疑し

　　た場合は、当該加算を加胤た点数を講硬し、r摘要」欄腿院日を記劃一るとともに・併せて

　⑪と表示すること。
　　　また、保険医療機関以外の機関…榊1醍供を行った場合は・「徽」ヰ閾にその情報提供先を記

　　赦すること，、

チ酬．縦疾齢部珊1辛、縦鮒台鋪理科、悪性腫瘍特異物質治麟玉里料・手術前医学管
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　理料、手術後医学管理料、開放型病院共同指導料、退院前訪問指導料、薬剤管理指導料、診療情

　報提供料及び傷病手当金意見書交付料を算定した場合は、全体の「その他」欄に当該項目及び点

　数を記載することg

ツ歯科特定疾患療養管理料を算定した場合は、㊥と表示して点数を記載すること・共同療

　養指導計画加算を算定した場合は、（㊥）と表示して点数を記載し、併せて「摘要」欄に共同

　療養指導計画を共同して策定した保険医療機関及び主治の医師の氏名を記載すること。。また、

　退院前訪問指導料を算定した場合は、（〔璽）と表示して点数を記載すること。

　　なお、退院前訪問指導料を2回算定した場合は、　「摘要」欄に各々の訪問指導日を記載するこ

　と。

テ　薬剤管理指導料を算定した場合は、（竈）と表示し総点数を記載すること。また、麻薬管理

　指導加算を算定した場合は、㊥〉に併せて㊥と表示すること。
ト傷病手当金意賭交付料を算定した場合は㊥と表示して、点数及び交付年朋を記載する

　こと。ただし、当該月前に受療した傷病について傷病手当金意見書の交付のみの求めがあった場

　合には、当該意見書の対象となった傷病名及びその傷病についての診察を開始した目を、　「傷病

　名部位」欄及び「診療開始日」欄にそれぞれ記載すること。

ナ　特定薬剤治療管理料を算定した場合は、　㊥と表示して、点数及び初回の算定年月を記載す

　ること。

　　なお、4月目以降の特定薬剤治療管理料を算定する場合には、初回の算定年月の記載を省略し

　て差し支えないこと。
二　悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定した場合は、　㊥と表示して、点数を記載すること。こ

　の場合、行った腫瘍マーカーの検査名を「摘要」欄に記載すること。

ヌ　在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合は、　「訪問薬剤」と表示し、回数及び総点数を記

載すること．また、麻薬加算を算定した場合はr訪問薬剤」1こ併せて㊥を表示すること・

ネ退院前在宅療養指鞘理料を算定した場合は、㊥と表示して点数を記載すること・退院前

　在宅療養指導管理に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、総点数を記載し、　「摘

　要」欄に総支給量、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量及び支給日数、特定保険医

　療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。

ノ在宅悪腫瘍患者指導管理料を算定した場合1ま、㊥と表示して点数を記載すること・携

　帯型デ才スポーザブル注入ポンプ加算又は注入ポンプ加算を算定した場合は、併せてそれぞれ

　　㊥又は＠と表示して当該加算を加算した点数を記載すること・在宅悪性腫瘍患者の

　療養に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、総点数を記載し、　「摘要」欄に総支

　給量、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量及び支給日数、特定保険医療材料の総点

　数、名称及びセット数等を記載すること。

ハ　手術前医学管理料及び手術後医学管理料を算定した場合は、　「手前」及び「手後」と表示し、

　それぞれ点数を記載すること。

ヒ　短期滞在手術基本料を算定した場合は、　「短手1」又は「短手2」と表示し、併せて当該点数、

　手術目及び手術名を記載すること。

フ　補綴物維持管理料に係る地方社会保険事務局長への届出を行った保険医療機関以外の保険医療

　機関において、歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合は、診療行為名並

　びに所定点数の100分の7（〕に相当する点数及び回数を記載すること。

へ　都道府県知事が厚生労働大臣の承認を得て別に療養担当手当を定めた場合における療養担当手
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　当を算定した場合は、　「療担手当」と表示して点数を記載すること。

ホ睡眠時無呼吸症候群の治療として・月空内装置治療を行った場合は・「唾目民時無呼吸」と表示し・

　床副子、印象採得、咬合採得、装着の点数をそれぞれ記載すること。

　　また、睡眠時無呼吸症候群の・腔内装蜀台療の紹介元保険医療機関名について・「摘要欄」に

記載すること．（医科歯科併設の病院で行われた場合1ま・院内紹介元の担当科名を記載するこ

　と。）

マr制限回数を超えて行う診療」に係るリハビリテーションを実施した場合は・次の例により

　r摘要」欄にrリハ選」と記載し、当該r制限回数を超えて行う診療」の名称・徴収した特別の

　料金及び回数を他のリハビリテーションと区別して記載すること。

　　〔記載例〕

　　脳血管疾患等リハビリテーション料（n）　　　100×18

　　実施日数　3目

　　　（リハ選）

　　脳血管疾患等リハビリテーション料　　　　1，000円×1

㈲　　「摘要」欄について
ア介護保険に相当するサービスのある診療を行った場合に・当該患者が要介護者又は要支援者で

　　ある場合には、　r摘要」欄に㊧　と記載すること。

イ第8部処置の通則r6」、第9部手術の通則r9」又は第・・音5麻酔の通則「4」の規定によ

　　り時間外加算（時間外加算の特例を含む．）、休日加算又は深夜加算を算定したとき1ま・処置名・

　　手術名又は麻酔名及び加算の種類を記載すること。

ウ抜歯に当たって、長時間普通以上の苦心にかかわらず不成功に終った場合で抜歯料を算定した

　　場合は、その旨を記載すること。

　工　欠損歯数と補綴歯数が異なり、算定点数が異なる場合は、その旨を記載すること。

　オ　残根上に義歯を装着した場合は、その旨を記載すること。

力地方社会保険事務局長に事前に模型等を提出した上でブリッジを製作した場合は・その旨を記

　　載すること。
キ歯冠修復物又は欠損補綴物の完成後・か月以．ヒ経過したにもかかわらず患者が来院しない場合

　　であって、当該歯冠修復物又は欠損補綴物を算定したときは・r平成年月分」欄は製作脆

　　言己載し、r診療実日数」欄は・とし、r転帰」欄は中止とし・該当する記載欄1こは装着料を含ま

　　ない点数及び回数を記載し、r摘要」欄に㊧と記載すること・

ク人工歯料の算定に当たって、同一組の人噛を月をまたがって分割｛吏用し・既に請求済である

　　場合であって、当該月には人工歯料の請求がない場合にはその旨を記載すること。

　ケ　電話等再診について再診料を算定した場合は、その回数を再掲すること。

　コ暫間根管充填を行った場合又は暫間根管充填　麦に根管充填を行った場合は・それぞオt行った月

　　　目及びその旨を記載すること。

　サ　暫間充填を行なった場合は、暫間充填を行なった月日及びその旨を記載すること。

　シ前回有床義歯を作製してより6か月が経過してし・ない場合において・新たに有床義齢作製し

　　た場合はその理由を記載すること。
　ス歯科訪問診療を行一つた場合は、調診療を行った日付、開始した時刻及び終了した時刻・訪問

　　先及樋院騰となった舳を言己載すること．また、特別歯科訪問顔料を算定した場合は滞在
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時間を記載すること．同一月内噛科訪問診療とそれ以外の外来分の診療がある場合には・それ

　ぞれを明確に区分できるように記載すること。

セ歯科訪問診療料の地域医療連携体制力日算の算定を行った場合は・地域医療連携｛本制加算に係る

　連携保険医療機関名を記載すること。

ソ訪問歯科衛生指導料を算定した場合は、目付、訪問先通院が困難な理由・指導の開始及び終

　了時刻を記載すること。
　　なお、訪問歯科衛生指導料を算定した月と同語1噛科訪問診療料の算定がない場合に1ま・直

　近の歯科訪問診療を行った月日を記載すること。

タ　短期滞在手術基本料を算定した場合は・当該手術日を記載すること。

チ　歯科疾患継続指導料の算定を行った場合、前回の歯科疾患継続指導料の算定目を記載すること。

　ただし、初回の算定については、歯科疾患継続指導料の算定目を記載すること。

ツ歯科特定疾患療養管理料の共同療養指導計画加算の算定を行った場合は・共同療養手旨導計画の

　策定に関わった患者の主治医の氏名及び所属保険医療機関名を記載すること。

テ歯科治療総合医療管理料の算定を行った場合は、当該主病に係る紹介元保険医療機関名を記載

　すること。

ト　1歯に複数窩洞の充填を行った場合は、当該歯の部位を記載すること。

ナ歯科矯正に係る費用の請求に当たって1ま、主要な咬合異常の起因となった疾患名（別1こ厚生労働

大臣が定める疾患）及び当該疾患に係る育成医療及び更生医療を担当する連携医療機関名を記載す

　ることロ
ニ歯科疾患総合指導料を算定した患者であって、算定要件を満たし再度の歯科疾患総合指導半斗を

算定する場合には、当該患者の前回治療終了年朋を記載すること・ただし・前回治療終了朝

　目から1年以上経過した場合にはこの限りでない。

ヌ顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、所定点数及び回数を記載すること・な

お、算定に当たっては治療年朋、治療時間、治療内容（使用機器名等を含む・）等を｛井せて記

　載すること。
ネ開。障害の治療に際して整形手術後に開・器等を使用して開・訓練を行なった場合は・所定点

数及び回数を記載すること．なお、算定に当たっては、治療実施朋・訓練時間・訓練内容（使

　用器具名等を含む。）等を併せて記載すること。

ノ　摂食機能療法を行なった場合には、所定点数及び回数を記載すること。なお、算定に当たって

　は、摂食機能療法の治療年朋、治療時間、治療内容（使用器具名等を含む・）等を併せて言己載

　することの
．、、鵬医学療法を行なった場合には、所定、轍及び回数を記載すると・なお・心身医学療法を行

　　なった治療年月日、実施時間、連携医療機関名を併せて記載すること。

　ヒ　デブリードマンを繰り返し算定する場合は、植皮等範囲（全身に占める割合）を記載すること。

　フ　皮膚移植術の算定に当たっては、皮膚移植者の診療報酬明細書の「摘要」欄に皮膚提供者の氏

　　名及び療養上の費用に係る合計点数をイ井せて記載するとともに・皮膚棚寒者の療養に係る所定点

　　数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

ヘメタ，レコアによる支台築造物を再装着した場合は、メタコアを再装着した部位を記載すること。

刀，有床義歯では目的が達せられないか或し・は嚥下吸引等の轍を起こす恐れカ｛極めて高い場合で

　　あって、ブリ，ンジを行なう以外に方法が無いときには、社会保険事務服に当言亥ブリッジの製作

　　の適否を決するために製作した、スタディモデノレの製作を行なった場合は・算定の舳を簡潔に
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　記載すること。
マ犬歯のポンティック（ダミー）が必要な場合で、中切歯がすでにブリッジの支台として使用さ

れている等の理由で新たに支台として使用できない場合に限って・ブリッジの設言＋を変更する場

　合には、中切歯の状態等を記載すること。

ミ　側切歯及び犬歯、或いは犬歯及び第一小臼歯の2歯欠損であって、犬歯が低位唇側転移してい

　たため間隙が1歯分しかない場合であってポンティック（ダミー）1歯のブリッジの設計とした

　場合には、低位唇側転移の犬歯を含む欠損歯数と補綴歯数の不一致の旨を記載すること。

ム地方社会保険事務局長に対して、保険適用の有無を判定するために提出するスタディモデノレ及

　びエックス線フィルム又はその複製の費用を算定するに当たっては、算定の理由を記載すること。

メ　口蓋補綴、顎補綴を算定する場合には、患者の口腔内の状態、製作した装置の設計等を記載す

　ることロ
モ　エナメルボンドシステムにより暫間固定を行なった場合は、固定を行なった部位及びその方法

　を記載すること。
ヤ歯内療法では治療ができなかった根尖病巣を有する保存が可能な大臼歯であって・解剖学的な

　理由から歯根端切除す術が困難な症例に対して、歯の再植による根尖病巣の治療を行った場合は、

　部位、算定理由を記載すること。
ユ　請求に際して、特に説明が必要と判断される内容については、当該欄に簡潔に記載すること。

ヨ内訳を記載するに当たって、r摘要」1欄に書ききれない場創ま・明細書と同じ大きさの用紙

　　（用紙の色は白色で可とする．）に、診療年月、医療機関コード・患者氏名・保険種別番号（例

　；、社．国、単独2本外）、保険者番号（公費負担医療のみの場合は第・公費の公費負担者

番号）、被保険者証・保険者手帳等の記号・番号（公費負担医療のみの場合は第・公費の公費負

担医療の受給者番号）を記載した上、所定の内容を記載し・続紙として・当該明細書の次に重ね・

　左上端を貼り付けること。

（3①　「点数」欄について

　　r初診」欄から全体のrその他」欄ま⑰それぞれの合計点数を記載すること・

　　医療保険と公費負担医療の併用の場合は、r点数」欄を縦に区分して・左欄からjl臥医療保険に

係る請求点数、第1公費に係る請求点数、第2公費に係る請求点数を記載することとするが・公費

負担医療に係るすべての請求点数力弐医療保険に係る請求点数と同じ場合は・「点数」欄を縦に区分

　して、当該公費負担医療に係る請求点数を記載することを省略しても差し支えないこと。

　　なお、月の途中で公費負担医療の受給資格の変更があった場合又は公費負担医療に係る給付の内

容が医療保険と異なる場合は、公費負担医療に係る請求点数が医療保険に係る請求点数と異なるこ

ととなるので、この場合には、r点数」欄を縦に区分して、公費負担医療に係る請求点数をも必ず

　記載すること。

　　公費負担医療と公費負担医療の併用の場合も同様とすること。

（31）　「合計」欄について

　　請求する医療保険に係る合計点数を記載すること・

（32）　「一部負担金額」欄について

　ア船員保険の被保険者’について、
r職務一ヒの事由」欄中r通勤災害」に該当する場合には・初診

一71一



　時における一部負担金の金額を記載すること。

イ　国民健康保険及び退職者医療の場合は、患者の負担金額が「割」の単位で減額される場合には、

減額割合を記載してr割」の字句を。で囲み、r円」単位で減額される場合には・減額される金

　額を記載して「円」の字句を○で囲むこと。

　　また、負担額が免除される場合は「免除」の字句を○で囲み、支払が猶予される場合は「支払

　猶予」の字句を○で囲むこと。

ウ老人医療の場合で、老人保健法第28条第3項の規定に基づき市町村長から一部負担金の減免を

受けた者の場合は、r減」又はr免」のいずれか該当する字句を○で囲み・減額を受けた者の場

　合は減額後の一部負担金の金額を記載すること。

（3⑳　「公費分点数」欄について

　　「請求」の項には第1公費に係る合計点数を記載すること。なお、第2公費に係る合計点数があ

　る場合は、括弧書きで記載すること。

　　ただし、第1公費に係る合計点数が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る合計点数

　の記載を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る

　合計点数が第1公費に係る合計点数と同じ場合は、第2公費に係る合計点数の記載を省略しても差

　し支えないこと。

（ぬ　「患者負担額（公費）」欄について
　　医療券等に記入されている公費負担医療1こ係る患者の負担額（一部負担金の額が医療券等に記載

されている公費負担医療に係る患者の負担額を下回る場合は、・・円未満の端数を四捨五入する前

　の一部負担金の額）を記載すること。なお、障害者自立支援法による自立支援医療に係る患者の負

　担額については、10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額を記載すること。

　　ただし、医療保険と結核予防法による適正医療との併用の場合には、当該公費に係る負担額は

　　「患者負担額（公費）」欄には記載することを要しないこと。

（35）その他

　ア　歯科の入院に係る費用の請求に当たっては、原則として医科入院の明細書を使用すること。

　　　この場合、当該明細書の「保険種別1」欄の左の欄の「1　医科」を「3　歯科」と訂正する

　　こと。
　　　また、その記載に当たっては、医科の記載要領に準拠して記載し、　「歯冠修復及び欠損補綴」

　　等歯科独自の診療行為については「摘要」欄に診療行為名、点数及び必要事項を記載すること。

　イ　　「処置・手術」等のうち、該当する記載欄を設けていないが頻度の高い楼）のについては、　「処

　　置・手術」等の「その他」欄に予め印刷することは差し支えないこと。

ウ特定承認保険医療機関の承認に係る高度先進医療を実施した場合には・「特記事手頁」欄に「高

　　度」の表示を言己載するとともに、当該高度先進医療の名称及び当言嫡度先進医療について徴収し

　　た費用の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。

・工　平成16年3月19目保医発第0319004号に規定する特別養護老人ホ一一ム等に入所中の患者について

　　診療報酬を算定した場合は、　「特記事項」欄に「施」と表示すること。

　　　なお、同一月内に同一患者にっき、特別養護老人ホーム等に赴き行った診療と、それ以外の外

　　来分の診療がある場合は、それぞれ明確に区分できるよう「摘要」欄に記載すること・
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オ公費負担医療のみの場合において、請求点数を老人医療の診療報酬点数表による場合は・「特

　記事項」欄に「老保」と表示すること。
力高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が・健康保険法施行令第42条

第6項に規定する金額を超えた場合にあって1ま、r特記事項」欄に「長」と言己載すること・

　　ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に健康保険法施行令第42条第6項

に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除くこ

　との

キ患者の疾病又は負傷が、交通事故等第三者の不法行為によって生じたと認められる場合は・

　r特記事項」欄にr第三」と記載すること．なお、r交」等従来行われていた記載によることも

　差し支えないこと。
ク老人被爆者の場合は、r摘要」欄右下に赤色で㊥の表示をすること・

ケ厚生労働大臣の定める選定療養第・4号1こ規定する医療機器を使用又は支給した場合は・Hの

第3の2の㈲のコの例によりr摘要」欄にr器選」と記載し・当該医療機器名を他の特定保険医

　療材料と区別して記載すること。
コ　地方社会保険事務局長に届け出て別に厚生労働大臣が定める先進医療を実施した場合には、

　　r特記事項」欄にr先進」と記載するとともに、当該先進医療の名称及び当該先進医療について

　徴収した特別の料金の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。

サr制限回数を超えて行う診療」にイ系る診療報酬の請求については・「特記事項」欄に「制超」

と記載すること．また、実施したリハビリテーションごとに・「摘要」ヰ閾に「リハ選」と記載し・

併せて当該r制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を記載すること・

W　調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

第1　調剤報酬請求書に関する事項（様式第4）

1　　「平成　年　月分」欄について
　調剤年髄記載すること．したがって、調剤年月の異なる調剤報酬明細書（以下「明細書」とい

う．）がある場合には、それぞれの調剤年月分について調剤報酬請求書を作成すること・なお・調剤

年月の異なる明細書であっても、返戻分の再青青求等やむを得ぬ軸による請求遅れ分については・こ

　の限りではないこと。

2　「薬局コード」欄について
　　それぞれの薬局について定められた薬局コード7桁を記載すること（別添2「設定要領」の第4を

参照）。

3　「別記　　殿」欄について
　　保険都、市町村名及び公費負担者名を下記例のとおり備考欄に記載することを原貝1」とするが・省

　略しても差し支えないこと。

　　（例）　別記　　社会保険庁長官
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千代田区長

東京都知事

4「平成年月日」欄について
　　調剤報酬請求書を提出する年月日を記載すること。

5　「保険薬局の所在地及び名称、開設者氏名、　印　」欄について

（1）保険薬局の所在地及び名称、開設者氏名については、保険薬局指定申言青の際等に地方社会保険事

　　務局長に届け出た所在地、名称及び開設者氏名を記載すること・なお・開設者氏名については開設

　　者から調剤報酬につき委任を受けている場合は、保険薬局の管理者の氏名であっても差し支えない

　　ことの

（2）r印」については、当該様式に、予め保険薬局の所在地・名称及び開設者の氏名とともに印形を

　　＿括印刷している場合には、捺印として取り扱うものであること・また・保険薬局自体で調剤報酬

　　請求書用紙の調製をしない場合において、記名捺印の労をはぶくため、保険薬局の所在地、名称及

　　び開設者の氏名及び印のゴム印を製作の上、これを押捺することは差し支えないこと。

6　　「医療保険」欄について
（1）医療保険と公費負担医療の併用の者1こ係る明細書のうち医療保険に係る分及び医療保険単独の者

　　に係る明細書について記載することとし、医療保険単独の者に係る分については医療保険制度ごと

　　に記載すること。
　　　なお、　「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添3「法別番号及び制度の略称表」に示すと

　　おりであること。
（2）r件数」欄には明細書の医療保険に係る件数の合計を・r処方せん受付回数」欄には明細書の受

　　付回数の合計を、r点数」欄には明細書のr請求」欄のr保険」の項に係る「請求」の項の合計を

　　記載すること。
　　　なお、r医保単独（七〇以上九割）」欄、r医保単独（七〇以上八割）」欄・「医保単独（本

　　人）」欄、r医保単独（家族）」欄及びr医保単独（三歳）」欄の「小計」欄に1まそれぞれの合計

　　を記載すること。
（3）r①合計」欄には、r医保（7・以上9割）と公費の併用」欄と「医保単独（七〇以上九割）」

　　欄のr，ll計」欄と、r医保（7・以上8割）と公費の併用」欄と「医保単独（七〇以上八割）」欄

　　の「ノ』、計」欄と、　「医保本人と公費の併用」欄と「医保単独（本人）」欄の「小計」欄と、．「医保

　　家族と公費の併用」欄とr医保単独（家族）」欄のr小計」欄と・「医保（3歳）と公費の併用」

　　欄と「医保単独（三歳）」欄の「小計」欄とを合計して記載すること。

（4）医事会計システムの電算化が　テわれていない保険薬局等にあっては・「医保単独（七〇以上九

　　割）」欄と、「医保単独（七〇以上八割）」欄とに記載すべき各項の数字を合算し、その合計を

　　　r医保単独（七〇以上九割）」欄1こ言己識することをもって請求することカミできること・この場合に

　　は、当該合算を実施した上で各項を記載していることがわかるように「備考」欄に合算している旨

　　を記載すること。

7　「老人保健」欄について
（1）老人医療と公費負担医療の併用σ）者に係る明細書のう姥人医療に係る分及び老人医麟独賭
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　に係る明細書について記載すること。

　　なお、老人被爆者に係るものについては、　「老人単独」欄に記載すること。

（2）r件数」欄、r処方せん受付回数」欄、r点数」欄については・6の（2）と同様であること・こ

　の場合、6の（2）中「医療保険」とあるのは「老人医療」と読み替えるものであること。

　　また、r＿部負担金（控除額）」欄については、老人保健法第28条第3項の規定に基づく一部負

　担金の減額に係るものに限り記載すれば足りるものとすること。

　　なお、r老人九割」欄のr小計」欄及びr老人八割」欄のr小計」欄には・それぞれの合計を記

　載すること。
（④r②合計」欄には、r老人九割」欄のr小計」欄と・r老人八割」欄の「小言柑閾とを合計して

　　記載すること。
（4）医事会計システムの電算化が　了われていない保険薬局等にあっては・「老人九割」欄と・「老人

八割」欄とに記載すべき各項の数字を合算し、その合計をr老人九割」欄に記載することをもって

請求することができること．この場合には、合計を記載していることがわかるように「備考」欄に

　合算している旨を記載すること。

8　「公費負担」欄の「公費と医保（老人）の併用」欄について

（1）医療保険又は老人医療と公費負担医療の併用の都係る明細書のうち・公費負担医療に係る分を

　　公費負担医療制度ごとに記載することとし、r区分」欄に不動文字が記載されてレ’ない公費負担医

　　療がある場合には、区分の空欄に法別番号を記載し、当謙り度の公費負担医療に係る分を記載する

　　こと。
　　　なお、r区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添3r法別番号及び制度の略称表」に示すと

　　おりであること。
（2）r件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して・それぞれの制度の該当欄に

　　記載すること．したがって、医療保険と2種の公費負担医療（例えば・結核予防法と児童福祉法）

　　の併用の場合は、1枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は2件となること。

（④r処方せん受付回数」欄には、明細書のr受付回数」欄のr公費①」及び「公費②」の項を公費

　　負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

（4）r点数」欄には、明細書の請求欄のr公費①」及びr公費②」の項に記載した点数を・公費負担

　　医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること・ただし・「公費①」又は「公

　　費②」の項の言己載を省略した明細書につレ・ては、r保険」又はr公費①」の項の点数が当該公費負

　　担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計すること。

（5）r一部負担金（控除額）」欄に1ま、公費負担医療制度ごとに明細書の「暗5負担金額」欄の「公

　　費①」及びr公費②」の項の額（調剤券等1こ記入されている公韻担医療に係る患者負担額）を合

　　評して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

9　「公費負担」欄の「公費と公費の併用」欄について
（1）公韻担医細みで2種以上・）公費負担医療・）併用が行われた場合には・当該併用の都係る明

　　細書分を記載すること。
　　　公費負担医療が2種の場合、例えば、結核予防法期条と生活保言鱈去に係る分とを併せて請求す

　　る場合には、空欄にそれぞれσ）公費負手旦医療の決別番号を記載して当言亥公顧担医療に係る分を記

　　赦すること、，

一75　一



　　なお、特例的に、生活保護法、結核予防法及び障害者自立支援法の3種の公費負担医療の併用の

　場合があるが、この場合は、空欄を取り繕ってそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載し、当該

　公費負担医療に係る分を記載すること。

（2）　「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に

　記載すること。したがって、1枚の明細書であっても、公費負担医療に係る件数は、2件ないし3

　件となること。
（3）　「処方せん受付回数」欄には、明細書の「受付回数」欄の「公費①」及び「公費②」の項を公費

　負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

（4）　「一部負担金（控除額）」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の「一部負担金額」欄の「公

　費①」及び「公費②」の項の額（調剤券等に記入されている公費負担医療に係る患者負担額）を合

　計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

（5）　「点数」欄には、明細書の「請求」欄の「公費①」及び「公費②」の項に記載した点数を、公費

　負担医療制度ごとに合計してそれぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、　「請求」欄の「公

　費②」の項の記載を省略した明細書については、請求欄の「公費①」の項に記載した点数が、当該

　公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計すること。また、特例的に3種の公費負

　担医療の併用を行った場合には、生活保護法に係る点数は「請求」欄の「保険」．の項の点数をも合

　計して記載すること。

10　「公費負担」欄の「公費単独」欄について
　（1）公費負担医療単独の者に係る明細書分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、　「区分」欄

　　に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該

　　制度の公費負担医療に係る請求分を記載すること。

　　　なお、公費負担医療に係る決別番号及び制度の略称は、別添3「法別番号及び制度の略称表」に

　　より示すとおりであること。
　（2）　「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に

　　　記載すること。
　（3）　「処方せん受付回数」欄には、明細書の「受付回数」欄の「①」の項を公費負担医療制度ごとに

　　合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

　（4）　「一部負担金（控除額）」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の「一部負担金額」欄の「公

　　費①」の額（調剤券等に記入されている公費負担医療に係る患者負担額）を合計して、それぞれの

　　制度の該当欄に記載すること。

　（5）　「点数」欄には、明細書の「請求」欄の「公費①」の項に記載した点数を、公費負担医療制度ご

　　とに合計し、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

11　「③合計」欄について

　　「公一費と医保（老人）の併用」、

　数を合計して記載すること。

「公費と公費の併用」及び「公費単独」欄の「件数」欄の請求件

12　「総件数①＋②＋③」欄について

　　「①合計」、「②合計」及び「③合計」欄の請求件数を合計して記載すること。
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13　「備考」欄について
　　老人被爆、老人保健と結核予嚇の併用、老人保健と生活保護法の併用・老人保健と障害者自立支

援法の併用、老ノ、保健と特定疾患治療研究事業の併用分については・次の要領で件数・処方せん受付

　回数等を記載すること。

区　　　分 件　数 処方せん受付回数 一部負担金 控除額

43（老人被爆）

10（結核）

12（生保）

15（更生）

21（精神通院）

51（特疾）

14　その他
　（1）請求に係る月の処方せん受付回数を「備考」欄に記載すること。

（2）服薬情報提供料、服薬指導情報提供加算又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定し胡とその基

　　となる調剤月が異なる場合は、r処方せん受付回数」は調糊につレ・て計上すること・また・分割

　　調剤、服薬情報提供料、服薬指導情報提供加算又は在宅患者訪問薬剤管理指導料のみの算定を行っ

　　ている場合は、　「件数」としては1件、　「受付回数」としては0件として計上すること。

第2　調剤報酬明細書の記載要領（様式第5）

　1　調剤報酬明細書の記載要領に関する一般的事項

　　（1）明細書は、白色紙黒色刷りとすること。

　　（2）左上の隅より右一12mm、下一12mmの位置を中心に半径2mm・）穴をあけて・綴じ穴とするこ

　　　と。

　　（30同一患者につき、同一医療機関の保険医が交付した処方せんに係る調剤分1こついては・一括して

　　　、枚の明細書に記載すること．ただし、歯科と歯科以外の診療科の処方せんにつレ’ては・それぞれ

　　　別の明細書に記載すること。

　　（4）、枚の処方せんの使用期間が次月1こまたがる場合については・当該処方せんに係る調剤実行為を

　　　行った月の調剤分として請求すること。

　　（5）服薬情報提供料及び服薬指導情報提供加算は、算定の対象となる情報提供を実施した月の分とし

　　　て請求すること。

　　（6）在宅儲訪問薬斉1」管理指導繋争は、算定の対象となる訪問薬斉1』管理指輪実施した月の分として言青
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求すること。

（7）月の途中において保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごと1こ・それぞれ別の明細書を

　作成すること。月の途中において市町村番号若しくは老人医療の受給者番号の変更があった場合、

高齢受給者証又は老人医療受給者証湖の途中に発行されること等により給イ寸額を調整する必要が

　ある場合又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号若しくは公費負担医療の受給者番号

　の変更があった場合も同様とすること。

（8）、枚の明細書に書ききれない場合は、明細書又は明細書と同じ大きさの用紙1こ・調剤年月・薬局

　コード、患者氏名、保険種別（例：1社・国　1単独　2本外）、保険者番号（公費負担医療のみ

　の場合は第1公費の公費負担者番号）、被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号（公費負担医療

　のみの場合は第1公費の公費負担医療の受給者番号）を記載した上、所定の内容を記載し、続紙と

　して、当該明細書の次に重ね、左上端を貼り付けること。

（9）電子計算機の場合は、以下によること。

　ア　欄の名称を簡略化して記載しても差し支えないこと。また、複数の選択肢より○を用いて選択

　　する欄については、特段の定めのある場合を除き、選択した項目のみ記載し、それ以外の項目は

　　省略しても差し支えないこと。

　イ　枠をその都度印刷することとしても差し支えないこと。

　ウ　用紙下端の空白部分は、OC　R処理等審査支払機関の事務処理に供するため、その他の目的に

　　は使用しないこと。
　工　電子計算機用のOC　R関連事項は、　「レセプト基本フォーマット集（平成9年8月版）」　（社

　　会保険庁運営部編）によることが望ましいこと。

　オ　記載する文字は、J　I　S　XO208において文字コードが設定された範囲とすることが望まし

　　いこと。

2　調剤報酬明細書に関する事項

（1）　「平成　年　月分」欄について

　　調剤月のみの記載で差し支えないこと。

　　なお、調剤月の翌月以外の月に請求する明細書については、調剤年月を記載すること。

（2）　r都道府県番号」欄について

　　昭和51年8月7日保発第45号、庁保発第34号の別表第2に掲げる都道府県番号表に従い、保険薬

　局の所在する都道府県の番号を記載すること。

（3）　「薬局コード」欄について

　　それぞれの薬局について定められた薬局コード7桁を記載すること（別添2「設定要領」の第4

　を参照）。

（4）　「保険種別1」、　「保険種別2」及び「本人・家族」欄について
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アr保険種別、」欄について1ま、以下の左に掲げる保険の種別に応じ・右の番号のうち1つを○

　で囲むこと。

　　健康保険（船員保険を含む．以下同じ．）又は国民健康保険（退職者医　1社●国

　　療を除く。以下同じ。）

　　公費負担医療（健康保険、国民健康保険、老人医療又は退職者医療との　2公費

　　併用の場合を除く。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　老人
　　老人医療
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　退職
　　退職者医療
　　（注）退職者医療には、健康保険法附則第3条に規定する特定健保組合に係るものは該当し

　　　　ないこと。
イr保険種別2」欄については、．r保険種別・」欄のそれぞれにつし’て・以下の左の別に応じ・

　右の番号のうち1つを○で囲むこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　単独
　　単独
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　2併　　1種の公費負担医療との併用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　3併　　2種以上の公費負担医療との併用
　　　（注）公費負担医療には、地方公共団体が独自に行う医療費助成事業（審査支払機関へ医療費

　　　　を請求するものに限る。）を含むこと。

ウ　ア及びイについては、○で囲むことを省略しても差し支えないこと。

エr本人．家族」欄については、以下の左に掲げる種別に応じて・右の番号のうち1つを○で囲

むこと．なお、3歳未満の患者はr4」、高齢受給者及び老人医療受給対象者は「8」又は

　　r。」を○で囲むこととする．なお、公費負担医療については本人に該当するものとする・

　　ただし、国民健康保険の場合は、市町村国民健康保険であって被保険者（世帯主）と被保険者

　　（その他）の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合については被イ呆険者（世帯主（高齢受

給者を除く．））はr2」、被保険者（その他（3歳未満の患者及び高齢受給者を除く・））は

　　r6」をOで囲むこととし、それ以外（3歳未満の患者及び高齢受給者を除く・）はいずれか一

　方を○で囲むこと。
　　なお、r2本外」（若しくはr2本」）、r4三外」（若しくは「4三」）・「6

　家外」（若しくはr6家」）、r8高外9」（若しくは「8高9」）又1ま「0高外8」
　　（若しくはr・高8」）の項のみを印届1』したものを使用することとしても差し支えないこと・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　本外
　　2　本人外来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　三外
　　4　3歳未満外来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　家外
　　6　家族外来
　　8　高齢受給者・老人医療9割給付外来　　　　　　　　　　　　　　　　　8　高外9

　　。高齢受給者・老人医療8割給付外来　　　　　　　0高外8
オ　電子計算機の場合は、以下のいずれかの方法によること。

（ア）　当該欄の上に選択する番号及び保険種別等のみを記載する。

（イ）選択肢をすべて記載した上で、選択しないものをすべて二線で抹消する。

（5）　「保険者番号」欄について

ア設定され大，保険者番号8桁（政府管掌健劇呆険（曄特例被保険都）梛灸を除く・

　　）に・ついては4桁、駅健康1呆険に！）いて1ま6桁）を言己敵すること（別添2「設定要領」σ）第1
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自県分の場合 他県分の場合

：
：
■

＝
：
●

：　　：
F　　：●　　　　　　　1

：
：
1

：
：
●

：　　1
F　　：●　　　　　　　●

区　　　分

法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証

番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号

政府管掌健康保険
i日雇特例被保険者

：
：
●

：
：
■

：　　：
戟@　lI　　　　　　　■

：
＝
●

＝
：
一

＝　　：
n：O＝01　　　　　　　● O

の保険を除く　。　）
（省略して差し支えないこと） （空 欄）

船　　　員　　　保　　　険
：
＝
●

：
：
●

＝　　＝
F　　1●　　　　　　　1

：
O
：
○
■

：
○
：
O
■

：　　l
n：O：Ol　　　　　　　■ ○

（省略して差し支えないこと）

日雇特例被保険者の保険
：
O
I
O
■

＝
＝
●

：　　：
P　　：●　　　　　　　陰

＝
O
I
O
●

：
O
：
O
■

：　　l
n：O：O●　　　　　　　1 O

（省略して差し支えないこと）

その他の健康保険 ：
O
I
O
●

：
O
：
O
■

＝　　＝
n＝O＝O●　　　　　　　1 o

：
O
：
O
■

：
O
I
O
●

1　　：
n：O：O一　　　　　　　● ○

退　　職　　者　　医　　療

国　民　健　康　保　険
＝
：
，

：
O
：
O
■

：　　＝
n：O：O一　　　　　　　■ O

＝
：
●

：
O
：
O
■

l　　l
n：O：O●　　　　　　　● O

　を参照）。

イ　政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）及び船員保険については、当該被保険

　者及び被扶養者の管轄地方社会保険事務局長と当該保険薬局の管轄地方社会保険事務局長とが同

　一である場合（以下（5）において「自県分の場合」という。）には、記載を省略して差し支えない

　こと。

ウ　日雇特例被保険者の保険については、自県分の場合は、頭初の2欄に法別番号を必ず記載し、

　他の記載は省略して差し支えないこと。

工　前記により、　「保険者番号」欄の記載は、次表のとおりとなること。

備考1　0印のものは、必ず記載すること。

　　2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下「公費負担医

　　　療のみの場合」という。）は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。

（6）　「給付割合」欄について

　　　国民健康保険及び退職者医療の場合、該当する給付割合を○で囲むか、　（）の中に給付割合

　　を記載すること。

　　　ただし、国民健康保険については、自県分の場合は、記載を省略しても差し支えないこと。

（7）　「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄について

　ア　被保険者証等の「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄の記号及び番号を記載するこ

　　と。

　イ　記号と番号の問にスペース、「・」若しくは「一」を挿入するか、又は上段に記号、下段に番



号を言己載すること．また、当該記号及び番号のうち○で囲んだ文字。こ代えて当該文字をOで

囲んだものを使用して記載することも差し支えなく、記載枠に書ききれない等の場合1ま・（）

を省略しても差し支えないこと。

（8）　「市町村番号」欄について
　　健康手帳の医療受給者証に記入されてし・る市町村番号8桁を記載すること（男1」添2「設定要領」

　の第2を参照）。

（9）　r老人医療の受給者番号」欄について
　　健康手帳の医療受給者証に記入されてし・る受給者番号7桁を記載すること（男1』添2「設定要領」

　の第3を参照）。

（1①　「公費負担者番号①」欄及びr公費負担者番号②」欄について

ア調剤券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載すること（別添2「設定要領」の第2を

　　参照）。
イ男1』添3r決別番号及び制度の略称表」に示す順番により・先順位の公費負担者番号を「公費負

　　担者番号①」欄に（以下r公費負担者番号①」欄に言己載される公費負担医療を「第1公費」とい

　　う．）、後順位の公費負担者番号をr公費負担者番号②」欄に（以下「公費負担者番号②」欄に

　　記載される公費負担医療を「第2公費」という。）記載すること。

ウ保険者番号の変更はないが、同種の公費負担医療で住所変更により月の途中において公費負担

　　者番号の変更があった場合は、変更前の公費負担医療に係る分を第・公費とし・変更後の公費負

　　担医療に係る分を第2公費として取り扱うものとすること。

（11）r公費負担医療の受給者番号①」欄及びr公費負担医療の受給者番号②」欄1こついて

調剤券等に記入されている受給者番号7桁を、第・公費については「公費負担医療の受給者番号

①」欄1こ、第2公費についてはr公費負担医療の受給者番号②」欄に記載すること（別添2「設定

　要領」の第3を参照）。

（1か　r氏名」欄について
　ア姓名を記載すること．ただし、健康保険の被保険都ついては・姓のみの記載で差し支えない

　　　こと。
　　　　㈱、電子計算機の場合は、例外的に灘を読み替えたカタカナを使用すること又はひらがな

　　　をカタカナに読み替えて記載することも差し支えなレ・こととするが・この場合には被保険者であ

　　　っても姓名を記載することとし、姓と名の間にスペースをとること。

　　イ性別は該当するものをOで囲むこと．なお、電子計算機の場合は・「・男」・「2女」と

　　　記載しても差し支えないこと。

　　ウ　生年月日は以下によること。

　　（ア）該当する元号を○で囲み、生まれた年を記載すること。

　　（イ）朋の記載は省略して差し支えないが、6歳に満たないものについては・生まれた月も記載

　　　　すること。
　　（ウ）電子計算機の場合は元号につレ・てはr1明」、r2大」・「3昭」・「4平」と記
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載すること。また、生年月日を記載することが望ましいものであること。

一（13）　「職務上の事由」欄について

　　船員保険の被保険者については、職務上の取扱いとなる場合のみ該当するものを○で囲むこと。

　共済組合の船員組合員については、下船後3月以内の傷病で職務上の取扱いとなる場合に「2　下

　船後3月以内」の番号を○で囲むこと。

　　なお、同一月に職務上の取扱いとなる傷病及び職務外の取扱いとなる傷病が生じた場合は、それ

　ぞれ1枚の明細書の取扱いとすること。

　　電子計算機の場合は、番号と名称又は次の略称を記載することとしても差し支えないこと。

　　　1　職上（職務上）、　　2　下3（下船後3月以内）、　　3　通災（通勤災害）

（14）　「特記事項」欄について　　　　　　　　　　　．

　　該当するものについては、Hの第3の2の（15）と同様とすること。

（15）　r保険薬局の所在地及び名称」欄について

　ア　保険薬局指定申請の際等に地方社会保険事務局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。

　　この場合、所在地とともに、連絡先電話番号を記載することが望ましいものであること。

　イ　麻薬を調剤した場合は、’麻薬小売業の免許番号を欄の下部に「麻：○○○○○○○○○号」と

　　記載すること。

（16）　「保険医療機関ゐ所在地及び名称」欄について

　　処方せんを発行した保険医が診療に従事する保険医療機関の所在地及び名称を処方せんに基づい

　て記載すること。

　　なお、電子計算機の場合は、例外的に所在地及び名称をカタカナで記載しても差し支えないこと。

（17）　「保険医氏名」欄について

　　処方せんを発行した保険医である医師又は歯科医師の姓名を記載すること。

　　なお、同一医療機関で同一患者に対し、異なる医師又は歯科医師が処方せんを発行した場合には、

　当該欄に当該保険医の姓名を1の項から順番に記識すること。処方せんを発行した医師又は歯科医

　師の数が10人を超えた場合は、　「摘要」欄に11以降の番号を付して医師又は歯科医師の姓名を

　記載すること。

　　なお、電子計算機の場合は、例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用すること又はひらがなを

　カタカナに読み替えて記載することも差し支えないこととするが、この場合には姓と名の間にスペ

　一・スをとること。

（⑧　「受付回数」欄について

　ア　　「保険」、　「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険（健康保険、国民健康保険、

　　退職者医療及び老人医療をいう。以下同じ。）、第1公費及び第2公費に係る処方せんの受付回

　　数を記載すること。なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の処方せんの受付回数は、　「公費

　　①」の項に記載すること。

　　　ただし、第1公費に係る処方せんの受付回数が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に
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係る処方せんの受付回数を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、

　当該第2公費に係る処方せんの受付回数が第1公費に係る処方せんの受付回数と同じ場合は、第

　2公費に係る処方せんの受付回数の記載を省略しても差し支えないこと。

イ同＿の保険医療機関で漣の診療に基づいて同一の患者に交イ寸された処方せんを同一目に受け

　付けた場合は、複数診療科に係るものであっても枚数にかかわらず受付回数は1回となること。

ただし、歯科診療に係る処方せんとそれ以外の処方せんについてはこの限りでない・また・長期

　投薬に係る分割調剤、服薬情報提供及び在宅患者訪問薬剤管理指導は・受付回数としては計上し

　ないこと。

（19）　「医師番号」欄から「加算料」欄について

　　r医師番号」欄からr加算料」欄までの該当欄には、当月調剤に係るすべての医師番号等を記載

　すること。
　　なお、公費負担医療のみの場合であっても、当月調剤に係るすべての医師番号等を記載すること。

　結核予防法と生活保護法との併用の場合は生活保護法に係る調剤が該当するものであること。

O①　「医師番号」欄について
　　当該処方せんを発行した医師又は歯科医師のr保険医氏名」欄の該当番号を記載すること・ただ

し、処方せんを発行した医師又は歯科医師が・枚の明細書において・名の場合は・番号の記載を省

　略しても差し支えないこと。

Q1）　「処方月日」欄について

　　処方せんが交付された月日を記載すること。

⑳　　「調剤月日」欄について

　　保険薬剤師が調剤した月日を記載すること。

　　なお、　「処方月日」欄の月と調剤した月とが同一の場合は、月の記載を省略しても差し支えない

　こと。

⑬　　「処方」欄について
　ア　所定単位（内服薬（浸煎薬、湯薬及び一包化薬を除く・以下同じ・）及び一包化薬にあっては

　　、剤、目分、内服用滴剤、屯服薬、浸煎薬、湯薬、注射薬及び外用薬にあっては・調剤分）ごと

　　に調剤した医薬品名、用量（内服薬については、1目用量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬につ

　　いては、投薬全量、屯服薬については1回用量）、剤形及び用法（外用薬については、省略して

　　差し支えない．また、注射薬については、以下の例により記載する・）を記載し・次の　矛との間

　　を線で区切ること。

　　　［記載例］

　　　　r注射」

　　　　○○注（医薬品一名）　300単位　1筒

　　　　1日2回（朝10単位、夜L3単位）
　　　なお、浸煎薬及び湯薬の用量に・）いては、投薬全量を記載し、投薬日数に！）し’ても併せて記載

　　すること。
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　　また、一包化薬の調剤時に一包化薬の投薬日数を超えて一包化薬に含まれる内服薬が調剤され

　た場合は、　「OO日分の一包化薬調剤後」と記載すること。

　　ただし、服用時点が同一であっても投薬日数が異なる内服薬に係る調剤及び同一の保険医療機

関で＿連の診療に基づいて同一の患者は寸して交付され、受付回数・回とされた異なる保険医の

発行する処方せんに係る調剤については、それぞれ別の欄（線により区切られた部分をいう・以

　下同じ。）に記載すること。

イ異なる調剤目に調剤を行った場合又は同一処方を異なった医師が発行した場合であっても・調

　剤数量以外の処方内容が同一である場合には1欄の記載のみで差し支えないこと。

ウ　医薬品名は原則として調剤した薬剤の名称、剤形及び含量を記載すること。

工剤形はr内服」、r内滴」、r屯服」、r浸煎」、r湯」・「一包」・「注射」・「外用」と

　記載すること。
オ医事会計システムの電算化が行われてし・ないものとして地方社会保険事務局長1こ届け出た保険

薬局については、所定単位当たりの薬剤料が・75円以下の場合は医薬品名・規格・用量の記載

　を　省略しても差し支えないが、剤形及び用法は記載すること。

　　なお、次の場合は医薬品名、規格、用量、剤形、用法を記載するものであること。

（ア）　嚥下困難者用製剤加算、自家製剤加算（予製剤による場合を含む。以下同じ。）、麻薬・向

　　精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算、計量混合調剤加算（予製剤による場合を含む。以下同

　　じ。）及び後発医薬品調剤加算を算定した場合

　（イ）　同一処方せんにより、2以上の医薬品を用いて内服薬を調剤した場合であって、別剤として

　　調剤料を算定した場合
力　特定保険医療材料（自己注射に用いる自己注射用ディスポーザブル注射器、万年筆型インスリ

　ン注入器用注射針、万年筆型ヒト成長ホルモン剤注入器用注射針、自己連続携行式腹膜灌流に用

　いる腹膜透析液交換セット、在宅中心静脈栄養法に用いる在宅中心静脈栄養用輸液セット及び在

　宅成分栄養経管栄養法に用いる在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル）を

支給した場合は、他の処方とは別の欄に名称及び本数又はセット数を記載すること・この場合・

　剤形は「材料」とすること。また、支給月日は「調剤月日」欄に、支給回数は「調剤数量」欄に、

　単位材料料は「単位薬剤料」欄に、材料料は「薬剤料」欄にそれぞれ記載すること。

キ　同一明細書の同一「処方」欄において、医療保険と公費負担医療の支給薬剤が異なる場合は、

　当該「処方」欄の公費負担医療に係る分にアンダーラインを付すこと。

ク　電子計算機の場合は、カタカナで記載しても差し支えないこと。

ケ厚生労働大臣の定める選定療養第・・号又は第・3号に係る医薬品を投与した場合は・nの第

　　3の2のQゆのウの例により「薬選」と記載し、当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載するこ

　　と。

Qの　「単位薬剤料」欄について
　　r処方」欄の、単位（内服薬及び一包イヒ薬にあっては・剤・日分・内服用滴剤・屯服薬・浸煎薬・

　湯薬、注射薬及び外用薬にあっては1調剤分）当たりの薬剤料を記載すること。

　　なお、医療保険と公費負担医療の支給薬剤が異なる場合は、行を改めて公費負担医療1こ係る薬剤

　料を記載し、当該薬剤料にアンダーラインを付すか、又はその左側に「＊」を付すこと。

（25）　「調剤数量」欄について
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アr処方」欄記載の処方内容に係る調斉1」の単位数（内服薬及び一包化薬にあっては投薬日数・内

服用滴剤、浸煎薬、湯薬、屯服薬、注射薬及び外用薬にあっては調剤回数）を調糊日ごとに記

　載すること。

イ　分割調剤を同一保険薬局において行う場合には、単位数に②の記号を付すこと。

　また、電子計算機の場合は、⑤に代えて「B」と記載することも差し支えないものであるこ

　と。

（20　「調剤料」欄について
　　r処方」欄に掲げる調剤を行った際の調剤数量に応じた調剤料の点数を言己載すること・ただし・

　調剤料が算定できない場合は、　r　O」を記載すること。

　　なお、内服薬及び一包化薬の分割調剤を同一薬局において行う場合には・第・回目の調剤から通

算した日数に対応する調剤料から前回までに言青求した調剤料の点数を減じた点数を記載すること・

Qわ　「薬剤料」欄について
　　「処方」欄の所定単位当たりの薬剤料に調剤数量を乗じて得た点数を記載すること。

⑱　　「加算料」欄について
ア嚥下困難者用製剤加算、麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬力日算・時間外加算・休日加算・

　　深夜加算、時間外加算の特例、自家製剤加算、計量混合調剤加算・予製剤加算・無菌製剤処理加

　　算又は後発医薬品調剤加算を算定する場合は、当該欄に⑱㊥・㊥・㊥・

　　㊥、㊥、⑱、＠、㊥、⑤、③・㊦・㊥又は（傘の記
　　号を付して加算、轍（無菌製剤処理加算において1ま加算点数に日数を乗じた点数）の合計点数を

　　記載すること。
　　　ただし、同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され・受付回数

　　、回とされた異なる保険医の発行する処方せんに係る調剤については・同一調剤であっても・そ

　　れぞれ別のr処方」欄に記載することとされているが、これに該当する場合であっても・これら

　　の加算はどちらか1欄にのみ記載すること。

　イ　調剤基本料に対応する加算点数については本欄には記載しないこと。
　ウ電子計算機の場合は、㊥等の○を省略して記載しても差し支えなレ・こと・以下・⑧等の

　　記号を使用する場合について同様であること。

　エ　1行で記載できない場合は、同欄において行を改めて記載しても差し支えないこと。

㈲　　「公費分点数」欄について
　ア　「公費分点数」欄には、併用する公費負担医療に係る調剤報酬点数を記載することとするが、

　　調剤報酬点数がr調剤料」欄力・らr加算料」欄まで並びにr調斉ll基本料」欄・「時間外等加算」

　　欄及びr薬学管理料」欄のすべてに係る言周剤報酬点数と同じ場合は省略しても差し支えないこと・

イ医療保険と併用される公費負担医療1こおいて、医療保険単独の処方の場合は「公費分点数」欄

　　には、0と記載すること。なお、公費負担医療の併用の場合も同様とすること。

ウr調剤料」欄からr加算料」欄まで並びにr調斉1』基本料」手間・「時間外等加算」欄及び「薬学：

　　管理料」欄・）すべてに1系る調剤報酬点数と異なる公費負担医療が2種以上あるときは・「公費分

　　点数」欄を縦に区分し、左から順次r第・公費」、r第2立、費」の順で当該公費に係る言周剤報酬
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点数を記載すること．なお、r調剤料」欄からr加算料」欄まで並びに「調剤基本料」欄・「日寺

間外等加算」欄及びr薬学管理料」欄のすべてに係る調剤報酬点数と同じ調剤報酬点数の公費負

担医療がある場合は、縦に区分すること及び調剤報酬点数を記載することを省略しても差し支え

ないこと。

（3①　「摘要」欄について
ア介護保険に相当するサービスを行った場合に、当該患者が要介護者又は要支援者である場合に

　　は、r摘要」欄に④と記載すること・

イ時間外加算、休日加算、深夜加算又は時間外加算の特例を算定した場合は当該調剤を行った調

　　剤月日及び調剤時間等当該加算を算定した事由が明確にわかるよう記載すること。

ウ自家製剤加算を算定した場合であってr処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のときはそ

　　の事由を記載すること。
工同＿の保険医療機関で一連の診療に基づレ・て同一の患者に対して交付され・受付回数1回とさ

　　れた異なる保険医の発行する処方せんに係る調剤につレ・ては・同一調剤であっても・それぞれ男1』

　　のr処方」欄に記載することとされているが、このことにより・自家製剤加算及び計量混合調剤

　　加算を算定した場合であってr処方」欄の言己載内容からは加算理由が不明のときはその事由を記

　　載すること。
　オ　配合禁忌等の理由により内服薬を別剤とした場合には、その理由を記載すること。

力長期の旅行等特殊の事情がある場合におし・て、必要があると認められ・投薬量が1回14日分

　　を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与された場合は・処方せんの備考欄に

　　記載されている長期投与の理由を転記すること。
キ調剤を行っていな明に服薬情報提供料若しくは服薬指導情報提供力日算又は在宅患者訪問薬剤

　　管理指導料を算定した場合は、情報提供又は訪問の対象となる調剤の年朋及び投薬日数を記載

　　することの
ク長期投薬情報提供料2を算定する場合は、指導の対象となる調剤の年朋・投薬日数及び服薬

　　期間中に行った指導目を記載すること。

　ケ　その他請求内容について特記する必要があればその事項を記載すること。

（31）　「調剤基本料」欄について

　　r保険」、r公費①」及びr公費②」の項に、それぞれ医療保険・第・公費及び第2公費に係る

調剤基本料（基準調剤の届け出を　下った場合にあっては、調剤基本料に基準調剤加算1又は2を加

算した点数．以下、調剤基本料において同じ。）に処方せん受付回数を乗じた点数及び分割言周剤を

　行った場合は、分割調剤の回数に5点を乗じた点数を合算した点数を記載すること。

　　また、記載した、轍の、ヒ部に該当する調剤基本料に・ついて調剤基本料の場合は「基」及び注1

　に該当する場合は「基注」と記載すること。

　　なお、　r公費①」及び「公費②」の項の記載については、（29のウに準じること。

（32）　「時間外等加算」欄について

ア調剤基本料に係る時間外加算、休日加算、深夜加算又は時間外加動特1列が算定される場合は・

　　㊥、⑱、＠又は㊥σ）言己号を「保険」の項咄1範に記載すること・

イr保険」の脚下欄、r公費①」及びr公費¢）」の項に、それぞれ医療保険藻1公費及でド第

一86一



2公費に係る時間外等の加算点数を記載すること。

なお、　「公費①」及び「公費②」の項の記載については、㈲のウに準じること。

（鋤　「薬学管理料」欄について
アr保険」の項の上欄には、算定した薬学管理料（薬学管理料の加算を含む・以下伺じ・）の記

　　号と回数を下記により記載すること。
　（ア）薬剤服用歴管理料を算定した場合1ま、その回数を記載すること・また・服薬指導加算・麻薬

　　　管理指導加算又は重複投薬・相互作用防止加算（処方変更あり）若しくは重複投薬’相互作用

　　　防止加算（処方変更なし）を算定した場合1ま、薬斉ll服用歴管理料の回数の次に㊨・⑱・

　　　㊥又は㊥の記号を付してそれぞれの回数を言己載すること・

　　（イ）薬縮報提供料を算定した場合1ま、㊧の記号を付してその回数を記載すること・

（ウ）長期投薬情報提供料1又は長期投薬情報提供料2を算定した場合1よそれぞれ＠又

　　　は⑳の言己号を付してその回数を記載すること・

　　（．）後発医薬品情報提供料を算定した場合は、⑧の記号を付してその回数を記載すること・
（オ）在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合は、㊥の記号を付してその回数を記載する

　　　こと．また、麻薬管理指導加算を算定した場合は、㊨に併せて㊥の記号を付してその

　　　回数を記載すること．なお、月に2回以上算定する場合は・それぞれ算定の対象となる訪問指

　　　導を行った目を記載すること。
　　（カ）　調剤情報提供料を算定した場合は、　㊨の記号を付してその回数を記載すること。

　　（キ）服薬情報提供料を算定した場合は、⑱　　の記号を付してその回数を記載すること・また・

　　　服薬指導情報提供加算を算定した場合は、㊥に併せて㊥の記号を付してその

　　　回数を記載すること。
イr保険」の項の下欄、r公費①」及びr公費②」の項に、それぞれ医療保険・第1公費及び第

　　2公費に係る薬学管理料の合計点数を記載すること。

　　　なお、　「公費①」及びr公費②」の項の記載については、㈲のウに準じること。

　ウ本欄に記載しきれない場合は、r摘要」欄に算定する薬学管理料又は力日算の記号及び回数を記

　　載しても差し支えないが、合計点数は「薬学管理料」欄に記載すること。

（ぬ　　「請求」欄及び「一部負担金額」欄について

アr青青求」欄には、r保険」、r公費①」及びr公費②」の項に・それぞれ医療保険・第1公費

　　及び第2公費に係る合計点数（r調剤報酬点数」欄、r調剤基本料」欄・「時間外等加算」欄及

　　びr薬学管理料」欄の合計をいう．（35）において剛。）を記載すること・なお・公費負担医療の

　　みの場合の第1公費の合計点数は、「公費①」の項に記載すること。

　　　ただし、第1公費に係る合計点数が医療保険にイ系る｛）のと同じ場合は・第・公費に係る合計点

　　数。）記載を省略して能、差し支えないこと．また、第2公費がある場合において・当該第2公費に

　　係る合計点数が第1公費に係る合言＋点数と同じ場合は、第2公費に係る合計点数の記載を省略し

　　ても差し支えないこと．

　イ　　「一部負担金額」欄については、以下によること。

　　（ア）国民健康保険及び退職者医療σ）場合は、患者の負担金額が「害1』」の単位で1噸される船に

　　　は、減額割合を記載してr割」醇句を○で囲み、r円」単位で減額される場合1こは・減額さ

　　　れる金額を記載して「円」の字句を○で囲むこと。
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　　また、負担額が免除される場合は「免除」の字句を○で囲み、支払が猶予される場合は「支

　払猶予」の字句を○で囲むこと。
（イ）　老人医療の場合で老人保健法第28条第3項の規定に基づき市町村長から一部負担金の減免を

　受けた者の場合は、　「減」又は「免」のいずれか該当する字句を○で囲み、減額を受けた者の

　場合は減額後の一部負担金の金額を記載すること。

（ウ）　「公費①」及び「公費②」の項には、それぞれ第1公費及び第2公費に係る調剤券等に記入

　されている公費負担医療に係る患者の負担額（一部負担金の額が医療券等に記載されている公

　費負担医療に係る患者の負担額を下回る場合は、10円未満の端数を四捨五入する前の一部負

　担金の額）を記載すること。なお、障害者自立支援法による自立支援医療に係る患者の負担額

　については、10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額を記載すること。

　　ただし、医療保険と結核予防法又は障害者自立支離との併用の場合1こは・当該公費に係る

　患者負担額は「公費①」及び「公費②」の項には記載することを要しないこと。

（35）その他

　ア　高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保険法施行令第42条

　　第6項に規定する金額を超えた場合にあっては、　「特記事項」欄に「長」と記載すること。

　　　ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に健康保険法施行令第42条第6項

　　に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除くこ

　　と。

　イ　特例的に、生活保護法、結核予防法及び障害者自立支援法の3種の公費負担医療の併用の場合

　　があるが、この場合にあっては、法別番号等によらず、次の記載要領によること。

　　（ア）　生活保護法に係る公費負担者番号は「保険者番号」欄に、公費負担医療の受給者番号は「被

　　　保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄に記載し、結核予防法に係る分は「公費負担者番

　　　号①」欄に、障害者自立支援法に係る分は「公費負担者番号②」欄に記載すること。

　　（イ）　「職務上の事由」欄は記載しないこと。

　　（ウ）　生活保護法に係る処方せん受付回数は「受付回数」欄の「保険」の項に記載し、結核予防法

　　　に係る分は「受付回数」欄の「公費①」の項に、障害者自立支援法に係る分は「受付回数」欄

　　　の「公費②」の項に記載すること。
　　（エ）　生活保護法に係る調剤基本料は「調剤基本料」欄の「保険」の項に記載し、結核予防法に係

　　　る分は「調剤基本料」欄の「公費①」の項に、障害者自立支援法に係る分は「調剤基本料」欄

　　　の「公費②」の項に記載すること。
　　（オ）　生活保護法に係る調剤基本料の時間外等加算は「時間外等加算」欄の「保険」の項に記載し、

　　　結核予防法に係る分は「時間外等加算」欄の「公費①」の項に、障害者自立支援法に係る分は

　　　　「時間外等加算」欄の「公費②」の項に記載すること。

　　（カ）　生活保護法に係る薬学管理料は「薬学管理料」欄の「保険」の項に記載し、結核予防法に係

　　　る分は「薬学管理料」欄の「公費①」の項に、障害者自立支援法に係る分は「薬学管理料」欄

　　　の「公費②」の項に記載すること。
　　（キ）　「医師番号」欄から「加算料」欄までの該当欄には、生活保護法に係る医師番号等を記載する

　　　こと。
　　（ク）　「公費分点数」欄は縦に2区分し、左欄に結核予防法、右欄に障害者自立支援法に係る調剤報

　　　酬点数を記載することとするが、生活保護法に係る調剤報酬点数と同じものがある場合は、縦



　　1こ2区分すること及び当該調剤報酬点数を記載することを省略しても差し支えないこさ・

（ケ）生活保灘に係る合計点数はr言青求」欄のr保険」の項に・結核予防法1こ係る合計点数は

　　r請求」欄のr公費①」の項に、障害者自立支援法に係る合計点数は「請求」ネ閾の「公費②」

　　の項に記載すること。
ウ老人被爆者の場合は、r摘要」欄右下に赤色で㊥の表示をすること・

工厚生労働大臣の定める選定療養第・4号に規定する医療機器を使用又は支給した場合はコの

第3の2の伽コの例によりr摘要」欄にr器選」と記載し・当該医療機器名を他の特定保険医

　療材料と区別して記載すること。

V　その他の事項

、当分の間、r保険種別・」及びr保険種別2」欄の記載について漏れがあっても・原則として審査

　　支払機関から返戻しないものとする。

2当分の間、歯科診療報酬に係る請求以外については、従来の様式を取り繕って使用することができ

　　るものであること．た紅、特段の事情がない限り速やかに改正後の様式を用いること・

3r療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求1こ関する省令の一部を改耽る省

　　令」（平成18年厚生労働省令第62号）による改正前の様式により言責求（歯科診療報酬に係る請求を除

　　く．）を行う場合、今般の診療報酬点数表の改正により新たに記載が必要となる事項についηま・本

　　通知による改正後の記載要領によること。
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別紙2
診療録等の記載上の注意事項

第1　一般的事項
　1　診療録、歯科診療録及び処方せん（以下「診療録等」という。）の様式については、　「保険医療機

　　関及び保険医療養担当規則」　（昭和32年厚生省令第15号）によるものであること。

　2　処方せんの用紙は、A列5番とすること。なお、診療録及び歯科診療録の用紙については、用紙の

　　大きさに特段の定めはないが、A列4番とすることが望ましいものであること。

　3　医療保険単独の者に係る診療録等については公費負担医療に係る欄は空欄のままとし、公費負担医

　　療単独の者に係る診療録等については療養の給付に係る欄は空欄のままとして差し支えないこと。

　4　特定承認保険医療機関における特定療養費に係る診療録等については、　「保険医療機関」とあるの

　　は「特定承認保険医療機関」と、公費負担医療に係る診療録等については、　「保険医療機関」とある

　　のはそれぞれの公費負担医療の担当医療機関と、　「保険医氏名」とあるのはそれぞれの公費負担医療

　　の担当医氏名と読み替えるものであること。

第2　診療録等の記載上の注意事項（共通）

　1　「公費負担者番号」欄について
　　（1）医療券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載すること（別添2「保険者番号・市町村●

　　　公費負担者番号・老人医療・公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コード設定

　　　要領（以下「設定要領」という。）の第2を参照）。

　　（2）、種の公費負担医療が医療保険とイ井用される場合は、当該公費負担医療にイ系る分は左上部の該当

　　　欄に記載すること　（以下左上部の該当欄に記載される公費負担医療を「第1公費」という。）。

　　（3）2種の公費負担医療が医療保険と併用される場合は、別添3「法別番号及び制度の略称表」に示

　　　す法別番号順により、先順位の公費負担医療を「第1公費」とし、後順位の公費負担医療に係る分

　　　は右下部の該当欄（歯科診療録にあっては「備考」欄。以下同じ。）に記載すること（以下右下部

　　　の該当欄に記載される公費負担医療を「第2公費」という。）。

　　（4）公費負担医療単独の場合は、左上部の該当欄に記載すること。

　　（5）公費負担医療のみが2種併用さオτる場合は、第・公費に係るものは左上部の該当欄1こ・第2公費

　　　に係るものは右下部の該当欄に記載すること。

　　　　なお、特例的に、生活保護法、結核予防法及び障害者自立支援法の3種の公費負担医療の併用の

　　　場合があるが、この場合にあっては、生活保護法に係る公費負担者番号は「保険者番号」欄に、公

　　　費負担医療の受給者番号は「被保険者証・被保険者手帳の記号・番号」欄に記載し、結核予防法に

　　　係る分は左上部の該当欄に、障害者自立支援法に係る分は右下部の該当欄に記載すること・

　　（6）同種の公費負担医療で住所変更1こより肋途中において公費負担者番号が変更となった場合は・

　　　変更前の公費負担医療に係る分は第1公費とし、変更後の公費負担医療に係る分は第2公費として

　　　取り扱うものとすること。

　　　　なお、該当欄に書ききれない場合は、　「備考」欄に記載すること。

　　（7）老人医療に係る診療録等につし・ては、左．ヒ部のr公費負担者番号」欄に健康手嘔展の医療受給者証

　　　に記入されている市町村番号8桁を記載すること（別添2「設定要領」の第2を参照）・

　　（8）住所変更により、月の途中で市町村番号が変更になった場合は（6）に準じて扱うこと。

　　2　「公費負担医療の受給者番号」欄について
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（1）医療券等に記入されている受糸合者番号7桁を記載すること（別添2「設定要領」の第3を参照）、・

（2）老人医療に係る診療録等については、健康手帳の医療受給者証に記入されている受給者番号7桁

　　を記載すること　（別添2「設定要領」の第3を参照）。

（3）その他は、1の（2）から（6）まで及び（8）と同様であること。

3　「保険者番号」欄について
（1）設定された保険者番号8桁（政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く・）については

　　4桁）を記載すること（別添2「設定要領」の第1を参照）。
（2）政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く・）及び船員保険について1ま・当該被保険者

　　又は被保険者であった者（以下単にr被保険者」という。）及び被扶養者の管轄地方社会保険事務

　　局長と当該保険医療機関の管轄地方社会保険事務局長とが同一である場合（以下「自県分の場合」

　　という。）には、記載を省略して差し支えないこと。

（30日雇特例被保険者の保険について1ま、自県分の場合は・頭初の2欄に法男ll番号を必ず記載し・他

　　の記載は省略して差し支えないこと。

　（4）前記により、　「保険者番号」欄の記載は、次表のとおりであること。

自県分の場合
他県分の場合

＝
：

：
＝
●

＝　　：
P　　：■　　　　　　　■

：
：
■

：
：
●

：　　1
F　　lI　　　　　　　■

区　　　分
1

｝
法
別
番
号

都道府県

ﾔ　　号

保険者別

ﾔ　　号

検証

ﾔ号

決別

ﾔ号

都道府県

ﾔ　　号

保険者別

ﾔ　　号

検証

ﾔ号

政府管掌健康保険
i日雇特例被保険者

：
＝

：
＝

1　　：
F　　1　■

：
：
●

：
：
■

＝　　l
n：O：O■　　　　　　　■ ○

の保険を除く　。　）
● ■ t

（省略して差し支えないこと）
（空 欄）

船　　　員　　　保　　　険
：
：

：
：
●

＝　　：
F　　1■　　　　　　　■

：
O
：
O
l

：
O
：
O
I

：　　l
nIO：O●　　　　　　　● O

●

（省略して差し支えないこと）

日雇特例被保険者の保険
＝OlO ：

：
：　　1
＝@　：■　　　　　　　■

：
O
：
O
o

：
O
I
O
■

＝　　：
n：010一　　　　　　　　■ O

● ●

（省略して差し支えないこと）

1 ： 1　　：

その他σ）医療保険
：O：O ：O：O 1　　：

O：0：0　● ○
oio■ O：○●

O：○：OI　　　　　　　　一 0

備考　○印のものは、必ず記載すること。

（5桐の途中において保険者番号の変更があった場合はr備考」ヰ關に変更後の保険者番号を記載する

　こと。

4r被保険者証．被保険者手1帳」欄・）r言己号・番号」欄（処方せんにあっては・「被保険稲1三●被保

　険者手帳の記号・番号」欄）について
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　健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、受給資格者票及び特別療養費受

給票等（以下「被保険者証等」という。）の「記号及び番号」欄の記号及び番号を記載すること。

第3　診療録の記載上の注意事項

　1　「受診者」欄について

　　（1）　「氏名」欄には、受診者の姓名を記載すること。

　　（2）r生年朋」及びr性別」欄1こは、受診者の生年朋を記載するとともに・性別の該当するもの

　　　を○で囲むこと。

　　（3）　「住所」欄には、受診者の住所及び電話番号を記載すること。

　　　　なお、電話番号については記載を省略しても差し支えないこと。

　　（4）　r職業」欄には、受診者の職種名を記載すること。

　　　　なお、業務上の疑いがない場合等特に必要がない場合には、記載を省略しても差し支えないこ

　　　と。

　　（5〉　「被保険者との続柄」欄には、被保険者と受診者との続柄を記載すること。

　　　　なお、被扶養者であることが明らかである場合等特に必要がない場合には、記載を省略しても差

　　　し支えないこと。

　2　　「被保険者証・被保険者手帳」欄の「有効期限」欄について

　　　被保険者証等の有効期限を記載すること。

　3　　「被保険者氏名」欄について

　　　被保険者の姓名を記載すること。

　4　　「資格取得年月日」欄について
　　　被保険者の資格取得年月日等を記載することを原則とするが、必要のない場合は記載を省略しても

　　差し支えないこと。

　5　「事業所（船舶所有者）」欄について
　　（1）r所在地」欄には、被保険者の勤務する事業所の所在地及ぴ電話番号を言己載することを原則とす

　　　るが、必要のない場合は記載を省略しても差し支えないこと。

　　（2）　「名称」欄には、被保険者の勤務する事業所の名称を記載することを原則とするが、必要のない

　　　場合は記載を省略しても差し支えないこと。

　6　「保険者」欄について
　　（1）　「所在地」欄には、被保険者が管掌されている保険者の所在地及び電話番号を記載することを原

　　　則とするが、必要のない場合は記載を省略しても差し支えないこと。

　　（2）r名称」欄には、被保険者が管掌されている保険者名を記載することを原則とするが・必要のな

　　　い場合は記載を省略しても差し支えないこと。

　7　「傷病名」欄について
　　　傷病名については、原則として、　「磁気テープ等を用いた請求に関して厚生労働大臣が定める規格

　　及び方式」　（平成3年9月27目）別添3に規定する傷病名を用いること。

　8　「職務」欄について
　　（1）　「上」には、船員保険の被保険者又は共済組合の船員組合員について、その療養の給付の原因と

　　　なった傷病が、職務上の事由による取扱いに該当する場合に○で囲むこと。

　　（2）　「外」には、当該者の傷病の原因が職務外の事由による場合に○で囲むこと。

　　9　　「開始」欄について
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　　受診者が当該医療機関において、医療保険、老人医療又は公費負担医療で診療を開始した年月日を

　記載すること。

10　「終了」欄について
　　受診者の傷病が転帰した年朋又は医療保険、老人医療若しくは公費負担医療が終了した年月日を

　記載すること。

11　「転帰」欄について
　　受診者の傷病に関する診療行為の終了原因について該当するものを○で囲むこと。

12　「労務不能に関する意見」欄について
（1）r意見書に記入した労務不能期間」欄には被保険者が保険給付を受。ナるため・保険医の意見を求

　　めた場合において療養のため労務不能であったと認められた期間を記載すること。

（2）r意見書交付」欄には、被保険都保険給付を受けるために必要な意見書を交付した年朋を記

　　載すること。

13　「入院期間」欄について
　　保険給付を受けるために必要な意見書に記載した入院期間を記載すること。

14　「業務災害又は通勤災害の疑いがある場合は、その旨」欄について

　　業務災害又は通勤災害の疑いが認められる場合1こは、当該傷病名及び当該傷病原因を記載するこ

　と。

15　「備考」欄について
（1）老人医療に係る診療録にあって1ま、当該受給者の健康手帳の医療受給者証の有効期間を記載する

　　こと。

　（2）前記のほか、保険診療又は老人医療に関し必要な事項を記載すること。

16　「既往症・原因・主要症状・経過等」欄について
　　受診者の病歴、受診に係る傷病の原因、傷病に関する主要症状及び受診中の経過等について必要な

　事項を記載すること。

17　「処方・手術・処置等」欄について

　　受診者に対し行った診療行為について内容を記載すること。

18　「診療の点数等」欄について

　（1）　「月日」欄について

　　　受診者に対し療養の給付等を行った月日を記載すること。

　（2）　「種別」欄について
　　　受診者に対し療養の給付等を行った診療行為名を記載し、算定した点数を記載すること。

　　　なお、・「月日」欄と「種別」欄の配置を縦横逆にしても差し支えないこと。

　（3）　「点数」欄について
　　　受診者に対し療養の給付等を行った月日ごとに算定した点数の合計を記載すること。

　（4）　「負担金徴収額」欄について

　　　　医療機関において徴収した負担金の額を記載すること。

　（5）　「食事療養算定額」欄について

　　　　受診者に対し、食事療養を行った月日ごとに算定した金額の合計を記載すること。

　（6）　「標準負担額」欄について

　　　　食事療養に係る標準負担額を記載すること。

　　（7）r備考」欄につい冒（
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　　　療養の給付等につき算定した点数の計等を記載すること。

19　その他
　　様式第、号（1）の2及び（1）の3を一葉にまとめること、（1）の3の記載事項を上下2ヰ閾に分けること等

　は差し支えないこと。

第4　歯科診療録の記載上の注意事項

　1　「受診者」欄について

　　（1）　「氏名」欄には、受診者の姓名を記載すること。

　　（2）r生年朋」及びr性別」欄1こは、受診者の生年朋を記載するとともに・性別の該当するもの

　　　を○で囲むこと。

　　（3）　「住所」欄には、受診者の住所及び電話番号を記載すること。

　　　　なお、電話番号については記載を省略しても差し支えないこと。

　　（4）　「職業」欄には、受診者の職種名を記載すること。

　　　　なお、業務上の疑いがない場合等特に必要がなし・場合には・記載を省略しても差し支えないこ

　　　と。
　　（5）　「被保険者との続柄」欄には、被保険者と受診者との続柄を記載すること。

　　　　なお、被扶養者であることが明らかである場合等特に必要がない場合には・記載を省略しても差

　　　し支えないこと。

　2　　「被保険者証・被保険者手帳」欄の「有効期限」欄について

　　　被保険者証等の有効期限を記載すること。

　3　　「被保険者氏名」欄について

　　　被保険者の姓名を記載すること。

　4　　「資格取得年月日」欄について
　　　被保険者の資格取得年朋等を記載することを原則とするが泌要のない場合は記載を省略しても

　　差し支えないこと。

　5　「事業所（船舶所有者）」欄について
　　（1）r所在地」欄には、被保険者の勤務する事業所の所在地及び電話番号を記載することを原則とす

　　　るが、必要のない場合は記載を省略しても差し支えないこと。

　　（2）r名称」欄には、被保険者の勤務する事業所の名称を言己載することを原則とするが・必要のない

　　　場合は記載を省略しても差し支えないこと。

　　6　「保険者」欄について
　　（1）r所在地」欄には、被保険者が管掌されている保険者の所在地及び電話番号を言己載することを原

　　　則とするが、必要のない場合は記載を省略しても差し支えないこと。

　　（2）r名称」欄には、被保険者が管掌されている保険都を言己鼓することを原則とするが必要のな

　　　　い場合は記載を省略しても差し支えないこと。

　　7　「部位」欄について

　　　　傷病のある部位をそれぞれ記載すること。

　　　　ただし、同一傷病名のものについては、同一欄に一括して記載しても差し支えないこと。

　　8　　「傷病名」欄について

　　　傷病名は、わが国で通常用いられている傷病名を記載すること。

　　9　　「職務」欄について
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（1）r上」には、船員保険の被保険者又は共済組合の船員組合員について・その療養の給付の原因と

　　なった傷病が、職務上の事由による取扱いに該当する場合に○で囲むこと。

（2）r外」には、当該者の傷病の原因が職務外の事由による場合に○で囲むこと・

10　「開始」欄について
　　被保険者が当該医療機関において、医療保険、老人医療又は公費負担医療で診療を開始した年月日

　を記載すること。

11　「終了」欄について
　　受診者の傷病が転帰した年朋又は医療イ呆険、老人医療若しくは公費負担医療が終了した年月日を

　記載すること。

12　「転帰」欄について
受診者の傷病に関する診療行為の終了原因につレ・て該当するものを○で囲むこと・

13　「　　　上

　　　右一トー左欄について

　　　　　　　　　　　ヨ

　（1）予め歯牙配列図等を印刷して差し支えないこと。

　（2）必要がある場合、口腔診察の所見等を記載すること。

14　「〔主訴〕その他摘要」欄について

　　主訴及び参考となる事項を記載すること。

15　「労務不能に関する意見」欄について
（1）r意見書に言己入した労務不能期間」欄には、被保険者が保険給付を受けるため・保険医の意見を

　　求めた場合において療養のため労務不能であったと認められた期間を記載すること・

（21r意見書交付」欄には、被保険者に保険給付を受けるため1こ必要な意見書を交付した年月日を記

　　載すること。

16　「入院期間」欄について
　　保険給付を受けるために必要な意見書に記載した入院期間を記載すること・

17　「業務災害又は通勤災害の疑いがある場合は、その旨」欄について

業務災害又は通勤災害の疑いが認められる場合には、当該傷病級び当言獅丙原因を記載すること・

18　「備考」欄について
（1）老人医療に係る診療録にあって1ま、当該受給者の健康手帳の医療受給者証の有効期間を記載する

　　　ことの

　　（2）前記のほか、保険診療又は老人医療に関し必要な事項を記載すること・

　19　「月日」欄について

　　　受診者に対し療養の給付等を行った月日を記載すること。

　20　「療法・処置」欄について
　　　受診者1こ対し療養・）給付等を行った月日ごと1こ療法及び処置について必要な事艶言己載すること・

　21　「点数」欄について
　　　受診者に対し療養の給付等を行った月日ごとに算定した点数を言己赦すること・

　22　「負担金徴収額」欄について

　　　医療機関において徴収した負担金の額を記載すること。

　23　「■食事療養算定額」欄について

　　　受診都対し、食事膿を行った月・ごとに算定した金額の合計を記載すること・
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24　「標準負担額」欄について

　　食事療養に係る標準負担額を記載すること。

25　その他

　　「受診者」欄を右欄に配置換えをする等は差し支えないこと。

第5

　1

　処方せんの記載上の注意事項

　　「患者」欄について

（1）氏名

　　　投薬を受ける者の姓名を記載すること。

（2）生年月日

　　　投薬を受ける者が6歳に満たない場合は、その生年月日を記載し、その他の者については年のみ

　　の記載で差し支えないこと。

（3）男・女

　　　投薬を受ける者の性別について該当するものをOで囲むこと。

（4）区分

　　　該当するものをOで囲むこと。

　　保険医療機関指定申請の際等に地方社会保険事務局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。

　　保険医療機関の電話番号を記載することを原則とするが、必要のない場合は記載を省略しても差し

支えないこと。

　　処方せんを発行した保険医が署名するか、又は保険医の姓名を記載し、押印すること。

　　患者に処方せんを交付した年月日を記載すること。

　（1）交付の日を含めて4目以内の場合は、記載する必要がないこと。

　（2）患者の長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合に、交付の日を含めて3日以内又は交付

　　の日を含めて4日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には、年月日を記載すること。この

　　場合において、当該処方せんは当該年月日の当日まで有効であること。

　　投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載し、余白がある場合には、斜線等により余白であ

　る旨を表示すること。

　（1）医薬，粘名は、原則として薬価基準に記載されている名称を記載することとするが、一般名による

　　記載でも差し支えないこと。

　　　なお、当該医薬品が、薬価基準上、2以上の規格単位がある場合には、当該規格単位をも記載す

　　ること。

　　　また、保険医療機関と保険薬局との間で約束されたいわゆる約束処方による医薬品名の省略、記

　　号等による記載は認められないものであること。

　（2）分量は、内服薬については1日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総量、屯服

　　薬については1回分量を記載すること。

2　「保険医療機関の所在地及び名称」欄について

3　「電話番号」欄について

4　　「保険医氏名㊧」欄について

5　「交付年月日」欄について

6　　「処方せんの使用期間」欄について

7　　「処方」欄について

一96一



（3）用法及び用量は、1回当たりの服用（使用）量、1目当たり服用（使用）回数及び服用（使用）

　時点（毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等）、投与日数（回数）並びに服用（使用）

　に際しての留意事項等を記載すること。

（4）特定保険医療材料（自己注射に用いる自己注射用ディスポーザブル注射器、万年筆型インスリン

　注入器用注射針、万年筆型ヒト成長ホルモン剤注入器用注射針、自己連続携行式腹膜灌流に用いる

　腹膜透析液交換セット、在宅中心静脈栄養法に用いる在宅中心静脈栄養用輸液セット又は在宅成分

　栄養経管栄養法に用いる在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル）を保険薬局

　より支給させる場合は名称及び本数又はセット数を記載すること。

（5）8の（5）による署名又は記名・押印をした場合において、一部の医薬品について後発医薬品への変

　更を不可とする場合は、当該医薬品の名称の後に「後発医薬品への変更不可」と記載すること。

8　「備考」欄について

（1）保険薬局が調剤を行うに当たって留意すべき事項等を記載すること。

（2）麻薬を処方する場合には、麻薬取締法第27条に規定する事項のうち、患者の住所及び麻薬施用者

　　の免許証の番号を記載すること。

（3）長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲において・

　　投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14目を超えて投与した場合は、そ

　　の理由を記載すること。

　（4）　3歳未満の患者の場合は「3歳」と、高齢受給者又は老人医療受給対象者であって9割給付の患

　　者の場合は「高9」と、高齢受給者又は老人医療受給対象者であって8割給付の患者の場合は「高

　　8」と記載すること。

　（5）後発医薬品がある医薬品を処方した場合であって、当該医薬品を後発医薬品に変更しても差し支

　　えない場合は、　「保険医署名」の項に署名又は記名・押印すること。

9　その他

　　薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに以下の事項を記載すること。

（1）　「調剤済年月日」欄について

　　　処方せんが調剤済となった場合の年月日を記載すること。その調剤によって、当該処方せんが調

　　剤済とならなかった場合は、調剤年月日及び調剤量を処方せんに記載すること。

（2）　「保険薬局の所在地及び名称」欄について

　　　保険薬局指定申請の際等に地方社会保険事務局長に屈け出た所在地及び名称を記載すること。

　（3）　「保険薬剤師氏名　㊧」欄について

　　　調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し、押印すること。

　（4）その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入すること。

　　ア　処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調

　　　剤した場合には、その変更内容

　　イ　医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答の内容
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別添1

診療報酬請求書等一覧表

区　　　　　分 様式番号

医科・歯科、入院・入院外併用（国保の被保険者を除く） 様式第1（1）

診療報酬
医科、入院外　　　　　　　　　（　　　　〃　　　　　） 〃　（2）

請　求　書 歯科、入院外　　　　　　　　　（　　　　〃　　　　　） 〃　（3）

医科・歯科　　　　　　　　　　（国保の被保険者に限る） 様式第　6
“　　（磁気）　　　　　　（　　　　〃　　　　　） 様式第　7

算定告示別表第1（医科）、入院時食事療養費の告示 入　院 様式第2（1）

診療報酬 又は特定療養費の告示（医科の例による場合） 入院外 様式第2（2）

明　細　書 算定告示別表第2　（茜科）、入院時食事療養費の告示 一 様式第　3
又は特定療養費の告示（歯科の例による場合）

調剤報酬 （国保の被保険者を除く）一 様式第　4

請　求　書 （国保の被保険者に限る） 様式第　8

調剤報酬 算定告示別表第3　（調剤） 一 様式第　5

明　細　書



別添2

保険者番号、市町村一公費負担者番号、老人医療・
公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及
び薬局コード設定要領

第1　保険者番号

、保険者番号は、次のように法別番号2桁、都道府県番号2桁・保険者別番号3桁・検証番号1桁・

計8桁の算用数字を組み合わせたものとする．ただし、国民健康保険（退職者医療を除く・）の保険

者番号については、都道府県番号2桁、保険者別番号3桁、検証番号・桁・計6桁の算用数字を組み

合わせたものとする。

」
　
　
　
，
　
　
　
1
　
　
　
■

1
1
1

l　　　　　　　　　　　　　l

h　　　　　　　　　　　　　I

戟@　　　　　　　　　　　　l

L
1 ‘　　　　　　　　　　　　」

」
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
‘

1
1
1

I　　　　　　　　　　　　　I

戟@　　　　　　　　　　　　l

h　　　　　　　　　　　　　I

1
1 』　　　　　　　　　　　　　騨

1
1

別
号

法
番

都道府県

番　　号

保険者別

番　　号

証
号

検
番

2　法別番号は、医療保険制度の各区分ごとに別表1の（1）に定める番号とする。

3都道府県番号は、4の保険者等の所在地の都道府県ごとに別表2に定める番号とする・

4保険者番号は、政府管掌健康保険及び船員保険にあっては社会保険事務所（船員保険につレ’て地方

　　社会保険事務局が事務を行うことになっている場合にあっては当該地離会イ呆険事務局を含む・）

ごとに社会保険庁長官が、国民健康保険にあっては国民健康保険事業を行う市町村又は国民健康保険

組合ごとに都道府県知事が、また、組合管掌健康保険にあっては健康保険組合（社会保険診療報酬支

払基金1こ対して支払を行う従たる事務所を含む．）ごとに地方社会保険事務局長が・共済組合及び自

　衛官等の療養の給付にあっては各主管官庁が定める番号とする。

5　検証番号は、次により算出した番号とする。

（1）法別番号、都道府県番号及び保険者別番号の各数に末尾の桁を起点として順次2と1を乗じる・

（2）（1）で算出した積の和を求める．ただし、積が2桁となる場合は・・桁目と2桁目の数字の和とす

　　るの
（3）1。と（2）で算出した数字の下・荊テの数との差を求める・これを検証番号とする・ただし・1の位の

　　数が0のときは検証番号を0とする。

例

法別番号

｛0　　　6

×　　　　×

都道府県番号

3
×

保険者別番号

－
×

点起

←⑧
×4

×
0
×
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2 1 2 1 2　　1　　2

O十6十2十3十〇十4十（1十6）＝22

1・一2一匡］一…一・検証番号

6　保険者番号の管理は、社会保険庁長官、都道府県知事、地方社会保険事務局長又は主管官庁におい

　て行うものとし、保険者番号の設定変更に際しては、社会保険診療報酬支払基金及び当該保険者に対

　して速やかに連絡するものとする。ただし、国民健康保険にあっては、都道府県知事、地方社会保険

事務局長から所在地の国民健康保険団体連合会及び当該保険者に対して速やかに連絡するものとする。

7　政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）の保険者番号についての特例

　　政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）の保険者番号については、当分の間、上記

　1及び3にかかわらず、都道府県番号2桁及び保険者別番号2桁を組み合わせた4桁の番号をもって

　保険者番号とするものとし、この場合の都道府県番号は、社会保険事務所の所在地の都道府県ごとに

別表3に定める番号とする。

第2　市町村・公費負担者番号

1　市町村番号及び公費負担者番号は、次のように法別番号2桁、都道府県番号2桁・実施機関番号3

　　桁、検証番号1桁、計8桁の算用数字を組み食わせたものとする。

『 1 ，　　　　　　　　　　　　1

1 1 』　　　　　　　　　　　　　1

1 1 1　　　　　　　　　　　　，

1 1 1　　　　　　　　　　　　1

1 1 1　　　　　　　　　　　　準

1 1 レ　　　　　　　　　　　　専

1 1 ，　　　　　　　　　　　　1

1 1 l　　　　　　　　　　　　l

別
号

法
番

都道府県

番　　号

実施機関

番　　号

証
号

検
番

2　決別番号は、老人医療については別表1の（2）に定める番号とし、公費負担医療については公費負担

医療制度の種類ごとに別表1の（3）に定める番号とする。

3　都道府県番号は、市町村又は4の公費負担医療実施機関の所在地の都道府県ごとに、別表2に定め

　る番号とする。

4　実施機関番号は、老人医療については厚生労働省保険局が、公費負担医療については公費負担医療

　制度の種類ごとに公費負担医療主管行政庁又は公費負担医療実施機関が定める。

5　検証番号は、第1の5の例により定める。

6　市町村番号及び公費負担者番号の管理は、老人医療又は各公費負担医療に係る第2の4の実施機関

　番号設定者において行うこととし、市町村番号又は公費負担者番号の設定変更に際しては、社会保険

　診療報’酬支払基金等に対して速やかに連絡するものとする。
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第3　老人医療・公費負担医療の受給者番号

1　老人医療又は公費負担医療の受給者番号は、次のように受給者区分6桁、検証番号1桁、計7桁の

　算用数字を組み合わせたものとする。

卜　　　　　　　　　　　　　　1
I　　　　　　　　　　　　　I

l　　　　　　　　　　　　　I
嘔　　　　　　　　　　　　　1

l　　　　　　　　　　　　　I
1　　　　　　　　　　　　　1

1　　　　　　　　　　　　　匹
1　　　　　　　　　　　　　匹

1　　　　　　　　　　　　　　匹
調　　　　　　　　　　　　　　r

1　　　　　　　　　　　　　』
噛　　　　　　　　　　　　　1

l　　　　　　　　　　　　　I
l　　　　　　　　　　　　　l

l　　　　　　　　　　　　　　I
「　　　　　　　　　　　　　1

受給者区分 証
号

検
番

2　受給者区分は、老人医療又は各公費負担医療の受給者ごとに市町村又は公費負担医療主管行政庁若

　しくは公費負担医療実施機関が定める。

3　検証番号は、第1の5の例により定める。

第4　医療機関コード及び薬局コード

1　医療機関コード及び薬局コード（以下「医療機関等コード」という。）は、次のように郡市区番号

　2桁、医療機関（薬局）番号4桁、検証番号1桁、計7桁の算用数字を組み合わせたものとする。

君5市区

番　号

医療機関（薬局）

番　　　　　　号
証
号

検
番

2　郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位として、地方社会保険事務局長が定めるもの

　とする。ただし、独立行政法人国立病院機構等を一般の医療機関等と区別する必要があると、きは、地

方社会保険事務局長において郡市区番号にかえて、これらを1単位とした2桁の番号を定めても差し

　支えないものとする。

3　医療機関（薬局）番号は、医療機関について、医科にあっては1，000から2，999、歯科にあっては

3，000から3，999、薬局にあっては4，000から4，999の一連番号を上記2の郡市区ごとに、地方社会保険

事務局長がこれを定めるものとする．ただし、4桁の医療機関（薬局）番号のうち、中2桁又は下2

　桁が90となる番号は欠番とするものとする。

4　同一の医療機関及び薬局において、保険医療機関、保険薬局並びに公費負担医療を担当する医療機

　関及び薬局のうち、2以上の指定を受けているものについては、同一の医療機関等コードを付すもの

　とする。

5　検証番号は、次により算出した番号とする。

　（D　都道府県番号、点数表番号、郡市区番号及び医療機関番号の各数に末尾の桁を起点として順次2
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　と1を乗じる。この場合の都道府県番号は別表2に定める番号とし、また、点数表番号は医科1、

　歯科3、薬局4とするものとする。
（2）（1）で算出した積の和を求める．ただし、積が2桁となる場合は・桁目と2新テ目の数字の和とする

　ものとする。
（3）1。と（2）で算出した数字の下・断テの数との差を求める・これを検証番号とする・ただし・1の位の

　数が0のときは検証番号を0とする。

例

都道府県

番　　号

｛3　　　4

×　　　　×

2　　　1

点数表

番　号

｛　1

　×

　2

難
｛
H
ハ
ロ

医療機関（薬局）

番　　　　　　号

－
×
－

点起

←⑥
×
2

3
×
1

2
×
2

6＋4＋2＋0＋（1＋4）＋1＋4＋3＋（1＋2）ニ28

01・一8一同一……・一検証番号

○医療機関等コード　　　　　07、1236、2

6医療機関等コードの管理は、地方社会保険事務局長において行うものとし・医療機関等コードの変

　更に際しては、社会保険診療報酬支払基金等に対して速やかに連絡するものとする。
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別添3

法別番号及び制度の略称表
（1）

区　　　　　　　　　　分 法別番号 制度の略称

政府管掌健康保険 （日雇特例被保険者の保険を除く。） 01 （政）

船員保険 02 （船）

補欝（法第129条第131条及び第14
03 （目）

日雇特例被保険者

ﾌ　　保　　険 ○特別療養費（法第145条関係） 04
（日　　特）

狽ﾍ（特）

組合管掌健康保険 06 （組）

防衛庁職員給与法による自衛官等の療養の給付（法第22条関係） 07 （自）

国家公務員共済組合 31

地方公務員等共済組合 32

社
　
　
会
　
　
保
　
　
険
　
　
制
　
　
度

警察共済組合 33 （共）

公立学校共済組合

坙{私立学校振興・共済事業団
34

特定健康保険組合 63
国家公務員特定共済組合 72
地方公務員等特定共済組合 73 （退）

警察特定共済組合 74
公立学校特定共済組合

坙{私立学校振興・共済事業団
75

（注）63．72～75は、特例退職被保険者、特例退職組合員及び特例退職加入者1こ係る法別番号で

　　ある。

（2）

区　　　　　　　　　　分 法別番号 制度の略称

※ 老人保健法による老人医療 27 一

※　老人保健制度

（2）の2

区　　　　　　　　　　　分 法別番号

※ 国民健康保険法による退職者医療 67

※　国民健康保険制度
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（3）

区　　　　　　　　　　分 法別番号 制度の略称

○療養の給付（法第10条関係） 13 一戦傷病者特別

㈹�@による ○更生医療（法第20条関係） 14 一

駿灘籔 ○認定疾病医療（法第10条関係） 18 一

辮鐸 ○新感染症の患者の入院（法第37条関係） 29 一

寝醗灘幣齢墾謙繍房麟灘鞭 30 一

○適正医療（法第34条関係） 10 （結34）

結核予防法による
○従業禁止、命令入所（法第35条関係） 11 （結35）

鱒欝難
○措置入院（法第29条関係） 20 （精29）

懸朝立支援法 ○精神通院医療（法第5条関係） 21 （精神通院）

O更生医療（法第5条関係） 15 一

○育成医療（法第5条関係） 16 一

公
　
　
　
　
費
　
　
　
　
負
　
　
　
　
担
　
　
　
　
医
　
　
　
　
療
　
　
　
　
　
制
　
　
　
　
　
度

麻薬及び向精神薬取締法による入院措置（法第58条の8関係） 22 一

織羅碁 ○一類感染症等の患者の入院（法第37条関係） 28 一

児童福祉法による O療育の給付（法第21条の9関係） 17 一

畢灘簸 ○一般疾病医療費（法第18条関係） 19 一

母子保健法による養育医療（法第20条関係） 23 一

特定疾患治療費、先天性血液凝固因子障害等治療費、水俣病総合
ﾎ策費の国庫補助による療養費及び研究治療費、茨城県神栖町に
ｨける有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措
P妻業要綱による医療費及びメチル水銀の健康影響による治療研

51 一

贋鱗購劣鵬篠等定疾患治療研究事業に係る医療の給 52 ｝

児童福祉法の措置等に係る医療の給付 53 一

生活保護法による医療扶助（法第15条関係） 12 （生保）

石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給（法

謔S条関係）

66 一
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蓼 保医発第0330007号

平成18年3月30目

　地方社会保険事務局長殿
　都道府県民生主管部（局）

各　国民健康保険主管課（部）長　殿

　都道府県老人医療主管部（局）

　　老人医療主管課（部）長殿

厚生労働省保険局医療課長

厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について（通知）

　r厚生労働大臣が指定する病院の病棟1こおける療養に要する費用の額の算定方法」（平

成18年厚生労働省告示第138号．以下r算定告示」という・）・r厚生労働大臣が指定する病

院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院及び調整係数」（平成18厚生労働省告示第14三号・

以下r調整係数告示」という．）、r厚生労働大臣が定める傷病名・手術・処置等及び副傷

病名」（平成18年厚生労働省告示第14・号）等が公布されたところであるが・これ1こ伴い・

当該費用の額の請求に関する診療報酬言青求書等の記載要領を別添のとお碇めたので・そ

の取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

なお、本通知は、平成18年4月・日から適用することとし・従前の「特定機能病院の入

院医療の包括評価に係る診療報酬請求書等の記載要領について（通知）」は・平成18年3

月31目限り廃止する。



別紙

診療報酬請求書等の記載要領

1　一般的事項

　「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和51年8月7日保険発第82号。以下

「一般記載要領」という。）別紙1の1と同様であること。

II　診療報酬明細書（様式第9）の記載要領

　1　診療報酬明細書の記載要領に関する一般的事項

　　　次に掲げるもののほかは、一般記載要領別紙1のH第3の1の（1）、（2）、（4）及び（9）

　　と同様であること。

　（1）　同一の被保険者等が2以上の傷病について診療を受けた場合においても、1件の

　　　診療報酬明細書（以下「明細書」という。）に併せて記載すること。

　（2）　月の途中において保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞ

　　　れ別の明細書を作成すること。月の途中において市町村番号若しくは老人医療の受

　　　給者番号の変更があった場合、高齢受給者証若しくは老人医療受給者証が月の途中

　　　に発行されること等により給付額を調整する必要がある場合又は公費負担医療単独

　　　の場合において公費負担者番号若しくは公費負担医療の受給者番号の変更があった

　　　場合も、同様とすること。

　　　　なお、月の途中にかかわらず上記変更が生じ、別の明細書を作成する場合、変更

　　　後の明細書に変更前の明細書の「患者基礎情報」欄及び「包括評価部分」欄の内容

　　　を記載すること。また、「包括評価部分」欄にはその旨（例　社本より国保　○年

　　　O月○日）を記載すること。

　2　明細書の記載要領に関する事項
　　　次に掲げるもののほかは、一般記載要領別表1のH第3の2（1）から（11）まで、（13）

　　から（15）まで、（20）、（35）から（37）まで及び（39）から（41）までと同様であること。こ

　　の場合、入院分と入院外分に係る記載がなされている事項の場合にあっては、入院分

　　の記載に係る例によること。

　　（1）　「保険医療機関の所在地及び名称」欄について

　　　①保険医療機関指定申請の際等に地方社会保険事務局長に届け出た所在地及び名

　　　　称を記載すること。この場合、所在地とともに、連絡先電話番号を記載すること。

　　　②欄の左下隅に「診療科（）」と表示し、（）の中に医療法施行令（昭和23年

　　　　政令第326号）に定められた診療科について、次の診療科及びコードにより記載

　　　　すること。

診　療　科 コード 診　療　科 コード 診　療　科 コード

内　　　　　科 01 心臓血管外科 16 心　療　内　科 33
精　　神　　科 02 小　児　外　科 17 アレルギー科 34
神　　経　　科 03 皮膚泌尿器科 18 リウマチ科 35
神経　内　科 04 皮　　膚　　科 19 リハビリテーション科 36
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呼　吸　器　科 05 泌　尿　器　科 20
消　化　器　科 06 性　　病　　科 21
胃　　腸　　科 07 こ　う　門　科 22
循　環　器　科 08 産　婦　人　科 23
小　　児　　科 09 産　　　　　科 24
外　　　　　科 10 婦　　人　　科 25
整　形　外　科 11 眼　　　　　科 26
形　成　外　科 12 耳鼻いんこう科 27
美　容　外　科 13 気管食道科 28
脳神経外科 14 放　射　線　科 30
呼吸器外科 15 麻　　酔　　科 31

（2）　「分類番号」欄及び「診断群分類区分」欄について

　　　「分類番号」欄及び「診断群分類区分」欄には「厚生労働大臣が指定する病院の

　病棟における療養に要する費用の額の算定方法」（平成18年厚生労働省告示第138号。

　以下「算定告示」という。）別表11に掲げる「診断群分類番号」並びに「傷病名」、

　　「手術名」、「手術・処置等1」、「手術・処置等2」、「副傷病」及び「重症度等」の

　内容のうち該当するもの全て記載すること。

（3）　「傷病名」欄及び「副傷病名」欄について

　　　「傷病名」欄には診断群分類区分を決定する根拠となった「医療資源を最も投入

　した傷病名（医療資源を投入した傷病名が確定していない場合には入院の契機とな

　つた傷病名）」及びその対応するICD10コード（5桁まで（5桁目が存在しない場合

　は4桁まで、4桁目が存在しない場合は3桁目まで）。以下同じ。）を記載すること。

　　「副傷病名」欄には副傷病名及びその対応するICD10コードを記載すること。

　　なお、傷病名については、原則として、「磁気テープ等を用いた請求に関して厚

　生労働大臣が定める規格及び方式」（平成3年9月27日保発第64号・老健発第83号）

　別添3に規定する傷病名を用いること。

（4）　「今回入院年月日」欄について

　　入院年月日（一般病棟以外の病棟（以下「対象外病棟」という。）から一般病棟

　に転棟した場合は転棟年月日）を和暦により記載すること。ただし、入院当初は診

　断群分類区分に該当しないと判断された患者が、その後、診断群分類区分に該当す

　　ると判断された場合には、医療資源を最も投入した傷病名が同一である患者につい

　　ては当該病院の入院年月日を、医療資源を最も投入した傷病名が同一ではない患者

　　については診断群分類区分に該当すると判断された日を記載すること。

（5）　「今回退院年月日j欄について

　　　退院年月日を和暦により記載すること。ただし、診断群分類点数表等による診療

　　報酬額の算定を終了する場合には、当該終了日を記載すること。

（6）　「転帰」欄について

　　　当該患者の退院時における転帰については、以下の左に掲げる状態に応じ、右の

　　番号及び状態を記載すること。
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　　医療資源を最も投入した傷病が治癒したと判断される場合　　　　　1　治癒

　　医療資源を最も投入した傷病が軽快したと判断される場合　　　　　2　軽快

　　医療資源を最も投入した傷病が寛解したと判断される場合　　　　　3　寛解

　　医療資源を最も投入した傷病が不変と判断される場合　　　　　　　4　不変

　　医療資源を最も投入した傷病が増悪したと判断される場合　　　　　5　増悪

　　医療資源を最も投入した傷病による死亡の場合　　　　　　　　　　6　死亡

　　医療資源を最も投入した傷病以外による死亡の場合　　　　　　　　7　外死亡

　　一般病棟以外又は特定入院期間以外等に該当し対象外となった場合　9　その他

（7）　「傷病情報」欄について

　①「傷病情報」欄については、次に掲げるア及びイの事項については必ず記載し、

　　ウからオまでの事項については該当がある場合は順次記載すること。「入院時併

　　存傷病名」及び「入院後発症傷病名」については、診断群分類の決定に影響を与

　　えない場合であっても、診療上、重要な傷病名は、記載する必要があること。こ

　　の場合、「入院時併存傷病名」及び「入院後発症傷病名」については、出来高算

　　定部分の記載内容にも配意しつづ、重要なものからそれぞれ最大4つまで記載す

　　ること。退院時処方の投与の原因となった傷病のうち、その発症が、診療報酬明

　　細書の「傷病情報」欄に記載された傷病名及び該当する診断群分類と関連するも

　　のについては、傷病名を記載する必要はないものとすること。

　　　なお、傷病名については、原則として、「磁気テープ等を用いた請求に関して

　　厚生労働大臣が定める規格及び方式」別添3に規定する傷病名を用いるとともに、

　　併せてICD10コードを用いること。

　　ア　　「主傷病名」

　　　　医療資源の投入量の多寡にかかわらず、医師が医学的判断に基づき決定した

　　　主傷病名を原則として1つ記載すること。

　　イ　　「入院の契機となった傷病名」

　　　　今回入院し治療する必要があると判断する根拠となった傷病名を1つ記載す

　　　　ること。

　　　ウ　「医療資源を2番目に投入した傷病名」

　　　　　医療資源を2番目に投入した傷病名を記載すること。

　　　エ　　「入院時併存傷病名」

　　　　　入院時に併存している傷病名（重要なものから最大4つまで）を記載するこ

　　　　と。

　　　オ　　「入院後発症傷病名」

　　　　　入院後に発症した傷病名（重要なものから最大4つまで）を記載すること。

　　②心身医学療法を算定する場合にあっては、例えば「胃潰瘍（心身症）」のよう

　　　に、心身症による当該身体的傷病の次に「（心身症）」と記載すること。なお、こ

　　　の際のICD10コードは、身体的傷病に対応するコードによること。

　　③r転帰」欄にr7外死亡」と記載した場合には・死亡診断書に記入した死因

　　　を記載すること。その際、傷病名の前にr死因」と明記すること・

（8）　「入退院情報」欄について
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　　　「入退院情報」欄については、次に掲げる①及び③の事項については必ず記載

　し、②、④及び⑤の事項については該当がある場合は順次記載すること。

　①「転科の有無」について
　　　転科がない場合は「無」、ある場合は「有」と記載すること。

　②r一般病棟以外の病棟移動の有無」について
　　　対象外病棟へ転棟又は対象外病棟から一般病棟へ転棟した場合は、「有」と記

　　載すること。

　③「予定・緊急入院区分」について
　　　予め当該医療機関に入院すること（入院日）が決まっていた場合は「1　予定

　　入院」、それ以外の場合は「2　緊急入院」と記載すること。ただし、緊急入院

　　等の場合のうち、救急自動車又はドクターヘリにより搬入された場合は「3　緊

　　急入院（2以外の場合）」と記載すること。

　④「前回退院年月日」について
　　　当該医療機関において入院歴がある揖合は、前回の退院年月日を和暦で記載す

　　ること。

　⑤　　「前回同一傷病での入院の有無」について

　　　当該医療機関において前回と同一傷病で入院した場合に「有」を記載すること。

（9）　「診療関連情報」欄について

　　診断群分類区分を決定するために必要な以下の事項を記載すること。

　①入院時年齢、出生時体重、JCS（JapanComaScale）、Bumlndex。

　②手術、手術・処置等1、手術・処置等2について、名称（医科点数表において

　　区分・名称が定められている場合にあっては、その区分及び名称）及び実施日（実

　　施予定として診断群分類区分を決定した場合には実施予定日）。

　　　なお、手術・処置等1及び手術・処置等2において、同一の処置等が複数回実

　　施された場合には、実施日に代え、当該入院における処置等の開始日。

　③　診断群分類点数表における重症度等に該当する場合にあっては、重症度等。

（10）　「包括評価部分」・欄について

　①「包括評価部分」欄については、算定告示に定める診断群分類点数表等に基づ

　　き、各月の算定式を記載すること。（記載例参照）

　②入院月が複数月ある場合は、退院するまでの各月診療分を全て記載すること。

　③退院月に適用する診断群分類区分が入院中の診断群分類区分と異なる場合は、

　　退院月の「診療分」の下段に「調整分」と記載し、当該調整に係る調整点数を月

　　毎に記載すること。その上で、退院月の診療分と調整分の合計点数を「○月請求

　　分」として記載すること。
　④外泊した場合は、「外泊」と記載し、外泊した日を記載すること。また、連続

　　　した2日を超える場合は、外泊の開始日と終了日を「～」等で結ぶことにより記

　　載して差し支えないこと。なお、算定に当たっては、「出来高部分」欄に記載す

　　　ること。

　　　　（記載例）

　　　　　※　入院期間1日未満：入1入院期間1日以一ヒII日未満：入H
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　　入院期間H日以上：入皿

　　1点未満については四捨五入

例1：脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等2　1あり

（4月3日入院、6月10日退院の場合）の例（6月診療分）

　：　14月請求分（a＋b）×4月医療機関別係数＝合計
　コ　　　　　　じ

　：　1　　　　入1　3，070×18＝小計…a
　コ　　　　　　ロ

　i　i　　　　　入II2，269×10二小計…b
　i　i5月請求分（c＋d）×5月医療機関別係数＝合計
　じ　　　　　　ロ

　1　：　　　　　入II　2，269×8＝小計…c
　し　　　　　　む

　：　：　　　　　入皿　1，929×23＝・小計…d
　ロ　　　　　　　

　：　16月請求分e×6月医療機関別係数＝合計
　ロ　　　　　　ロ

　：　：　　　　　入皿　1，929×10＝小計…e
　l　：
1　193・
　I　　　　　　I

例2：急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈ステント留置術等　手

　　術・処置等2なし
　→急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈ステント留置術等　手

　　術・処置等23ありに変更の場合
（4月16日入院、5月3日診断群分類区分変更、5月8日退院の場合）の例

（5月診療分）

　：　：4月請求分（a＋b）×4月医療機関別係数＝合計・A
　ロ　　　　　　ロ

　：　：　　　　　入1　3，147×8＝小計…a
　ロ　　　　　　ロ

　i　i　　　　　入H　2，326×7＝小計…b
　i　i5月診療分　c×5月医療機関別係数＝合計…B
　じ　　　　　　ロ

　1　：　　　　　入II　2，799×4＝小計…c
　じ　　　　　　ロ

　：　：　　　　　入皿　2，379×4＝小計…d
　ロ　　　　　　コ

　：　：調整分（（e＋f）『×4月医療機関別係数）一A二小計　　C
　ロ　　　　　　ロ

　：　1　　　　入13，721×9＝小計…e
　コ　　　　　　コ

1i93i　　　　　入II　2，799×6＝・小計…f

　i　i5月請求分　B＋C＝合計

（11）　「出来高部分」欄について

　①算定した医科点数表における所定点数の名称及び点数を記載すること。なお、

　　その記載は一般記載要領別紙1のII第3の（22）から（34）までの例によるものとす

　　ること。

　②特定入院料を算定する治療室に係る加算の記載については以下による。

　　ア　特定入院料を算定する治療室に係る加算を算定した場合は、当該項目名及び

　　　点数を記載すること。

　　　　なお、救命救急入院料を算定している患者、特定集中治療室管理料を算定し

　　　ている患者及び小児入院医療管理料を算定している患者について加算がある場
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　　　合にあっては、それぞれの加算後の点数を記載すること。

　　イ　救命救急入院料の算定に係る入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日

　　　が異なる場合は、救命救急入院料の算定に係る入院年月日を記載すること。

　　ウ　新生児特定集中治療室管理料を新生児入院医療管理加算及び総合周産期特定

　　　集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料と合計して22日以上算定した場合

　　　又は総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料を新生児入院

　　　医療管理加算及び新生児特定集中治療室管理料と合計して22日以上算定した場

　　　合は、出生時体重を記載すること。

（12）その他について
　①「包括評価部分」欄及び「出来高部分」欄について、医療保険と公費負担医療

　　の併用又は公費負担医療と公費負担医療の併用の場合は、左側から負担区分、診

　　療行為の診療識別の順に、該当する「負担区分コード番号」（別表）及び「診療

　　識別コード番号」（別表）を順次記載すること。

　②　　「出来高部分」欄の記載については、それぞれの診療行為を診療識別コード番

　　号の昇順に順次記載すること。
　③明細書の「傷病情報」欄、「入退院情報」欄、「診療関連情報」欄及び「包括評

　　価部分」欄並びに「出来高部分」欄に書ききれない場合は、明細書又は明細書と

　　同じ大きさの用紙に、診療年月、医療機関コード、患者氏名、保険種別（例：1

　　社・国　1単独1本人）、保険者番号（公費負担医療のみの場合は第1公費の公

　　費負担者番号）、被保険者証・保険者手帳等の記号・番号（公費負担医療のみの

　　場合は第1公費の公費負担医療の受給者番号）を記載した上、「傷病情報」欄、「入

　　退院情報」欄、「診療関連情報」欄、「包括評価部分」欄、「出来高部分」欄の順

　　に該当する所定の内容を記載し、続紙として、これを当該明細書の次に重ね、左

　　上端を貼り付けること。
　④当該病院における入院医療について、同一月において診断群分類点数表等に基

　　づき費用を算定する日と医科点数表に基づき費用を算定する日がある場合は、明

　　細書を総括表とし、「医科入院（様式第2（一））」明細書若しくは明細書又はこれ

　　　らの明細書と同じ大きさの用紙（以下「出来高明細書」という。）を続紙として

　　　添付し、1件の明細書を作成すること。この場合、総括表の記載方法は、一般記

　　　載要領別紙1のII第3の2（1）から（11）まで、（13）から（15）まで及び（20）並びに

　　　本通知nの2の（1）と同様に記載し、「療養の給付」欄及び「食事療養」欄に当該

　　　明細書1件の請求額等の合計額がわかるよう記載すること。

　　　　なお、当該記載においては、総括表の出来高欄に医科点数表に基づき費用を算

　　　定することとなった理由を具体的に記載すること。

（例）

　算定告示第1項第1号に該当する患者

同　　第1項第2号に該当する患者

同　　第1項第3号に該当する患者

入院後24時間以内に死亡した患者又

は生後1週間以内に死亡した新生児

治験の対象患者

臓器の移植術を受ける患者
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同　　第1項第4号に該当する患者

同　　第1項第5号に該当する患者

同　　第1項第6号に該当する患者

高度先進医療である療養を受ける患者

又は先進医療である療養を受ける患者

包括対象とならない入院料を算定する

患者

K　x　x　x、○○○を受ける患者

※「K　x　x　x、○○○」には、「厚生

　労働大臣が指定する病院の病棟にお

　ける療養に要する費用の額の算定方

　法第1項第6号の規定に基づき厚生

　労働大臣が別に定める患者」（平成1

　8年厚生労働省告示第139号）に掲げ

　る医科診療報酬点数表区分及びその

　名称を記載する。）

⑤当該病院における入院医療について、同一月に診断群分類点数表等に基づき費

　用を算定する入院医療が複数回ある場合は、④の例により記載すること。

　　なお、総括表の出来高欄に入院医療が複数回となった理由を記載すること。

⑥③から⑤の場合において、各種（減・免・猶・1・11・3月超）のいずれかに

　○をする場合には、総括表及び明細書のいずれにも○をすること。
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審 保医発第0331008号

平成18年3，月30目

　地方社会保険事務局長
　都道府県民生主管部（局）

各　国民健康保険主管課（部）長　　殿

　都道府県老人訪問看護主管部（局）

　　老人訪問看護主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長

「老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等の記載要領について」の全部改正について

老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等の言己載については・「老人訪問看護療養費●訪問看

護療養費言責求書等の記載要領について」（平成16年3月3・日保医発・33…3通矢口）により取り扱われて

レ、るところであるが、r訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定める件」（平

成18年厚生労働省告示第1・2号）が本年4月・目より施行されることに伴レ＼同通知中の別紙について・

その全部を別添のとおり改正することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し周知徹

底を図られたい。



別紙
訪問看護療養費・老人訪問看護療養費請求書等の記載要領

1　一般的事項

1　訪問看護療養費・老人訪問看護療養費請求書、訪問看護療養費明細書（以下「請求書等」とい

　う。）については、　「老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令」　（平成18年

厚生省令第43号）の定める様式により扱うものであること。

2　請求書等の用紙の大きさは日本工業規格A列4番とし、白色紙黒色刷りとすること。

　　ただし、電子計算機により作成する場合にあっては、日本工業規格A列4番と±6mm（縦方

向）、＋6mmから一4mm（横方向）程度の差は差し支えないものであること。

3　請求書等は、次の表の区分によるものであること。

国民健康保険の被保険者に係るものを除く場合 様式第一訪問看護療養費・

V人訪問看護療養費請求書 国民健康保険の被保険者に係るものの場合 様式第二

訪問看護療養費明細書 様式第三

4　訪問看護療養費又は老人訪問看護療養費（以下「訪問看護療養費」という。）を請求しようと

するときは、指定訪問看護事業者（以下r事業者」とし・う・）の当言亥指定に係る事業所（以下

　「訪問看護ステーション」という。）ごとに様式第1又は様式第2の訪問看護療養費・老人訪問

看護療養費請求書（以下r請求書」という．）に様式第3の訪問看護療養費明細書（以下「明細

書」という．）を添えて都道府県社会保険診療報酬1支払基金又は都道府県国民健康保険団体連合

　会（以下「審査支払機関」という。）に提出すること。

5同＿の指定訪問看護又は指定老人訪問看護（以下r指定訪問看護」とし・う・）の利用者が指定

訪問看護の終了した月と同一の月に再度指定訪問看護の利用を開始した場合においては・1枚の

　明細書にまとめて記載すること。

6月の途中において保険者番号の変更力弐あった場合は、保険者番号ごとに・それぞ澗1』の明細書

を作1蹴ること．月の途中において市町村番号、老人医療の受給者番号若しくは給付害l」合び）変更

　があった場合、又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号、公費負担医療の受給者番

　号の変更があった場合｛）、同様とすること。

7　同一月に職務上の取扱いとなる傷病及び職務外の取扱いとなる傷病が生じた場合は、それぞれ

に係る指定訪問看護が区分できない場合に限り職務上として1枚の明細書の取扱いとすること。
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8　電子計算機の場合は、欄の名称を簡略化して記載しても差し支えないこと。また、複数の選択

肢から○を用いて選択する欄につし・ては、特段の定めのある場合を除き・選択した項目のみ記載

　し、それ以外の項目は省略することとして差し支えないこと。

9　請求書等に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用することなく、誤って記載した

数字等を＝線で抹消の上、正しい数字等を記載すること。

　　なお、請求書等の記載に当たっては、黒若しくは青色のインク又はボールペン等を使用するこ

　と。

H　請求書等の記載要領

第1　請求書に関する事項（様式第一関係）

1　「平成　年　月分」欄について
　　指定訪問看護の行われた年月を記載すること。したがって、年月の異なる指定訪問看護に係る

明細書がある場合には、それぞれの指定訪問看護が行われた年月分について請求書を作成するこ

　と。

　　なお、指定訪問看護が行われた年月の異なる明細書でも、返戻分の再請求等やむを得ない事由

　による請求遅れ分については、この限りではないこと。

2　「ステーションコード」欄について
　　別添1「ステーションコード設定要領」により、それぞれの訪問看護ステーションについて定

められた訪問看護ステーションコード7桁を記載すること。

3　　「別記　殿」欄について

　　保険者名、市町村（特別区を含む。）名及び公費負担者名を下記例のとおり「備考」欄に記載

することを原則とするが、省略しても差し支えないこと。

　　〔例〕　別記　　社会保険庁長官

　　　　　　　　　　千代田区長

　　　　　　　　　　東京都知事

4　　「平成　年　月　日」欄について

　　当該請求書を提出する年月目を記載すること。

5r訪問看護ステーシ．ンの所在地及び輔、指定訪問看護事業者氏名、㊥欄について

　（1）　訪問看護ステーションの所在地及び名称並びに指定訪問看護事業者氏名については、事業者

　　の指定申請の際に地方社会保険事務局長に届け出た当該訪問看護ステーションの所在地及び名

　　称並びに事業者名を記載すること。

一2一



（2）㊥については、当該様式に、予め訪問看護ステーションの所在地及び名称並びに事業者名

　とともに印形を一括印刷している場合には、捺印として取り扱うものであること。また、事業

者自体で請求書用紙の調製をしない場合において、訪問看護ステーションの所在地及び名称並

　びに事業者名並びに印のゴム印等を製作の上、これを押捺することは差し支えないこと。

6　　「医療保険」欄について
（1）訪問看護と公費負担医療の併用の者1こ係る明細書のうち訪問看護に係る分及び訪問看護単独

　　の者に係る明細書について記載することとし、訪問看護単独の者に係る分について1ま医療保険

　　制度ごとに記載すること。
　　　なお、　「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2「法別番号及び制度の略称表」に示

　　すとおりであること。
（2）r件数」欄には明細書の訪問看護に係る件数の合計を、r日数」欄こは明細書の訪問看護の

　　r実日数」欄のr保険」の項の日数の合言＋を、r金額」欄には明細書の「合計」ヰ閲の「保険」

　　の項に係る「請求」の項の合計を記載すること。

　　　なお、r医保単独（七〇以上九割）」欄、r医保単独（七〇以上八割）」欄・「医保単独

　　　（本人）」欄、　「医保単独（家族）」欄及び「医保単独（三歳）」欄の「小計」欄にはそれぞ

　　れの計数の合計を記載すること。
（3）r①合計」欄には、r医保（7・以上9割）と公費の併用」欄と「医保単独七〇以上九害Ij」

　　欄の「小計」欄と、　「医保（70以上8割）と公費の併用」欄と「医保単独（七〇以上八

　　割）」欄のr小計」欄と、r医保本人と公費の併用」欄とr医保単独（本人）」欄の「小計」

　　欄と、　「医保家族と公費の併用」欄と「医保単独（家族）」欄の「小計」欄と、　「医保（3

　　歳）と公費の併用」欄とr医保単独（三歳）」のr小計」欄の「件数」欄の言責求件数を合計し

　　て記載すること。

7　　「老人保健」欄について
（1）老人訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち老人訪問看護1こ係る分及び老人

　　訪問看護単独の者に係る明細書について記載すること。

　　　なお、老人被爆者に係るものについては、　「老人単独」欄に記載すること。

（2）r件数」欄、r日数」欄及びr金額」欄については、6の（2）と同様であること・この場合・

　　6の（2）中「訪問看護」とあるのは「老人訪問看護」と読み替えるものであること。

（3）r②合計」欄には、r老人9割と公費の併用」欄とr老人賜虫」欄の「小計」と「老人8割

　　と公費の併用」欄と「老人単独」欄の「小計」欄とを合計して記載すること。

8　r公費負担」欄の「公費と医保（老人）の併用」欄について

（1）指定訪問看護と公費負担医療のf糊の者に係る明細書のうち・公費負担医療に係る分を公費

　　負担医療制度ごとに記載することとし、r区分」欄に不動文字が記載されてし’ない公費負担医

　　療がある場合には区分の空欄1こ法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を言己載す

　　ること。

　　　なお、　「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2「法別番号及び制度の略称表」に示
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すとおりであること。

（2）　「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当

欄に記載すること。したがって、指定訪問看護と2種の公費負担医療（例えば、結核予防法と

　障害者自立支援法）の併用の場合は、1枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は2件

　となること。

（3）　「金額」欄には、明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した金額を

公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、　「公

　費」の項に係る「請求」の項の記載を省略した明細書については、「老健」若しくは「医保」

又は「公費①」の項に係る「請求」の項に記載した金額が当該公費負担医療の金額と同じであ

　るので、これを加えて合計すること。

（4）　「控除額」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「負

担金額」の項に記載されている金額を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

9　「公費負担」欄の「公費と公費の併用」欄について

　（1）　公費負担医療のみで2種以上の公費負担医療の併用が行われた場合には、当該併用の者に係

　　る明細書分を記載すること。公費負担医療が2種の場合、例えば生活保護法に係る分とその他
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　　し、これ以外の公費負担医療の組合せについて請求する場合には、空欄にそれぞれの公費負担

　　医療の法別番号を記載し、当該公費負担医療に係る分を記載すること。

　　　なお、特例的に、生活保護法、結核予防法及び障害者自立支援法の3種の公費負担医療の併

　　用の場合があるが、この場合は、空欄を取り繕ってそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載

　　し、当該公費負担医療に係る分を記載すること。

　（2）　「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計してそれぞれの制度の該当欄

　　に記載すること。したがって、1枚の明細書であっても、公費負担医療に係る件数は、2件な

　　いし3件となること。

　（3）　「金額」欄には、明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した金額を

　　公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費

　　②」の項に係る「請求」の項の記載を省略した明細書については、「公費①」の項に係る「請

　　求」の項に記載した金額が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計する

　　こと。また、特例的に3種の公費負担医療の併用を行った場合には、生活保護法に係る点数は

　　「医保」の「請求」欄の金額を合計して記載すること。

　（4）　「控除額」欄の記載方法は、8の（4）と同様であること。

10　r公費負担」欄のr■公費単独」欄について

　（1）　公費負担医療単独の者に係る明細書分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、　「区

　　分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記

　　載し当該制度の公費負担医療に係る分を記載すること。
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　　なお、公費負担医療に係る法別番号は、別添2「法別番号及び制度の略称表」に示すとおり

　であること。
（2）r件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して・それぞれの制度の該当

欄に記載すること。
（3）r金額」欄には、明細書のr合計」欄のr公費」の圓こ係る「請求」の項に記載した金額を

　公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

（4）　r控除額」欄の記載方法は、8の（4）と同様であること。

11　「③合計」欄について
　　r公費と医保（老人）の併用」欄、r公費と公費の併用」欄及び「公費単独」欄の「件数」欄

　の請求件数を合計して記載すること。

12　「総件数①＋②＋③」欄について
　　「①合計」欄、「②合計」欄及び「③合計」欄の請求件数の合計を記載すること。

13　「備考」欄について
　　老人被爆、指定訪問看護と結核予防法の併用、指定訪問看護と生活保護法の併用・手旨定訪問看

護と障害者自立支援法の併用又は指定訪問看護と特定疾患治療研究事業の併用分1こついて・次の

要領で件数、日数、基本利用料及び控除額を記載すること・ただし・備考欄に書ききれない場合

　は、続紙として請求書と同じ大きさの用紙を請求書に添付しても差し支えないこと。

区　分 件　数 日　数 基本利用料 控除額
43（老人腿）

11（結35）

12（生保）

15（甦）

51（骸）

第2　明細書に関する事項（様式第三）

1　「平成　年　月分」欄について

　　指定訪問看護の行われた月のみの記載で差し支えないこと。

　　　なお、指定訪問看護の行われ胡の翌月以外の月1こ請求する明細書については・手旨定訪問看

護の行われた年月を記載すること。

2　「都道府県番号」欄について
　　r保険者番号の設定について」（ll召和51年8月7日保発第45号・庁イ呆発第34号厚生省f呆険・公

衆衛生、薬務、社会、児童家庭、援護局長、社会保険庁医療保険部長遡・通知）の別表に掲げる
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都道府県番号表に従い、訪問看護ステーションの所在する都道府県の番号を記載すること。

3　「訪問看護ステーションコード」欄について

　　IIの第1の2と同様であること。

4　「6訪問」における「1　社・国　2　公費　3　老人　4　退職」　（以下「保険種別1」と

　いう。）、　「1　単独　2　2併　3　3併」　（以下「保険種別2」という。）及び「2　本人

　　4　三歳　6　家族」欄について
　（1）　「保険種別1」欄については、以下の左に掲げる保険の種別に応じ、該当する番号を○で囲

　　むこと。

　　　健康保険（船員保険を含む。以下同じ。）又は国民健康保険（退職者医療を除く。以下同

　　じ。）　　　　　　　　　　　　　　……・・……………　1　社●国
　　　公費負担医療（健康保険、国民健康保険、老人医療又は退職者医療との併用の場合を除

　　く．）　　　　　　　　　……・…………・…2公費
　　　老人医療　　　　　　　　　　　　　　　　　…　…・…・…………　3　老人

　　　退職者医療　　　　　　　　　　　　　　　　・…・………………　4　退職

　（2）　「保険種別2」欄については、　「保険種別1」欄のそれぞれについて、以下の左に掲げる種

　　別に応じ、該当する番号を○で囲むこと。

　　　単独　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・………・………・・　1　単独

　　　1種の公費負担医療との併用　　　　　　　　・…・…・・…・……・・　2　2併

　　　2種以上の公費負担医療との併用　　　　　　・…・……・・………　　3　3併

　（注）公費負担医療には、地方公共団体が独自に行う医療費助成事業を含むものであること。

（3）　「本人・家族」欄については、以下の左に掲げる種別に応じて、右の番号のうち1つを○で

　囲むこと。なお、3歳未満の患者（3歳に達する目の属する月以前の患者をいう。以下同じ。）

　はr4」、高齢受給者及び老人医療（指定訪問看護を受けた目が70歳の誕生日の属する月の翌

　月　（誕生日が月の初日の者は、誕生月）以降である患者をいう。以下同じ。）は「8」又は

　　「0」を○で囲むこととする。なお、公費負担医療については本人に該当するものとする。

　　ただし、国民健康保険の場合は、市町村国民保険であって被保険者（世帯主）と被保険者

　　（その他）の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合については被保険者（世帯主（高齢

　受給者を除く。））は「2」、被保険者（その他（3歳未満の患者及び高齢受給者を除

　く。））は「6」を○で囲むこととし、それ以外（3歳未満の患者及び高齢受給者を除く。）

　はいずれか一方を○で囲むこと。

　　なお、　「2　本人」　（若しくは「2　本」）、　「4　三歳」　（若しくは「4　三」）、　「6

　　家族」　（若しくはr6　家」）、　「8　高齢9」　（若しくは「8　高9」）又はr　O　高齢

　8」　（若しくは「0　高8」）の項のみを印刷したものを使用することとしても差し支えない

　こと。

　　2　本人　　　　　　　　　　　　　　　　　　…・・…・…・……・‘・　2　本人

　4　3歳未満　　　　　　　　　　　　　　　　　・……・…………・・　4　三歳
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　6　家族　　　　　　　　　　　　　　　　　　…・…………・…・・　6　家族

　8　高齢受給者・老人9割給付　　　　　　　　・………・………・・　8　高齢9

　0　高齢受給者・老人8割給付　　　　　　　　……・……・……・・　0　高齢8

（4）　電子計算機の場合は、以下のいずれかの方法によること。

　ア　欄の上に選択する番号及び保険種別等のみを記載する。

　イ　選択肢をすべて記載した上で、選択しないものをすべて＝線で抹消する。

5　「保険者番号」欄について
（1）設定された保険者番号8桁（政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）につい

　ては4桁、国民健康保険については6桁）を記載すること　（「診療報酬請求書等の記載要領等に

　ついて」　（昭和51年8月7目保険発第82号厚生省保険局医療課長、歯科医療管理官連名通

　知）以下「記載要領等」という。）の別添2（以下「設定要領」という。）の（1）を参照）。

（2）　政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）及び船員保険については、当該被保

　　険者及び被扶養者の管轄地方社会保険事務局長と当該保険医療機関の管轄地方社会保険事務局

　　長とが同一である場合（以下5において「自県分の場合」という。）には、記載を省略して差し

　　支えないこと。
（3）　日雇特例被保険者の保険については、自県分の場合は、頭初の2欄に決別番号を必ず記載

　　し、他の記載は省略して差し支えないこと。

（4）　前記により、　「保険者番号」欄の記載は、次表のとおりとなること。

自県分の場合 他県分の場合

：
：
■

：
：
■

1　　：
戟@　ll　　　　　　　I

：
＝
1

：
：
1

：　　：
F　　＝■　　　　　　●

区　　　分

法別 都道府県 保険者別 検証 決別 都道府県 保険者別 検証

番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号

政府管掌健康保険
i日雇特例被保険者

：
：
●

：
：
1

＝　　l
戟@　：●　　　　　　晴

：
：
●

：
：
■

：　　：
nIO：O●　　　　　　● O

の保険を除く）
（省略して差し支えないこと）

（空欄）

船　　員　　保　　険
：
：
■

＝
：
■

1　　＝
F　　：■　　　　　　■

＝
O
：
○
■

：
O
：
O
■

1　　：一〇：O：O●　　　　　　　■

O

（省略して差し支えないこと）

日雇特例被保険者の保険

＝
○
：
O
■

：
：
■

：　　：
P　　：●　　　　　　　■

：
O
：
○
，

＝
O
I
O
●

：　　：

n：O：⊂）
P　　　　　　●

O

（省略して差し支えないこと）

そσ）他の健康保険 ＝
0
：
⊂
）
■

：
⊂
）
：
O
●

：　　：
O：0：0し　　　　　　■ O

：
O
：
Q
●

：
O
I
O
l

1　　：
n：○：○●　　　　　　， ○

退　　職　　者　　医　療

国　民健　康保険
：
：
，

：
0
：
0
●

：　　I
n：O：O－　　　　　　　1 O

：
＝
1

：
○
：
o
●

：　　：
n：○：O■　　　　　　　1 O
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備考1　0印のものは、必ず記載すること。

　　2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下「公費負

　　　　担医療のみの場合」という。）は、別段の定めがある場合を除き、記載しないこと。

6　「給付割合」欄について
　　国民健康保険及び退職者医療の場合、該当する給付割合を○で囲むか、　（）の中に給付割合

　を記載すること。

　　ただし、国民健康保険については、自県分の場合は、記載を省略しても差し支えないこと。

7　「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄について

　（1）　健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、退職者医療被保険者証、船員保険被保険者

　　証、船員保険被扶養者証、受給資格者票及び特別療養費受給票等の「記号及び番号」欄の記号

　　及び番号を記載すること。

　（2）記号と番号の間にスペース、　「・」を挿入すること。また、当該記号及び番号のうち○で囲

　　んだ文字に代えて当該文字を（）で囲んだものを使用して記載することも差し支えなく、記

　　載枠に入りきらない等の場合は、　（）を省略することも差し支えないこと。

　　　なお、被保険者が、月の途中において、記号・番号の変更、継続又は任意継続に変更した場

　　合（給付割合に変更がない場合に限る。）は、変更後の記号・番号を記載すること。

8　　「市町村番号」欄について

　　健康手帳の医療受給者証に記入されている市町村番号8桁を記載すること（設定要領の（2）を参

照）。

9　「老人医療の受給者番号」欄について
　　健康手帳の医療受給者証に記入されている受給者番号7桁を記載すること（設定要領の（3）を参

照）。

10　「公費負担者番号①」欄及び「公費負担者番号②」欄について

　（1）　医療券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載すること（設定要領の（2）を参照）。

　（2）　別添2「法別番号及び制度の略称表」に示す順番により、先順位の公費負担者番号を「公費

　　負担者番号①」欄に、後順位の公費負担者番号を「公費負担者番号②」欄に記載すること。

　（3）　保険者番号、市町村番号及び受給者番号の変更はないが、同種の公費負担医療で住所変更に

　　より月の途中において公費負担者番号の変更があった場合は、変更前の公費負担医療に係る分

　　は第1公費（「公費負担者番号①」欄に記載される公費負担医療をいう。以下同じ。）とし、

　　変更後の公費負担医療に係る分は第2公費（「公費負担者番号②」欄に記載される公費負担医

　　療をいう。以下同じ。）として取り扱うものとすること。

11　「公費負担医療の受給者番号①」欄及び「公費負担医療の受給者番号②」欄について
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　医療券等に記入されている受給者番号7桁を、第1公費については「公費負担医療の受給者番

号①」欄に、第2公費については「公費負担医療の受給者番号②」欄に記載すること（設定要領

の（3）を参、照）。

12　「氏名」欄について
　（1）　指定訪問看護を受けた者の姓名を記載すること。ただし、健康保険法、船員保険法、国家公

　　務員共済組合、地方公務員等共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団法の被保険者につい

　　ては、姓のみの記載で差し支えないこと。

　　　なお、電子計算機の場合は、例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用すること又はひらが

　　なをカタカナに読み替えて記載することも差し支えないこととするが、この場合には被保険者

　　であっても姓名を記載することとし、姓と名の間にスペースをとること。

　（2）性別は該当するものを○で囲むこと。

　　　なお、電子計算機の場合は、　「1　男」又は「2　女」と記載しても差し支えないこと。

　（3）　生年月日は以下によること。

　　ア　該当する元号を○で囲み、生まれた年を記載すること。

　　イ　電子計算機の場合は、元号については「1　明」、　「2　大」、　「3　昭」又は「4

　　　平」と記載すること。また、生年月日を記載することが望ましいものであること。

13　「職務上の事由」欄について

　　船員保険の被保険者については、職務上の取扱いとなる場合のみ該当するものを○で囲むこと。

　共済組合の船員組合員については、下船後3月以内の傷病で職務上の取扱いとなる場合に「2　下

　船後3月以内」の番号を○で囲むこと。

　　電子計算機の場合は、番号と名称又は次の略称を記載することとしても差し支えないこと。

　1　職上（職務上）、　　2　下3（下船後3月以内）、　　3　通災（通勤災害）

14　「特記」欄について

　　次の表の内容に該当する特記事項を記載する場合は、略称を記載すること。

　　なお、電子計算機の場合はコードと略称を記載すること。

コード 略称 内　　　　　　容

01 公
医療保険単独の者及び老人保健単独の者に係る明細書で、　「公費負担医療が行

われる療養に係る高額療養費の支給について」　（昭和48年10月30目付保発第42

号、庁保発第26号）による公費負担医療が行われる療養に要する費用の額が、健

康保険法施行令第42条に規定する額を超える場合

02 長 以下のいずれかに該当する場合

①高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保険

法施行令（大正15年勅令第243号）第42条第6項に規定する金額を超えた場合

（ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に同項に規定する

金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除
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く。）

②老人保健特定疾病療養受療証を提示した患者の負担額が、老人保健法施行令

（昭和57年政令第293号）第15条第5項に規定する金額を超えた場合（ただし、

患者が老人保健特定疾病療養受療証の提示を行った際に、既に同条に規定する金

額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除

く。）

04 老保
公費負担医療単独及び公費負担医療併用の場合、請求金額を指定訪問看護費用

算定表によった場合

10 第三 患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為（交通事故等）によって生じたと認

められる場合

15　r訪問看護ステーションの所在地及び名称」欄について

　（1）　事業者の指定申請の際等に地方社会保険事務局長に届け出た当該訪問看護ステーションの所

　　在地及び名称を記載すること。

　（2）指定訪問看護の利用者が、　「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」　（平成

　　18年厚生労働省告示第103号）第2の1に規定する疾病等の利用者であって他の指定訪問看護ス

　　テーションから現に指定老人訪問看護又は指定訪問看護を受けている場合については、　「特記

　　事項」欄に、r㊥」と表示するとともに・当該他の指定訪問看護ステーションの所在地及び

　　名称を記載すること．なお、電子計算機の場合は、r＠」の・に代えて（）等を使用して

　　記載することも差し支えないこと。

16　「心身の状態」欄について

　　指定訪問看護の利用者の心身の状態を記載するものとし、特にその日常生活活動能力（AD

　L）の状態が明らかになるよう具体的に記載すること。

　　なお、利用者が人工呼吸器等を使用している場合は、併せてその旨も記載すること。

17　「訪問開始年月日」欄について

　（1）　当該指定訪問看護を開始した年月日を記載すること。

　（2）　同一の利用者に対する指定訪問看護の継続中に、当該訪問看護ステーションにおいて、開設

　　者、名称、所在地等の変更があった場合については、当該訪問看護ステーションの指定訪問看

　　護の内容の継続性が認められて継続して訪問看護ステーションの指定を受けた場合を除き、新

　　たに訪問看護ステーションの指定を受けた日を訪問開始年月日として記載し、　「特記事項」欄

　　にその旨を記載すること。

　（3）　同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった目を訪問開始年月日として

　　記載し、　「特記事項」欄にその旨を記載すること。

18　「訪問終了年月日時刻」欄について

　　当該指定訪問看護を終了した年月日及び最後に訪問した時刻を記載すること。
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19　「実日数」欄について
　（1）　「保険」、　「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険（健康保険国民健康保険、

　　退職者医療及び老人医療をいう。以下同じ。）、第1公費及び第2公費に係る指定訪問看護を

　　行った実日数を記載すること。
　　　なお、公費負担医療のみの場合の第1公費に係る分については、　「公費①」の項に記載する

　　こと。ただし、第1公費に係る分が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る分を省

　　略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る分が第

　　1公費に係る分と同じ場合は、第2公費に係る分の記載を省略しても差し支えないこと。

　（2〉　同一目に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合であっても、1日として記載すること。

20　「主たる傷病名」欄について
　　指定訪問看護の利用者の主たる傷病について、当該指定訪問看護に係る主治医の交付した訪問

　看護指示書に基づいて、わかりやすく記載すること。

21　「訪問終了の状況」欄について
　　症状の軽快により指定訪問看護を必要としなくなった場合は「1　軽快」、介護老人保健施設

　等に入所した場合は「2　施設」、保険医療機関等に入院した場合は「3　医療機関」又は死亡

　した場合は「4　死亡」の該当する番号をそれぞれ○で囲むこと。また上記に該当しない場合は

　「5　その他」の番号を○で囲み、その内容を（　　）に記載すること。

22　r死亡時刻」欄について
　　訪問看護ターミナルケア療養費を算定した場合、死亡年月日及び時刻を記載すること。

23　「指示期間」欄について
　（1）　当該指定訪問看護に係る主治医の交付した最新の訪問看護指示書の指示有効期間を示す年月

　　目を記載すること。

　　　なお、指示年月日の記載がない場合は、指示書の有効期間を交付後1ヶ月とみなすこと。

　（2）　主治医から、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である旨の特別訪問看

　　護指示書の交付を受けた場合は、　「（特別指示期間）」欄に特別指示の有効期間を示す年月日

　　を記載すること。
　　　なお、請求を行う月の前月に特別訪問看護指示書の交付を受け、当該請求月においても引き

　　続き当該特別指示による訪問看護を実施した場合にあっては、特別指示があった前月の年月日

　　についても「（特別指示期間）」欄に記載すること。

24　「主治医の属する医療機関の名称」欄について

　　当該指定訪問看護に係る訪問看護指示書を交付した医師の所属する保険医療機関等の名称を記

　撤すること。

25　「主治医の氏名」欄について
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当該指定訪問看護に係る訪問看護指示書を交付した医師の氏名を記載すること。

26　「基本療養費」欄について

　（1）　基本療養費（1）を算定する場合

　　ア　保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が週3目までの指定訪

　　　問看護を行った場合は、　「×，×××」円、当該月に指定訪問看護を行った日数及びこれら

　　　を乗じて得た額を記載し、週4目以降の指定訪問看護を行った場合は、行を改めて同様に記

　　　載すること。また、特別地域訪問看護加算を算定した場合は、基本療養費（1）の所定額及

　　　び当該加算額を合算して、同様に記載すること。

　　イ　准看護師が週3目までの指定訪問看護を行った場合は、　「×，×××」円、当該月に指定

　　　訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を記載し、週4目以降の指定訪問看護を行

　　　つた場合は、行を改めて同様に記載すること。また、特別地域訪問看護加算を算定した場合

　　　は、基本療養費（1）の所定額及び当該加算額を合算して、同様に記載すること。

　（2）　末期の悪性腫瘍等の利用者又は特別訪問看護指示書が交付された者に対して、必要に応じて

　　1目に2回指定訪問看護を行った場合は、　「難病等複数回訪問加算」欄に、　「×，×××」円、

　　当該月において複数回訪問した日数及びこれらを乗じて得た額を記載し、1日に3回以上指定

　　訪問看護を行った場合は、行を改めて同様に記載すること。

　（3）　基本療養費（II）を算定する場合

　　　保健師、看護師又は作業療法士が指定訪問看護を行った場合は、　「x，×××」円、当該月

　　に指定訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を記載すること。また、特別地域訪問

　　看護加算を算定した場合は、基本療養費（II）の所定額及び当該加算額を合算して、同様に記

　　載すること。

　　　なお、延長時間加算を算定した場合は、　「××x」円、当該月に指定訪問看護を行った延長

　　時間数の合計及びこれらを乗じて得た額を記載すること。

　（4）　月の途中で、利用者の住所変更等の理由により加算の算定の有無に異動があった場合には、

　　項目を縦に二分し、それぞれの場合について、算定額、当該月に行った指定訪問看護を行った

　　日数及びこれらを乗じて得た額を記載すること。

　（5）　同一の指定訪問看護において複数の者が行った場合は、いずれか1人の者についてのみ1目

　　として記載すること。

　　　なお、従たる事務所に勤務する保健師等が指定訪問看護を行った場合は、訪問看護療養費明

　　細書のr備考」欄にr⑧」と記載すること。

　　　なお、電子計算機の場合は、r⑧」の○に代えて（）等を使肌て記載することも差し

　　支えないこと。

　（6）　特別地域訪問看護加算を算定した場合は、　「特記事項」欄に「（璽〉」と記載し、利用者の

　　住所及び通常の場合訪問に要する時間（片道）を併せて記載すること。

　　　なお、電子計算機の場合は、　「（璽〉」の○に代えて（）等を使用して記載することも差

　　し支えないこと。
　（7）要介護認定者で、訪問看護を医療保険で算定している場合は、r特記事項」欄にr⑥」と記

　　載すること．

一12一



　　なお、電子計算機の場合は、r④」の○に代えて（）等を使用して記載することも差し

支えないこと。

（8）　在宅療養支援診療所が24時間往診及び訪問看護により対応できる体制を確保し、往診担当医

や訪問看護担当者氏名、担当目等を文書により提供している利用者の場合は、　「特記事項」欄

　に「（塞）」と表示すること。

　　なお、電子計算機の場合は、　「⑱」の○に代えて（）等を使用して記載することも差し

　支えないこと。

27　「管理療養費」欄について

　（1）　次により記載すること。

　　ア　月の初日の訪問の場合は、左側の「　円」の項に「×，×x×」と記載すること。

　　イ　月の2日目以降の訪問の場合は、左側の「　円」の項に「×，×××」と記載し♪中央

　　　の「　　円」の項に「×，X××」と記載し、　「　　目」の項には訪問した日数から1を引

　　　いた数を記載すること。

　　ウ　右側の「　円」の項には、ア及びイにより計算した合計金額を記載すること。

　（2）　管理療養費の加算の項については、当該月に算定した24時間連絡体制加算及び重症者管理加

　　算の合計を左側の「　円」の項の1行目に「×，××X」と記載し、地域連携退院時共同指

　　導加算については行を改めて同様に記載し、加算の内容を次のとおり記載する二と。

　　ア24時間連絡体制加算を算定した場合は、⑧一24」と記載すること。

　　イ　重症者管理加算を算定した場合は、　⑳重症」と記載すること。

　　ウ　地域連携退院時共同指導加算を算定した場合は、　⑳退院」と記載すること。

　（3）　訪問看護指示書を交付した主治医に対して、訪問看護計画書若しくは訪問看護報告書又は精

　　神訪問看護計画書若しくは精神訪問看護報告書により報告をした場合には、その最終報告年月

　　目を「主治医への直近報告年月日」欄に記載すること。

28　「情報提供療養費」欄について
　　当該月において、当該指定訪問看護の利用者の居住する市（区）町村、保健所又は精神保健福

　祉センターに対して利用者に関する指定訪問看護の状況等の情報を提供した場合に、「×，××

　x」円と記載し、　「提供した情報の概要」欄にその内容を、　「情報提供先の市（区）町村等の名

　称」欄に利用者の居住する市（区）町村等の名称をそれぞれ記載すること。

29　「ターミナルケア療養費」欄について
　　訪問看護ステーションが、在宅で死亡した利用者について、死亡日前14日以内に2回以上訪問

　看護管理療養費を算定し、かつ、その死亡前概ね24時間以内にターミナルケアを行った場合に、

　当該主治医が在宅療養支援診療所の保険医である場合には、ターミナルケア療養費1の所定額を、

　それ以外の場合には、ターミナルケア療養費2の所定額を「××，×××」円と記載し、　「死亡時

　刻」欄に死亡年月日及び時刻も併せて記載すること。

30　「（公費分金額）」欄について
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（1）指定訪問看護と公費負担医療との併用の場合にあっては、　「（公費分金額）」欄には公費負

　担医療に係る請求金額を記載するが、公費負担医療に係る請求金額が指定訪問看護に係る請求

　金額と同じ場合は省略しても差し支えないこと。

　　なお、月の途中で公費負担医療の受給資格に変更があった場合又は公費負担医療に係る給付

　の内容が指定訪問看護と異なる場合は、公費負担医療に係る請求金額が指定訪問看護に係る請

　求金額と異なることとなるので、この場合には「（公費分金額）」欄に当該公費負担医療に係

　る請求金額を記載すること。この場合において、指定訪問看護に係る請求金額と異なる公費負

　担医療が2種以上あるときは、　「（公費分金額）」欄を縦に区分し、左から順次第1公費、第

　2公費の順で当該公費に係る請求金額を記載すること。

（2）　公費負担医療単独の場合にあっては、　「基本療養費」欄から「ターミナルケア療養費」欄に、

　当月療養に係るすべての金額等を記載し、　「（公費分金額）」欄には記載しないこと。

（3）　公費負担医療と公費負担医療との併用の場合にあっては、　「（公費分金額）」欄を縦に区分

　し、左から順に第1公費、第2公費の順で当該公費に係る請求金額を記載するが、金額のすべ

　ての請求金額と同じ請求金額の公費負担医療がある場合は、縦に2区分すること及び当該請求

　金額を記載することを省略しても差し支えないこと。

　　なお、　「基本療養費」欄から「ターミナルケア療養費」欄には、当該療養に係るすべての回

　数及び金額を記載すること。

（4）　同一明細書において、指定訪問看護と公費負担医療の医療給付の内容が異なる場合又は指定

　訪問看護と公費負担医療の実日数が異なる場合は、　「基本療養費」欄から「ターミナルケア療

　養費」欄に記載された内訳のうち、公費負担医療に係る分に下線を付すこと。

　　なお、指定訪問看護と公費負担医療の実日数が異なる場合において、「（公費分金額）」欄と

　の対応が明らかである場合は下線を省略しても差し支えないこと。公費負担医療と公費負担医

　療の併用の場合も同様であること。

31　「訪問目」欄について

　（1）基本療養費を算定する場合は、指定訪問看護を行った日について、該当する目付を○で囲む

　　こと。ただし、特別訪問看護指示書に基づき指定訪問看護を行った場合は、該当する目付を△

　　で囲むこと。、

　（2）　指定訪問看護を行った目について、1目に2回訪問を行った場合は、その目付を◎で囲み、

　　1目に3回以上訪問を行った場合は、その目付を◇で囲むこと。

32　「合計」欄について

　（1）　「請求」の項には、　「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1

　　公費及び第2公費に係る金額（「基本療養費」欄の金額、　「管理療養費」欄の金額、　「情報提

　　供療養費」欄の金額及び「ターミナルケア療養費」欄の金額の合計をいう。）を記載すること。

　　　なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の金額は、　「公費①」の項に記載すること。ただ

　　し、第1公費に係る金額が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る金額の記載を省

　　略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る金額が

　　第1公費に係る金額と同じ場合は、第2公費に係る金額の記載を省略しても差し支えないこと。
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（2）　「負担金額」の項については、以下によること。

　ア　国民健康保険、退職者医療及び老人医療の場合は、患者の負担金額が「割」の単位で減額

　　される場合には、減額割合を記載して「割」の字句を○で囲み、「円」単位で減額される場

　　合には、減額される金額を記載して「円」の字句を○で囲むこと。

　　　患者負担額が免除される場合は「免除」の字句を○で囲み、支払が猶予される場合は「支

　　払猶予」の字句を○で囲むこと。

イ　「負担金額」の項中「公費①」又は「公費②」の項に一は、医療券等に記入されている第1

　　公費又は第2公費に係る患者の負担額（更正決定を要する場合には、更正決定後の金額）を

　　記載すること。

33　その他

　　特例的に、生活保護法、結核予防法及び障害者自立支援法の3種の公費負担医療の併用の場合

　があるが、この場合にあっては、法別番号順等によらず、次の記載要領によること。

　（1）　生活保護法に係る公費負担者番号は「保険者番号」欄に、公費負担医療の受給者番号は「被

　　保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄に記載し、結核予防法に係る分は「公費負担者番

　　号①」欄に、障害者自立支援法に係る分は「公費負担者番号②」欄に記載すること。

　（2）　「職務上の事由」欄は記載しないこと。

　（3）　生活保護法に係る実日数は「実日数」欄の「保険」の項に、結核予防法に係る実日数は「公

　　費①」の項に、障害者自立支援法に係る実日数は「公費②」の項にそれぞれ記載すること。

　　　なお、結核予防法に係る実日数又は障害者自立支援法に係る実日数が、生活保護法に係る実

　　日数と同じ場合は、当該実日数の記載を省略しても差し支えないこ

　　　と。

　（4）　「基本療養費」欄から「ターミナルケア療養費」欄までには、生活保護法に係る日数及び金

　　額を記載すること。

　（5）　「（公費分金額）」欄は縦に2区分し、左から順次結核予防法、障害者自立支援法の順で当

　　該公費に係る請求金額を記載するが、生活保護法に係る請求金額と同じ請求金額の公費負担医

　　療がある場合は、縦に2区分すること及び当該請求金額を記載することを省略しても差し支え

　　ないこと。

　（6）　生活保護法に係る請求金額は「請求」の項の「保険」の項に、結核予防法に係る請求金額は

　　「請求」の項の「公費①」の項に、障害者自立支援法に係る請求金額は「請求」の項の「公費

　　②」の項にそれぞれ記載すること。

　（7）　老人被爆者の場合は、　「備考」欄に赤色で「原」と表示すること。
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（別添1）

ステーションコード設定要領

1　訪問看護ステーションコードは、次のように郡市区番号2桁、訪問看護ステーション番号（以下

　「ステーション番号」という。）4桁、検証番号1桁、計7桁の算用数字を組み合わせたものとす

　る。

2　桁

郡市区番号

4　桁

ステーション番号

1　桁

検証番号

2　郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位として、地方社会保険事務局長が定めるも

　のとする。

3　ステーション番号は、　「9，000」から「9，499」までの一連の番号を2の郡、市及び区

　ごとに、地方社会保険事務局長がこれを定めるものとする。ただし、4桁のステーション番号のう

　ち、中2桁又は下2桁が「90」となる番号は、欠番とするものとする。

4　検証番号は、次により算出した番号とする。

（1）　都道府県番号、算定表番号、郡市区番号及びステーション番号の各数に末尾の桁を起点として

　　順次「2」と「1」を乗じる。この場合の都道府県番号は、別表「都道府県番号表」に定める番

　　号とする。また、算定表番号は、「6」とする。

（2）　（1）で算出した積の和を求める。ただし、積が2桁となる場合は、1桁目と2桁目の数の和と

　　する。

（3）　「10」と（2）で算出した数の下1桁の数との差を求める。これを検証番号とする。ただし、

　　（2）で算出した数の下1桁の数が「0」のときは、検証番号を「0」とする。

　　　　　〔例〕

　　　　　　　　都道府県　　算定表　　郡市区　　ステーション

　　　　　　　　番号番号番号　番号

4
×
2

4
×
－

6
×
2

7
×
2

0
×
－

点起←

3
×
2

2
×
－

1
×
2

9
×
－

8＋4＋（1＋2）＋O＋（1＋4）＋9＋2＋2＋6＝39

◎10－9＝1　　　　　検証番号「1」

◎訪問看護ステーションコード　：「07，9123，1」
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5　ステーションコードの管理は、地方社会保険事務局長において行うものとし、当該ステーション

　コードの設定又は変更に際しては、審査支払機関に対して速やかに連絡するものとする。

（別表）

都道府県番号

都道府県 番号

岡　山 33
広　島 34
山　口 35
徳　島 36
香　川 37
愛　媛 38
高　知 39
福　岡 40
佐　賀 41
長　崎 42
熊　本 43
大　分 44
宮　崎 45
鹿児島 46
沖　縄 47

都道府県 番号

石　川 17
福　井 18
山　梨 19
長　野 20
岐　阜 21
静　岡 22
愛　知 23
三　重 24
滋　賀 25
京　都 26
大　阪 27
兵　庫 28
奈　良 29
和歌山 30
鳥　取 31
島　根 32

都道府県 番号

北海道 01
青　森 02
岩　手 03
宮　城 04
秋　田 05
山　形 06
福　島 07
茨　城 08
栃　木 09
群　馬 10
埼　玉 11
千　葉 12
東　京 13
神奈川 14
新　潟 15
富　山 16
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（別添2）

法別番号及び制度の略称表

（1）

区　　　　　　　　　　分 法別番号 制度の略称

政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。） 01 （政）

船員保険 02 （船）

○一般医療（法第133条及び第141条関係） 03 （目）

日雇特例被保険者

ﾌ保険 ○特別療養費（法第145条関係） 04 （日　特）

狽ﾍ（特）

組合管掌健康保険 06 （組）

防衛庁職員給与法による自衛官等の療養の給付（法第22条関係） 07 （自）

国家公務員共済組合 31

医
　
　
療
　
　
保
　
　
険
　
　
制
　
　
度

地方公務員等共済組合 32
警察共済組合 33 （共）

公立学校共済組合

坙{私立学校振興・共済事業団

34

特定健康保険組合 63
国家公務員特定共済組合 72
地方公務員等特定共済組合 73 （退）

警察特定共済組合 74
公立学校特定共済組合

坙{私立学校振興・共済事業団

75

（注）　63・72～75は、特例退職被保険者及び特例退職組合員に係る法別番号である。
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（2）

区　　　　　　　　　分 法別番号 制度の略称

※ 老人保健法による老人訪問看護 27 一

※　老人保健制度

（2）の2

区　　　　　　　　　分 法　別　番　号

※ 国民健康保険法による退職者医療 67

※　国民健康保険制度

（3）

区　　　　　　　　　　分 法別番号 制度の略称

○療養の給付（法第10条関係） 13 一戦傷病者特別

㈹�@による
○更生医療（法第20条関係） 14 一

原子爆弾被爆者に対

ｷる援護に関する法

･による

○認定疾病医療（法第10条関係） 18 一

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等

ﾉ関する法律による医療の実施に係る医療の給付（法81条関係）

30 一

結核予防法による従業禁止、命令入所（法第35条関係） 11 （結35）

公
　
　
費
　
　
負
　
　
　
　
担
　
　
　
　
医
　
　
　
　
療
　
　
　
　
制
　
　
度

障害自立支援法によ O精神通院医療（法第5条関係） 21 （精神通

@）

○更生医療（法第5条関係） 15 一

O育成医療（法第5条関係） 16 一

原子爆弾被爆者に対

ｷる援護に関する法

･による

○一般疾病医療費（法第18条関係） 19 一

特定疾患治療費、先天性血液凝固因子障害等治療費、水俣病総合

ﾎ策費の国庫補助による療養費及び研究治療費、茨城県神栖町に 51 一
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おける有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措

u事業要綱による医療費及びメチル水銀の健康影響による治療研

�

児童福祉法による小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給

t（法第21条の9の2関係）

52 一

児童福祉法の措置等に係る医療の給付 53 一

生活保護法による医療扶助（法第15条関係） 12 （生保）

石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給（法

謔S条関係）

66 一
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